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関連して，Ｂについて，受贈益の課税が問題になる（法人税法第２２条第２項 。）

Ｃについて，取得時効との関係で所得税の所得分類と課税時期が問題となる。具体的には，

Ｃが本件土地を時効により取得することで，一時所得の収入金額がどうなるのか，いつの年分

の所得として計上すべきか，時効の遡及効（民法第１４４条）との関係をどう考えるかといっ

た論点がある。

［経 済 法］

〔第１問〕

本問の事実関係はやや複雑なものとなっているが，問題自体は排他条件付取引及び拘束条件

付取引に関する基本的な理解を問うものである。本問は，排他条件付取引等の拘束を課したと

き，いかなる場合に公正競争阻害性があるかを，事業者が単独で行っている場合と，複数の事

業者が並列的に行っている場合に分けて 論じさせている 設問の２ その際 東洋精米機事， （ ）。 ，

件（東京高判昭和５９年２月１７日）をめぐる議論等を参考にすることもできよう。さらに，

かかる拘束を課す事業者が，ノウハウの流出防止という合理的理由があると主張した場合の法

的な取扱いを問うている 設問の１ 本件のノウハウの主張は口実にすぎないとの理解に立ち（ ）。

論ずることもできよう。

〔第２問〕

企業結合規制に関する基本的な知識及びそれに基づく考え方・論じ方を問うている。前半で

は，独占禁止法第１６条に関する事案について，一定の取引分野（市場）の画定の方法，及び

「競争を実質的に制限することとなる」の判断方法について，企業結合規制の基礎的な理解を

確認している。後半は，企業結合計画が独占禁止法に違反するおそれがある場合に，いわゆる

問題解消措置として，販売を独立に行い，その際に情報提供の縛りをかけることがどのように

評価されるかを問うものである。問題文ではＯＥＭ供給，情報提供など見なれない言葉も用い

られているが，解答自体は基本的な知識に基づき答えられるものとなっている。

［知的財産法］

〔第１問〕

１．は，独占的通常実施権者の救済として考え得る方策（差止請求権（独占的通常実施権者

固有の差止請求権 特許権者の差止請求権の代位行使 損害賠償請求権 と 職務発明の場合， ）， ） ，

における特許権についての法定実施権（特許法第３５条第１項）に関する理解を問うものであ

る。

２．は，専用実施権（同法第７７条）に関し，その効力や効力発生要件等を踏まえた上で，

専用実施権設定登録前後における独占的通常実施権者との間の法律関係を問うものである。

． ， ， （ ）３ は ある特許発明とこれを改良した特許発明との関係につき 利用発明 同法第７２条

等に関する理解を問うものである。

〔第２問〕

本問は 全体を通じて 映画の著作物の著作者 著作権法第１６条 映画の著作物の著作権， ， （ ），

の帰属（同法第２９条第１項）及び映画の著作物において複製されている著作物の著作権の帰

属（同法第１６条参照）等，映画の著作物をめぐる権利関係についての基本的な理解を問うも

。 ， ． ， （ ）のである この基本的な理解を踏まえた上で １ は 映画の著作物の頒布権 同法第２６条

についての消尽論（最判平成１４年４月２５日民集５６巻４号８０８ページ参照）に関する理

解を，２．(1)は，同一性保持権（同法第２０条）に関する理解を，２．(2)は，著作者の死後

における人格的利益の保護 同法第６０条 第１１６条 に関する理解を ２ (3)は 映画の（ ， ） ， ． ，
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ある。２においては，所得税法第６４条第２項の特例の適用要件についての基本的な理解を

問うた上で，本問の事案に現れた諸事実の中から，その適用要件に関わる事実を指摘し，当

該要件を満たすか否かを論じる能力を試している。３においては，Ｘが連帯保証をした時点

で既にＢ社が債務超過に陥っており，辛うじて営業を続けている状態にあって，Ａにも返済

資金が全くなかった場合を想定して，所得税法第６４条第２項の特例の適用要件の法解釈を

論じた上で，Ｘがそれらの事実を認識していたかどうかを含めて，その適用要件を満たすか

否かを論じる能力を試している。

〔第２問〕

第２問は，事案に現れた三者間の法律関係を把握した上で，所得税法及び法人税法の規定

の法解釈論を展開するとともに，問題文に現れた事実関係を整理して法規範を適用する能力

を試す問題である。１については，参照条文を参考にしながら，必要経費に関する所得税法

第３７条及び第４５条の関連規定の要件を正確に読み取り，それらの規定の趣旨がいかなる

ものか，当該趣旨や条文の文言に照らして，甲のした支払の所得税法上の取扱いがどうなる

のかを，問題文に現れた諸事実を踏まえつつ，分かりやすく論述できるかどうかを試してい

る。２については，民事上の法律関係を踏まえ，甲が求償しない旨を乙に告げ，乙が甲から

求償権の行使を受けなくなったことに関して，それが所得税法第３６条所定の収入金額に当

たるか，当たるとすればいかなる理由に基づくのか，また，その所得区分はどのように考え

るべきか，さらに，源泉徴収がいかなる場合にどのようにして行われるのか，を論じること

ができるかどうかを問うている。３については，法人税の課税標準となる各事業年度の所得

の金額の計算構造の基本的な理解を問うとともに，損害賠償請求権の額が益金の額に算入さ

れるか，備品の損壊が損失として損金の額に算入されるかに関する理解を問うている。

[経 済 法］

〔第１問〕

本問は，不公正な取引方法に関して比較的詳細な事案を設定した上で，独占禁止法の基礎的

な理解を問うとともに，抽象的な議論に陥いることなく具体的な事実関係に基づいた論述の展

開ができるかを試すものである。

設問１では，Ｘ社が，甲社製の駐車場装置の構成部品の販売に際し，乙社の取替工事を条件

とするという販売方針について，これが不公正な取引方法に該当して違法か否かを論じること

を求めた。

一般指定の各項を踏まえて，本事例の行為に対する適用項とその要件該当性を具体的に論述

することとなる。

さらに，独立系保守業者の事業活動に対する影響と，構成部品の転用防止というＸ社の主張

に関して，公正競争阻害性，正当化事由に係る一般的判断枠組みを論じた上で，弁護士として

， ，Ｘ社及び乙社の担当者に尋ねて得られた回答を踏まえて Ｘ社の意図に関する事実認定を行い

あるいは営業計画の合理性を判断して，公正競争阻害性の有無について論じることが求められ

る。

設問２は，Ｘ社が，構成部品の在庫費用を削減するために，計画在庫数量を設定した上で，

一定の場合に独立系保守業者からの発注について引渡時期の条件を付すという販売方針につい

て，これが不公正な取引方法に該当するか否かの検討を求めるものである。

この方針について，一般指定の各項を踏まえて，本事例の行為に対する適用項とその要件該

当性を具体的に論述することが求められる。

さらに，在庫費用の削減という目的，独立系保守業者に与える影響等の具体的事実関係に基

づいて，公正競争阻害性の有無を論じることとなる。計画在庫数量を算出している基準の妥当
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， 。 ， ，性等を踏まえて かかる方針の相当性を論じることになろう その際 乙社とＸ社の資本関係

保守業者による自社在庫の可能性なども考慮され得よう。

なお，Ｘ社からの依頼を受けた弁護士として回答することを求めており，乙社の行為に関す

る回答は不要であるが，Ｘ社の行為・販売方針については合理的に考え得る独占禁止法上の問

題点を幅広く回答することが望ましい。

〔第２問〕

本問は，入札談合事案を素材として独占禁止法の基本概念の正確な理解と的確な条文解釈能

力を試すものである。

設問１は，いわゆる基本合意とそれに基づく個別調整行為という典型的な入札談合に係る事

実関係をもとに，不当な取引制限の構成要件という独占禁止法の基礎を正確に理解し，使いこ

なすことができるか否かを問う基本的問題である。小問（１）では，本問において，毎年１回

の会合における話合いから実際の入札に至るまでの行為のうち，いかなる行為が不当な取引制

限の違反行為となり得るかを特定し，かつ，甲省の入札制度を踏まえた上で，具体的事実を摘

示して構成要件該当性を論述することが求められる。小問（２）では，不当な取引制限に関す

る法律解釈又は事実認定に関する議論を問うたものであり，事実認定に関する議論にあたって

は，個々の事案に即して経験則に従って事実認定を行うという事実認定の基本を踏まえた論述

が望まれる。

なお，公正取引委員会の立入検査等の審査の結果を踏まえた論述を求めており，刑事事件と

しての議論までを求めたものではない。

設問２は，課徴金納付命令に関して，その算定に関する条文を踏まえながら本問での当ては

めを行わせるものであり，法文を読んだ上で内容を理解し，文理に忠実に条文の操作を行って

事案の解決を図るという法律家に必要な能力を試したものである。

， ，設問３は 課徴金納付命令に係る審判における被審人の主張の当否を論じさせるものであり

課徴金の算定に当たって違約金相当額を控除すべきか否かについて，課徴金の算定又は控除に

関する条文の文理を踏まえた上で，課徴金の制度趣旨，各規定の趣旨に基づいて説得的に論述

することが求められる。

[知的財産法］

〔第１問〕

， ， ，設問１では 問題文から読み取れる事実関係を条文に当てはめて 甲の訴訟上の請求として

物の発明である本件発明の特許権に基づく差止請求，特許権侵害の不法行為による損害賠償請

， ， ，求 不当利得返還請求 出願公開の効果としての補償金請求が考えられることを簡潔に論述し

設問２では，甲の各請求に対する抗弁（消滅時効の抗弁，権利行使の制限の抗弁，先使用の抗

弁）及びその成否をそれぞれ検討した上で，各請求がいかなる範囲で認められるかについて論

述する必要がある。抗弁の成否の検討のポイントは，以下のとおりである。

まず，消滅時効の抗弁については，不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の時効期間は

３年であり（民法第７２４条 ，補償金請求権につき不法行為の規定が準用されていることか）

ら（特許法第６５条第５項 ，甲の損害賠償請求権（一部）及び補償金請求権（全部）につい）

て消滅時効が完成していることを論じることが求められる。なお，消滅時効の抗弁により損害

賠償請求ができない期間に係る部分についても，不当利得返還請求権を行使できることを明示

することが望まれる。

次に，権利行使の制限の抗弁（特許法第１０４条の３第１項）については，本件発明の特許

の無効理由（特許法第２９条違反）の存否について論じることが求められ，主として，本件論

文がＡによって各会員に交付されたこと及びその後乙がＡからそのコピーを入手したことによ
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平成１９年新司法試験の採点実感等に関する意見（経済法）

１ 出題の趣旨について

問題の出題に当たっては，法律実務家になるための試験であることを前提として，可能

な限り，経済法に関する基本的知識及び法律実務家として必要な能力を問うことを心掛け

た。具体的には，独占禁止法に関する基本的な問題を素材として，基本概念を正確に理解

し，それを使いこなすことが出来るか，事実の認定に関する基礎ができているか，条文の

当てはめができるか，法律解釈の基本ができているか等を試すものとした。

２ 採点実感について

(1) 出題の意図に即した答案の存否，多寡

第１問については，論じるべき論点は基本的なものであり，それらの論点に触れてい

た答案がほとんどであり，論点については出題の意図に即した答案が多かったと思われ

る。他方，依頼者からの相談を受けた弁護士としての解答をすることを求め，実務家と

して公正取引委員会の処分や裁判の動向を踏まえての検討が望まれたが，この点につい

ては実務と関係なく自分の見解を述べる答案もある一方で，実務的な観点をも踏まえて

出題の意図に即して論じる答案もあり，その割合は半々といったところであろう。

第２問についても，出題の意図に即した論点を論じる答案が多かった。ただし，当然

な事項を詳細に論じるあまり重要な事項の論述が抜け落ちるなど，問題の全体を見据え

た議論がなされず，又は事柄の重要性の位置付けができていない答案も散見された。

(2) 出題時に予定していた解答水準と実際の解答水準との差異

全体として実際の解答水準が出題者の希望するレベルに達していたとは言い難いが，

そのことは予想されたことでもあった。その意味では，出題時の予定した水準と実際の

解答水準はそれほど乖離していない。

第１問については，著名な類似の裁判・審決事例もあり，それらに対応する部分につ

いては高い水準の解答が多いと予想していたが，実際にはそうではなかった。問題の事

案の全体像をきちんと把握せず，その一部で用いられた単語等に飛びつき，自己の知識

に引きつけて解答したと思われる答案が多かった。

第２問については，全体としては出題時に予想された解答水準と実際のそれはおおむ

ね一致していた。設問１は非常に基礎的な論点であり，法律解釈又は事実認定を議論さ

せる問題であるが，具体的事例に基づいて議論する答案がある一方で，法律論と事実認

定を混同したり，各小問相互での論理性が欠如しているといった答案もあった。設問２

は条文を素直に事例に適用することによって容易に結論が得られる問題であるが，かか

。 。る基礎的な力が不十分な答案も目に付いた 設問３は解答の水準にばらつきが目立った

(3) 出題の意図と実際の解答に差異がある場合の原因として考えられること

， ，経済法の学習に当たって 一応の基本概念を学んではいても表面的な理解にとどまり

具体的事例においてどういう意味を持つのかを理解するまでに至っていないこと，学習

内容が各論点に関する知識の機械的な暗記とその形式的な適用にとどまっていること，

具体的な設問の事例に基づいて議論するのではなく自己の知識に事例を引きつけて論じ

ていること，法律の条文に十分に当たらないまま学習をしていることなどが原因として

考えられる。
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３ 今後について

(1) 今回の結果を受けて法科大学院に求めるもの

少数の学習量の絶対数が不足していると思われる答案があったが，全体的には，特に

選択科目であることを考えると，おおむね良く学習されていたものと考える。

他方で，経済法に限らない話であるが，実務を踏まえること，常に具体的な事実を踏

まえながら議論し，基本概念の意義を正確に理解することなどの基礎をより徹底するこ

とが望ましいと感じた。

(2) 今回の結果を受けて新司法試験の出題に当たり見直すべき点

特に見直すべき点はないと考えるが，可能な限り簡明な事案である一方で経済法に関

する基本的知識及び法律実務家としての基本的な能力を問うことのできる問題の作成を

心掛けていきたい。
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設問３では，破産手続開始の申立てと再生手続開始の申立てとが競合した場合に，どの裁判

所がどのような判断基準で両手続の整序を図るのか（民事再生法第２６条第１条第１号・第２

５条第２号），及び再生手続開始の決定や再生計画認可の決定がされた場合の破産手続の帰す

う（民事再生法第３９条第１項・第１８４条）や再生手続廃止後の破産手続への移行の可能性

（民事再生法第２５０条第１項）等について説明する必要がある。

[租 税 法］

〔第１問〕

設問１は，相続人がいわゆる代償分割により相続財産を単独取得し当該財産を後に譲渡した

場合における所得税の課税関係を，取得費の取扱いに関して問うものである。所得税法第６０

条第１項第１号の規定に関する基本的な理解を問うとともに，代償分割に関する私法上の法律

構成を所得税の課税関係の法律構成にいかに反映させるかを試している。あわせて，譲渡所得

課税の趣旨をも勘案して，所得税法第３３条第３項及び第３８条第１項に規定する取得費に関

する解釈論を展開する能力並びにその解釈の結果を具体的な事案における取得費該当性の判断

に応用する能力を試すものである。

設問２は，駐車場経営から生ずる所得に関する所得分類を踏まえた上で，駐車場用地の取得

に伴い支払った登録免許税等の相続登記費用について，これを上記の取得費として取り扱うべ

きか又は所得税法第３７条第１項に規定する必要経費として取り扱うべきかを問うものであ

る。

〔第２問〕

設問１は，法人税法の課税標準の計算構造に関する基礎的な理解を前提として，法人が債

権放棄を行い，放棄した債権額につき貸倒損失として経理処理を行った場合の課税関係を問

うものである。法人税法第２２条第３項に規定する損失として損金に算入できる貸倒れの要

件についての理解と，本問に現れた具体的事実を前提として貸倒損失と認められるか否かを

論じる能力を試すとともに，債権の放棄が法人税法第３７条に規定する寄附金に当たるか否

かを検討する能力を試している。

設問２は，小問（１）の問題文に示された見解について，「収入金額」ないし「所得」とい

った所得税法の基礎的な概念を踏まえつつ，その根拠付けを論理的に展開し，具体的事案に当

てはめる能力を試している。

[経 済 法］

〔第１問〕

本問は，高速バスの共同運行に係るバス会社間の運行協定について独占禁止法上の問題点を

検討させるものであり，いずれも独占禁止法の根幹となる「競争」，「競争の実質的制限」の理

解を問う趣旨である。

設問１は，バス会社による運賃の設定方法に関する３案について，不当な取引制限の成否を

検討させるものである。本設問に関連して，公正取引委員会が「高速バスの共同運行に係る独

占禁止法上の考え方について」などを公表しているが，当該「考え方」の知識又は学習の有無

を問うものではない。競争の本質にさかのぼりつつ，独占禁止法の基本概念を正確に理解した

上で要件の当てはめを行えば足りる。

本件運行計画の検討としては，まず，運行計画が各事業者のいかなる事業活動を相互に拘束

するといえるかを具体的に検討していくこととなろう。その際には，単に運賃の共同決定のみ

を不当な取引制限とするだけでなく，広い意味での相互拘束行為の存在に触れる必要がある。

一定の取引分野については複数の取引分野が候補となり，答案においても１つ又は複数の

平成20年 出題趣旨
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取引分野が画定され得るが（複数の取引分野を画定する場合にはその関係についても論述が望

まれる。），本件の事実関係に即して合理的な当てはめができるか否かが問われる。その上で，

競争の実質的制限について，当該取引分野に即した検討を行うことが必要である。なお，画定

した取引分野と矛盾する検討は不適当である。

競争の実質的制限等の検討に当たっては，共同運行による新規事業又は市場の創出という本

問の特性をも踏まえて，本件協定案によりどの取引分野でいかなる競争が制限されるのか，い

かなる競争促進的効果があるのか，それらが独占禁止法上どのように評価されるかについて，

競争の本質に沿った検討を適切に行うことを求めている。

いずれの点についても，特定の結論に達しているか否かにより評価するものではなく，その

結論に至る検討過程を通して独占禁止法の理解の有無を問うものである。

設問２は，バス会社３社による新規参入妨害のための協定を素材として独占禁止法上の基本

的な問題に対する理解度を問うものである。

適用法条としては，独占禁止法第３条前段（私的独占）又は第３条後段（不当な取引制限）

のほか，一般指定第１項，第１５項等が考え得る。もっとも，問題文の協定中の一部の語句に

基づく論点主義的な論述をするだけでなく，本件の本質を踏まえるとともに，適用法条のそれ

ぞれの要件，効果の差異を理解した上で，適用法条に関する論述をすることが望まれる。

要件の検討に当たっては，その意義を正確に理解した上で，本件における単独事業者の市場

参入の困難性，各バス会社が保有する施設の意義，協定の内容，当該一定の取引分野に及ぼす

効果等を踏まえた当てはめが求められる。

〔第２問〕

本問は，不公正な取引方法に関して比較的詳細な事案を設定した上で，独占禁止法の基礎的

な理解を問うものである。あわせて，正当化事由等の評価の方法，及びエンフォースメントに

関する基礎的知識をも確認しようとしている。

設問１では，フランチャイズ本部が加盟店に対して，（１）ピザ・サラダ等の価格を拘束す

ること，ドリンク・デザートの価格を拘束すること，提供する品目の制限を課すこと，（２）

営業地域を割り当てし，地域外での販売の制限及び地域外顧客への販売の制限を課すこと，

（３）原材料の購入先の制限を課すことを，契約に基づいて定めるとともに，それに沿った指

導・統制を現実に行うことが，不公正な取引方法に該当するか否かを問うている。本件に適用

し得る一般指定の項を見定め，当該項の規定に沿ってその行為要件及び効果要件を検討してい

くことが必要である。（１）では一般指定第１２項，第１３項，（２）では同第１３項，（３）

では同第１０項，第１１項，第１３項の適用が問題となり得るであろう（なお，当該規定のす

べてを検討することを求めているわけではないが，他方で，本問設例の趣旨に照らせば合理的

に適用可能な規定を広く検討することは望ましい。）。

行為要件の検討に当たっては，各規定の内容を正確に理解し，本問事例に当てはめること

が必要である。さらに，効果要件の検討に当たっては，これらの制限を課すことが，一般的

に競争上いかなる効果を有するかを把握した上で，さらに，本問におけるフランチャイズ制

度の特質，営業の統一性の確保，食品の安全性の確保，スケールメリット，ブランド間競争

の有無などの諸点をも検討し，競争上の評価について検討することが求められるものであっ

て，独占禁止法における基本的考え方を習得し，それを具体的事例に当てはめができるか否

かを確認するものである。正当化事由または競争促進的効果に関するこれらの考え方につい

ては，当然ながら唯一の解答を前提とするものではなく，独占禁止法の趣旨に沿った説得的

で論理的に整合する説明ができるか否かを確認している。

設問２は，弁護士の立場から，本問の事案について独占禁止法に基づく訴訟の提起の可否

を問うものであり，まず，独占禁止法第２４条に関し，その要件についての基本的な理解を
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示した上，本問における具体的な違反行為と差止めの範囲などについて検討することが望ま

しい。また，検討対象となる訴訟は同条に基づくものに限られるものではなく，その他の請

求の可否も検討の対象となり得るであろう。

[知的財産法］

〔第１問〕

設問１は，特許権者が特許権の存続期間全部に対応する実施料全額の一括支払を受けて専用

実施権を設定した場合における特許権者及び専用実施権者の差止請求権（特許法第１００条第

１項）及び損害賠償請求権に関する理解を問うものである。専用実施権を設定した特許権者の

差止請求の可否について判示した最高裁判所の判決（最判平成１７年６月１７日民集５９巻５

号１０７４頁）を踏まえた論述が求められる。

具体的には，丁が製造販売するＢ傘が，甲発明の技術的範囲（特許法第７０条）に属する

かどうかをまず検討した上で，甲発明の特許権者甲が，丁に対し，Ｂ傘の製造販売の差止め

及び損害賠償を請求することができるかどうか，甲から専用実施権の設定を受けた乙が，丁

に対し，Ｂ傘の製造販売の差止め及び損害賠償を請求することができるかどうか等について，

本問の事実関係に即して論じなければならない。

設問２の１は，通常実施権者が特許無効審判の請求人適格（特許法第１２３条第２項）を

有するかどうかについて問うものである。また，設問２の２は，特許を無効とする審決が確

定した場合，特許権は初めから存在しなかったものとみなされること（特許法第１２５条）

との関係で，小問（１）では，通常実施権者が，特許権者に対し，既払の実施料の返還を請

求することができるかどうかについて，小問（２）では，特許権者が，通常実施権者に対し，

当該審決の確定前の期間に対応する実施料の未払分の支払を請求することができるかどうか

について，それぞれ問うものである。

〔第２問〕

設問１は，甲が執筆し，同人誌に掲載した計３０編の小説の中から選んだ１５編のものを，

一部変更を施した上で収録した乙書籍を作成し出版した乙に対する甲の請求を，また，設問２

は，乙書籍に収録された甲の小説を収録した丙書籍を作成し出版した丙に対する甲の請求を問

うものであり，甲が乙及び丙に対していかなる権利の侵害に基づいてどのような請求をするこ

とが可能であるかを論述しなければならない。侵害される権利としては，複製権，譲渡権，公

表権，同一性保持権等が問題となる。公表権の侵害については，甲の小説が，「まだ公表され

ていないもの」（著作権法第１８条第１項）であるかどうか，すなわち，同人誌に掲載され，

クラスメートに配布されたことにより，「発行」（著作権法第３条第１項）されたものになるこ

とはないかどうかを論じる必要がある。同一性保持権の侵害については，乙が甲の小説に施し

た変更が，意に反する改変となることを示した上で，「やむを得ないと認められる改変」（著作

権法第２０条第２項第４号）に当たるかどうかを論述することが求められる。また，乙による

変更に関して，改変された甲の小説を複製し譲渡する行為に対して，その行為が同一性保持権

を侵害するかどうかの点を含め，甲がどのような請求をすることができるかを論述することが

求められる。設問３及び設問４には，これに類似する論点が含まれている。

設問３では，甲の小説を収録した乙書籍及び丙書籍をＡ市民に貸し出しているＡ市立図書館

が甲のいかなる権利を侵害し，甲がＡ市に対してどのような請求をすることが可能であるかを

論述しなければならない。Ａ市立図書館による貸出しには貸与権が働くが，その侵害の成否に

ついては，著作権法第３８条第４項の適用の有無を論じる必要がある。甲の小説が「公表され

た著作物」に当たらない場合には，同項は適用されず，また，公表権の侵害も問題となること

となる。
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平成２０年新司法試験の採点実感等に関する意見（経済法）

１ 出題の趣旨について

経済法の出題に当たっては，独占禁止法の基礎的知識を会得し，具体的な事例で適用で

きるか，基本概念をよく理解し，応用することができるかという点を評価し得るような問

題を目指した。

出題した２問は，受験生にとっては目新しいものに思えたかもしれないが，独占禁止法

の基本に基づいて検討すれば解答し得る問題であり，公表されている公正取引委員会の考

え方やガイドラインに関する細かな知識を必要とするものではない。

２ 採点方針

いずれの問題においても，独占禁止法の基礎的知識・基本概念の正確な理解と応用能力

の有無を見ようとしている。単純な正解にたどり着けたか否かではなく，解答を導く道筋

や，独占禁止法の正確な理解に基づいた法的な立論の適否や事実関係の分析の深さにより，

受験生の法的な能力を見ようとするものである。

第１問の設問１においては，単に価格拘束の合意があれば違法で，なければ適法という

ような単純な回答を是としたものではなく，本件協定が広い意味での共同行為といえるか

否かを検討した上で，高速バスの共同運行の競争上の位置付け，その目的，効果，代替方

法の有無等を総合的に検討しているか否かを重視した。設問２においては，新規参入の妨

害行為に対して，問題文中の一部の用語に飛びついた法条の選択を行うことなく，各法条

の差異を踏まえて適用法条を選択し，丁寧な要件の検討を行っているか否かを見た。

第２問の設問１においては，不公正な取引方法の行為要件を理解し，適切な法条を指摘

し得るか，公正競争阻害性の意義を正確に把握し，本問において適切な事実関係を適示し

て検討することができるかを見ている。特に，フランチャイズ契約に基づく行為であるこ

とを踏まえて，公正競争阻害性の検討を展開しているかを重視した。設問２においては，

差止請求を含む救済手続の検討内容に着目した。

なお，事実関係の分析能力には，問題文の中から，問題の検討に真に必要な事実を抽出

する能力も含まれており，単なる問題文中の事実関係の羅列を行うだけでは法的な理解が

あるとは判断し難い上，解答用紙又は時間の配分との関係でも適当な解答とはなり難い。

３ 採点実感等

(1) 出題の意図に即した答案の存否，多寡について

第１問のうち，設問１は，単独運行が困難な場合における高速バスの共同運行に関し

て，運賃協定の独占禁止法上の問題点を検討させるものであるが，このような共同運行

の特性をきちんと論じている答案は多くはなく，やや平板な記述に終始しているものが

多かった。また，設問２は，共同運行を行う複数のバス会社による他の新規参入者を妨

害するための協定の独禁法上の問題点を論じさせるものであるが，多数の答案がこれを

論じているものの，複数の適用法条が考えられる中でその要件，効果の差異にまで目を

配った答案はほとんどなかった。

第２問の設問１は，フランチャイズシステムにおける営業方針を素材として独占禁止

法違反の有無を検討させるものであり，論点自体は大部分の受験生が把握していたが，

フランチャイズシステムという本問の具体的事例に即して解答した答案は半分程度であ
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った。設問２は本問に即した訴訟の提起（エンフォースメント）について問うものであ

ったが，具体的に事例に即した検討まで行った答案は多くなかった。

(2) 出題時に予定していた解答水準と実際の解答水準の差異について

第１問の設問１は，やや高度な問題であり，本問の特殊性にまで配慮した答案は多く

はないだろうと考えていたところ，やはりそのような答案はそれほど多くはなかった。

さらに，価格の拘束があるか否かのみによって違法性の判断を行うというような，初歩

的理解を超えていない答案がある程度の数において見られたことは予想外であった。設

問２は，解答しやすい問題であって，多数の受験生が一応の水準の解答ができるであろ

うと考えていたが，半数以上は想定した水準に達していたと考えられるが，他方で問題

文の語句に引きずられて適切な適用法条を選定できない者が一定程度見受けられた。

第２問の設問１は多くの答案がおおむね想定していた水準に達していたが，他方でフ

ランチャイズの特殊性を踏まえることなく，紋切り型の平板な記述に終始する答案も目

立ち，かかる答案は出題者の期待に十分に応えていたとは言い難い。また，設問２は時

間が足りなかった等の理由もあるようであるが，適切な水準に達した答案は少なかった。

(3) 出題の意図と実際の解答に差異がある場合として考えられること

経済法の履修に当てられる時間が不足しているのか，一面的，形式的な理解にとどま

っている者が少なくないように思われ，それらの者は，基本概念，基礎的事項を深く理

解し，それを具体的に使いこなすことができていないように思われる。

４ 今後の出題について

今後も，独占禁止法の基本概念，基礎的知識の正確な理解と応用能力を求めることは変

わらないと考えられる。経済法の特性として事例を詳細に設定する必要がある反面，受験

生に過度の負担を与えぬような配慮も必要であり，そのバランスを適切に取りつつ問題を

出題する必要があると考えられる。

５ 今後の法科大学院に求めるもの

今回の出題により，法科大学院は，細かな知識が新司法試験において求められるという

ように誤解することなく，出題の意図したところを正確に理解してほしい。

その上で，受験生が経済法の基本をきちんと自分のものとして理解し，使いこなせるよ

うになるという当たり前のことを徹底することが求められよう。
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なのかの問題があり，更に債務が確定しているかどうかが検討されなければならない。必要経

費性については完璧な解答までを求めているわけではなく，本問では，主にコインの精算が法

的に義務付けられるものかどうかなどに着目して，これに整合的な結論を導けるかどうかを試

している。②は，暴力団員に対する指導料名目の支出についてであるが，必要経費の要件であ

る事業関連性，客観的必要性があるかどうかにつき，当該支出の実質を踏まえて，どう評価す

るかが問題となる。また，公序に反するような支出について必要経費控除が認められるかどう

かという，いわゆる違法経費控除の可否についても検討されなければならない。③は，違法な

事業に供されている機械についての減価償却費の控除の可否を問うもので，②と同様に違法経

費の観点から，控除の可否が問題となる。設問２は，イレギュラーな所得稼得形態の収入金額

， ， ， ，と必要経費性を問題としているだけに 問題解決に必要な基礎知識と 問題点抽出力 応用力

自説を説得的で整合的に論述する能力が試されている。

〔第２問〕

本問は，役員退職慰労金の支給に関する課税上の問題について，所得税法及び法人税法のそ

れぞれの観点から検討することを求めるものであり，１つの事案を多角的・包括的に分析する

能力及び条文を正確に読解し事実を要件に適切に当てはめる能力を試している。

設問１は，役員の分掌変更に伴って支給される退職慰労金の所得税法上の取扱いについて，

①給与所得と退職所得との区別，取り分け所得税法における退職所得課税の趣旨及び同法第３

０条に規定する「退職」の意義の理解，②現物所得の取扱いに関する所得税法第３６条第１項

， 。括弧書及び同条第２項の理解を踏まえ 本文の事案に即して検討することを求めるものである

①については，取り分け勤務関係の終了の意義に関する最高裁判所の判決（最判昭和５８年９

月９日民集３７巻７号９６２頁等）の立場を踏まえた論述が求められる。

設問２は，役員退職慰労金の支給，特に現物支給を，法人税法に従ってどのように処理すべ

きかを問うものである。法人税法上の所得算定の基本構造に照らし，役員退職慰労金の現物支

給については，１個の取引であるが，益金及び損金の両面において処理しなければならないこ

とを理解した上で，益人及び損金の両面において当該役員退職慰労金の支給を関連規定の要件

に当てはめることを求めている。その当てはめの検討においては，法人税法上の所得算定の基

本構造及び本問の事案に関連する条文を正確に理解しているかどうかが問われており，取り分

け法人税法第２２条第２項，同条第３項及び第３４条の規定並びにそれらの規定の相互関係に

関する正確な理解が重要である。

[経 済 法］

〔第１問〕

本問は，コスト削減を一つの契機とする機械メーカーによる部品の共同購入及び共同物流会

社の設立等の計画に関する独占禁止法上の問題点を検討させることをその趣旨としている。

このような業務提携は，必然的に競争事業者間の共同行為という性格を有することから，不

「 」，「 」，「 」，当な取引制限の構成要件である 行為の共同性 事業活動の相互拘束 一定の取引分野

「競争の実質的制限」等についての理解を問うものである。

部品の共同購入については，これが部品の購入市場のみならず製品販売市場における競争に

も影響を及ぼすおそれがあることを踏まえ，それぞれの市場における不当な取引制限の成否を

検討する必要がある。

まず，部品購入市場においては，共同購入カルテルの成否について，当該市場を一定の取引

分野として画定することの可否，本件共同購入計画の具体的な内容に基づく事業活動の相互拘

束性の判断，当該市場における競争の実質的制限の有無をいかなる事実によって認定すべきか

等についての検討が求められよう。

平成21年 出題趣旨
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製品販売市場においては，部品の共同購入が行われることによるコストの共通化が川下市場

における製品の販売価格に影響を及ぼす可能性に着眼し，価格カルテルの成否について，部品

の調達予定金額の目安を検討する前提資料として製品価格の上限を協議して決定することを含

め，行為の共同性や事業活動の相互拘束あるいは競争の実質的制限をどのように認定するかに

ついて検討する必要があろう。

また，共同物流会社の設立については，同社が実際に行うこととなる事業活動の態様からす

ると，競争事業者である共同出資会社間において，競争手段にかかわる情報を共有することに

より，一定の共通認識を生ずるおそれがないかという観点から，製品の販売市場における不当

な取引制限の成否について検討することになる。

その場合は，当該会社の人的構成，あるいは配送の具体的な方法，製品の販売価格に占める

物流コストの比率などの事実関係を踏まえ，当該情報の共有が競争に与える影響をどのように

判断するか，行為の共同性や事業活動の相互拘束をいかに理解するか等がポイントとなろう。

いずれにしても，本問では，論点主義的な記述ではなく，不当な取引制限の構成要件の意義

を正確に理解した上で，当該行為の市場における競争への影響を念頭に置き，事実関係を丹念

に検討した上でその当てはめを行うことが求められる。

〔第２問〕

本問は，Ａが中部地方で計画しているパソコンの販売及び東日本地域で計画している液晶テ

レビの販売について独占禁止法に違反しないかどうかを問うことによって，同法上の不当廉売

規制に関して基本的な理解ができているかを確認するものである。いずれも一般指定６項の要

件を検討することになり，６項前段については 「正当な理由 「供給に要する費用を著しく， 」，

下回る 「継続して 「他の事業者の事業活動を困難にするおそれ」の要件を，６項後段につ」， 」，

いては 「不当に 「低い対価 「他の事業者の事業活動を困難にするおそれ」の要件を検討， 」， 」，

することになる。

Ａが中部地方で計画しているパソコンの販売については 「継続して」の要件 「他の事業者， ，

の事業活動を困難にするおそれ」の要件 「正当な理由」の要件を正確に理解し，問題文に示，

された仕入価格，新規開店セール，キャンペーン期間，旧型製品などから適切に事実を抽出し

てその当てはめができるかを確認している。本件は 「継続して」の要件をみたすかどうか判，

断が分かれ，いずれの立場によるかによって６項前段，後段のいずれを適用するかが変わって

くる。また，独占禁止法に違反しないとするものが多いと思われる。しかし，それらが唯一の

答えであるとする趣旨ではなく，要件を正確に理解した上で，事実関係を検討し正確に当ては

められるか，それらは論理的であるかを確認する趣旨である。

東日本地域で計画している液晶テレビの販売については，継続性の要件を満たすと考えられ

るが，３７インチテレビの販売価格は仕入価格を下回り，４０インチテレビの販売価格は仕入

価格を上回るが総販売原価を下回る事実関係となっていることから，６項前段，後段の適用関

係が問題になり得る。さらに，他の事業者の事業活動を困難にするおそれ及び正当な理由又は

不当性（公正競争阻害性）があるか否かも問題文に示された事実から検討することになろう。

具体的には，価格については，３７インチテレビは６項前段，４０インチテレビは６項後段を

適用するもの，一括して６項前段又は後段を適用するものなどがあり得るし，他の事業者の事

業活動を困難にするおそれはＡの市場における地位，アンケート調査での当該商品の人気及び

家電専門店への影響等からこれを肯定する答案が考えられるが，ここでも一つの答えしかない

とする趣旨ではない。

いずれにせよ，本問においても，要件の意義を正確に理解した上で，当該行為の市場におけ

る競争への影響を念頭に置き，事実関係を丹念に検討した上でその当てはめを行うことが求め

られる。
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平成２１年新司法試験の採点実感等に関する意見（経済法）

１ 出題の趣旨について

出題に当たり，独占禁止法上の制度・規定の趣旨及び内容を正確に理解し，問題文

の行為が市場における競争にどのような影響を与えるかを念頭に置いて，事実を丹念

に検討した上で，要件の当てはめができるか，それらが論理的かという点を評価し得

るような問題作成を目指した。

出題した２問は，独占禁止法の基本に基づいて検討すれば解答し得る問題であり，

公表されている公正取引委員会の考え方やガイドライン等について細かな知識を求め

るものではない。

２ 採点方針

出題の趣旨で述べたとおり，独占禁止法違反の成否についての結論ではなく，同法

の基本的概念や個別の要件の意義を，その趣旨を踏まえて正しく理解しているか，当

該行為が市場における競争に与える影響を十分に洞察しようとして，問題文のどの事

実をどのような観点から取り上げるか分析した上で，的確に要件に当てはめているか，

それらは論理的で説得的かという観点から，法的な能力を見ようとした。

第１問は，不当な取引制限の成否を問うものであり，①部品の共同購入の計画（以

下，「設問①」という。）については，部品購入市場のみならず，製品価格の上限を協

議して決定するとしていること及び部品の共同購入によるコスト共通化といった事実

に着目して，製品販売市場に関しても，競争に影響を与える共同行為の成否を検討し

ているかを見た。②共同物流会社の設立の計画（以下，「設問②」という。）は，共同

物流会社が行うこととなる事業活動の態様からして，製品販売市場における競争事業

者間において重要な競争手段について情報を共有することとなり，このことによる当

該市場における共同行為の成否を検討しているかを見た。

第２問は，不当廉売（一般指定第６項。以下，「第６項」という。）の成否を問うも

のであり，まず，事業者の創意工夫により良質・廉価な商品を供給しようとする努力

を助長しようとする独占禁止法がなぜ不当廉売を規制するのかを理解し，その関連で，

第６項前・後段の各要件を正確に理解できているかを見た。その上で，第６項前・後

段のいずれを適用するかの結論自体にはこだわらず，（１）中部地方の廉売（以下，「設

問（１）」という。）では，価格要件，継続性要件の検討により，第６項前段又は後段

を正確に適用しているか，（２）東日本地域の廉売（以下，「設問（２）」という。）で

は，３７インチテレビと４０インチテレビの間で価格設定に違いがあることに着目し

て，第６項前・後段の適用を論理的・説得的に論じているかを見た。また，設問（１）

及び（２）の双方について，他の事業者の事業活動に対する影響を丹念に検討してい

るか，そこでは，キャンペーン期間，数量，程度のほか，設問（１）では新規開店セ

ール，旧型製品等の要素を，設問（２）ではＡの市場における地位，商品の人気等の

要素を勘案しているかを見た。

３ 採点実感等

(1) 出題の意図に即した答案の存否，多寡について

第１問の設問①においては，部品購入市場と製品販売市場のそれぞれについて競
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争に影響を与える共同行為の成否を検討した答案は多くなく，どちらかの市場につ

いてのみ論じているものが過半を占めた。また，適用法条を私的独占や優越的地位

の濫用とする答案が散見された。設問②においては，多くの答案が情報共有の問題

を論じていたが，適用法条として，不当な取引制限に触れず，企業結合規制（独占

禁止法第４章）のみとする答案が少なからずあった。

第２問については，不当廉売の成否を検討した答案がほとんどであったが，不当

廉売に触れずに私的独占や優越的地位の濫用等を検討している答案も少数ながら存

在した。採点方針で述べたとおり，第６項前・後段のいずれを適用するかの結論自

体にはこだわらなかったが，設問（１）では，第６項前段を検討して不当廉売に当

たらないとする答案が多く，設問（２）では，３７インチテレビ及び４０インチテ

レビを一括して第６項前段又は後段を適用する答案が相当数あった。

(2) 出題時に予定していた解答水準と実際の解答水準の差異について

第１問の設問①については，問題文の計画の基本的内容が部品の共同購入につい

てであるために，部品購入市場における競争に影響を与える共同行為の成否を検討

する答案が多く，製品販売市場について論じる答案は少ないのではないか，また，

製品販売市場について論じる場合も，製品価格の上限を協議して決定することには

比較的容易に着目できても，部品の共同購入によるコスト共通化に着目する答案は

少ないのではないかと予想していた。しかし，実際には，部品購入市場には触れず，

製品販売市場における競争に影響を与える共同行為の成否だけを論じた答案が一定

数見受けられたほか，製品販売市場について論じた答案の多くは，コスト共通化の

問題を論じていたものの，製品価格の上限の問題に触れない答案が一定割合あった。

設問②については，競争手段にかかわる情報の共有に着目し，具体的に検討した答

案が多かったが，製品物流市場における競争への影響を検討するにとどまる答案も

散見された。

第２問については，不当廉売の規制理由と，その関連で第６項前・後段の各要件

がどのようなものであるかに関し，相応に論ずることを期待していたが，的確に解

答できた答案は予想より少なく，第６項前・後段の各要件を区別できていない答案

も散見された。また，設問（２）では，３７インチテレビ及び４０インチテレビを

一括して第６項前段又は後段を適用する答案が相当数あったものの，その理由を論

理的・説得的に論じるものは少なかった。他の事業者の事業活動に対する影響につ

いては，設問（１）において，新規開店セール，旧型製品等の要素を摘示できてい

る答案が多かった一方，設問（２）では，大量仕入れによる廉価販売によって他の

事業者が競争上不利になること自体を否定的にとらえているのではないかとうかが

える答案も目立った。第２問は，全体として，よく論じられている答案とそうでな

い答案に二分される傾向が見られた。

４ 今後の出題について

今後も，独占禁止法の基礎的知識の正確な理解，当該行為が市場における競争に与

える影響の洞察力，事実関係の検討能力及び論理性・説得性を求めることに変わりは

ないと考えられる。

５ 今後の法科大学院教育に求めるもの
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経済法の問題は，不必要に細かな知識や過度に高度な知識を要求するものではない。

経済法の基本的な考え方をきちんと理解し，これを多様な事例に応用できる力を身に

付けているかどうかを見ようとするものである。法科大学院は，出題の意図したとこ

ろを正確に理解し，引き続き，知識偏重ではなく，基本的知識を正確に習得し，それ

を的確に使いこなせる能力の育成に力を注いでいただくとともに，論述においては，

論点主義的な記述ではなく，構成要件の意義を正確に示した上，当該行為が市場にお

ける競争へどのように影響するかを念頭に置いて，事実関係を丹念に検討し，要件に

当てはめることを論理的・説得的に示すことができるように教育してほしい。
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ၮߩߡߟߦോ⟵ߣౖ․ߩ㧘㕍⦡↳๔⠪ߒขᶖߩߘᛚ߮ߩ㧘㕍⦡↳๔ߡߒߣⷐߩߘ㧘߆

ᧄ⊛ߥ⍮⼂߇ߚ߹ޕࠆߡࠇࠊ㧘⸳㧞ߪߢ㧘㕍⦡↳๔ᛚߩขᶖ↱㧔ᚲᓧ⒢ᴺ╙㧝㧡㧜

᧦╙㧝㗄㧕ࠍᧄߩ᩺ߦහߡߒᬌ⸛ࠅ߅ߡࠇࠄ᳞߇ߣߎࠆߔ㧘ฦภ߇ឝࠆߍขᶖ↱ߩᗧ

ߦ⒢ോ⡯ຬࠍ㧘Ꮽ★ᦠ㘃ߦ߁ࠃߩߩ㧘ᧄ߇ࠆߡࠇࠄ᳞߇ㅀ⺰ߥ⊛วℂߚ߃߹〯ࠍ⟵

႐วߚߞ߆ߥߡߒሽߡ߃ᢛࠍᘒߦ߁ࠃߥน⢻߇ߣߎࠆߔ␜ឭߦㆡᤨߡߞߚᒰߦᬌᩏࠆࠃ

ℂߩ್ߩߎ㧘ࠅ߇㧔ᦨ್ᐔᚑ㧝㧣ᐕ㧟㧝㧜ᣣ᳃㓸㧡㧥Ꮞ㧞ภ㧟㧣㧥㗁㧕್ߪߡߟߦ

ޕࠆߢࠈߎߣࠆࠇߐᦼᓙ߇⸒ߥㆡಾߩౝኈ߳ߩߘߣ⸂

ࠄ߇㧘ផ⸘⺖⒢ࠅߢߩ߽߁ࠍ⸂ℂߩߡߟߦ㧘ផ⸘⺖⒢ߪ㧘⸳㧟߮⸳㧠ߚ߹

߁ߣวℂᕈߩ⸘ផߣᔅⷐᕈߩ⸘㧘ផߣߣߎࠆߔ⸒ߡߟߦ᧦ᚲᓧ⒢ᴺ╙㧝㧡㧢ߣᩮࠆࠇ

ផ⸘⺖⒢ߩࠆࠇࠄⷐઙߡߟߦᢛℂߡߒ⺰ㅀ߇ߣߎࠆߔᦼᓙߦࠄߐޕࠆߢࠈߎߣࠆࠇߐ㧘

ᧄߩߡߟߦ㧘ផ⸘ߩᔅⷐᕈߣផ⸘ߩวℂᕈ߇ౕࠍ߆ࠆࠇࠄ⊛ߦᬌ⸛߇ߣߎࠆߔ

ޕࠆߡࠇࠄ᳞

=⚻ ᷣ ᴺ㨉

ާ╙㧝ި

ᧄߪ㧘⧯ᚻࠆࠃߦ࠽ࠗࠩ࠺ᚻࠨࠢࠕࠅ㧔એਅޟᧄઙຠޕ߁ߣޠ㧕ߩ⽼ᄁࠍ

ખࠆߔ៤Ꮺ㔚ኾ↪ߩ࠻ࠗࠨࡉࠚ࠙ߩㆇ༡ᬺ㧔એਅޟᧄઙᬺޕ߁ߣޠ㧕ߩᏒ႐߅ߦ

ߢᬺ⠪ߩ㧘ᣢሽߒኻߦᬺ⠪ߚ߈ߡߒᣂⷙෳߡߒߦ‛ࠅᄁࠍቯ⸳ߩ₸ᚻᢙᢱߥ㧘ଔߡ

㧘ᣂⷙෳ⠪ߒኻߦ࠽ࠗࠩ࠺ᚻ⧯ࠆߔଐ㗬ࠍឝタߩ߳࠻ࠗࠨߩ␠㧘ห߃ⷡࠍෂᯏᗵ߇␠㧭ࠆ

ߒߣ߁ࠃߓ⻠ࠍ㧕ޕ߁ߣޠ⟎ᧄઙភޟភ⟎㧔એਅࠆߔߣ⊛⋠ࠍߣߎࠆߔᱛࠍ㊀⊓㍳ੑߩߣ

ޕࠆߡߒߣᣦ⿰ߩߘࠍߣߎࠆߖߐ⸛ᬌࠍ㗴ὐߩ㧘⁛භᱛᴺߡߟߦߣߎߚ

ߥ߁ࠃߩߤ㧘ߒ㑐ߦ┹ࠆߌ߅ߦᏒ႐ߥ߁ࠃߩߤ㧘ࠅࠃߦߣߎࠆߕ⻠ࠍ⟎㧘ᧄઙភߜࠊߥߔ

┹ߩᓇ㗀߿ᑷኂߡߟߦ߆ࠆߥߣߣߎ↢ࠍࠇߘ߅ࠆߕ↢ࠍ㧘ታ㑐ଥߩಽᨆߣ᭴ᚑⷐઙ

߃ਈߦᬺᵴേߩ࠽ࠗࠩ࠺ᚻ⧯߇⟎㧘ᧄઙភࠅߢߩ߽ࠆߔߣ߁ࠃࠍㆊ⒟ߩߪߡᒰߩ߳

ߣߎࠆߔ⸛ᬌߡߟߦᱜ┹㒖ኂᕈߩߘ࿐㧘▸ߩᏒ႐߈ߴߔ⸛ᬌࠍᓇ㗀ߩᓇ㗀߮┹߳ࠆ

ޕࠆࠇࠄ᳞߇

ౕ⊛ߪߦ㧘ਇᱜߥขᒁᣇᴺߩ৻⥸ᜰቯ╙㧞㗄ᓟᲑߪ╙㧝㧞㗄ߩ᭴ᚑⷐઙࠍ〯߹߃㧘ᧄ

ઙភ⟎ߡߟߦ㧘ઁߩᬺ⠪ࠆߦᬺ⠪ߦኻࠆߔขᒁࠍᜎ⛘߆ࠆ߃ߣߚߖߐ㧘ߪ⋧ᚻᣇ

ᄁᒻᘒ⽼ߩ㧘ᧄઙຠߡߟߦ߆ࠆ߃ߣߚߒขᒁߡߌઃࠍઙ᧦ࠆߔ᧤᜔ߦਇᒰࠍᬺᵴേߩ

平成22年 出題趣旨
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ߔ⸛ᬌߡߒൊ᩺ࠍ╬ή߮⒟ᐲߩታലᕈ⏕ᚻᲑߩߘ㧘ࠆߌ߅ߦᏒ႐ߩ␠㧭߿ᱶᕈ․ߩ

ޕࠆ߇ᔅⷐࠆ

ᧄઙភ⟎߇ᓇ㗀ࠍ߷ࠆߥߣߣߎߔ┹ౕߩ⊛ߥᒻᘒߪߡߒߣ㧘ฦ␠ࠃߦ࠻ࠗࠨࡉࠚ࠙ߩ

ߔㆇ༡߇␠㧘ฦ߆߶ߩ┹ࠆߋࠍᓧ₪ߩ࠽ࠗࠩ࠺ᚻ⧯ࠆߔᏗᦸࠍખߩᄁ⽼ߩᧄઙຠࠆ

ߦᄁ⽼ߩᧄઙຠࠆߔ┙ᚑߢ㑆ߩߣᶖ⾌⠪⥸৻ߣ࠽ࠗࠩ࠺ᚻ⧯ߡߒߣᇦࠍ࠻ࠗࠨࡉࠚ࠙ࠆ

ޕ߁ࠃࠇߐ߽ᗐቯ┹ࠆߌ߅

ᣂⷙෳߦ㧘ᧄઙᬺߡߠၮߦታᘒߩᏒ႐ߩ㧘ᧄઙߪߡߒ㑐ߦᱜ┹㒖ኂᕈߩߘ㧘ߚ߹

㧘ᧄ߿ήߩࠇߘ߅ࠆߕ↢߇Ꮢ႐㐽㎮ലᨐߜࠊߥߔ㧘ࠇߘ߅ࠆࠇߐឃ㒰ࠄ߆Ꮢ႐߇ᬺ⠪ߚߒ

ઙຠߩ⽼ᄁଔᩰ߇⛽ᜬߩ╬߆ߥ߇ߣߎࠆࠇߐὐߒ⋠⌕ߦ㧘૬ߡߖᧄઙភ⟎ߦߣߎࠆߕ⻠ࠍ

ޕࠆ߇ᔅⷐࠆߔ⸛ᬌ߽ߡߟߦ↱ᱜᒰൻߩߡߟ

㧘⁛භߡߟߦᓇ㗀ߔ߷ߦ┹ࠆߌ߅ߦᏒ႐߇⟎㧘ᧄઙភߪߡ߅ߦ㧘ᧄࠃߖߦࠇߕ

ᱛᴺߩⴕὑⷙߩ⿰ᣦ߮♽ਗ߮ߦฦ㆑ⴕὑߩ᭴ᚑⷐઙࠍᱜ⏕ߦℂ⸃ߚߒߢ㧘ታ

㑐ଥࠍਤᔨߦᬌ⸛ߩߘߡߒᒰࠍߪߡⴕޕࠆࠇࠄ᳞߇ߣߎ߁

ާ╙㧞ި

ᧄߪ㧘㨅Ꮢ⊒ᵈߩਅ᳓▤ᦝ↢Ꮏߩᧅ߁ߣ᨞ⓨߩࠍၮߦ㧘ᧅ⺣ว߇⁛භᱛ

ᴺߦ㆑ࠍ߆߁ߤ߆ࠆߔਇᒰߥขᒁ㒢㧔⁛භᱛᴺ╙㧟᧦㧘╙㧞᧦╙㧢㗄㧕ߩⷐઙߦᓥߡߞ

ᬌ⸛ߖߐ㧘ਇᒰߥขᒁ㒢ߩⷙߡߟߦၮᧄ⊛ℂ⸃ࠍ߆ࠆߡ߈ߢ߇⏕ߩߘࠍߣߎࠆߔ⿰

ᣦޕࠆߡߒߣ

⸳㧝ߪߡ߅ߦ㧘߹ߕ㧘หⴕὑ㧘ᬺᵴേߩ⋧᜔᧤╬ߩⷐઙߡߟߦ㧘㧭㧘㧮ߒߥ

㧰߮㧱㧲ߩࠇߙࠇߘߩᐔᚑ㧞㧝ᐕ㧞㧝ᣣߩળว㧘㧟㧡ᣣߩળว╬ࠆߌ߅ߦⴕὑ߇㧘ߎ

߶ߩⴕὑߩ㧰ߒߥ㧘㧮ߌಽࠅขߪߢߎߎޕࠆߥߣߣߎࠆߔ⸛ᬌࠍ߆ุ߆ߔߚḩࠍⷐઙߩࠄࠇ

ࠇߎߪ㧲㧘㧱ߚ߹㧘ߕ߈ߢෳടߦᧅߡߌฃࠍᜰฬᱛಣಽߦ㑆ߩળวߩߟੑߩߎߪ㧘㧭߆

⋦ߩ╬㧘หⴕὑ߮ᬺᵴേ߇ߣߎߚߒࠍදജߦᧄઙ⺣วߊߥߣߎࠆࠊ߆߆ߪߦળวߩࠄ

߆ࠆ߇㧘⋧᜔᧤ᕈ߆ࠆߔ┙ᚑߪ⛊ㅪߩ㧘ᗧᕁ߆ࠆࠇߐଔ⹏ߦ߁ࠃߩߤߡ߅ߦⷐઙߩ᧤᜔

ޕࠆߡ᳞ࠍߣߎࠆߔ⸛ᬌߡߒහߦᧄઙ᩺ࠍ╬

ᰴߦ㧘ᧄઙޟߡ߅ߦ৻ቯߩขᒁಽ㊁ߦ߁ࠃߩߤࠍޠ↹ቯ߆ࠆߔ㧘ߜࠊߥߔ㧘߫߃↲Ꮏ

ࠍ߆ࠆߔ┙ᚑ߇ขᒁಽ㊁ߩቯ৻߁ߣਅ᳓▤ᦝ↢Ꮏߩ㧘㨅Ꮢ⊒ᵈ߆߁ߤߪ㑐ଥߩਸᎿߣ

ᬌ⸛ߒ㧘ߦࠄߐ㧘ၮᧄวᗧߡ⛯ߦ⺞ᢛ㧔ᧅ㧕߇ⴕߚࠇࠊᧄઙ᩺ߡ߅ߦ┹ࠍ

ታ⾰⊛ߦ㒢ࠍ߆ࠆߔᬌ⸛ޕࠆߥߣߣߎࠆߔ

⸳㧞ߪߢ㧘ၮᧄวᗧߪᚑ┙߇ࠆߡߒ⺞ᢛ߇ታᣉߥߡࠇߐ᩺ߡ߅ߦ㧘ਇᒰߥ

ขᒁ㒢߇ᚑ┙ࠍ߆ࠆߔޕࠆߡ߁ᬌ⸛ߦᒰߪߡߞߚ㧘ਇᒰߥขᒁ㒢ߪ㧘ᧅ⺣ว߅ߦ

߆ࠆߔ┙ᚑߢߌߛၮᧄวᗧߪߡ߅ߦ㧘ᧄઙ᩺߆ࠆߔ┙ᚑߢࠇߕߩ⺞ᢛߣၮᧄวᗧߡ

㧘ߪߦ㓙ߩߘޕࠆࠇࠄ᳞߇ߣߎࠆߔ⺑ߡߠၮߦⷐઙߩ㧘⁛භᱛᴺ╙㧞᧦╙㧢㗄ߡߟߦ

ᒰὼࠄ߇ߥ㧘⸳㧝ߣ╵⸂ߩ⍦⋫ޕࠆࠇࠄ᳞߽ߣߎߥߒ

㧘ᒰߢߚߒ⸂ℂߦ⏕ᱜࠍ⟵ᗧߩⷐઙߩขᒁ㒢ߥ㧘ਇᒰߪߡ߅ߦ㧘ᧄࠃߖߦࠇߕ

ⴕὑࠆࠃߦ┹߳ߩᓇ㗀ࠍᔨ㗡߈⟎ߦ㧘ታ㑐ଥࠍචಽߦᬌ⸛ߚߒߢᒰࠍࠍߪߡⴕߣߎ߁

ޕࠆࠇࠄ᳞߇

=⍮⊛⽷↥ᴺ㨉

ާ╙㧝ި

⸳㧝ߪ㧘ࠗߩภຠߩㅧ⽼ᄁ߇↲߮ਸ߇ࠍᮭ⸵․ࠆߔଚኂ߆ุ߆ࠆߔ㧘߹ߚ㧘

⸳㧞ߪ㧘ࡠߩภຠߩㅧ⽼ᄁ߮ৼࡂߩภຠߩㅧ⽼ᄁ߇ᒰ․⸵ᮭࠍଚኂุ߆ࠆߔ

ࠄࠇߎߦ᭴ᚑਛߚࠇߐタ⸤ߦ࿐▸ߩ᳞⺧⸵․ߩᮭ⸵․ᒰޕࠆߢߩ߽ࠆߖߐㅀ⺰ߡߟߦ߆

⸂ℂࠆߔ㑐ߦ⺰╬ဋࠆࠁࠊ㧘ߪ㧘⸳㧝߮⸳㧞ࠅߢߩࠆߔሽ߇ㇱಽࠆߥ⇣ߣຠߩ
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ᖹᡂ㸰㸰ᖺ᪂ྖἲヨ㦂ࡢ᥇Ⅼᐇឤ➼㛵ࡿࡍពぢ㸦⤒῭ἲ㸧

㸯 ฟ㢟ࡢ㊃᪨࡚࠸ࡘ

ฟ㢟ᙜࡾࡓ㸪⊂༨⚗Ṇἲୖࡢไᗘ࣭つᐃࡢ㊃᪨ཬࡧෆᐜࢆṇ☜⌮ゎࡋ㸪ၥ㢟ᩥ

㸪ᐇ㛵࡚࠸⨨ᛕ㢌ࢆࡿ࠼ࢆᙳ㡪࡞࠺ࡼࡢத➇ࡿࡅ࠾ᙜヱᕷሙࡀⅭ⾜ࡢ

ಀࢆᛕ᳨ウ࡛ୖࡓࡋ㸪せ௳ࡢᙜ࡚ࡿࡁ࡛ࡀࡵࡣ㸪ࡀࡽࢀࡑㄽ⌮ⓗ࠺࠸Ⅼࢆ

ホ౯ࡋᚓ࡞࠺ࡼࡿၥ㢟సᡂࢆ┠ᣦࠋࡓࡋ

ฟ㢟ࡓࡋ㸰ၥࡣ㸪⊂༨⚗Ṇἲࡢᇶᮏࢆṇ☜⌮ゎࡋ㸪ࢀࡇᇶ᳨࡙࡚࠸ウࡤࢀࡍゎ

ࡘ➼ࣥࣛࢻ࢞ࡸ᪉࠼⪄ࡢබṇྲྀᘬጤဨࡿ࠸࡚ࢀࡉ⾲㸪බࡾ࠶ၥ㢟࡛ࡿᚓࡋ⟆

ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡵồࢆ㆑▱࡞⣽࡚࠸

㸰 ᥇Ⅼ᪉㔪

ฟ㢟ࡢ㊃᪨࡛㏙ࡾ࠾ࡓ㸪⊂༨⚗Ṇἲࡢᇶᮏⓗᴫᛕࡸಶูࡢせ௳ࡢព⩏ࢆ㸪ࡢࡑ

㊃᪨ࢆ㋃࡚࠼ࡲṇ☜⌮ゎࡿ࠸࡚ࡋ㸪ᙜヱ⾜Ⅽࡀᕷሙࡿࡅ࠾➇தࡿ࠼ᙳ㡪ࢆ

༑ศὝᐹ࡚ࡋ࠺ࡼࡋ㸪ၥ㢟ᩥࡢࡢᐇ࡞࠺ࡼࡢࢆほⅬࡿࡆୖࡾྲྀࡽศᯒ

ㄽ⌮ⓗ࡛ㄝᚓⓗ࡛ࡣࡽࢀࡑ㸪ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵࡣᙜ࡚௳せ☜㸪ⓗ࡛ୖࡓࡋ

ࠋࡓࡋ࠺ࡼぢࢆຊ⬟࡞㸪ἲⓗࡽほⅬ࠺࠸࠸࡞ࡀ┪▩

➨㸯ၥࡣ㸪බṇྲྀ࡞ᘬ᪉ἲ㸦୍⯡ᣦᐃ➨㸰㡯ᚋẁཪࡣ➨㸯㸰㡯㸧ࡢᡂྰࢆၥࡶ࠺

㈍࡛ࢺࢧࣈ࢙࢘ࡢ⏝ᦠᖏ㟁ヰᑓࢆ࣮ࣜࢧࢭࢡࡾᡭసࡢ࣮ࢼࢨࢹ㸪ⱝᡭࡾ࠶࡛ࡢ

࠺࠸ࡿࡍ㈍ᙧែࡢ≉Ṧᛶࢆ㋃࡚࠼ࡲ㸪㸿♫ࡢ⾜Ⅽ࡞࠺ࡼࡢࡀᕷሙࡿࡅ࠾➇

தᙳ㡪➼ࢆཬ᳨ࢆࡍࡰウࡿ࠸࡚ࡋ㸦ᕷሙࡢ⏬ᐃ㸧㸪⏬ᐃࡓࡋᕷሙ༶ࡓࡋබṇ

➇த㜼ᐖᛶࡢ᭷↓ࢆ⌮⏤࡚ࡵྵࢆࡅㄽ⌮ⓗ᳨ウࡿ࠸࡚ࡋ㸪ṇᙜ⏤ࡢ᭷↓

࣮ࣛࣜࣇ࠺࠸ࡿࢀࡉ⏝ൾ࡛↓ࢆሗ➽ࢀ࡛ୖࡓࡋ♧ࢆ‽ᇶุ᩿ࡢࡑ㸪࡚࠸ࡘ

ࠋࡓぢࢆࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀࡵࡣᙜ࡚࡞ලయⓗࡓ࠼ࡲ㋃ࢆ➼⟇ᑐࢻ

➨㸰ၥࡣ㸪ᙜྲྀ࡞ᘬไ㝈㸦⊂༨⚗Ṇἲ➨㸱᮲㸪➨㸰᮲➨㸴㡯㸧ࡢᡂྰࢆၥࡢࡶ࠺

⏤⌮ࢆᘬศ㔝ࠖྲྀࡢᐃ୍ࠕࡓ࠼ࡲ㋃ࢆ㛵ಀࡢஎᕤἲ㸪ձ⏥ᕤἲࡣ㸪タၥ㸯࡛ࡾ࠶࡛

᳨࡚ࡵྵࢆࡅウࡿ࠸࡚ࡋ㸪ղඹྠ⾜Ⅽ㸪ᴗάືࡢ┦ᣊ᮰➼ࡢせ௳࡚࠸ࡘ㸪

ᖹᡂ㸰㸯ᖺ㸰᭶㸯᪥ࡢྜ㸱᭶㸳᪥ࡢྜ➼ࢆ㋃ྜࡓ࠼ࡲពෆᐜ᳨ࢆウࡿ࠸࡚ࡋ㸪

ᮏ௳ㄯࡎࡏཧຍࡶྜࡢࢀࡎ࠸ࡧ㸿ཬࡓࡅཷࢆᣦྡṆฎศ㛫ࡢྜࡢࡘࡢࡇ

タၥ㸰࡛ࠋࡓぢࢆࡿ࠸࡚ࡋウ᳨࡚࠼ࡲ㋃ࢆࡅ⏤⌮࡞ලయⓗࢆ㹃࣭㹄ࡓࡋ༠ຊྜ

➇࡚࠼ࡲ㋃ࢆ㛵ಀࡢಶูㄪᩚ㸪ձᇶᮏྜព࡚࠸ࡘᡂ❧ᮇࡢᘬไ㝈ྲྀ࡞㸪ᙜࡣ

தࡢᐇ㉁ⓗไ㝈ࡢᏑྰ᳨ࢆウࡿ࠸࡚ࡋ㸪ղタၥ㸯ࡢ⤖ㄽㄽ⌮ⓗྜᩚ࡞ᛶ࡚ࢀࡀ

ࠋࡓぢࢆࡿ࠸

㸱 ᥇Ⅼᐇឤ➼

��� ฟ㢟ࡢពᅗ༶ࡓࡋ⟅ࡢᏑྰ㸪ከᐻ࡚࠸ࡘ

➨㸯ၥࡣ࡚࠸ࡘ㸪㸿♫ࡢ⾜Ⅽࡣ㸪㸿࣭㹃Ⓩ㘓⪅ᑐࡽࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ㸪㐺⏝

ἲ᮲ࡣ㸪ṇ☜ࡣ㸪᮲௳ྲྀᘬ㸦୍⯡ᣦᐃ➨㸯㸯㡯㸧࡛ࡃ࡞ࡣ㸪ᣊ᮰᮲௳ྲྀ

ᘬ㸦୍⯡ᣦᐃ➨㸯㸰㡯㸧ࡣ࠸ࡿ࠶༢⊂࣭㛫᥋ྲྀࡢᘬᣄ⤯㸦୍⯡ᣦᐃ➨㸰㡯㸧࠺࠸

㸪⚾ⓗ⊂༨㸦㝖㸧ࡓࡲࠋࡓࡋᏑᅾࡾ࡞ࡀ⟆ࡓࡋ㸪➨㸯㸯㡯ヱᙜࡀࡿ࡞ࡇ

ࡇࡍࡰཬࢆᙳ㡪ࡀⅭ⾜ࡢ♫㸪㸿ḟࠋࡓࡗ࠶ᐃᩘ୍ࡶ⟆ࡓࡋウ᳨ࢆヱᙜᛶࡢ

ࢹⱝᡭࡀ⪅㐠Ⴀᴗࡢࢺࢧ࣮ࣜࢧࢭࢡ㸪ࡤࢀࡍウ᳨㸪Ꮚ⣽ࡣ࡚ࡋᕷሙࡿ࡞
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㸧ཬࡿࡍᕷሙձࠖࠕᕷሙ㸦௨ୗࡿࡅཷࡁᘬࢆ௰ࡢ㈍ࡢᮏ௳ၟရࡽ࣮ࢼࢨ

ࢀࡉ㈍⪅㈝ᾘࡽ࣮ࢼࢨࢹⱝᡭ࡚ࡌ㏻ࢆࢺࢧ࣮ࣜࢧࢭࢡࡀ㸪ᮏ௳ၟရࡧ

ࢆࡘ㸰ࡢࡽࢀࡇ㸪ࡋࡋࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ࠼⪄ࢆ㸧ࡿࡍᕷሙղࠖࠕᕷሙ㸦௨ୗࡿ

༊ูࡓࡋᕷሙ⏬ᐃ࠸⾜ࢆ㸪බṇ➇த㜼ᐖᛶࡢ᭷↓᳨ࢆウࡿ࠸࡚ࡋ⟅ࡣ㸪ࡿ࠶⛬ᗘ

ணࡀࡿ࠶ࡣ࡛ࡢࡶࡓ࠸࡚ࡋ㸪ᑡ᭱ࠋࡓࡗ࡞ᚋ㸪ࢀ➽ሗࢆ↓ൾ࡛⏝ࢀࡉ

㸪ṇᙜࡾ࠾ពᅗࡢ㸪ฟ㢟ࡀ⟆ࡢࡃ㸪ከࡣ࡚࠸ࡘၥ㢟ࡢࢻ࣮ࣛࣜࣇ࠺࠸ࡿ

⏤ࡢ᭷↓ࢆㄽࠋࡓ࠸࡚ࡌ

➨㸰ၥࡢタၥ㸯ࡣ࡚࠸ࡘ㸪㸿࡚࠸ࡘ㸪⪅ྲྀᘬẁ㝵ࡶ࡚ࡋ␗ࢆᴗ⪅ᛶ

ࡗ࠶࡛ࢇࡀ⟆ࡿࡍ᪨ㄽ㏙ࡿࡍ❧ᡂࡀ㸪┦ᣊ᮰ࡣ࠸ࡿ࠶㸪ࡋࡓ‶ࢆ௳せࡢ

ᑡࡶ⟆࠸࡞࠸࡚࠸Ẽࡃ㸪ㄽⅬࡸ⟆࡞☜᫂ࡢࡅ⨨ࡢㄽⅬࡢࡇ㸪ࡀࡓ

ᩘぢࠋࡓࢀࡽ㹃࣭㹄ࡣ࡚࠸ࡘ㸪㯲♧ࡢពᛮ㐃⤡ࢆㄆࡿࡵ⟅ࡓࡗ࠶࡛ࢇࡀ

ᚲせࡿࡍㄽド࡚ࡋ♧ᑀࢆᐇࡿ࡞᰿ᣐࡢࡑ㸪ࡼࡏࡿࢆㄽ⤖ࡢࢀࡎ࠸㸪ࡀ

㸪㐪⾜Ⅽࡣ࡚࠸ࡘタၥ㸰ࠋࡓࢀࡽᐃᩘぢ୍ࡶࡢࡶ࡞༑ศࡀࢀࡇ㸪ࡢࡿ࠶ࡀ

ពᛮࡢ♧㸪タၥ㸯࡛㯲࡚࠸ࡘ㸪㹃࣭㹄ࡀࡓࡗከᅽಽⓗࡀ⟆ࡓࡵㄆࢆ❧ᡂࡢ

㐃⤡ࢆㄆࡽࡀ࡞ࡁ࠾࡚ࡵ㸪≉ẁࡃ࡞ࡇࡍ♧ࢆ⏤⌮ࡢ㸪タၥ㸰ࡣ࡚࠸࠾㐪⾜Ⅽ

ࠋࡓࡗ࠶ࡀ⟆ࡓࡋ┪▩㸪࠺࠸ࡿࡍᐃྰࢆ❧ᡂࡢ

��� ฟ㢟ணᐃࡓ࠸࡚ࡋゎ⟅Ỉ‽ᐇ㝿ࡢゎ⟅Ỉ‽ࡢᕪ␗࡚࠸ࡘ

➨㸯ၥࡣ࡚࠸ࡘ㸪୍ᐃᩘࡣࡢࡶࡢ㸪ᕷሙձࡿࡅ࠾ᕷሙ㛢㙐ຠᯝཬࡧᡭᩘᩱࡢ

౯᱁⥔ᣢຠᯝ㸪ᕷሙղࡿࡅ࠾౯᱁Ỉ‽ࡢᙳ㡪࡞㸪⏬ᐃࡓࢀࡉᕷሙ༶࡚ࡋබ

ṇ➇த㜼ᐖᛶࡢ᭷↓ࢆ⥲ྜⓗ᳨ウࡿࡍゎ⟅ࡿࡍࢆணࡋࡋࠋࡓ࠸࡚ࡋ㸪ᐇ㝿

㸪ࡾ࠶࡛ࢇࡀ⟆ࡓࡌㄽࢆࡳࡢᕷሙ㛢㙐ຠᯝࡎࡏ༊ูࢆղ㸪ᕷሙձࡣ

᪉࡛㸪ᡭᩘᩱࡢ౯᱁⥔ᣢຠᯝ࡞ゝཬࡓࡋ⟅ࡣᑡᩘࠋࡓ࠸࡚ࡗࡲḟ㸪

ලయⓗࡢࡑ㸪࡛ୖࡓࡋ♧ࢆ‽ᇶุ᩿ࡢ⏤㸪ṇᙜࡣ࡚࠸ࡘၥ㢟ࡢࢻ࣮ࣛࣜࣇ

௦᭰ࡾ࡞ࡁ࠸㸪ࡲࡲ࠸࡞ࡌㄽ༑ศࢆⅬࡢࡇ㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡋணࢆࡇࡿࡍࢆウ᳨࡞

ᥐ⨨࡚࠸ࡘ㏙ࡿ⟅ࡀከࠋࡓࡗ

➨㸰ၥࡢタၥ㸯ࡣ࡚࠸ࡘ㸪㹃࣭㹄ࡢពᛮ㐃⤡ྰࢆᐃࡿࡍ⟅ࡀከ࠸ண࡚ࡋ

ὀㄪᩚཷ࡚࠸࠾㸪タၥ㸯ࡓࡲࠋࡓࡗከᅽಽⓗࡀ⟆ࡿࡍᐃ⫯ࢆࢀࡇ㸪ࡀࡓ࠸

ࡶ㸪㸯ᅇ࡚࠸࠾㸪タၥ㸰ሙྜࡓࡋᐃ⫯ࢆᐇ㉁ⓗไ㝈ࡢத➇࡚ࡋ᰿ᣐࢆᡂຌࡢ

ཷὀㄪᩚࡶ࡚ࡃ࡞࠸࡚ࡋࢆ➇தࡢᐇ㉁ⓗไ㝈ࢆ⫯ᐃࡢ࡚࠸ࡘࡇࡿࡍタၥ㸯ࡢ

ᩚྜⓗ࡞ㄝ᫂ࢆᮇᚅࡀࡓ࠸࡚ࡋ㸪ࡀࢀࡇ༑ศ࡞⟅ࡣᑡࡃ࡞㸪༢ࠕᇶᮏྜព࡛᪤

㐙ࡓࡗ࠸ࠖࡽࡿ࡞ㄽ㏙ࡀࡢࡶࡿࡲከࡤ࠼࠸࡚ࡌ⥲ࠋࡓࡗ㸪ྛㄽⅬ

࠺࠸㸪ᚋグ㸦㸱㸧࡛ࡕ❧┠ࡶᡤ⟠࡞༑ศࡀ㸪ㄽ㏙ࡢࡢࡶࡿ࠸ࡣ࡚ࢀゐࡾ㏻୍ࡁࡘ

ࠋࡓࡵ༨ࢆࡃከࡀ⟆ࡢࣝ࣋୰ࣞࡢⰋዲࠖࠕ

��� ⚽ඃࠕ 㸪ࠖࠕⰋዲ 㸪୍ࠖࠕᛂࡢỈ‽ 㸪ࠖࠕⰋࠖ⟅࡚࠸ࡘ

➨㸯ၥࡣ࡚࠸ࡘ㸪㐺⏝ἲ᮲㸪ᕷሙ⏬ᐃ㸪බṇ➇த㜼ᐖᛶ㸪ṇᙜ⏤ࡓࡗ࠸

せ࡞ㄽⅬ࡚࠸ࡘ㸪ฟ㢟ࡢពᅗⓗ☜ᑐᛂࡓࡋㄽ㏙ࠕࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋࢆඃ⚽ࠖ

⟅ホ౯ࠋࡿࢀࡉḟ㸪ྛㄽⅬ୍ࢀࡎ࠸ࡢ㒊࡚࠸ࡘ༑ศ࡞Ⅼࡀࡿ࠶ࡀ㸪

య࡚ࡋฟ㢟ࡢពᅗ༶ࡓࡋゎ⟅ࠕࡣࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋࢆⰋዲ 㸪ࠖࡓࡲ㸪ྛㄽⅬࡎ࠸ࡢ

ࡣ⟆ࡿ࠶ࡀᛶྜᩚ࡚ࡋ㸪ㄽ㏙యࡀࡿ࠶ࡀ㒊ศ࡞☜ṇࡋ࠸࡞ࡾㄗ㒊୍ࢀ

㸪࡚࠸ࡘ᪉ࡌㄽࡢㄽⅬྛࡸ㑅ᢥࡢ㸪㐺⏝ἲ᮲ᚋ᭱ࠋࡿࢀࡉホ౯ࠖ‽Ỉࡢᐃ୍ࠕ

᫂☜࡞ㄗࡋ࠸࡞ࡾ▩┪࣭ᩚྜࡿ࠶ࡀ⟅ࠕࡣⰋࠖホ౯ࠋࡿࢀࡉ

➨㸰ၥࡣ࡚࠸ࡘ㸪ࠕඃ⚽ࠖ⟅ࡣ㸪タၥ㸯࡛ࡣ㸪๓グ㸰࡛♧࡞࠺ࡼࡓࡋᮇᚅࡉ
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ᙜ࡚ᑀࢆᐇࡢ㸪ၥ㢟ᩥ࡛ୖࡓࡋ♧☜ṇࢆ௳せࡸ⩏㸪ᐃ࡚࠸ࡘㄽⅬྛࡓࢀ

㸪࡚࠼ࡲ㋃ࢇࡕࡁࢆᡂ❧ᮇࡢ㸪㐪⾜Ⅽࡣ㸪タၥ㸰࡛ࡘ㸪ࡁᑟࢆㄽ⤖࡚ࡵࡣ

タၥ㸯ྜᩚⓗㄽࢀࡇࡀࡢࡶࡓࡌヱᙜࠕࠋࡿࡍⰋዲࠖ⟅ࡣ㸪ࡤ࠼㸪タၥ㸯

ࢀࡑࣝ࣋ࣞྠඃ⚽ࠖ⟅ࠕ࡚࠸ࡘ㸵㹼㸶ࡑࡼ࠾ࡢㄽⅬࡓࢀࡉ㸪ᮇᚅࡣ࡛

㸪タၥࡘ㸪ࡾ࠾࡚ࢀࡉࡀㄽ㏙ࡢᛂ୍ࡶ࡚࠸ࡘㄽⅬࡢ㸪ࡋㄽ㏙࡛ࣝ࣋ࣞࡿࡎ‽

㸰࡛ࡣ㸪タၥ㸯࡚ࡏࡉྜᩚ㸪㐪⾜Ⅽࡢ᪤㐙ᮇ୍ࢆᛂ࡚ࡋ♧ࡣㄽࡓࡌ⟅ࡇࡀ

㒊୍ࡢㄽⅬࡓࢀࡉᮇᚅࡣ㸪タၥ㸯࡛ࡤ࠼㸪ࡣỈ‽ࠖ⟅ࡢᛂ୍ࠕࠋࡿࡍヱᙜࢀ

ࡀ࡞༑ศࡶ࡚࠸ࡘㄽⅬࡢవࡢࡑ㸪ࡋㄽ㏙ᑀᗘ⛬ྠඃ⚽ࠖ⟅ࠕࡁࡘ

ࡇࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࡌㄽࣝ࣋ࣞྠࡰⰋዲࠖ⟅ࠕࡶ㸪タၥ㸰࡛ࡾ࠾࡚ࡌᛂㄽ୍ࡽ

ࡶࡢᩘ「ࡕ࠺ࡢㄽⅬࡓࢀࡉ㸪タၥ㸯࡛ᮇᚅࡤ࠼㸪ࡣⰋࠖ⟅ࠕࠋࡿࡍヱᙜࢀ

ࡋグ㍕ࢆㄽ⤖㸪༢ࡶ࡚࠸࡚ࢀゐ࡚ࡋ㸪ㄽⅬࡣ࠸ࡿ࠶㸪ࡎẼࡃ࡚࠸ࡘࡢ

ࡀㄽ㏙㸪➨㸯ၥࡶ㸪タၥ㸰࡛ࡘ㸪࡛ࡢࡶ࡞ࢀⓗእࡀࡅ㸪⌮⏤ࡸࡢࡶࡢࡅࡔࡓ

ࢀࡇࡀࡢࡶ࡞㛗ࡋ࠸࡞ࢀⓗእࡀࡅ⏤⌮ࡁࡘ❧ᡂࡢ㸪㐪⾜Ⅽࡸࡢࡶࡿࡍ┪▩

ࠋࡿࡍヱᙜ

㸪⥲ྜⓗࡣ࡚ࡗࡓᙜ㸪᥇Ⅼࡾ࠶୍࡛ࡢ⟆ࡿࡍᒓ‽㸪ྛỈࡣࡽࢀࡇ㸪࠾࡞

ࡢࡶࡿࡁᑾࡢࡶࡢ㸪ୖグࡣ⟆ࡿࡍᒓ‽㸪ྛỈࡾ࠾࡚ࡋ㓄ពࡶᐃุࡢຊ⬟࡞

ࠋ࠸࡞ࡣ࡛

㸲 ᚋࡢฟ㢟࡚࠸ࡘ

ᚋࡶ㸪⊂༨⚗Ṇἲࡢᇶ♏ⓗ▱㆑ࡢṇ☜࡞⌮ゎ㸪ᙜヱ⾜Ⅽࡀᕷሙࡿࡅ࠾➇த

ࡣࡾࢃኚࡇࡿࡵồࢆㄽ⌮ᛶ࣭ㄝᚓᛶࡧウ⬟ຊཬ᳨ࡢὝᐹຊ㸪ᐇ㛵ಀࡢᙳ㡪ࡿ࠼

ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄࠸࡞

㸳 ᚋࡢἲ⛉Ꮫ㝔ồࡢࡶࡿࡵ

⤒῭ἲࡢၥ㢟ࡣ㸪ᚲせ⣽࡞▱㆑ࡸ㐣ᗘ㧗ᗘ࡞▱㆑ࢆせồࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ

⤒῭ἲࡢᇶᮏⓗ࠼⪄࡞᪉ࢆṇ☜⌮ゎࡋ㸪ࢆࢀࡇከᵝ࡞ᛂ⏝࡛ࡿࡁຊࢆ㌟

ࢁࡇࡓࡋពᅗࡢ㸪ฟ㢟ࡣἲ⛉Ꮫ㝔ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ࠺ࡼぢࢆ࠺ࡿ࠸࡚ࡅ

ࢆࢀࡑ㸪ࡋᚓ⩦☜ṇࢆ㸪ᇶᮏⓗ▱㆑ࡃ࡞ࡣ㸪▱㆑೫㔜࡛ࡁ⥆ࡁ㸪ᘬࡋゎ⌮☜ṇࢆ

ⓗ☜ࡿࡏ࡞ࡇ࠸⬟ຊࡢ⫱ᡂຊࢆὀࡶࡃࡔࡓ࠸࡛࠸㸪ㄽ㏙ࡣ࡚࠸࠾㸪ㄽ

Ⅼ⩏ⓗ࡞グ㏙࡛ࡃ࡞ࡣ㸪ᵓᡂせ௳ࡢព⩏ࢆṇ☜ୖࡓࡋ♧㸪ᙜヱ⾜Ⅽࡀᕷሙࡅ࠾

ᙜ௳㸪せࡋウ᳨ᛕࢆ㸪ᐇ㛵ಀ࡚࠸⨨ᛕ㢌ࢆࡿࡍᙳ㡪࠺ࡼࡢத➇ࡿ

ࠋ࠸ࡋ࡚ࡋ⫱ᩍ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇࡍ♧ㄽ⌮ⓗ࣭ㄝᚓⓗࢆࡇࡿࡵࡣ࡚
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ၥ㢟ᩥ࡛♧ࡾ࠾ࡓࡋ⛒⛯≉ูᥐ⨨ἲࡢ㐺⏝ࡽ࠸࡞࠼⪄ࡣ㸪⏦࿌ศ㞳ㄢ⛯࡚࠸ࡘゝཬࡿࡍ

ᚲせࠋ࠸࡞ࡣ

タၥ㸰ࡣ㸪㸿ࡓࡗྲྀࡅཷࡀᦆᐖ㈺ൾ㔠ࡀᡤᚓ⛯ἲ➨㸷᮲➨㸯㡯➨㸯㸵ྕࠕࡢᦆᐖ㈺ൾ㔠ࠖ

㸦ྡྂᒇᆅุᖹᡂ㸰㸯ࢀࡉ♧ࡀୗ⣭ᑂุ࡛᩿ࡢࡘ㸪㏆㸪ᗄ࠺࠸ࡿ࡞㠀ㄢ⛯ᡤᚓ࡚ࡋ

ᖺ㸷᭶㸱㸮᪥ุ㸰㸯㸮㸮ྕ㸰㸶㡫➼㸧㸪௦⾲ⓗ࡞ᩍ⛉᭩࡛ࡶゝཬࡿ࠸࡚ࢀࡉㄽⅬ࡚࠸ࡘ⪃

⏘㈨ࡾࡼᨾ࡞Ⓨⓗ✺ࠕ㸪ࡣ㸪ᡤᚓ⛯ἲ➨㸷᮲➨㸯㡯➨㸯㸵ྕࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶ၥ㢟࡛ࡿ࠼

ຍࡓࢀࡽ࠼ᦆᐖᇶᅉྲྀ࡚ࡋᚓࢆ➼ࠖࡢࡶࡿࡍ㠀ㄢ⛯ᡤᚓࡿࡍ᪨つᐃࡀࡿ࠸࡚ࡋ㸪ᮏ௳ࡼࡢ

㸪ᡤᚓ⛯ἲ➨㸷᮲➨㸯㡯➨㸯㸵ྕཬࢆࡢࡿࡍヱᙜࢀࡇࡀᦆᐖࡓࡌ⏕࡚ࡋ㛵ඛ≀ྲྀᘬ࠺

ᦆᐖࡓࡅཷࡀ㸪㸿ࡀࡿ࡞ࡇࡿࡍุ᩿ࡘࡘ࠼ࡲ㋃ࢆ㊃᪨ࡢᡤᚓ⛯ἲ⾜௧➨㸱㸮᮲➨㸰ྕࡧ

㸪㐜ᘏᦆᐖ㔠ࡾ࠶࡛ࢁࡇࡿᚓࡾ࡞␗ࡣㄽ⤖࡚ࡗࡼࡿࡍゎ⌮ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࢆᛶ㉁ࡢ

ࡋ㝶ࢀࡇ㸪࠾࡞ࠋ࠺ࢁ࠶ࡀᚲせࡿ࠼⪄ู࡚࠼ࡲ㋃ࢆᛶ㉁ࡢ࡚ࡋᦆᐖࠖࠕࡢࡑࡣ࡚࠸ࡘ

࡚㸪ἲ⾜Ⅽࡿࡼᦆᐖ㈺ൾุỴ࡛ࠕᦆᐖ࡚ࠖࡋㄆࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵᘚㆤኈ㈝⏝ࢆ㸪࠺ࡼࡢ

ࡿࡍウ᳨ࡘࡘ࠼ࡲ㋃ࢆࡿࢀࡽࡵㄆ㈝⤒ᚲせࡀሗ㓘ࡧᡭ㔠ཬ╔ࡓࡗᨭᡶ㸪㹂ࢆࡁ࠺ᢅ

ᚲせࡿ࠶ࡀ�ᡤᚓ⛯ἲ⾜௧➨㸱㸮᮲ᣓᘼ᭩㸧ࡶࢀࡎ࠸ࠋㄽⅬࡣ࡚ࡋ┠᪂ࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸ࡋ㸪

㠀ㄢ⛯ᡤᚓཬࡧᚲせ⤒㈝㛵ࡿࡍᇶᮏⓗ㡯ࢆၥ㢟ᩥࡓࢀࡉ♧ᐇᑀᙜ࡚ࡅࡺ࡚ࡵࡣ

ࠋࡿࢀࢃᛮࡿࡁ㐩࡛฿ㄽ⤖ࡤ

>⤒ ῭ ἲ㹛

ࠝ➨㸯ၥࠞ

ᮏၥࡣ㸪Ꮫ࣓࣮ࡿ࠶࡛࣮࢝㸿♫㹀♫ࡀ㸪ඹྠ᪂タศࡢ᪉ἲࡾࡼ㸪ฟ㈨ẚ⋡ྛ㸳㸮㸣

ࡿࡏࡉ⥅ᢎ♫࡚㹁ࢆ〇㐀㈍ᴗࡢ〇ရ⏥ࡴႠࡀࢀࡒࢀࡑ㸪ࡋ❧タࢆ♫ඹྠฟ㈨♫㹁ࡢ

ᴗ⤖ྜ࡚࠸ࡘ㸪⚾ⓗ⊂༨ࡢ⚗Ṇཬࡧබṇྲྀᘬࡢ☜ಖ㛵ࡿࡍἲᚊ㸦௨ୗࠕ⊂༨⚗Ṇἲࠖ

ࡍウ᳨࡚࠸ࡘ⟇ᑐࡢࡵࡓࡿࡍゎᾘࢆၥ㢟ࡢ༨⚗Ṇἲୖ⊃࡚ࡏ㸪ేࡋウ᳨ࢆၥ㢟ࡢ㸧ୖࠋ࠺࠸

ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡵồࢆࡇࡿ

ᮏ௳ࡣ㸪㸿♫㹀♫ࡀ㸪ඹྠ᪂タศࡢ᪉ἲ࡛ඹྠฟ㈨♫ࢆタ❧ࡾࡼࡇࡿࡍᴗ

ࡍไ㝈ᐇ㉁ⓗࢆத➇࡚࠸࠾ᘬศ㔝ྲྀࡢᐃ୍ࡢࡀྜ⤖㸪ᙜヱᴗࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺⾜ࢆྜ⤖

ࡿ࡞ࡇࡿࡍไ㝈ᐇ㉁ⓗࢆத➇࡚࠸࠾ᘬศ㔝ྲྀࡢᐃ୍ࡢࢀࡎ࠸㸪ࡢࡿ࡞ࡇࡿ

ࡿ࠶࡛ࡁࡿ᥇ࢆ⨨ၥ㢟ゎᾘᥐࡢෆᐜ࡞࠺ࡼࡢ࡚ࡋᑐྜ⤖㸪ᙜヱᴗࡣሙྜࡿࢀࡉุ᩿

ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺ၥࢆゎ⌮࡞ᇶᮏⓗ࡚࠸ࡘ᪉ࡾᅾࡢ⏝㐺ࡢ༨⚗Ṇἲ⊃ࡿࡍᑐྜ⤖㸪ᴗࡢ

ࡍウ᳨࡚࠸ࡘ〇ရ㈍ᴗࡢ〇ရ⏥ࡿࢀࡉᙧᡂࡀ᥋⤖ྜ㛵ಀ┤ࡾࡼྜ⤖㸪ᮏ௳ᴗࡎࡲ

ྜ⤖᥋┤ࡾࡼྜ⤖㸪ᮏ௳ᴗࡣ࡚࠸ࡘ〇㐀㈍ᴗࡢ᪉㸪எ〇ရࠋࡿࢀࡽࡵồࡀࡇࡿ

㛵ಀࡀᙧᡂࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࢀࡉ㸪எ〇ရࡣ⏥〇ရࡢྍḞࡢཎᩱ࡛ࡾ࠶㸪எ〇ရࡢ〇㐀㈍

ᴗ⪅࡚ࡗ⏥〇ရࡢ〇㐀㈍ᴗ⪅ࡣ㔜せ࡞㢳ᐈ࡛ࡽࡇࡿ࠶㸪ඹྠฟ㈨♫㹁♫㸿㸪㹀

ࡀ࡞ࡇࡿࡏࡉฟྥࡘࡎྡᩘࢆᚑᴗဨࡓࡁ࡚ࡋ㛗ᖺᚑႠᴗࡧ㛤Ⓨཬࡢ㸪எ〇ရࡽ♫ྛ

ணᐃࡾ࠾࡚ࢀࡉ㸪㸿㸪㹀୧♫㛫࡛எ〇ရࡢ㛤Ⓨཬࡧ㈍ಀࡿሗࡀඹ᭷࡞ࡇࡿࢀࡉ

ࡿ࡞ࡇࡿࡎ⏕ࡀᙳ㡪ࡢதୖ➇ࡶ࡚࠸ࡘ〇㐀㈍ᴗࡢஎ〇ရࡾࡼྜ⤖㸪ᮏ௳ᴗࡾࡼ

ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀࡇࡿࡍウ᳨ࡶ࡚࠸ࡘ〇㐀㈍ᴗࡢ㸪எ〇ရࡽࡇ

㸪୍ᐃࡎࡲ㸪ࡶ࡚࠸ࡘ〇㐀㈍ᴗࡢ㸪எ〇ရࡶ࡚࠸ࡘ〇㐀㈍ᴗࡢ㸪⏥〇ရ࡛ࡇࡑ

⏬ࢀࡒࢀࡑ㸪ḟࠋࡿࢀࡽࡵồࡀࡇࡿࡍᐃ⏬ࢆᆅ⌮ⓗ⠊ᅖရ⠊ᅖၟࡿࡍᵓᡂࢆᘬศ㔝ྲྀࡢ

ᐃ୍ࡓࢀࡉᐃྲྀࡢᘬศ㔝࡚࠸࠾㸪ᙜ♫࢙ࢩࡢ㡰㸪➇த⪅ࡢ≧ἣ㸪㍺ධᅽຊ㸪ཧධ

ᅽຊ㸪㞄᥋ᕷሙࡢࡽ➇தᅽຊ㸪㟂せ⪅ࡢࡽ➇தᅽຊࢆ࡞⥲ྜ຺࡚ࡋ➇தࢆᐇ㉁ⓗไ

㝈᳨ࢆྰࡿ࡞ࡇࡿࡍウࡀࡇࡿࡍồࡽࡉࠋࡿࢀࡽࡵ㸪᳨ࡢࡇウ࡚࠸࠾㸪ࢀࡎ࠸

ุࡿ࡞ࡇࡿࡍไ㝈ᐇ㉁ⓗࢆத➇࡚࠸࠾ᘬศ㔝ྲྀࡢᐃ୍ࡿಀ〇㐀㈍ᴗࡢ〇ရࡢ

ၥ㢟࡚ࡋᑐྜ⤖ᮏ௳ᴗ࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞ࡇࡿࡍไ㝈ᐇ㉁ⓗࢆ㸪➇தࡣሙྜࡿࢀࡉ᩿

ゎᾘᥐ⨨ࢆㅮ᳨ࢆࡇࡿࡎウࡀࡇࡿࡍồࠋࡿࢀࡽࡵ

平成23年 出題趣旨
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ࠝ➨㸰ၥࠞ

ᮏၥࡣ㸪⏥ᕷ࣮ࢩࢡࢱࡿࡅ࠾ಖ᭷ྎᩘྜࡢ࢙ࢩࡢィࡀ⣙㸶㸮㸣ࢆ༨ࡿࡵ㹖㸯㹼㹖㸰㸮ࡢ㸰㸮♫

♫㸿ࡿࡵ༨ࢆ㒊ศࡢᰴࡢࡑࡀ♫ᮏ௳㸰㸮ࡓࡲ㸪ࡾ࠶࡛⪅ඹ㏻㌴ๆᴗࡢ၏୍ࡿࡅ࠾㸪ྠᕷࡀ

㸪ࡋせㄳ࠺ࡼ࠸࡞ࡋ⤖⥾ࢆዎ⣙ࡿಀ㛫࡛ඹ㏻㌴ๆᴗࡢ⪅ᴗ࣮ࢩࢡࢱࡢ㸪ప㢠㐠㈤࡚ࡋᑐ

㸿♫ࢆࢀࡇࡀᐇ࠺࠸ࡓࡋ࡚࠸ࡘ㸪⊂༨⚗Ṇἲୖࡢၥ㢟Ⅼࢆศᯒ᳨ࡋウࢆࡇࡿࡍồࡶࡿࡵ

ࠋࡿ࠶࡛ࡢ

ᮏ௳ࡣ㸪ඹྠࢺࢵࢥ࣎ࡿࢀࡤ⾜Ⅽ࡛ࡀࡿ࠶㸪ࡢࡇ⾜Ⅽᑐ࡚ࡋ⊂༨⚗Ṇἲࢆ㐺⏝ࡿࡍሙ

ࡿࡍ⏝ᙧ࡛㐺ࡿ࡞࠸ࢆ᮲㡯ࡢࡢࡕ࠺ࡢᘬไ㝈ྲྀ࡞ᙜࡧᘬ᪉ἲ㸪⚾ⓗ⊂༨ཬྲྀ࡞㸪බṇࡣྜ

ࡽࢀࡑ㸪ࡏࢃ⾜ࢆウ᳨ࡓࡗᚑ௳せࡢ㸪ྛつᐃ࡚࠸ࡘࢀࡇࠋࡿᚓࡾ࠶ࡀ⊫㑅ᢥࡢᩘ「㸪࡚࠸ࡘ

ࠋࡿ࠶㊃᪨࡛ࡢᮏၥࡀࡢࡿࡍㄆ☜ࢆࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀᇶᮏⓗ⌮ゎࡢ

ᘬᣄ⤯㸦⊂༨⚗Ṇἲ➨㸰᮲➨㸷㡯➨㸯ྲྀࡢඹྠ࣭㛫᥋ࡢᘬ᪉ἲྲྀ࡞㸪බṇࡀⅭ⾜ࡢ♫㸪㸰㸮ࡎࡲ

ྕࣟ㸧ヱᙜ᳨ࡀྰࡿࡍウࡿࢀࡉᚲせࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀሙྜ㸪ྠ᮲㡯ࡿࡅ࠾㸪⾜Ⅽせ௳ヱᙜᛶ㸪බṇ

➇த㜼ᐖᛶุ᩿ࡢ㸪ṇᙜ࡞⏤ࡢ᭷↓࡚࠸ࡘࢀࡒࢀࡑࡢ㸪ᮏ௳ࡢᐇ㛵ಀ༶᳨ࡓࡋウࡿࡍࢆ

ᨾ㜵ࡿࡼ㸪㐣㔜ປാࡿࡍุ᩿࠺ࢆதῶẅຠᯝ➇ࡢࢺࢵࢥ࣎㸪ඹྠ≉ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀࡇ

Ṇࡿࡍ⏤⌮ࢆṇᙜ⏤ࡀㄆࡀ➼ࡿࢀࡽࡵ㔜せ࡞ㄽⅬࠋࡿ࡞

ḟ㸪㸰㸮♫ཬࡧ㸿♫ࡢ⾜Ⅽࡣ࡚࠸ࡘ㸪⚾ⓗ⊂༨ࡢ㏻ㅛࡿࡼ㝖ヱᙜࡶྰࡿࡍၥ㢟࡞

ࢆඹ㏻㌴ๆᴗ࣮ࢩࢡࢱ㸪ప㢠㐠㈤ࡿࢀࡲྵ⪅㐪⾜Ⅽࡀ♫㸪㸿≉ሙྜ㸪ࡢࡇࠋࡿᚓࡾ

ᐇ㛵ಀࡢ㸪ᮏ௳࡚࠸ࡘ┈ࡢබඹࡧ㸪ཬࡿࢀࡽࡵㄆࡀᐇ㉁ⓗไ㝈ࡢத➇࡛ࡅࡔ࠸࡞ࡏࡉ⏝

࡞ၥ㢟ࡶ㐺⏝ྍ⬟ᛶࡢᘬไ㝈ྲྀ࡞㸪ᙜࡢࡇ㸪ࡓࡲࠋࡿࢀࡽࡵồࡀࡇࡿࡍࢆウ᳨ࡓࡋ༶

ࠋࡿᚓࡾ

ྍࡢ⏝㐺ࡧ㐺⏝ἲ᮲ཬࡢࡑ㸪ࡣ࡚࠸ࡘࡿᚓࡋ⪅㐪⾜Ⅽࢆ♫㸿ࡴႠࢆ㸪ඹ㏻㌴ๆᴗ࠾࡞

せࡢࡑ㸪࡞ࡿࡵ༨ࢆ㒊ศࡢᰴࡀ♫㸪㸰㸮ࡣ♫㸪㸿ࡋࡔࡓࠋࡿᚓࡾ࠶ࡀ᪉࠼⪄࡞ࠎᵝ࡚࠸ࡘྰ

ㄳࢆᣄྰ࡛࠸࡞ࡁ❧ሙࡽࡿ࠶㸪ࢆࢳ࣮ࣟࣉ࡞࠺ࡼࡢ᥇ࡼࡏࡿ㸪ࡢࡽࢀࡇࢆ⪃៖ࡀ࡞ࡋ

ࠋࡿ࠶ᚲせ࡛ࡀࡇࡿࡍウ᳨ࡽ

⩏ពࡢ௳せྛࡢᘬไ㝈ྲྀ࡞ᙜࡧᘬ᪉ἲ㸪⚾ⓗ⊂༨ཬྲྀ࡞㸪බṇࡣ࡚࠸࠾㸪ᮏၥࡼࡏࢀࡎ࠸

༶ࡢ௳㸪ᮏࡘࡘ࠼ࡲ㋃ࢆࡇࡿࡍᏑᅾࡀ⊫㑅ᢥࡢ⏝ἲ㐺ࡢᩘ「㸪࡛ୖࡓࡋゎ⌮☜ṇࢆෆᐜ

ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀࡇ࠺⾜ࢆࡵࡣᙜ࡚ࡓࡋ

>▱ⓗ㈈⏘ἲ㹛

ࠝ➨㸯ၥࠞ

タၥ㸯ࡽタၥ㸱ࡣ㸪ࡿࡺࢃ࠸ᾘᑾㄽ㛵ࡿࡍၥ㢟ࡢ⌮ゎࢆၥࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠺㸪タၥ㸲ࡣ㸪≉

チᶒᐖࡿࡼᦆᐖࡢ㢠ࡢ᥎ᐃ➼ࢆᐃࡿࡵ≉チἲ➨㸯㸮㸰᮲➨㸯㡯ࡽ➨㸱㡯ࡢ࡛ࡲ㐺⏝࠸࡞

ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺ၥࢆゎ⌮ࡢၥ㢟ࡿࡍ㛵⏝㢮᥎㐺ࡋ

タၥ㸯ࡣ㸪ᆅᇦⓗไ㝈ࡓࢀࡉ⊂༨ⓗ㏻ᖖᐇᶒࢆチㅙࡀ⪅ࡓࢀࡉチㅙᆅᇦෆ࡛〇㐀㈍ࡋ

㸦ᅜෆ㸧ᾘᑾㄽ㸦ุ᭱ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍၥ㢟ࢆⅭ⾜ࡿࡍチㅙᆅᇦእ࡛㈍ࡀ⪅㸪ࢆ〇ရࡓ

ᖹᡂ㸷ᖺ㸵᭶㸯᪥Ẹ㞟㸳㸯ᕳ㸴ྕ㸰㸰㸷㸷㡫㸪ุ᭱ᖹᡂ㸯㸷ᖺ㸯㸯᭶㸶᪥Ẹ㞟㸴㸯ᕳ㸶ྕ㸰㸷

㸶㸷㡫ཧ↷㸧ࢆㄝ࡛᫂ୖࡓࡋ㸪࠼⪄ࡢࡑ᪉ᇶ࡙࡚࠸ᙜヱ⾜Ⅽࡀᐖࡢ࠺ࡿ࡞⤖ㄽࢆ

ᑟࡀࡇࡃồࠋࡿࢀࡽࡵ

タၥ㸰ࡣ㸪ᆅᇦⓗไ㝈ࡓࢀࡉ⊂༨ⓗ㏻ᖖᐇᶒࢆチㅙࡀ⪅ࡓࢀࡉチㅙᆅᇦእ࡛〇㐀㈍ࡋ

㸪ၥࡾ࡞␗ࡣタၥ㸯ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍၥ㢟ࢆⅭ⾜ࡿࡍチㅙᆅᇦእ࡛㈍ࡀ⪅㸪ࢆ〇ရࡓ

㢟ࡿ࡞〇ရࡣ㐺ἲ〇㐀㈍ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࢀࡉᙜヱ〇ရࡢ㈍ᑐࡿࡍ≉チᶒ⪅ࡢᕪṆ

ㄳồྰࢆᐃࡢࡵࡓࡿࡍᙇࡣ࡚ࡋ㸪ᗄࡀ࠺ࡼࢀࡽ࠼⪄ࡀࡢࡶࡢࡘ㸪ᙜヱ〇ရࡶᾘᑾㄽࡀ

ཬࡢ➼ࡪᾘᑾㄽ㛵㐃ࡓࡅᙇࡢሙྜࡣ㸪ᾘᑾㄽࡢ᰿ᣐ࡛ࡲ㐳࡞⬟ྍ࡚ࡗ㝈ࡾㄝᚓⓗ࡞

ㄽᣐࢆ᥈ồࡋ㸪ࢆࢀࡑᥦ♧ࡀࡇࡿࡍồࠋࡿࢀࡽࡵ
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ᖹᡂ㸰㸱ᖺ᪂ྖἲヨ㦂ࡢ᥇Ⅼᐇឤ➼㛵ࡿࡍពぢ㸦⤒῭ἲ㸧

㸯 ฟ㢟ࡢ㊃᪨࡚࠸ࡘ

ฟ㢟ᙜࡾࡓ㸪⚾ⓗ⊂༨ࡢ⚗Ṇཬࡧබṇྲྀᘬࡢ☜ಖ㛵ࡿࡍἲᚊ㸦௨ୗࠕ⊂༨⚗Ṇ

ἲࠖࠋ࠺࠸㸧ୖࡢไᗘ࣭つᐃࡢ㊃᪨ཬࡧෆᐜࢆṇ☜⌮ゎࡋ㸪ၥ㢟ᩥࡢ⾜Ⅽࡀᙜヱ

ᕷሙࡿࡅ࠾➇த࡞࠺ࡼࡢᙳ㡪ࢆࢆࡿ࠼ᛕ㢌࡚࠸⨨㸪ᐇ㛵ಀࢆᛕ᳨

ウ࡛ୖࡓࡋ㸪せ௳ࡢᙜ࡚ࡿࡁ࡛ࡀࡵࡣ㸪ࡀࡽࢀࡑㄽ⌮ⓗ࠺࠸Ⅼࢆホ౯ࡋᚓࡼࡿ

ࠋࡓࡋᣦ┠ࢆၥ㢟సᡂ࡞࠺

ฟ㢟ࡓࡋ㸰ၥࡣ㸪⊂༨⚗Ṇἲࡢᇶᮏࢆṇ☜⌮ゎࡋ㸪ࢀࡇᇶ᳨࡙࡚࠸ウࡤࢀࡍゎ

ࡘ➼ࣥࣛࢻ࢞ࡸ᪉࠼⪄ࡢබṇྲྀᘬጤဨࡿ࠸࡚ࢀࡉ⾲㸪බࡾ࠶ၥ㢟࡛ࡿᚓࡋ⟆

ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡵồࢆ㆑▱࡞⣽࡚࠸

㸰 ᥇Ⅼ᪉㔪

ู㏵බ⾲῭ࡢࡳฟ㢟ࡢ㊃᪨ཬୖࡧグ㸯࡛㏙ࡾ࠾ࡓ㸪⊂༨⚗Ṇἲࡢᇶᮏⓗᴫᛕࡸ

ಶูࡢせ௳ࡢព⩏ࢆ㸪ࡢࡑ㊃᪨ࢆ㋃࡚࠼ࡲṇ☜⌮ゎࡿ࠸࡚ࡋ㸪ᙜヱ⾜Ⅽࡀᕷሙ

࡞࠺ࡼࡢࢆᐇࡢࡢ㸪ၥ㢟ᩥ࡚ࡋ࠺ࡼࡋὝᐹ༑ศࢆᙳ㡪ࡿ࠼த➇ࡿࡅ࠾

ほⅬࡀࡢࡿࡆୖࡾྲྀࡽ┦ᙜࢆศᯒ࡛ୖࡓࡋ㸪ⓗ☜せ௳ᙜ࡚ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵࡣ

ࢆຊ⬟࡞㸪ἲⓗࡽほⅬ࠺࠸࠸࡞ࡀ┪▩ㄝᚓⓗ࡛ࡘㄽ⌮ⓗࡣࡽࢀࡑ㸪ࡿ࠸࡚

ぢࠋࡓࡋ࠺ࡼ

➨㸯ၥࡣ㸪ඹྠ᪂タศࡢ᪉ἲ࡛ඹྠฟ㈨♫ࢆタ❧࠺࠸ࡿࡍᴗ⤖ྜ࡚࠸ࡘ㸪

⊂༨⚗Ṇἲ㸦➨㸯㸳᮲ࡢ㸰㸧ୖࡢၥ㢟ཬࡧၥ㢟ゎᾘᑐ⟇ࢆၥࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠺㸪ձ┤᥋⤖

ྜ㛵ಀࡀᙧᡂࡿࢀࡉ⏥〇ရࡢ〇㐀㈍ᴗࡎࡽ࡞ࡳࡢ㸪┤᥋⤖ྜ㛵ಀࡀᙧᡂ࠸࡞ࢀࡉ

எ〇ရࡢ〇㐀㈍ᴗࡶ࡚࠸ࡘ㸪எ〇ရࡀ⏥〇ရࡢྍḞࡢཎᩱ࡛ࡸࡇࡿ࠶㸪ඹ

ྠฟ㈨♫எ〇ရࡢ㛤ⓎཬࡧႠᴗ㛗ᖺᚑࡓࡋᚑᴗဨࢆฟྥ࡚ࡋ࡞ࡿࡏࡉஎ〇

ရࡢ㛤Ⓨཬࡧ㈍ಀࡿሗࢆඹ᭷ࢆ࡞ࡇࡿࢀࡉ㋃࡚࠼ࡲ㸪ᮏ௳ᴗ⤖ྜࡀ

⏬ᐃ㸧㸪ղ⏬ࡢ㸦ᕷሙࡿ࠸࡚ࡋウ᳨ࢆࡍࡰཬࢆᙳ㡪த➇ࡿࡅ࠾ᕷሙ࡞࠺ࡼࡢ

ᐃࡓࡋᕷሙ༶ࡓࡋ➇தࡢᐇ㉁ⓗไ㝈ࡢ᭷↓ࢆၥ㢟ᩥࡢලయⓗᐇ㸦➇த⪅࢙ࢩࡢ

ࡽ⪅தᅽຊ㸪㟂せ➇ࡢࡽἣ㸪㍺ධᅽຊ㸪ཧධᅽຊ㸪㞄᥋ᕷሙ≦ࡢ⪅㡰㸪➇த

ไ㝈ᐇ㉁ⓗࢆ㸪ճ➇தࡿ࠸࡚ࡁウ᳨࡛ㄽ⌮ⓗࡽࡀ࡞ࡋ♧ࢆ㸧࡞தᅽຊ➇ࡢ

࠸࡚ࡁウ᳨࡛ࢆ⟇ၥ㢟ゎᾘᑐ࡞ලయⓗࡓ࠼ࡲ㋃ࢆ⏤⌮ࡢࡑ㸪ࡣሙྜࡓࡋุ᩿ࡿࡍ

ࠋࡓぢࢆࡿ

➨㸰ၥࡣ㸪ࡿࡺࢃ࠸ඹྠࢺࢵࢥ࣎ࡿࢀࡤ⾜Ⅽ࡚࠸ࡘ㸪」ᩘࡢ⊂༨⚗Ṇἲୖ

ᘬྲྀࡢඹྠ࣭㛫᥋ࡢᘬ᪉ἲྲྀ࡞㸪ձබṇࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠺ၥࢆウ᳨ࡧศᯒཬࡢၥ㢟Ⅼࡢ

ᣄ⤯㸦⊂༨⚗Ṇἲ➨㸰᮲➨㸷㡯➨㸯ྕࣟ㸪➨㸯㸷᮲㸧㸪⚾ⓗ⊂༨࣭ᙜྲྀ࡞ᘬไ㝈㸦ྠ

ἲ➨㸰᮲➨㸳㡯ࡋ࠸࡞➨㸴㡯㸪➨㸱᮲㸧࡚࠸ࡘ㸪ྛせ௳ࡢព⩏ཬࡧෆᐜࢆṇ☜⌮

ゎࡿ࠸࡚ࡋ㸪ղྛせ௳᳨ࡢウ㝿࡚ࡋ㸪ၥ㢟ᩥࡢᐇ㛵ಀ㸦ඹ㏻㌴ๆᴗಀࡿ

᪤Ꮡࡢዎ⣙ࡢゎ⣙᪂つࡢ⏦㎸ࡢࡳ␃ಖ㸪ඹ㏻㌴ๆࡢ⏝⋡ࡀ㸰㸳㸣࡛ࡇࡿ࠶㸪

㐣㔜ປാࡿࡼᨾ㜵Ṇࡿࡍ⏤⌮ࢆᑐᛂ࡞㸧༶ࡓࡋලయⓗ᳨࡞ウࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ

ࢆඹ㏻㌴ๆᴗࡢ࣮ࢩࢡࢱࡣ♫ᐇ㛵ಀ㸦㸿ࡢ㸪ၥ㢟ᩥ࡚࠸ࡘⅭ⾜ࡢ♫㸪ճ㸿

Ⴀࡇࡿ࠸࡛ࢇ㸪㸿♫ࡢᰴࡢ㒊ศࡣ㹖㸯㹼㹖㸰㸮࣮ࢩࢡࢱࡢᴗ⪅㸰㸮♫࡛༨ࡵ

ࠋࡓぢࢆࡿ࠸࡚ࢀࡽࡌㄽ㸪ㄝᚓⓗࡋウ᳨ලయⓗ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ㸧࡞ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ
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㸱 ᥇Ⅼᐇឤ➼

�1� ฟ㢟ࡢ㊃᪨༶ࡓࡋ⟅ࡢᏑྰ㸪ከᐻ࡚࠸ࡘ

➨㸯ၥࡣ࡚࠸ࡘ㸪㸿㸪㹀୧♫ࡿࡼ㹁♫ࡢタ❧࡚࠸ࡘ㸪㸿㸪㹀୧♫ࡀ㸪ࡎ࠸

༶㊃᪨ࡢ㸪ฟ㢟ࡀ⟆ࡢࡃ㸪ከࡽࡇࡿ࠸࡚ࡋ〇㐀㈍ࢆ〇ရ㸪எ〇ရ⏥ࡶࢀ

〇㐀ࡢ㸪எ〇ရࡎࡽ࡞ࡳࡢ〇㐀㈍ᴗࡢ㸪⏥〇ရ࡚࠼ᤊၥ㢟ࡢྜ⤖㸪ᴗ࡚ࡋ

㈍ᴗࡶ࡚࠸ࡘᕷሙཬࡍࡰᙳ㡪᳨ࢆウࠋࡓ࠸࡚ࡋḟ㸪⏥〇ရ㸪எ〇ရྛࡢ

ᕷሙ༶ࡓࡋ➇தࡢᐇ㉁ⓗไ㝈ࡢ᭷↓ࡣ࡚࠸ࡘ㸪ከࡢࡃ⟅ࡀ㸪ฟ㢟ࡢ㊃᪨༶

ࡘ⟇㸪ၥ㢟ゎᾘᑐࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡋウ᳨࡚ࡋ♧ࢆᐇ㛵ಀࡢグ㍕㸪ၥ㢟ᩥ࡚ࡋ

࠸࡚ࡌㄽࢆ⨨ሗ㐽ⶸᥐࡿಀ㸪எ〇ရࡾ࠾㊃᪨ࡢ㸪ฟ㢟ࡀ⟆ࡢࡃ㸪ከࡣ࡚࠸

ࠋࡓ

➨㸰ၥࡣ࡚࠸ࡘ㸪ከࡢࡃ⟅ࡀฟ㢟ࡢ㊃᪨༶࡚ࡋ㸪ඹྠ᳨ࢆࢺࢵࢥ࣎ウࡋ

ࢆၥ㢟ᥦ㉳ࢇࡕࡁࢆᘬไ㝈ྲྀ࡞㸪ᙜࡀࡓ࠸࡚ࡋウ᳨ࢆ㝖ࡢ㸪⚾ⓗ⊂༨࡛ୖࡓ

ࢆࡳࡢ㸪⚾ⓗ⊂༨ࡣ୰ࡢ⟆ࠋࡓࡗ࡞ࡣࡃከࢀࡑࡣࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋウ᳨࡚ࡋ

ㄽࡿࡌ⟅㸪⚾ⓗ⊂༨ྲྀᘬጉᐖ㸪ᣊ᮰᮲௳ྲྀᘬ㸪ඃ㉺ⓗᆅࡢ℃⏝➼ඹྠ࣎

㸪ࡣ࡚࠸ࡘウ᳨ࡢ௳せྛࠋࡓࡗ࠶ࡶࡢࡶࡿࡌㄽࢆᘬ᪉ἲྲྀ࡞බṇࡢ௨እࢺࢵࢥ

ከࡢࡃ⟅ࡀฟ㢟ࡢ㊃᪨༶࡚ࡋ㸪ᐇ㛵ಀࢆ♧࡛ୖࡓࡋ㸪ඹྠࡢࢺࢵࢥ࣎ṇ

ᙜ⏤ࡸ⚾ⓗ⊂༨ࡢ➇தࡢᐇ㉁ⓗไ㝈ࢆㄽࠋࡓ࠸࡚ࡌ

�2� ฟ㢟ணᐃࡓ࠸࡚ࡋゎ⟅Ỉ‽ᐇ㝿ࡢゎ⟅Ỉ‽ࡢᕪ␗࡚࠸ࡘ

➨㸯ၥࡣ࡚࠸ࡘ㸪┤᥋⤖ྜ㛵ಀࡀᙧᡂ࠸࡞ࢀࡉஎ〇ရࡢ〇㐀㈍ᴗ࡚࠸ࡘ㸪

ᕷሙཬࡍࡰᙳ㡪᳨ࢆウࢆ⏤⌮ࡿࡍᣲ࡚ࡆㄽࡿࡌ⟅ࡀከ࠸ணࡀࡓ࠸࡚ࡋ㸪ල

యⓗࢆ⏤⌮࡞ᣲࡃ࡞ࡇࡿࡆㄽࡿ࠸࡚ࡌ⟅ࡀண௨ୖከࠋࡓࡗḟ㸪➇தࡢ

ᐇ㉁ⓗไ㝈ࡢ᭷↓ࡣ࡚࠸ࡘ㸪ၥ㢟ᩥグ㍕ࡓࡋලయⓗ࡞ᐇᇶ࡙࡚࠸ㄽ⌮ⓗ

᳨ウࢆࡇࡿࡍᮇᚅࡀࡓ࠸࡚ࡋ㸪ၥ㢟ᩥグ㍕ࡿ࠸࡚ࡋලయⓗ࡞ᐇ㸦࢙ࢩ㡰

㸪➇த⪅ࡢ≧ἣ㸪㍺ධᅽຊ㸪ཧධᅽຊ㸪㞄᥋ᕷሙࡢࡽ➇தᅽຊ㸪㟂せ⪅ࡢࡽ

➇தᅽຊ࡞㸧୍ࡢ㒊ࢆࡅࡔ♧ࡾࡓ࠸࡚ࡋ㸪ලయⓗ࡞ᐇࢆ♧ࡢࡢࡶࡿࡍ㸪⤖

ㄽࢆࡅࡔグ㍕࡚ࡋ㸪ࡢࡽࢀࡇᐇ㛵ಀᇶ࡙ྛ࡚࠸ᕷሙࡿࡅ࠾➇தࡢᐇ㉁ⓗไ㝈

ࠋࡓࡗ࡞ᑡࡣ⟆ࡿ࠸࡚ࡋウ᳨ㄽ⌮ⓗࢆ↓᭷ࡢ

➨㸰ၥࡣ࡚࠸ࡘ㸪ඹྠࢆࢺࢵࢥ࣎ㄽ࡛ୖࡓࡌ㸪⚾ⓗ⊂༨ࢆㄽࡿࡌ⟅ࡀከࡃ㸪

ᙜྲྀ࡞ᘬไ㝈ࡣ࡚࠸ࡘ㸿♫ࡢ⨨ࡸࡅ┦ᣊ᮰ᛶࡢၥ㢟Ⅼࢆᣦ࡛ࡿࡁ⟅

ࠋࡓࡗ࡞ᯝ⤖ࡢࡾ࠾㸪ᐇ㝿ணࢁࡇࡓ࠸࡚ࡋண࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡣࡃከࡣ

➨㸯ၥྠᵝ㸪ၥ㢟ᩥグ㍕ࡓࡋලయⓗ࡞ᐇ༶࡚ࡋၥ㢟ᥦ㉳ࡋ㸪ලయⓗ࡞ᙜ࡚

ࡼウ㸪㐣㔜ປാ᳨ࡢ௳せྛࡢࢺࢵࢥ࣎㸪ඹྠࡀࡓ࠸࡚ࡋᮇᚅࢆࡇ࠺⾜ࢆࡵࡣ

➇㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡁ࡛ࡀุ᩿ウ᳨࠸ࡋṇࡡࡴ࠾࠾ࡣ࡚࠸ࡘ⏤ṇᙜࡢᨾ㜵Ṇࡿ

தࡢᐇ㉁ⓗไ㝈࡚࠸ࡘ㸪ඹ㏻㌴ๆࡢ⏝⋡ࡀ㸰㸳㸣࡛ࡢࡇࡿ࠶ホ౯࡚࠸ࡘ

ࠋࡓࢀศࡣ

ࡕࡁ㸪ࡣ࡚࠸ࡘྰࡿࡍ⪅㐪ࢆ♫㸪㸿ࡕࢃ࡞ࡍ㸪ࡅ⨨ࡢ♫㸪㸿ࡓࡲ

ࠋࡓࡗ࡞ᑡࡣ⟆ࡓࡁᣦ࡛ࢆၥ㢟Ⅼࢇ

�3� ⚽ඃࠕ 㸪ࠖࠕⰋዲ 㸪୍ࠖࠕᛂࡢỈ‽ 㸪ࠖࠕⰋࠖ⟅࡚࠸ࡘ

➨㸯ၥࡣ࡚࠸ࡘ㸪㐺⏝ἲ᮲㸪ᕷሙࡢ⏬ᐃ㸪➇தࡢᐇ㉁ⓗไ㝈ࡢ᭷↓㸪ၥ㢟ゎᾘ

ᑐ⟇ྛࡢ㡯┠࡚࠸ࡘ㸪ၥ㢟ᩥグ㍕ࡿ࠸࡚ࡋᐇ㛵ಀࢆ༑ศ᳨ウ࡚ࡋ㸪᳨ウࡢ⌮

⚽ඃࠕࡣ⟆ࡿ࠸࡚ࡌㄽㄝᚓⓗࡘㄽ⌮ⓗࡵྵࢆ⏤ 㸪ࠖୖグྛ㡯┠ࡢㄽ㏙୍ࡀ㒊

༑ศ࡛ࡢࡢࡶࡿ࠶ࡣ㸪య࡚ࡋฟ㢟ࡢ㊃᪨༶࡚ࡋㄽࡿ࠸࡚ࡌ⟅ࠕࡣⰋዲ 㸪ࠖ
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ୖグྛ㡯┠୍ࡢ㒊ㄗࡸࡾṇ☜࡞㒊ศࡢࡢࡶࡿ࠶ࡀ㸪యྜᩚ࡚ࡋᛶࡿ࠶ࡀ⟅

୍ࠕࡣᛂࡢỈ‽ 㸪ࠖၥ㢟ᩥ᳨ࡢウࡀ༑ศ࡛㐺⏝ἲ᮲ࡢ㑅ᢥୖࡸグྛ㡯┠᫂☜

Ⰻࠖࠕࡣ⟆ࡿ࠸࡚ࡅḞࡀㄽ⌮ᛶ࣭ᩚྜᛶࡶ࡚ࡋ㸪యࡾ࠶ࡀ┪▩ࡸࡾㄗ࡞

ホ౯ࠋࡿࢀࡉ

➨㸰ၥࡣ࡚࠸ࡘ㸪ඹྠࢺࢵࢥ࣎㸪⚾ⓗ⊂༨㸪ᙜྲྀ࡞ᘬไ㝈ࡢ㐺⏝ἲ᮲㸪ඹ

せ௳㸦ᕷྛࡢせ௳㸦බṇ➇த㜼ᐖᛶ㸪ṇᙜ⏤➼㸧㸪⚾ⓗ⊂༨ྛࡢࢺࢵࢥ࣎ྠ

ሙࡢ⏬ᐃ㸪➇தࡢᐇ㉁ⓗไ㝈㸪ṇᙜ⏤➼㸧㸪ᙜྲྀ࡞ᘬไ㝈ྛࡢせ௳㸦≉┦

ᣊ᮰ᛶ㸧ྛࡢ㡯┠࡚࠸ࡘ㸪ၥ㢟ᩥグ㍕ࡿ࠸࡚ࡋᐇࢆᣦ࡛ୖࡓࡋၥ㢟ᥦ㉳

ㄝࡘㄽ⌮ⓗࡀ⏤⌮㸪ุ᩿࠸⾜ࢆࡵࡣᙜ࡚࡚ࡋ༶ᐇࡿ࠶࡚ࡋグ㍕㸪ၥ㢟ᩥࡋ

ᚓⓗㄽࡿ࠸࡚ࡌ⟅ࠕࡣඃ⚽ 㸪ࠖୖグྛ㡯┠ࡢㄽ㏙୍ࡀ㒊༑ศ࡛ࡢࡢࡶࡿ࠶ࡣ㸪

య࡚ࡋฟ㢟ࡢ㊃᪨༶࡚ࡋㄽࡿ࠸࡚ࡌ⟅ࠕࡣⰋዲ 㸪ࠖୖグྛ㡯┠୍ࡢ㒊ㄗ

‽Ỉࡢᛂ୍ࠕࡣ⟆ࡿ࠶ࡀᛶྜᩚ࡚ࡋ㸪యࡢࡢࡶࡿ࠶ࡀ㒊ศ࡞☜ṇࡸࡾ 㸪ࠖ

ၥ㢟ᩥ᳨ࡢウࡀ༑ศ࡛㐺⏝ἲ᮲ࡢ㑅ᢥୖࡸグྛ㡯┠ࢆᢳฟ࡛ࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࡁ㸪ᢳ

ฟࡢࡢࡶࡿ࠸ࡣ࡚ࡋ᫂☜࡞ㄗࡾ࠶ࡀ┪▩ࡸࡾ㸪యࡶ࡚ࡋㄽ⌮ᛶ࣭ᩚྜᛶࡀḞࡅ

ࠋࡿ࠶ᵝ࡛ྠ㸪➨㸯ၥࡣⅬࡿࢀࡉホ౯Ⰻࠖࠕࡣ⟆ࡿ࠸࡚

㸪⥲ྜⓗࡣ࡚ࡗࡓᙜ㸪᥇Ⅼࡾ࠶୍࡛ࡢ⟆ࡿࡍᒓ‽㸪ྛỈࡣࡽࢀࡇ㸪࠾࡞

ࡢࡶࡿࡁᑾࡢࡶࡢ㸪ୖグࡣ⟆ࡿࡍᒓ‽㸪ྛỈࡾ࠾࡚ࡋ㓄ពࡶᐃุࡢຊ⬟࡞

ࠋ࠸࡞ࡣ࡛

㸲 ᚋࡢฟ㢟࡚࠸ࡘ

ᚋࡶ㸪⊂༨⚗Ṇἲࡢᇶ♏ⓗ▱㆑ࡢṇ☜࡞⌮ゎ㸪ᙜヱ⾜Ⅽࡀᕷሙࡿࡅ࠾➇த

ࡣࡾࢃኚࡇࡿࡵồࢆㄽ⌮ᛶ࣭ㄝᚓᛶࡧウ⬟ຊཬ᳨ࡢὝᐹຊ㸪ᐇ㛵ಀࡢᙳ㡪ࡿ࠼

ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄࠸࡞

㸳 ᚋࡢἲ⛉Ꮫ㝔ồࡢࡶࡿࡵ

⤒῭ἲࡢၥ㢟ࡣ㸪ᚲせ⣽࡞▱㆑ࡸ㐣ᗘ㧗ᗘ࡞▱㆑ࢆせồࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ

⤒῭ἲࡢᇶᮏⓗ࠼⪄࡞᪉ࢆṇ☜⌮ゎࡋ㸪ࢆࢀࡇከᵝ࡞ᛂ⏝࡛ࡿࡁຊࢆ㌟

⌮☜ṇࢆ㊃᪨ࡢ㸪ฟ㢟ࡣἲ⛉Ꮫ㝔ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ࠺ࡼぢࢆ࠺ࡿ࠸࡚ࡅ

ゎࡋ㸪ᘬࡁ⥆ࡁ㸪▱㆑೫㔜࡛ࡃ࡞ࡣ㸪ᇶᮏⓗ▱㆑ࢆṇ☜⩦ᚓࡋ㸪ࢆࢀࡑⓗ☜࠸

࡞㸪ㄽⅬ⩏ⓗࡣ࡚࠸࠾㸪ㄽ㏙ࡶࡃࡔࡓ࠸࡛࠸ὀࢆຊᡂ⫱ࡢຊ⬟ࡿࡏ࡞ࡇ

グ㏙࡛ࡃ࡞ࡣ㸪ᵓᡂせ௳ࡢព⩏ࢆṇ☜ୖࡓࡋ♧㸪ᙜヱ⾜Ⅽࡀᕷሙࡿࡅ࠾➇த

ࡇࡿࡵࡣᙜ࡚௳㸪せࡋウ᳨ᛕࢆ㸪ᐇ㛵ಀ࡚࠸⨨ᛕ㢌ࢆࡿࡍᙳ㡪࠺ࡼࡢ

ࠋ࠸ࡋ࡚ࡋ⫱ᩍ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇࡍ♧ㄽ⌮ⓗ࣭ㄝᚓⓗࢆ
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ၥ࡚ࡗࡼࡇ࠺㸪ᡤᚓ⛯ἲཬࡧἲே⛯ἲୖࡢᇶᮏⓗ࡞つᐃ࡚࠸ࡘලయⓗ࡞༶࡚ࡋゎ

㔘㐺⏝⬟ຊࢆヨࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ࠺ࡑ᮲ᩥࡢ༢ࡿ࡞ᙜ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛࡚ࡗࡼࡵࡣ㸪᮲ᩥࡢ㊃

᪨┠ⓗࡢࡑࡸᇶ♏࠼⪄ࡿ࠶᪉ࡶࢆ⪃៖࡚ࡋゎ⟅ࢆᑟࡁฟࡍጼໃࡀ㔜せ࡛ࠋࡿ࠶

タၥ㸯ࡣ㸪ἲேᡂࡾక࠺ಶேࡽἲேࡢ㈨⏘ࡢㆡΏಀࡿᡤᚓ⛯ࡢㄢ⛯㛵ಀࢆၥࡢࡶ࠺

㢮✀ࡧ᭷↓ཬࡢᡤᚓࡿಀㆡΏࡢ⏘㈨࡚ࡌᛂ㢮✀ࡧෆᐜཬࡢ⏘㸪ձㆡΏ㈨࡚ࡋࠋࡿ࠶࡛

ࡀㆡΏᑐ౯ࡢ⏘㸪ղ㈨࠺ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍุ᩿㐺ษ࡚ࡋ๎㛵㐃つᐃࡢᡤᚓ⛯ἲࢆ

౯ࡾࡼⴭࡃࡋప࠸౯㢠࡛ࡿ࠶ሙྜࢆᡤᚓ⛯ἲࡢつᐃ࡚ࡋ๎㐺ษฎ⌮ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ

㈨⏘ศ㢮ࡿࡅ࠾㸰㡯➨ࡧᡤᚓ⛯ἲ➨㸱㸱᮲➨㸯㡯ཬ≉㸪ࡣ࡚࠸ࡘձࠋࡿ࠸࡚ࡋヨࢆ࠺

៖⪄ࢆィୖᮇࡢධ㔠㢠ࡣ࡚ࡗࡼ⏘㸪㈨ࡢゎ⌮࡞☜ṇࡿࡍ㛵᪉࠼⪄ࡿ࠶♏ᇶࡢ

ධࡶࢆุ᩿ࡓࢀồࠋࡿ࠸࡚ࡵղࡣ࡚࠸ࡘ㸪ᡤᚓ⛯ἲ➨㸳㸷᮲➨㸯㡯➨㸰ྕྠࡃ࡞࡛ࡅࡔἲ➨

㸲㸮᮲➨㸯㡯➨㸰ྕࡶࢆど㔝ධࡓࢀゎ⟅ࢆồࠋࡿ࠸࡚ࡵ

タၥ㸰ࡣ㸪ಶேࡽἲேࡢᅵᆅࡢ㈇ᢸ㉗ཬࡧᘓ≀ࡢప㢠㈚ࡢࡅᙜ⪅᪉ᑐࡿࡍ

ᡤᚓ⛯ࡸἲே⛯ࡢㄢ⛯㛵ಀࢆၥࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࡚ࡋ㸪ճᮏ௳㉗㛵ࡿࡍᡤᚓ⛯ἲࡢ㐺⏝

᮲ᩥྠࢆἲ➨㸳㸷᮲➨㸯㡯ࡢ㊃᪨┠ⓗ࡚ࡋࡽ↷㐺ษỴᐃ࠺ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ㸪մᮏ

௳㉗ᮏ௳㈚ࢀࡒࢀࡑ࡚࠸ࡘࡅಀࡿ㹖♫ࡢㄢ⛯㛵ಀࢆἲே⛯ἲ➨㸰㸰᮲࡚ࡋ๎㐺ษ

ᡤᚓ⛯ἲᴫᛕ㉗ࡢ㸪Ẹἲୖࡣ࡚࠸ࡘճࠋࡿ࠸࡚ࡋヨࢆ࠺ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍุ᩿

ㄢ⩏ᐇ⌧ࡿಀㆡΏࡢ⏘㈨ࡿࡅ࠾ゎ㸪ᡤᚓ⛯ἲ⌮࡞☜ṇࡿࡍ㛵㛵ಀࡢᴫᛕ㉗ࡢୖ

⛯⧞ᘏࡢṇ☜࡞㛵㐃➼ࡅᇶ࡙ࡃゎ⟅ࢆồࠋࡿ࠸࡚ࡵմࡣ࡚࠸ࡘ㸪≉ἲே⛯ἲ➨㸰

㸰᮲➨㸰㡯࡚࠸࠾㸪↓ൾࡿࡼ㈨⏘ࡢㆡཷࡅಀࡿ᫂ᩥࡢᐃࡢࡿ࠶ࡣࡵᑐ࡚ࡋ㸪↓ൾࡼ

ࡇࡿࡍ⟆ゎ࡛ୖࡓࡋウ᳨ࢆࡿ࠼⪄࠺ࡼࡢࢆࡇ࠸࡞ࡀࡵᐃࡢ᫂ᩥࡿಀࢀධཷࡢᙺົࡿ

ࠋࡿ࠸࡚ࡵồࢆ

>⤒ ῭ ἲ@

ࠝ➨㸯ၥࠞ

ᮏၥࡣ㸪▼Ἔ〇ရ࡛ࡿ࠶எࢆศゎ࡚ࡋᚓࡿࢀࡽᏛ≀㉁ࢆཎᩱࡿࡍᏛ〇ရ⏥ࡢ〇㐀㈍

ᴗ⪅࡛ࡿ࠶㸿♫㸪㹀♫㸪㹁♫ཬࡧ㹂♫㸦௨ୗࠕ㸲♫ࠖࠋ࠺࠸㸧ࡓࡗ⾜ࡀ㸪எ౯᱁ࢆ᪼ୖࡢ⌮

ࡍ㛵ಖ☜ࡢබṇྲྀᘬࡧṆཬ⚗ࡢ㸪⚾ⓗ⊂༨࡚ࡋ୰ᚰࢆື⾜ࡆୖ್ࡢ㈍౯᱁ࡢ⏥ࡿࡍ⏤

౯ࠕࡿࡺࢃ࠸ᘬไ㝈㸦ྲྀ࡞ᙜࡢ㸧➨㸰᮲➨㸴㡯㸪➨㸱᮲ࠋ࠺࠸༨⚗Ṇἲࠖ⊃ࠕἲᚊ㸦௨ୗࡿ

᱁ࣝࢸࣝ࢝ 㸧ࠖࡢᡂྰཬࡧ㞳⬺ࡢᡂྰ᳨ࢆ࡞ウࡾࡼࡇࡿࡏࡉ㸪ᙜྲྀ࡞ᘬไ㝈࡚࠸ࡘ

ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺ၥࢆゎ⌮࡞ᇶᮏⓗࡢ

ᙜྲྀ࡞ᘬไ㝈ࡢᡂྰ᳨ࢆウࡿࡍሙྜࡣ㸪ࡎࡲ㸪ၥ㢟ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⾜Ⅽ࡚࠸ࡘᐇ㛵ಀ

ࡢᐇ㉁ⓗไ㝈ࡢ㸪➇தࡣሙྜࡿࡍ㊊ࢆ௳Ⅽせ⾜ࡀᐇࡓࢀࡉᐃ☜ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡿࡍᐃ☜ࢆ

᭷↓᳨ࢆウࡾ࡞ࡇࡿࡍ㸪࡛ࡇࡑ㸪୍ᐃྲྀࡢᘬศ㔝ࡢ⏬ᐃࡀᚲせࠋࡿ࡞ၥ㢟ᩥࡽ㸪⏥

㛵ࡿࡍᚲせ࡞ሗ㸦〇ရࡢ࡚ࡋ≉ᚩ㸪ᆅ⌮ⓗ⠊ᅖ࡞㸧ࢆᣠ࠸ฟࡋ㸪せ㡿ࡃࡼ⡆₩ࡵࡲ

ࡢᐇ㉁ⓗไ㝈ࡢ㸪➇த࡚ࡋ๓ᥦࢆᕷሙࡓࡋᐃ⏬ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀࡇࡿࡍᐃ⏬ࢆ㸪ᕷሙࡽࡀ࡞

᭷↓᳨ࢆウࡀࡿ࡞ࡇࡿࡍ㸪⏥ᕷሙࡢ≉Ⰽ㸦㸲♫࢙ࢩࡢ㸪➇த⪅࢙ࢩࡢ㸪ྛ✀➇தᅽຊ

ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀࡇࡿࡍㄽ㏙☜ⓗࢆࢀࡇ㸪ࡋᢕᥱ☜ṇࢆ㸧࡞

タၥ㸯ࡣ㸪㸲♫ࡿࡼྜ㸦㒊㛗㸧ࡢሙ࡛ࡣ㸪⏥ࡢ㈍౯᱁ࡆୖ್ࡢ㛵ࡔࡲ࠸࡚ࡋ㸲♫

㛫ࡣ᫂♧ྜࡢពࡀᡂ❧࠺࠸࠸࡞࠸࡚ࡋ๓ᥦࡢୗ࡛㸪ୖグྜ๓ཬࡧྜᚋࡢ㸲♫ࡢᐈほⓗ

ࡇࡿࡍウ᳨ࢆᡂྰࡢពྜࡢ♧㯲ࡢ࡚࠸ࡘᘬไ㝈ྲྀ࡞㸪ᙜ࡚ࡋศᯒࢆࢀࡇ㸪ࡋㄆᐃࢆື⾜

ᐇࡢࡃከࡿࢀࡽᚓࡽ㸪ၥ㢟ᩥࡶ࡚ࡋࡿࡍ㸪ྰᐃࡶ࡚ࡋࡿࡍᐃ⫯ࢆࢀࡇࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ

㸦㛫᥋ᐇ㸧ࡢ୰ࡽ㸪㔜せᛮࢆࡢࡶࡿࢀࢃᣠ࠸ฟࡋ㸪ㄝᚓຊࡿ࠶ࡢㄽ㏙ࡀࡇࡿࡍࢆᮇᚅ

ࡃࡼ㸪せ㡿ࡋศᯒࢆἣ≦ࡢᕷሙࡢ㸪⏥〇ရࡶ࡚ࡋ㝿ウ᳨ࡢ↓᭷ࡢᐇ㉁ⓗไ㝈ࡢத➇ࠋࡿࢀࡉ

ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࢀᛀࡶウ᳨ࡢ࡚࠸ࡘⅭ⾜ࡢ♫㹗ࠋࡿ࡞ᚲせࡀࡇࡿࡵࡲ

タၥ㸰ࡣ㸪㸲♫ࡿࡼྜ㸦㒊㛗㸧ࡢሙ࡛㸪⏥ࡢ㈍౯᱁ࡆୖ್ࡢ㛵ྜࡿࡍពࡀᡂ❧ࡋ

平成24年 出題趣旨
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ࡵㄆࡀ⬺㞳ࡢᘬไ㝈ྲྀ࡞㸪ᙜ࡚࠸ࡘ♫㸪㹁ࡽື⾜ࡢ♫㹁ࡢᚋࡢࡑୗ࡛㸪ࡢ๓ᥦ࠺࠸ࡓ

㸪ㄝࡶ࡚ࡋࡿࡍ㸪ྰᐃࡶ࡚ࡋࡿࡍᐃ⫯ࢆ⬺㞳ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀࡇࡿࡍウ᳨ࢆྰࡿࢀࡽ

ᚓຊࡿ࠶ࡢ⌮⏤ࡀࡅᚲせࡀࡿ࡞㸪ࡢࡑ㝿㸪ᙜྲྀ࡞ᘬไ㝈ࡢ࡚࠸ࡘᇶᮏⓗ࡞⌮ゎࡀၥࢃ

ၥ㢟ࡀᡂ❧ᮇࡢᘬไ㝈ྲྀ࡞㸪ᙜࡣ࡚ࡋ㝿ࡿࡎㄽࢆⅭ⾜ࡢ♫㸪㹂ࡓࡲࠋࡿ࡞ࡇࡿࢀ

ࠋࡿ࡞ࡇࡿࢀࢃၥࡀゎ⌮࡞ᇶᮏⓗࡢ࡚࠸ࡘᘬไ㝈ྲྀ࡞㸪ᙜグྠᵝୖࡶ࡛ࡇࡇ㸪ࡾ࡞

ࠝ➨㸰ၥࠞ

ᮏၥࡣ㸪≉Ṧࡽ≀᳜࡞ᢳฟࡓࡋᰤ㣴ᡂศࢆࡿࡍᰤ㣴ᶵ⬟㣗ရȘࢆ㸪⏥࡛ྡࢻࣥࣛࣈ࠺࠸

㈍ࡋ㸪ྠ㣗ရࡢᕷሙ࢙ࢩ࡚࠸࠾㸲㸮㸣࣭➨㸯ࢆ༨ࡿࡵ㹖♫ࡀ㸪⏥ࡀ↓ᗑ⯒ࢵࢿ࣮ࢱࣥࡢ

ᾘ⯡୍ࡽᑓࢆࢀࡇ㸪ࡋᑐᒁ࣭⸆ᗑ⸆ࡿ࠸࡚ࡗᢅࢆ⏥㸪ࡵࡓࡿࡍ࠺ࡼ࠸࡞ࢀࡉ㈍⪅㈍ᴗࢺ

ウ᳨ࡋᣦࢆၥ㢟Ⅼࡢ㸪⊂༨⚗Ṇἲୖ࡚࠸ࡘ࠺࠸ࡓࡏࡉ࠺ࡼࡿࡍ㈍ࡳࡢ࡚ࡋᑐ⪅㈝

ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡵồࢆࡇࡿࡍ

ᮏ௳ࡣ㸪ᶓὶࡋ࠸࡞ࡋ㌿ࡢ⚗Ṇ࡚ࡋ㸪ᣊ᮰᮲௳ྲྀᘬ㸦බṇྲྀ࡞ᘬ᪉ἲ୍⯡ᣦᐃ㸯㸰

㡯㸧ࡢ㐺⏝ࡀၥ㢟ࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞㸪ࡿࡅ࠾ࡇࡑ㸪⾜Ⅽせ௳ヱᙜᛶ㸪➇தῶẅຠᯝཬࡧṇᙜ

ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺ၥࢆゎ⌮࡞ᇶᮏⓗࡢ࡚࠸ࡘ↓᭷ࡢ⏤

ᮏ௳⾜Ⅽࡣ㸪⏥ࢻࣥࣛࣈࡢຊࢆ⫼ᬒ࡚ࡋ⸆ᒁ࣭⸆ᗑྲྀࡢᘬඛࢆไ㝈ࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ㸪ࡢࡑᐇຠ

ᛶᢸಖᡭẁ࡚ࡋ㸪௦⌮ᗑ༺ᴗ⪅ྲྀࡿࡼᘬṆࢆక࠺┘どࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀホ౯࡛ࡢࡶࡁࡍ

༢⊂࣭㛫᥋ࡿࡍᑐ⪅㈍ᴗࢺࢵࢿ㸪ࡽࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍṆ⚗ᚊ୍ࢆ㸪㌿ࡣ௳㸪ᮏ࠾࡞ࠋࡿ࠶

ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࠸࡞ࡣ㐺ษ࡛ࡣࡢࡿࡍᘬᣄ⤯㸦୍⯡ᣦᐃ㸰㡯㸧ྲྀࡢ

ḟ㸪ᮏ௳⾜Ⅽࡢ➇தῶẅຠᯝ࡚ࡋၥ㢟ࡣࡢࡿ࡞㸪Ᏻࡾᴗ⪅࡛ࢺࢵࢿࡿ࠶㈍ᴗ⪅ࢆ⏥ࡀ

㉎ධ࡛ࡿࡼࡇ࠸࡞ࡁ㸪㈍ᴗ⪅㛫ࡢ౯᱁➇தࡢไ㝈࡛ࡾ࠶㸪➇த㝖࡛ࡃ࡞ࡣ➇தᅇ㑊ࡀၥ㢟

ᕷࡋ࠸࡞ᘬศ㔝ྲྀࡢ㸪୍ᐃ࡚ࡵྵࢆホ౯ࡢ㸪௦᭰ရș࡚ࡋ๓ᥦࡢ㸪ุ᩿ࡎࡲࠋࡿ࠶࡛ࡿ࡞

ሙࡢ⏬ᐃࡿࡍࢆᚲせ࡚࠸⥆ࠋࡿ࠶ࡀ㸪ᮏ௳⾜Ⅽࡢ⏥ࡾࡼ౯᱁ࡀ⥔ᣢࢆྰࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࢀࡉ㸪

ᕷሙࡢᐇែ༶࡚ࡋ㸪ࢻࣥࣛࣈෆ➇தࡢ≧ἣ㸦⏥ࢻࣥࣛࣈࡢຊ㸪ὶ㏻⤒㊰ࡢ㛢㙐ᛶ㸧㸪ࢻࣥࣛࣈ㛫➇

தࡢ≧ἣ㸦ཧධ㞀ቨࡢ㧗ࡉ㸪౯᱁➇தࡢάⓎࡉ㸧ࢆ࡞⥲ྜⓗ⪃៖ࡀࡇࡿࡍุ᩿ࡋồࠋࡿࢀࡽࡵ

᭱ᚋ㸪ᮏ௳⾜Ⅽࡣ㸪ࡢࢪ࣮࣓ࢻࣥࣛࣈಖᣢࡢほⅬࡽ㸪㢳ᐈၟࡢရࡢㄝ᫂ཬࡧရ㉁ಖᣢࡢ

ࡀᚲせࡿࡍウ᳨ࢆ↓᭷ࡢ⏤ṇᙜࡢࡑ㸪ࡽࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡚ࡋ⏤⌮ࢆᚲせᛶࡢ⌮⟶ᗘ ࡢࡵࡓ

ࡍ៖⪄ࢆᏑᅾࡢ♧⾲ὀពႏ㉳ࡿࡼ㸪ᗣቑ㐍ἲࡣ࡚࠸ࡘᚲせᛶࡢㄝ᫂ࡢሙྜ㸪ၟရࡢࡑࠋࡿ࠶

ࡢ㸪୍ᚊࡽ࠸࡞ࡁᐃ࡛ྰࡣᚲせᛶ⮬యࡢࡑ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ⌮⟶㸪 ᗘࡓࡲࠋ࠺ࢁ࡞ᚲせࡀࡇࡿ

㌿⚗Ṇ௨እࡢ௦᭰ⓗ᪉ἲ࣭ᡭẁ᳨࡚࠸ࡘウࡀࡇࡿࡍ㔜せࠋ࠺ࢁ࡞

ࢆ㸪ᐇ㛵ಀ࡛ୖࡓࡋゎ⌮☜ṇࢆෆᐜࡧព⩏ཬࡢ௳せࡢ㸪ᣊ᮰᮲௳ྲྀᘬࡶ࡚࠸ࡘࢀࡎ࠸

ᛕ᳨ウࡋ㸪ᮏ௳⾜Ⅽࡢᕷሙࡢᙳ㡪ࡀࡇࡿࡍุ᩿ࢆồࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡽࡵ

>▱ⓗ㈈⏘ἲ@

ࠝ➨㸯ၥࠞ

タၥ㸯ཬࡧ㸰ࡣ㸪᪉ἲࡢⓎ᫂ࡢ࡚࠸ࡘ≉チᶒࢆ㢟ᮦ࡚ࡋ㛫᥋ᐖ㛵ࡿࡍၥ㢟Ⅼࡢ⌮ゎ

࠾ሙྜࡓࡋὶ㏻ᕷሙ㐺ἲࡀ⨨ࡿࡁᐇ࡛ࢆⓎ᫂ࡢ㸪᪉ἲࡣ㸪タၥ㸱ࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠺ၥࢆ

ྰྍࡢไ㝈ࡧᡂྰ㸪ཬࡢチㅙࡢ♧㯲ࡋ࠸࡞↓᭷ࡢᾘᑾࡢチᶒ≉ࡢ࡚࠸ࡘⓎ᫂ࡢ㸪᪉ἲ࡚࠸

ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺ၥࢆ᪉࠼⪄ࡢ࡚࠸ࡘ

タၥ㸯ࡣ㸪᪉ἲࡢⓎ᫂ࢆᐇࡿࡍᶵ⬟ࢆ᭷ࡿࡍ⨨ᑐࡿࡍ≉チἲ➨㸯㸮㸯᮲➨㸲ྕ➨㸳

ࡣᙜ࡚࡞ᑀࡢ௳㸪ྛせゎ⌮࡞ᇶᮏⓗࡢ㸪㛫᥋ᐖつᐃࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠺ၥࢆྰྍࡢ⏝㐺ࡢྕ

ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀࡵ

ᮏၥ࡛ࡣ㸪ࡎࡲ㸪≉チ᪉ἲࡿࡼ㟁ᶵ⬟௨እ㏻ᖖࡢ㟁ᶵ⬟ࢆ᭷ࡿࡍ⨨ࡀၥ㢟ࡗ࡞

ᚲせࡿࡌㄽࢆࡿࡍ⏝㸪㐺ࡋゎ㔘࠺ࡼࡢࢆ௳せࠖࡳࡢࠕࡢ㸪ྠ᮲➨㸲ྕࡽࡇࡿ࠸࡚

㸪ᮾிᆅุࡤ࠼ሙ㸦❧࠺⾜ࢆゎ㔘࡞ཝ᱁࡚࠸ࡘ௳㺁せࡳࡢ㸪㺀ࡣ࡚࠸ࡘⅬࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀ
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ᖹᡂ㸰㸲ᖺྖἲヨ㦂ࡢ᥇Ⅼᐇឤ➼㛵ࡿࡍពぢ㸦⤒῭ἲ㸧

㸯 ฟ㢟ࡢ㊃᪨࡚࠸ࡘ

ฟ㢟ᙜࡾࡓ㸪⚾ⓗ⊂༨ࡢ⚗Ṇཬࡧබṇྲྀᘬࡢ☜ಖ㛵ࡿࡍἲᚊ㸦௨ୗࠕ⊂༨⚗Ṇ

ἲࠖࠋ࠺࠸㸧ୖࡢไᗘ࣭つᐃࡢ㊃᪨ཬࡧෆᐜࢆṇ☜⌮ゎࡋ㸪ၥ㢟ᩥࡢ⾜Ⅽࡀᙜヱ

ᕷሙࡿࡅ࠾➇த࡞࠺ࡼࡢᙳ㡪ࢆࢆࡿ࠼ᛕ㢌࡚࠸⨨㸪ᐇ㛵ಀࢆᛕ᳨

ウ࡛ୖࡓࡋ㸪せ௳ࡢᙜ࡚ࡿࡁ࡛ࡀࡵࡣ㸪ࡀࡽࢀࡑㄽ⌮ⓗ࠺࠸Ⅼࢆホ౯ࡋᚓࡼࡿ

ࠋࡓࡋᣦ┠ࢆၥ㢟సᡂ࡞࠺

ฟ㢟ࡓࡋ㸰ၥࡣ㸪⊂༨⚗Ṇἲࡢᇶᮏࢆṇ☜⌮ゎࡋ㸪ࢀࡇᇶ᳨࡙࡚࠸ウࡤࢀࡍゎ

ࡘ➼ࣥࣛࢻ࢞ࡸ᪉࠼⪄ࡢබṇྲྀᘬጤဨࡿ࠸࡚ࢀࡉ⾲㸪බࡾ࠶ၥ㢟࡛ࡿᚓࡋ⟆

ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡵồࢆ㆑▱࡞⣽࡚࠸

㸰 ᥇Ⅼ᪉㔪

ู㏵බ⾲῭ࡢࡳฟ㢟ࡢ㊃᪨ཬୖࡧグ㸯࡛㏙ࡾ࠾ࡓ㸪⊂༨⚗Ṇἲࡢᇶᮏⓗᴫᛕࡸ

ಶูࡢせ௳ࡢព⩏ࢆ㸪ࡢࡑ㊃᪨ࢆ㋃࡚࠼ࡲṇ☜⌮ゎࡿ࠸࡚ࡋ㸪ᙜヱ⾜Ⅽࡀᕷሙ

࡞࠺ࡼࡢࢆᐇࡢࡢ㸪ၥ㢟ᩥ࡚ࡋ࠺ࡼࡋὝᐹ༑ศࢆᙳ㡪ࡿ࠼த➇ࡿࡅ࠾

ほⅬࡀࡢࡿࡆୖࡾྲྀࡽ┦ᙜࢆศᯒ࡛ୖࡓࡋ㸪ⓗ☜せ௳ᙜ࡚ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵࡣ

ࢆຊ⬟࡞㸪ἲⓗࡽほⅬ࠺࠸࠸࡞ࡀ┪▩ㄝᚓⓗ࡛ࡘㄽ⌮ⓗࡣࡽࢀࡑ㸪ࡿ࠸࡚

ぢࠋࡓࡋ࠺ࡼ

➨㸯ၥࡣ㸪Ꮫ〇ရ⏥ࡢ㈍౯᱁࡚࠸ࡘື⾜ࡆୖ್ࡢ㸪⊂༨⚗Ṇἲ➨㸰᮲➨㸴㡯㸪

➨㸱᮲ࡢᙜྲྀ࡞ᘬไ㝈㸦ࠕࡿࡺࢃ࠸౯᱁ࣝࢸࣝ࢝ 㸧ࠖࡢᡂྰཬࡧ㞳⬺ࡢᡂྰࢆၥ࠺

ࢆᕷሙࡓ࠼ࡲ㋃ࢆ㸧࡞᭷↓㸪ᆅ⌮ⓗ⠊ᅖࡢᚩ㸦௦᭰ၟရ≉ࡢ㸪ձ⏥〇ရࡾ࠶࡛ࡢࡶ

⏬ᐃࡋ㸪ၥ㢟ᩥࡢලయⓗᐇ㸦㸲♫࢙ࢩࡢ㸪➇த⪅࢙ࢩ࣭ᩘࡢ㸪㞄᥋ᕷሙཬࡧ㟂

せ⪅ࡢࡽ➇தᅽຊ㸪㍺ධᅽຊ࡞㸧ࢆ♧ࡽࡀ࡞ࡋ➇தࡢᐇ㉁ⓗไ㝈ࡢ᭷↓ࢆㄽ⌮

ⓗࡘㄝᚓⓗ᳨ウ࡛ࡿ࠸࡚ࡁ㸪ղ㒊㛗࡛ࡢ᫂♧ྜࡢពࡀᡂ❧࠸࡞࠸࡚ࡋ๓ᥦࡢ

ୗ࡛㸪ၥ㢟ᩥࡢලయⓗᐇ㸦㸲♫ࡿࡼ㐣ཤࡆୖ್ࡢᐇ⦼㸪㸿♫ࡿࡼ᪂⪺Ⓨ⾲㸪㸿

♫࣭㹎㒊㛗࣮࣓ࣝࡢ㏦ಙ㸪㸲♫ࡆୖ್ࡢάື࡞㸧ࢆ♧ࡽࡀ࡞ࡋ㒊㛗๓ᚋࡢ㸲♫

ࡓࡗ⾜ࢆάືࡆୖ್࡚ࡗࡼ⾲᪂⪺Ⓨࡿࡼ♫㸪㸿ࡶࡿࡍศᯒࢆື⾜ᐈほⓗࡢ

㹗♫ࢆື⾜ࡢศᯒ࡚ࡋ㸲♫ཬࡧ㹗♫ࡿࡅ࠾㯲♧ྜࡢពࡢᡂྰ᳨ࡀウ࡛ࡿ࠸࡚ࡁ㸦タ

ၥ㸯㸧㸪ճ㒊㛗࡛ࡢ㸲♫ࡿࡼ᫂♧ྜࡢពࡀᡂ❧ࡓࡋ๓ᥦࡢୗ࡛㸪ྜពᡂ❧ᚋࡢ

ᐇ㛵ಀ㸦୍㒊㢳ᐈࡢ㛫್࡛ୖࡀࡆᡂຌࡓࡋ㸿♫ཬࡧ㹀♫㸪್ 㹁♫㸪࠸࡞࠸࡚ࡋࢆࡆୖ

ᇶᮏⓗ࠺࠸ᡂ❧ᮇࡢᘬไ㝈ྲྀ࡞㸪ᙜ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ㹂♫㸧ࡓࡗ࡞ࡋᡂຌࡆୖ್

㡯ࢆ⌮ゎࡿ࠸࡚ࡋ㸪㹁♫ࡣ࡚࠸ࡘ㸪ၥ㢟ᩥࡢලయⓗᐇ㸦ୖྖࡢᣦ♧ෆᐜ㸪

ࡀ࡞ࡋ♧ࢆ㸧࡞⦼ᐇࡆୖ್ࡢḞᖍ㸪㐣ཤࡢ㒊㛗ࡢᚋࡢࡑ㐃⤡≧ἣ㸪ࡢ♫㸱ࡢ

ࢆ㸦タၥ㸰㸧ࡿ࠸࡚ࡁウ᳨࡛ㄝᚓⓗࡘㄽ⌮ⓗࢆᡂྰࡢ⬺㞳ࡢᘬไ㝈ྲྀ࡞ᙜࡽ

ぢࠋࡓ

➨㸰ၥࡣ㸪ᰤ㣴ᶵ⬟㣗ရࡢ㈍᪉ἲ㸦ᶓὶࡋ࠸࡞ࡋ㌿ࡢ⚗Ṇ㸧࡚࠸ࡘ㸪බṇ

᳨ࡧゎཬ⌮ࡢᣊ᮰᮲௳ྲྀᘬ㸦⊂༨⚗Ṇἲ➨㸯㸷᮲㸪୍⯡ᣦᐃ㸯㸰㡯㸧ࡢᘬ᪉ἲྲྀ࡞

ウࢆၥࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠺㸪ձ⾜Ⅽせ௳ヱᙜᛶ㸪➇தῶẅຠᯝ㸪ṇᙜ⏤ྛࡢせ௳ࡢព⩏

ཬࡧෆᐜࢆṇ☜⌮ゎࡿ࠸࡚ࡋ㸪ղ⾜Ⅽせ௳ヱᙜᛶࡣ࡚࠸ࡘ㸪ၥ㢟ᩥࡢ᪉⟇ձ㸪

ղࡢ㛵ಀࢆ㋃࡚࠼ࡲලయⓗᣊ᮰ࡢ᭷↓᳨ࢆウ࡛ࡿ࠸࡚ࡁ㸪ճ➇தῶẅຠᯝ࠸ࡘ

ෆ➇தࢻࣥࣛࣈ㸪࡚ࡋ༶ᐇែࡢ㸪ᕷሙࡋᐃ⏬ࢆᕷሙࡓࡵྵࢆホ౯ࡢ㸪௦᭰ရșࡣ࡚
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ࡢἣ㸦ཧධ㞀ቨ≦ࡢ㛫➇தࢻࣥࣛࣈ㛢㙐ᛶ㸧㸪ࡢຊ㸪ὶ㏻⤒㊰ࢻࣥࣛࣈࡢ⏥ἣ㸦≦ࡢ

㧗ࡉ㸪౯᱁➇தࡢάⓎࡉ㸧ࢆ࡞ၥ㢟ᩥࡢᐇ㛵ಀࢆ♧ࡽࡀ࡞ࡋᑀ᳨ウ࡛࡚ࡁ

⟶ᗘ ࡢࡵࡓࡢရ㉁ಖᣢࡧㄝ᫂ཬࡢရၟࡢ㸪㢳ᐈࡣ࡚࠸ࡘ⏤㸪մṇᙜࡿ࠸

㸪ࡶࡿࡍウ᳨ࡽほⅬࡢᙜᛶ┦ࡢᡭẁࡧṇᙜᛶཬࡢ㸪┠ⓗ࡚࠸ࡘᚲせᛶࡢ⌮

௦᭰ⓗ᪉ἲ࣭ᡭẁ᳨࡚࠸ࡘウ࡛ࢆࡿ࠸࡚ࡁぢࠋࡓ

㸱 ᥇Ⅼᐇឤ➼

��� ฟ㢟ࡢ㊃᪨༶ࡓࡋ⟅ࡢᏑྰ㸪ከᐻ࡚࠸ࡘ

➨㸯ၥࡣ࡚࠸ࡘ㸪ከࡢࡃ⟅ࡀฟ㢟ࡢ㊃᪨༶࡚ࡋ㸪ᙜྲྀ࡞ᘬไ㝈㸦ࡺࢃ࠸

ࣝࢸࣝ࢝౯᱁ࠕࡿ 㸧ࠖࡢᡂྰཬࡧ㞳⬺ࡢᡂྰ᳨ࢆウࡋ㸪タၥ㸯ࡣ࡚࠸ࡘ㸪ᙜ࡞

ྲྀᘬไ㝈ࡢᡂ❧せ௳࡛ྜࡿ࠶ព㸦ពᛮࡢ㐃⤡㸧㸪୍ᐃྲྀࡢᘬศ㔝㸦ᕷሙ㸧ࡢ⏬ᐃ㸪

ཬࡧ➇தࡢᐇ㉁ⓗไ㝈᳨࡚࠸ࡘウ࠸⾜ࢆ㸪タၥ㸰ࡣ࡚࠸ࡘ㸪௨ୖࡢ㸪ᙜ

㸪୍ࡶࡗࡶࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆウ᳨࡚࠸ࡘ⬺㞳ࡢࡽពྜᡂ❧ᮇࡢᘬไ㝈ྲྀ࡞

ᐃྲྀࡢᘬศ㔝ࡢ⏬ᐃཬࡧ➇தࡢᐇ㉁ⓗไ㝈࡚࠸ࡘ༑ศ᳨ウࡃ࡞ࡇࡿࡍ⤖ㄽࡢ

ゎ⌮࡞༑ศ࡚࠸ࡘ⬺㞳ࡢࡽពྜᡂ❧ᮇࡢᘬไ㝈ྲྀ࡞ᙜࡸ⟆ࡿ㏙ࢆࡳ

ࠋࡓࢀࡽぢࡎࡽ࡞ᑡࡶ⟆ࡓࢀࡉసᡂࡲࡲ࠸࡞ࡋࢆ

➨㸰ၥࡣ࡚࠸ࡘ㸪ከࡢࡃ⟅ࡀฟ㢟ࡢ㊃᪨༶࡚ࡋ㸪㹖ࡢ᪉⟇ձղ࡚࠸ࡘ

බṇྲྀ࡞ᘬ᪉ἲࡢࡕ࠺ࡢᣊ᮰᮲௳ྲྀᘬ᳨ࢆウࡀࡓ࠸࡚ࡋ㸪᪉⟇ձ᪉⟇ղࡢ㛵ಀ

㸪ࡣ୰ࡢ㸪⟅ࡓࡲࠋࡓࡗ࡞ࡣࡃከࢀࡑࡣࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀゐ࡚ࡋព㆑☜᫂ࢆ

᪉⟇ձࢆ༢⊂ྲྀࡢᘬᣄ⤯㸪᪉⟇ղࢆᣊ᮰᮲௳ྲྀᘬࡿࡍ⟅ࡶᑡࡎࡽ࡞ぢࢀࡽ

℃ࡢᘬ᪉ἲ㸦ྲྀᘬᣄ⤯㸪ඃ㉺ⓗᆅྲྀ࡞බṇࡢ㸪ᣊ᮰᮲௳ྲྀᘬ௨እࡽࡉࠋࡓ

⏝➼㸧ࡸ⚾ⓗ⊂༨ࢆ୰ᚰ᳨ウࡿ࠸࡚ࡋ⟅ࡶぢࠋࡓࢀࡽ

��� ฟ㢟ணᐃࡓ࠸࡚ࡋゎ⟅Ỉ‽ᐇ㝿ࡢゎ⟅Ỉ‽ࡢᕪ␗࡚࠸ࡘ

➨㸯ၥࡣ࡚࠸ࡘ㸪ᙜྲྀ࡞ᘬไ㝈ࡢᡂྰཬࡧ㞳⬺࠺࠸ᙜྲྀ࡞ᘬไ㝈ࡢせ௳

⟆ゎࡓ࠸࡚ࡋணᐃ㸪ฟ㢟ࡽࡇࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠺ၥࢆゎ⌮࡞ᇶᮏⓗࡢ࡚࠸ࡘ

Ỉ‽ᐇ㝿ࡢゎ⟅Ỉ‽ࡣ࡞ࡁᕪ␗ࡣぢࡶࡗࡶࠋࡓࡗ࡞ࢀࡽ㸪ၥ㢟ᩥࡽᚓ

ᮇࡀࡇࡿࡍࢆㄽ㏙ࡿ࠶㸪ㄝᚓຊࡋฟ࠸ᣠࢆᐇ࡞㔜せࡽ୰ࡢᐇࡢࡃከࡿࢀࡽ

ᚅࡀࡓࢀࡉ㸪ࡢࡇᮇᚅᛂࡿ࠼⟅ࡣከࠋࡓࡗ࡞࠼࠸ࡣ࠸

➨㸰ၥࡣ࡚࠸ࡘ㸪᪉⟇ղࢆ᪉⟇ձࡢᐇຠᛶ☜ಖᡭẁ⨨ࡅ㸪ࢆࢀࡇ㌿࡞

ࡍヱᙜᣊ᮰᮲௳ྲྀᘬࡢࡕ࠺ࡢᘬ᪉ἲྲྀ࡞㸪බṇ࡚ࡋṆ⾜Ⅽ⚗ࡢࡋᶓὶࡋ࠸

ண࠸ከࡀ⟆ࡿࡌㄽ୰ᚰࢆ⏤ṇᙜබṇ➇த㜼ᐖᛶࡢࡑ㸪࡛ୖࡓࡋࡿ

ணࡀࡢࡶࡿࡌㄽ࡚ࡋ⤯ᘬᣄྲྀࡢ༢⊂࣭㛫᥋ࡿࡍᑐ⪅㈍ᴗࢺࢵࢿ㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡋ

௨ୖከࡓࡲࠋࡓࡗ㸪බṇ➇த㜼ᐖᛶࡣ࡚࠸ࡘ㸪ᮏ௳⾜Ⅽࡢ౯᱁⥔ᣢຠᯝ

ἣ≦ࡢᕷሙࡢ➼㛫➇தࢻࣥࣛࣈࡸෆ➇தࢻࣥࣛࣈ㸪ࡋ♧ࢆᐇࡢ㸪ၥ㢟ᩥ࡚࠸ࡘ

㸪୰ࡾ࠶Ⅼ༑ศ࡛ࡢࡇࡀ⟆ࡢࡃ㸪ከࡀࡓࡗࡋ࡚ࡋㄽ㏙㸪ᑀ࡚ࡋศᯒࢆ

ぢࡎࡽ࡞ᑡࡶ⟆ࡿࡍㄽ㏙࡚࠸ࡘබṇ➇த㜼ᐖᛶࡲࡲ࠸࡞ࡋᐃ⏬ࢆ㸪ᕷሙࡣ

࡚ࢀࡉ࡞ࢇࡕࡁࡀࡅ⏤⌮࡛ࡳࡢ㸪⤖ㄽࡶ࡚࠸ࡘ⏤㸪ṇᙜࡽࡉࠋࡓࢀࡽ

ࠋࡓࢀࡽぢࡃከࡀ⟆࠸࡞࠸

��� ⚽ඃࠕ 㸪ࠖࠕⰋዲ 㸪୍ࠖࠕᛂࡢỈ‽ 㸪ࠖࠕⰋࠖ⟅࡚࠸ࡘ

➨㸯ၥࡣ࡚࠸ࡘ㸪ࠕඃ⚽ࠖ࡞⟅ࡣ㸪ᙜྲྀ࡞ᘬไ㝈ࡢᡂ❧せ௳㞳⬺せ௳

㛵ࡿࡍᚲせ࡞ㄽⅬ࡚࠸ࡘᇶᮏⓗ࡞⌮ゎ࡛ୖࡓࡋࢆ㸪ၥ㢟ᩥࡽ㔜せ࡞ᐇࢆᣠ࠸

ฟࡋ㸪ࡓࡋࢇࡕࡁᙜ࡚ࡵࡣㄝᚓຊࡿ࠶⌮⏤ࡓࡋࢆࡅㄽ㏙ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ
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࡛ୖࡓࡋᣦࢆㄽⅬ࡞㸪ᚲせࡀ࠸ⷧࡣ㸪ẚ㍑ⓗㄽ㏙ࡣ⟆࡞Ⰻዲࠖࠕ㸪ࡋ 㸪せⅬ

ࡿࢀࡉホ౯⟆࡞Ⰻዲࠖࠕ㸪ࡣ⟆ࡢࠖ‽Ỉࡢᛂ୍ࠕ㸪ࡢࡶࡿ࠶࡚ࡵࡲ☜ⓗࢆ

Ⰻࠖࠕ㸪ࡓࡲࠋࡓࡋࡢࡶࡓࡅḞࡀࢺ࣏ࣥࡢࡘ㸪ᗄࡕ࠺ࡢࢺ࣏ࣥ࡞ᚲせ

ྲྀ࡞㸪ᙜࡁḞࢆゎ⌮࡞ᇶᮏⓗࡢ࡚࠸ࡘ௳せࡿࡍ㛵ᘬไ㝈ྲྀ࡞㸪ᙜࡣ⟆ࡢ

ᘬไ㝈ࡢᡂ❧せ௳ࡸ㞳⬺せ௳㛵ࡿࡍㄽⅬࡀⓗ☜ᣠࡎࡽ࠾࡚ࢀࢃ㸪ၥ㢟ᩥࡽᚓ

ࠋࡓࡋࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀㄽ㏙ࡓࡋ༶ᐇࡿࢀࡽ

➨㸰ၥࡣ࡚࠸ࡘ㸪ࠕඃ⚽ࠖ࡞⟅ࡣ㸪᪉⟇ձղࡢ㛵ಀࢆぢᴟ࡛ୖࡓࡵ㸪ᣊ᮰᮲

௳ྲྀᘬࡢせ௳༶࡚ࡋ㸪⾜Ⅽ㢮ᆺヱᙜᛶ୪ࡧබṇ➇த㜼ᐖᛶ᳨࡚࠸ࡘウࡋ㸪

ᕷሙࡢ⏬ᐃ㸪౯᱁⥔ᣢຠᯝࡢ᭷↓㸪ṇᙜ⏤࡚࠸ࡘ࡞ุ᩿ࡢၥ㢟ᩥࡢᐇࢆ

㐺ษࡘᑀᢳฟ࡚ࡋ㸪ࡓࡋࢇࡕࡁᙜ࡚ࡵࡣ⌮⏤ࡋࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉࡀࡅ㸪

☜ⓗࢆ㸪せⅬ࡛ୖࡓࡋᣦࢆㄽⅬ࡞㸪ᚲせࡀ࠸ⷧࡣ㸪ẚ㍑ⓗㄽ㏙ࡣ⟆࡞Ⰻዲࠖࠕ

ᚲせࡿࢀࡉホ౯⟆࡞Ⰻዲࠖࠕ㸪ࡣ⟆ࡢࠖ‽Ỉࡢᛂ୍ࠕ㸪ࡢࡶࡿ࠶࡚ࡵࡲ

⟆࡞Ⰻࠖࠕ㸪ࡓࡲࠋࡓࡋࡢࡶࡓࡅḞࡀࢺ࣏ࣥࡢࡘ㸪ᗄࡕ࠺ࡢࢺ࣏ࣥ࡞

ࡸ㸧➼⏝℃ࡢᘬ᪉ἲ㸦ྲྀᘬᣄ⤯㸪ඃ㉺ⓗᆅྲྀ࡞බṇࡢ㸪ᣊ᮰᮲௳ྲྀᘬ௨እࡣ

⚾ⓗ⊂༨ࢆ୰ᚰ᳨ウ࡞ࡿࡍ㸪ㄽⅬࢆⓗ☜ᤊࡎࡽ࠾࡚࠼㸪༶ࡓࡋㄽ㏙ࡀ

ࠋࡓࡋࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ࡞

㸪⥲ྜⓗࡣ࡚ࡗࡓᙜ㸪᥇Ⅼࡾ࠶୍࡛ࡢ⟆ࡿࡍᒓ‽㸪ྛỈࡣࡽࢀࡇ㸪࠾࡞

ࡢࡶࡿࡁᑾࡢࡶࡢ㸪ୖグࡣ⟆ࡿࡍᒓ‽㸪ྛỈࡾ࠾࡚ࡋ㓄ពࡶᐃุࡢຊ⬟࡞

ࠋ࠸࡞ࡣ࡛

㸲 ᚋࡢฟ㢟࡚࠸ࡘ

ᚋࡶ㸪⊂༨⚗Ṇἲࡢᇶ♏ⓗ▱㆑ࡢṇ☜࡞⌮ゎ㸪ᙜヱ⾜Ⅽࡀᕷሙࡿࡅ࠾➇த

ࡣࡾࢃኚࡇࡿࡵồࢆㄽ⌮ᛶ࣭ㄝᚓᛶࡧウ⬟ຊཬ᳨ࡢὝᐹຊ㸪ᐇ㛵ಀࡢᙳ㡪ࡿ࠼

ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄࠸࡞

㸳 ᚋࡢἲ⛉Ꮫ㝔ồࡢࡶࡿࡵ

⤒῭ἲࡢၥ㢟ࡣ㸪ᚲせ⣽࡞▱㆑ࡸ㐣ᗘ㧗ᗘ࡞▱㆑ࢆせồࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ

⤒῭ἲࡢᇶᮏⓗ࠼⪄࡞᪉ࢆṇ☜⌮ゎࡋ㸪ࢆࢀࡇከᵝ࡞ᛂ⏝࡛ࡿࡁຊࢆ㌟

ࡇࡓࡋពᅗࡢ㸪ฟ㢟ࡣἲ⛉Ꮫ㝔ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ࠺ࡼぢࢆ࠺ࡿ࠸࡚ࡅࡘ

ࢀࡑ㸪ࡋᚓ⩦☜ṇࢆ㸪ᇶᮏⓗ▱㆑ࡃ࡞ࡣ㸪▱㆑೫㔜࡛ࡁ⥆ࡁ㸪ᘬࡋゎ⌮☜ṇࢆࢁ

㸪ࡣ࡚࠸࠾㸪ㄽ㏙ࡶࡃࡔࡓ࠸࡛࠸ὀࢆຊᡂ⫱ࡢຊ⬟ࡿࡏ࡞ࡇ࠸☜ⓗࢆ

ㄽⅬ⩏ⓗ࡞グ㏙࡛ࡃ࡞ࡣ㸪ᵓᡂせ௳ࡢព⩏ࢆṇ☜ୖࡓࡋ♧㸪ᙜヱ⾜Ⅽࡀᕷሙ࠾

௳㸪せࡋウ᳨ᛕࢆ㸪ᐇ㛵ಀ࡚࠸⨨ᛕ㢌ࢆࡿࡍᙳ㡪࠺ࡼࡢத➇ࡿࡅ

ᙜ࡚ࢆࡇࡿࡵࡣㄽ⌮ⓗ࣭ㄝᚓⓗ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇࡍ♧ᩍ⫱ࠋ࠸ࡋ࡚ࡋ
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ࠝ➨㸯ၥࠞ

ᮏၥࡣ㸪⮬ື㌴ࡢ㔜せ࡞ᵓᡂ㒊ရ⏥࣮࣮࣓࢝ࡢ㹖♫ࡀ㸪ಖ᭷ࡢ⏥ࡿࡍ᪂〇㐀᪉ἲȘࣁ࢘ࣀࡢ

〇㐀ࡢ⏝ᑓࡢࡵࡓࡢᐇࡢ㸪᪂〇㐀᪉ἲȘࡋ㝿ࡿࡍࢫࣥࢭ࣮࣮࣓ࣛ࢝ࡢࡢ⏥ࢆ⾡ᢏ࢘

⨨ࢆ㹗♫ࡽ㉎ධࢆࡇࡿࡍ⩏ົࢆࡇࡿࡅィ⏬㸦௨ୗ㸪ࠕᮏ௳ィ⏬ࠖࠋ࠺࠸㸧ࡿ࠸࡚ࡋ

ࡀᣦᐃ➨㸯㸮㡯⯡୍ࡢᘬ᪉ἲྲྀ࡞බṇࡿࡍṆ⚗ࡀ㸪⊂༨⚗Ṇἲ➨㸯㸷᮲࡚࠸ࡘ࠺࠸

ᐃࡿࡵᢪࡏࢃྜࡁ㈍➼ࡢヱᙜᛶࢆၥࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺

࠸ရࠖၟࡿࡓࠕရ㸦௨ୗ㸪ၟࡿࡏࢃྜࡁ㸪ᢪࡕ࠺ࡢ௳Ⅽせ⾜ࡢ㸪୍⯡ᣦᐃ➨㸯㸮㡯ࡎࡲ

ゝࡁࡘࡿ࠶ఱ࡛ࡀ㸧ࠋ࠺࠸ရࠖၟࡿࡓᚑࠕရ㸦௨ୗ㸪ၟࡿࢀࡽࡏࢃྜࡁఱ࡛㸪ᢪࡀ㸧ࠋ࠺

ཬࡶࡿࡍ㸪ᐇ㛵ಀ࡚ࡋࡽ↷㸪㹖♫ࡀၟࡿࡓရࡢ౪⤥࡚ࡋࡇ࡚ࢆᚑၟࡿࡓရࡢ㉎

ධࢆవࡁࡘࡇࡿࡏࡉࡃ࡞ゝཬࡀࡇࡿࡍồࠋࡿࢀࡽࡵ

ḟ㸪୍⯡ᣦᐃ➨㸯㸮㡯ࡢᐇ㉁せ௳࡛ࠕࡿ࠶ᙜࡣࠖ㸪බṇ➇த㜼ᐖᛶࡿ࠶࡛ࡇࡢ

㸪࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡽࡵồࡀࡇࡿࡍゝཬࡁࡘࡢࡿ࠼ᤊබṇ➇த㜼ᐖᛶࡿࡍពࢆ㸪ఱࡶ

➇தࡢῶẅࢆពࡿࡍබṇ➇த㜼ᐖᛶ㸪➇தᡭẁࡢබṇࢆࡉពࡿࡍබṇ➇த㜼ᐖᛶࡎ࠸ࡢ

ࡵㄆࡀᐇ࡞࠺ࡼࡢ࡚࠸࠾ᕷሙࡢရၟࡿࡓ㸪ᚑ࡚ࡋࡽ↷㸪ᐇ㛵ಀࡶ࡚ࡋࡿ࠼ᤊࢀ

ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀࡇࡍ♧ࢆࡢࡿ࡞ࡇࡍࡓ‶ࢆ௳せࡢ㸪බṇ➇த㜼ᐖᛶࡤࢀࢀࡽ

ࡿࡍಖᣢࢆᐦᛶ⛎ࡢ⾡ᢏ࢘ࣁ࢘ࣀࡢ㸪᪂〇㐀᪉ἲȘ࡚࠸ࡘ⏬㸪ᮏ௳ィࡣ♫㸪㹖ࡽࡉ

ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ㸪ṇᙜ࡚ࡋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡿࡍᅇࢆ⏝㈝ࡓࡋせඹྠ㛤Ⓨࡢ♫㸪㹗ࡶ

ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀࡇࡿࡍゝཬ࡚࠸ࡘࡿࡍ៖࣭ホ౯⪄࠺ࡼࡢࢆࡇࡢࡇ㸪ࡀ

ᮏ௳ィ⏬ࡣ࡚࠸ࡘ㸪බṇྲྀ࡞ᘬ᪉ἲ୍ࡢ⯡ᣦᐃ➨㸯㸯㡯ࡀᐃࡿࡵ᮲௳ྲྀᘬࡢヱᙜ

ᛶ㸪ཪ୍ࡣ⯡ᣦᐃ➨㸯㸰㡯ࡀᐃࡿࡵᣊ᮰᮲௳ྲྀᘬࡢヱᙜᛶࢆၥࡢࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡶࡇ࠺ሙ

㸪ࡀࡿࢀࡽࡵồࡀࡇࡿࡍウ᳨ࡁࡘࡢࡍࡓ‶ࢆ௳ᐇ㉁せ௳Ⅽせ⾜ࡢࢀࡒࢀࡑ㸪ࡶྜ

ᐇ㉁せ௳ࡣ࡚࠸ࡘ➇தࡢῶẅࢆពࡿࡍබṇ➇த㜼ᐖᛶᤊ᳨࡚࠼ウࡀࡇࡿࡍồࢀࡽࡵ

ࠋࡿ

ࡢࡶࡿࢀࡽࢃ௦࡚ࡗྲྀ࡚᪂〇㐀᪉ἲȘࡀ㸪ᪧ〇㐀᪉ἲࡕ࠺ࡢ㸪▷ᮇ㛫ࡣ࡛௳㸪ᮏ࠾࡞

ᑓࡢࡵࡓࡿࡍᐇࢆ᪂〇㐀᪉ἲȘࡣ〇㐀タഛࡢ⏥㸪ࡿ࡞࠺ࡑ㸪ࡾ࠶࡛ࡢ࠺࠸ࡓࢀࡉ ண

⏥ࡿ࠶ရ࡛ၟࡿࡓ㸪ᚑࡤࢀࢀࡉᐇࡀ⏬ᮏ௳ィࡢ♫㸪㹖࡚ࡗࡀࡓࡋ㸪ࡾ࡞ࡳࡢ〇㐀タഛࡢ⏝

ࡇࡿࡍゝཬ࡚࠸ࡘ❧ᡂࡢ㸪㝖ᆺ⚾ⓗ⊂༨ࡽࡇࡿ࡞༨⊃ࡢ♫㹗ࡀᕷሙࡢ〇㐀タഛࡢ

ࠋࡿࢀࡉᮇᚅࡶ

ࠝ➨㸰ၥࠞ

ᮏၥࡣ㸪Ỉୖࢶ࣮࣏ࢫ⏝⯪⯧எ࣮࣮࣓࢝ࡢ㸳♫ࡢ࡚ࡀຍධࡿࡍᴗ⪅ᅋయ㸿ࡿࡼ㸪ྠ⯪⯧ࡢ

Ᏻ࣭ᨾᑐ⟇ࡢࡵࡓࡢᥐ⨨࡚࠸ࡘ㸪⊂༨⚗Ṇἲୖࡢၥ㢟Ⅼࢆศᯒ᳨࣭ウࢆࡇࡿࡍồࡢࡶࡿࡵ

ไ㝈㸦⊂༨࡞ᙜࡢάືࡣᶵ⬟ཪࡢ⪅㸪ᵓᡂᴗ࡚ࡋࣝࢸࣝ࢝ࢥࢻ࣮ࣁ㸪㠀ࡶࢀࡎ࠸㸪ࡾ࠶࡛

⚗Ṇἲ➨㸶᮲➨㸲ྕ㸧ࡢヱᙜᛶࡀၥ㢟ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞

ᑐ⟇せ㡯㸦㸯㸧ࡣ㸪〇ရࡢ⪏⏝ᖺ㝈୍ࢆᚊ㸳ᖺࡿࡍ⮬つไ࡛ࡀࡿ࠶㸪࣓࣮ࡿࡼ࣮࢝⪏⏝ᖺ

㝈ࡢタᐃࡣ㸪〇ရࡢつ᱁࣭ရ㉁㛵ࡿࡍไ㝈࡚ࡋ㸪எࡢ〇㐀࣭㈍ศ㔝ࡿࡅ࠾㸪ከᵝ࡞〇ရ

ᖹᆒ⏝ᮇࡢ࣮ࢨ࣮ࣘࡢ㸪ᚑ᮶ࡎࡲ㸪࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿᚓࡕᣢࢆຠᯝࡿࡍ㜼ᐖࢆத➇ࡿࡼ

㛫ࡀ㸶ᖺ࡛ࡇࡓࡗ࠶㸪ဨ࣓࣮ࡢ࣮࢝⪏⏝ᖺ㝈ࡶࢀࡎ࠸ࡀ㸳ᖺ⛬ᗘ࡛ࡇࡿ࠶㸪ᇶ‽ࡢ㑂Ᏺࡣᙉ

ไࡢ࡞ࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉࢆ⪃៖࡚ࡋ㸪ᮏᇶ‽ࡀ㸪㸳ᖺࡾࡼ㛗࠸⪏⏝ᖺ㝈ࡢஎࢆ〇㐀࣭㈍ࡋ

ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡿࡍウ᳨࡚࠸ࡘᛶ⬟ྍࡿࡏࡉࡌ⏕ࢆື⾜༠ㄪࡢ㛫࣮࣮࣓࢝࠺࠸࠸࡞

࡛ࡢࡶࡿࡍ࠺ࡼࡋᑐฎᖺຎ⤒ࡿ࠶ཎᅉ࡛ࡢ㸪ᨾࡣタᐃࡢᖺ㝈⏝⪏ࡿࡅ࠾௳㸪ᮏ࡛࠸ࡘ

࡞ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡃᇶ࡙ࢱ࣮ࢹ࠺࠸ࡿࡍ᪼ୖࡀ⋠ᨾࡽ㡭ࡿࡍ㐣⤒ࢆ㸪㸳㸪㸴ᖺࡇࡿ࠶

ᚲࡿࡌㄽ࡚࠸ࡘ࠺ࡿࢀࡽࡵㄆࡀ⏤ṇᙜࡽほⅬࡢಖ☜ࡢ㸪Ᏻᛶ࡚ࡋ៖⪄ࢆㅖࡢ

平成25年 出題趣旨
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せࠋࡿ࠶ࡀ

ᑐ⟇せ㡯㸦㸰㸧ࡣ㸪࣓࣮ࡀ࣮࢝ಖ㝤ᩱࢆ㈇ᢸၟࡿࡍရᖏ㈺ൾ㈐௵ಖ㝤㹕ࢆஎᖏ࡚ࡋ㈍ࡍ

ࡿࡼไ㝈ࡢதᡭẁ➇ࡢ㸪ᴗ⪅㛫࡚ࡋไ㝈ࡢ㸪Ⴀᴗ࣭㈍᪉ἲࡾ࠶Ⅽ࡛⾜ࡿࡅົ⩏ࢆⅭ⾜ࡿ

➇தไ㝈ຠᯝࢆᣢࡕᚓࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ㸪㹕ࡢᖏࡀᙉไࡾࡼࡇࡿࢀࡉ㸪எࡢ㈍ศ㔝

ရၟࡣⅭ⾜ࡢࡇ㸪࠾࡞ࠋࡿ࡞ࡇࡿࢀࡉไ㝈ࡀத➇ࡢྰࡿࡍ㈍࡚ࡋᖏࢆ㸪ಖ㝤࡚࠸࠾

ࡁ㸪ᢪࡽࡿ࠶࡛⏤⮬ࡣ㑅ᢥࡢ♫ಖ㝤ࡿࡼ࣮࣮࣓࢝ࡓࡲ㸪ࡾࡲࡿࡍᖏࢆಖ㝤ࡢᩱ↓

ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡿࡍὀពࡇ࠸࡞ࡋヱᙜࡣ㈍ࡏࢃྜ

㸪ࡾ࠶࡛ࡢࡶࡢࡵࡓࡿࡍ㜵Ṇࢆࣝࣈࣛࢺࡿࡄࡵࢆ㸪ᦆᐖ㈺ൾࡀᖏࡢಖ㝤㹕ࡿࡅ࠾௳㸪ᮏ࡛࠸ࡘ

ᨾ⿕ᐖ⪅ࡢᩆ῭ࡢ࣮ࢨ࣮ࣘ౽࠺࠸ୖྥࡢ┠ⓗ㈨ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ㸪ಖ㝤ᮇ㛫ࡀ㸯ᖺ࡛

ࡿࢀࡽࡵㄆࡀ⏤㸪ṇᙜ࡚ࡋ៖⪄ࢆㅖࡢ࡞ࡇࡿ࠶࡛⏤⮬ࡣ㑅ᢥࡢ♫㸪ಖ㝤ࡇࡿ࠶

ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡿࡌㄽࢆྰ

>▱ⓗ㈈⏘ἲ@

ࠝ➨㸯ၥࠞ

ᮏၥࡣ㸪≀ࡿࡍ⏘⏕ࢆ᪉ἲࡢⓎ᫂㛵ࡿࡍ≉チࢆ㢟ᮦ࡛ࡢࡶࡓࡋ㸪タၥ㸯࡛ࡣ㸪≉チཷࢆ

ᢠ࡞ᇶᮏⓗࡢࡘᗄࡿࢀࡉᙇ࡚࠸࠾㸪≉チᶒᐖッゴࡸ᭷ຠᛶࡢඹ᭷ᣢศㆡΏࡢᶒࡿࡅ

ᘚࡢᡂྰࢆၥ࠸㸪タၥ㸰࡛ࡣ㸪タၥ㸯᳨࡛ウࡓࡋᢠᘚᑐ࡚ࡋ≉チᶒ⪅ࡁࡿࡀᑐᛂ㸪

㸪ᖹᡂ㸰㸱ᖺ≉チἲࡣ㸪タၥ㸱࡛࠸ၥࢆྰྍࡧせ௳ཬࡢᑐᢠᙇࡿࡍᑐᢠᘚࡢチ↓ຠ≉࡚ࡋ

ᨵṇ࡚ࡗࡼ᪂タࡓࢀࡉ≉チᶒ⛣㌿ㄳồไᗘ㸦ྠἲ➨㸵㸲᮲㸧ࡢせ௳ຠᯝࡢ࡚࠸ࡘ⌮ゎࢆ

ၥࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺

タၥ㸯ࡣ㸪≉チࡿࡅཷࢆᶒࡢඹ᭷ᣢศㆡΏࡢ᭷ຠせ௳㸦ྠἲ➨㸱㸱᮲➨㸱㡯㸧㸪୪ࡧ≉チ

ᶒᐖッゴ࡚࠸࠾ᙇࡿࢀࡉᢠᘚࡕ࠺ࡢ㸪ඛ⏝ࡿࡼ㏻ᖖᐇᶒ㸦௨ୗࠕඛ⏝ᶒࠖ࠸

ࠋྠ࠺ ἲ➨㸵㸷᮲㸧㸪⫋ົⓎ᫂ࡢἲᐃ㏻ᖖᐇᶒ㸦ྠἲ➨㸱㸳᮲➨㸯㡯㸧ཬࡧ≉チ↓ຠࡢᢠᘚ㸦ྠ

ἲ➨㸯㸮㸲᮲ࡢ㸱㸧ࡢᇶᮏⓗ⌮ゎᛂ⏝ຊࢆၥࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺

᪉ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡀࡇࡿࡍᙇࢆ㸪ඛ⏝ᶒࡣ࡚ࡋ㸪㹗࡚࠸ࡘ᪉ἲ㸰ࡧ㸪᪉ἲ㸯ཬࡎࡲ

ἲ㸯ࡣᮏ௳≉チࡢฟ㢪๓ࡽ㹗ࡀᐇࡽࡇࡓ࠸࡚ࡋ㸪ඛ⏝ᶒࡢᡂ❧せ௳ࡀࡍࡓ‶ࢆၥ

㢟ࠋࡿ࡞᪉ἲ㸰ࡣ࡚࠸ࡘ㸪ᮏ௳≉チࡢฟ㢪ᚋᐇࡓࢀࡉ᪉ἲ㸰࡛ࡲඛ⏝ᶒࡢຠຊࡀ

ཬࡀࡪၥ㢟ࠋࡿ࡞ඛ⏝ᶒࡢ⠊ᅖ㛵ࡣ࡚ࡋ㸪Ⓨ᫂ᛮㄝ㸦ุ᭱㸴㸯ᖺ㸯㸮᭶㸱᪥Ẹ

㞟㸲㸮ᕳ㸴ྕ㸯㸮㸴㸶㡫࠙ ࣒࣮ࣅࢢ࣮࢛ࣥ࢟࢘ ᐇᙧᘧㄝ㸦ᮾிᆅุ㸲㸷ᖺ㸲᭶㸶᪥㸧ࠚ

↓య㞟㸴ᕳ㸯ྕ㸶㸱㡫➼㸧ࡢᑐ❧ࡀࡿ࠶ࡀ㸪ࢆࡿࡼࢀࡎ࠸㸪᭱㧗ุỴࢆ㋃࡚࠼ࡲㄽࡌ㸪

༶᳨࡚ࡋウࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡁࡍⅬ㸪ᮏၥ࡛ࡣ㸪᪉ἲ㸰࡛ࡣ᪉ἲ㸯ࡶࡾࡼ㢧ⴭ࡞ຠᯝࡀᚓ

ࡿ࡞␗ࡀⓎ᫂ᛮ࡚࠼ࡲ㋃ࢆᐇࡢࡇሙྜ㸪ࡓࡗࡼⓎ᫂ᛮㄝ㸪௬ࡾ࠾࡚ࢀࡉࡿࢀࡽ

㹖ࢆࢀࡇ㸪ࢆ♧㛤ࡢ㸪᪉ἲ㸯ࡣ㸪㹗ࡓࡲࠋࡿࢀࡲᮃࡀࡇࡿࡍウ᳨࡚࠸ࡘ࠺ࡿ࠼࠸

㛤♧ࡓࡋⓎ᫂⪅࡛ࡿ࠶ࡶஎࡿ࠶࡛⪅ࡓࡅཷࡽⅬ࡛㸪ྠἲ➨㸵㸷᮲ࠕࡢ≉チฟ㢪ಀࡿⓎ᫂ࡢ

ෆᐜࡢࡑ࡛࠸࡞ࡽ▱ࢆⓎ᫂ࡽࠖ⪅ࡓࡋࢆ▱ᚓࡶࡿ࠼࠸ࡓࡋၥ㢟ࢁࡇࡿ࡞㸪ࡢࡇၥ㢟

ࠋࡿᚓࡾ࡞㇟ᑐࡢᴟⓗホ౯✚ࡤࢀ࠸࡚ࡌㄽࢆ

ḟ㸪᪉ἲ㸯࡚࠸ࡘ㸪㹗ࡣ㸪ࡀࢀࡑ㹗ࡢᚑᴗဨ࡛⏥ࡿ࠶எࡿࡼⓎ࡛᫂ࢆࡇࡿ࠶⌮⏤

ࡗࡶࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡀࡇࡿࡍᙇࢆἲᐃ㏻ᖖᐇᶒ㸦ྠἲ➨㸱㸳᮲➨㸯㡯㸧ࡢ㸪⫋ົⓎ᫂

ព㸦ྠἲ➨㸱㸱ྠࡢ⏥⪅ඹ᭷ࡿ࠶࡛⪅㸪ඹྠⓎ᫂ࡣㆡΏࡢᶒࡿࡅཷࢆチ≉ࡢ㹖ࡽ㸪எࡶ

᮲➨㸱㡯㸧ࡀᚓࡎࡽ࠾࡚ࢀࡽ↓ຠࡿࢀࡽ࠼⪄Ⅼ࡛㸪㹖ࡀ≉チྠࡀࡇࡓࡅཷࢆἲ➨㸱㸳᮲➨

㸯㡯ࠕࡢ⫋ົⓎ࡚᫂࠸ࡘ≉チࡿࡅཷࢆᶒࢆᢎ⥅ࡢࡑࡀ⪅ࡓࡋⓎ࡚᫂࠸ࡘ≉チࡓࡅཷࢆ

ἲᐃ㏻ᖖᐇࡢⓎ᫂ົ⫋ࡶ㸪᪉ἲ㸰ࡓࡲࠋࡿࢀࡲᮃࡀࡇࡿࡍウ᳨࡚࠸ࡘࡿࡓᙜࠖࡁ

ᶒࡀཬ࠺࠸ࡪၥ㢟ࢁࡇࡿࢀࡽ࠼⪄ࡶ㸪ࡢࡇၥ㢟ࢆㄽࡤࢀ࠸࡚ࡌ✚ᴟⓗホ౯ࡢᑐ㇟ࡾ࡞

ᚓࠋࡿ

ᶒࡿࡅཷࢆチ≉ࡢ᪉ἲ㸯ࡿࢀࡲྵ㸪≉チⓎ᫂ࡀ㸪ᮏ௳≉チࡣ㸪㹗࡚࠸ࡘ㸪᪉ἲ㸯ࡓࡲ
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ᖹᡂ㸰㸳ᖺྖἲヨ㦂ࡢ᥇Ⅼᐇឤ➼㛵ࡿࡍពぢ㸦⤒῭ἲ㸧

㸯 ฟ㢟ࡢ㊃᪨࡚࠸ࡘ

ฟ㢟ᙜࡾࡓ㸪⚾ⓗ⊂༨ࡢ⚗Ṇཬࡧබṇྲྀᘬࡢ☜ಖ㛵ࡿࡍἲᚊ㸦௨ୗ㸪ࠕ⊂༨⚗

Ṇἲࠖࠋ࠺࠸㸧ୖࡢไᗘ࣭つᐃࡢ㊃᪨ཬࡧෆᐜࢆṇ☜⌮ゎࡋ㸪ၥ㢟ᩥࡢ⾜Ⅽࡀᙜ

ヱᕷሙࡿࡅ࠾➇த࡞࠺ࡼࡢᙳ㡪ࢆࢆࡿ࠼ᛕ㢌࡚࠸⨨㸪ᐇ㛵ಀࢆᛕ

᳨ウ࡛ୖࡓࡋ㸪せ௳ࡢᙜ࡚ࡿࡁ࡛ࡀࡵࡣ㸪ࡀࡽࢀࡑㄽ⌮ⓗ࠺࠸Ⅼࢆホ౯ࡋᚓࡿ

ࠋࡓࡋᣦ┠ࢆၥ㢟సᡂ࡞࠺ࡼ

ฟ㢟ࡓࡋ㸰ၥࡣ㸪⊂༨⚗Ṇἲࡢᇶᮏࢆṇ☜⌮ゎࡋ㸪ࢀࡇᇶ᳨࡙࡚࠸ウࡤࢀࡍゎ

ࡘ➼ࣥࣛࢻ࢞ࡸ᪉࠼⪄ࡢබṇྲྀᘬጤဨࡿ࠸࡚ࢀࡉ⾲㸪බࡾ࠶ၥ㢟࡛ࡿᚓࡋ⟆

ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡵồࢆ㆑▱࡞⣽࡚࠸

㸰 ᥇Ⅼ᪉㔪

ู㏵බ⾲῭ࡢࡳฟ㢟ࡢ㊃᪨ཬࡧ๓グ㸯࡛㏙ࡾ࠾ࡓ㸪⊂༨⚗Ṇἲࡢᇶᮏⓗᴫᛕࡸ

ಶูࡢせ௳ࡢព⩏ࢆ㸪ࡢࡑ㊃᪨ࢆ㋃࡚࠼ࡲṇ☜⌮ゎࡿ࠸࡚ࡋ㸪ᙜヱ⾜Ⅽࡀᕷሙ

࡞࠺ࡼࡢࢆᐇࡢࡢ㸪ၥ㢟ᩥ࡚ࡋ࠺ࡼࡋὝᐹ༑ศࢆᙳ㡪ࡿ࠼த➇ࡿࡅ࠾

ほⅬࡀࡢࡿࡆୖࡾྲྀࡽ┦ᙜࢆศᯒ࡛ୖࡓࡋ㸪ⓗ☜せ௳ᙜ࡚ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵࡣ

ࢆຊ⬟࡞㸪ἲⓗࡽほⅬ࠺࠸࠸࡞ࡀ┪▩ㄝᚓⓗ࡛ࡘㄽ⌮ⓗࡣࡽࢀࡑ㸪ࡿ࠸࡚

ぢࠋࡓࡋ࠺ࡼ

➨㸯ၥࡣ㸪⮬ື㌴㒊ရ࣮࣮࣓࢝ࡢ㹖♫ࡀ㸪㒊ရ⏥ࡢ᪂〇㐀᪉ἲȘ࢘ࣁ࢘ࣀࡢᢏ⾡ࢆ

ࡿࡍࢫࣥࢭ࣮࣮࣓ࣛ࢝ࡢ㝿ࡋ㸪Șᑓ⏝ࡢ〇㐀⨨ࢆ㹗♫ࡽ㉎ධࢆࡇࡿࡍ

⩏ົࡿࡅ⾜Ⅽ࡚࠸ࡘ㸪⊂༨⚗Ṇἲ➨㸯㸷᮲ࡀ⚗Ṇࡿࡍබṇྲྀ࡞ᘬ᪉ἲࡿࡓᢪࡁ

ࡀⅭ⾜࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪ձࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠺ၥࢆヱᙜᛶࡢ㈍➼㸦୍⯡ᣦᐃ➨㸯㸮㡯㸧ࡏࢃྜ

ᕷሙࡿࡅ࠾➇தࡿ࠼ᙳ㡪ࢆὝᐹࡿࡍぢᆅࡽࢆⓗ☜ศᯒࡋ㸪㹖♫ࡀࡓ

ࡉࡃ࡞వࢆ㉎ධࡢရ㸧ၟࡿࡓရ㸦ᚑၟࡿࢀࡽࡏࢃྜࡁᢪ࡚ࡋࡇ࡚ࢆ⤥౪ࡢရၟࡿ

ゎ⌮࡞☜ṇࡿࡍ㛵௳せࡸᇶᮏⓗᴫᛕࡢ㸪ղ⊂༨⚗Ṇἲୖࡓࡋᣦࢆᐇ㛵ಀࡿࡏ

ᇶ࡙࡚࠸㸪୍⯡ᣦᐃ➨㸯㸮㡯ࠕᙜᩥࡢࠖゝࡽබṇ➇த㜼ᐖᛶࡢせ௳ࡀᑟࡿࢀ

᪉ἲ࡛࡞㐺ษࢆᘬศ㔝ྲྀࡢᐃ୍ࡿᚓࡌ⏕ࡀ㸪➇தῶẅࡶࡿࡍᣦ☜ṇࢆࡇ

⏬ᐃࡋ㸪ճ㔜せ࡞ᐇ㸦᪂〇㐀᪉ἲȘࡀ㸪ᪧ〇㐀᪉ἲẚ࡚ࡋ㸪⏥ࡢရ㉁ࢆྥࡃࡁ

௦࡚ࡗྲྀᪧ〇㐀᪉ἲࡕ࠺ࡢ㸪▷ᮇ㛫ࡇࡿࡏࡉ๐ῶᖜࡶࢺࢫࢥ㸪〇㐀ࡏࡉୖ

㸪➇தῶࡾࡼࡇ࠺⾜ࢆࡵࡣᙜ࡚࡞☜㸪ⓗ࡚ࡋฟ࠸ᣠࢆ㸧➼ࡇࡿࢀࡲぢ㎸ࡿࢃ

ẅࡢ᭷↓ࢆㄽ⌮ⓗࡘㄝᚓⓗㄽࡌ㸪մ┠ⓗࡢṇᙜᛶཬࡧᡭẁࡢ┦ᙜᛶࡢぢᆅࡽṇ

ᙜ⏤ࡢ᭷↓ࢆලయⓗ᳨ウࢆࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍぢ࠾࡞ࠋࡓ㸪බṇ➇த㜼ᐖ

ᛶࡣ࡚࠸ࡘ㸪࡚ࡗࡶࢆࢀࡇ➇தᡭẁࡢබṇࡉゎࡀࡿࡁ࡛ࡶࡇࡿࡍ㸪ࡢࡑሙྜ

ࡢᐖࡢ⏤⮬ࡢ㑅ᢥࡸᙳ㡪ࡢ㸪⬟⋡➇த࡚ࡋウ᳨ᑀࢆᐇ㛵ಀ࡞㸪ලయⓗࡶ

᭷↓ࢆㄽ⌮ⓗࡘㄝᚓⓗㄽࡿࡌᚲせࡾ࠶ࡀ㸪ࢆࢀࡇホ౯ࡢᑐ㇟ࡓࡲࠋࡓࡋ㸪ᮏၥ

㸪㝖᮲௳ྲྀᘬ㸦୍⯡ᣦᐃ➨㸯㸯㡯㸧㸪ᣊ᮰᮲௳ྲྀᘬ㸦ྠ➨㸯㸰㡯㸧㸪㝖ᆺࡣ࡛

⚾ⓗ⊂༨㸦⊂༨⚗Ṇἲ➨㸱᮲㸧ࡢヱᙜᛶࢆㄽࡀࡿࢀࡽ࠼⪄ࡶࡇࡿࡌ㸪ࡢࡑሙྜࡶ㸪

ᇶᮏⓗࡣᢪࡏࢃྜࡁ㈍➼࡚࠸ࡘඛ㏙ྠࢁࡇࡓᵝࡢどⅬࡽホ౯ࡗ⾜ࢆ

ᐇ㛵ಀ࡛㸪➇தῶẅࡢ㸪ᮏၥࡣሙྜࡿࡌㄽࢆ㸪㝖ᆺ⚾ⓗ⊂༨ࡋࡔࡓࠋࡓ

㸪ࡾ࠶ࡀᚲせࡿࡌㄽ༑ศࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵㄆࡶࢆ࡛ࡲதไ㝈➇࡞㸪ᐇ㉁ⓗࡎࡽࡲ

᥇Ⅼᙜࡣ࡚ࡗࡓ㸪ࡢࡇⅬ࡚ࡋ┠╔ホ౯ࠋࡓࡗ⾜ࢆ
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➨㸰ၥࡣ㸪Ỉୖࡿ࠶࡛⯧⯪ࡢ⏝ࢶ࣮࣏ࢫஎ࣮࣮࣓࢝ࡢ㸳♫ཬࡧ㈍ᗑࢇࡢ࡚ࡀ

ຍධࡿࡍᴗ⪅ᅋయ㸿ࡀᐇࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ㸪எࡢᏳ࣭ᨾᑐ⟇ࡢࡵࡓࡢᑐ⟇せ⥘㸦㸯㸧

ཬࡧ㸦㸰㸧ࡀ㸪⊂༨⚗Ṇἲ➨㸶᮲➨㸲ྕࡀつᐃࡿࡍᵓᡂᴗ⪅ࡢᶵ⬟ཪࡣάືࡢᙜ࡞ไ㝈

⥘ᑐ⟇せࡿࡍᚊ㸳ᖺ୍ࢆᖺ㝈⏝⪏ࡢ㸪எࡎࡲࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺ၥࢆྰࡿࡍヱᙜṆ⚗ࡢ

㸦㸯㸧ࡣ࡚࠸ࡘ㸪ձஎࡢ〇㐀࣭㈍ศ㔝ࡿࡅ࠾㸪࣓࣮࣮࢝㛫ࡢ⪏⏝ᖺ㝈ࡿࡄࡵࢆ➇தࢆ

ไ㝈ࡿࡍຠᯝࢆᣢࡕᚓࢆࡇࡿᣦࡋ㸪ࡢࡑලయⓗ࡞⪃៖せ⣲ࢆṇ☜ᣠ࠸ฟ᳨࡚ࡋウ࡚ࡋ

ㅖࡿࡍ㸪㛵㐃ࢆ↓᭷ࡢ⏤ṇᙜࡢࡽほⅬ࠺࠸㜵Ṇࡢ㸪ղ㌿そ࣭⾪✺ᨾࡓࡲ㸪ࡿ࠸

ࢆ⪃៖࡚ࡋ⥲ྜⓗ᳨ウࢆࡿ࠸࡚ࡋぢࡕ࠺ࡢࡇࠋࡓ㸪ձࡣ࡚࠸ࡘ㸪࣓࣮ྜࡢ࣮࢝ィ

⏝⪏ࡢᚑ᮶ࡢ࣮࢝㸪࣓࣮ࡇࡿ࠶⣙㸶ᖺ࡛ࡀᖹᆒ⏝ᮇ㛫ࡢ࣮ࢨ࣮ࣘࡢ㸪ᚑ᮶ࡉ㧗ࡢ࢙ࢩ

ᖺ㝈ࡶࢀࡎ࠸ࡀ㸳ᖺ⛬ᗘ࡛ࡇࡿ࠶㸪ᇶ‽ࡢ㑂Ᏺࡣᙉไࡢ࡞ࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉࢆ⪃៖

ࢆᛶ⬟ྍࡿࡏࡉࡌ⏕ࢆື⾜༠ㄪ࠺࠸࠸࡞ࡋ〇㐀࣭㈍ࢆஎࡢᖺ㝈⏝⪏࠸㛗ࡾࡼ㸪㸳ᖺ࡚ࡋ

ⓗ☜᳨ウࡿ࠸࡚ࡋ㸪ࡓࡲղࡣ࡚࠸ࡘ㸪ᨾཎᅉࡀஎࡢ⤒ᖺຎࡇࡿ࠶㸪㸳㸪㸴ᖺ

ࡋ៖⪄ࢆࡢ࡞ࡇࡿࡍᏑᅾࡀࢱ࣮ࢹ࠺࠸ࡿࡍ᪼ୖࡀ⋠⏕ᨾⓎࡽ㡭ࡿࡍ㐣⤒ࢆ

࡚㸪┠ⓗࡢṇᙜᛶཬࡧᡭẁࡢ┦ᙜᛶࡢᏑྰࢆㄽ⌮ⓗࡘㄝᚓⓗㄽࢆࡿ࠸࡚ࡌぢࠋࡓ

ḟ㸪ᑐ⟇せ⥘㸦㸰㸧ࡣ࡚࠸ࡘ㸪ձၟရᖏ㈺ൾ㈐௵ಖ㝤㹕ࢆஎᖏ࡚ࡋ㈍ࡇࡿࡍ

ྰࡿࡍ㈍࡚ࡋᖏࢆ㸪ಖ㝤࡚࠸࠾〇㐀࣭㈍ศ㔝ࡢ㸪எࡾࡼࡇࡿࡅົ⩏ࢆ

㸪ࡿ࠸࡚ࡋウ᳨ࡋゎ⌮☜ṇࢆࡇࡿࡍไ㝈ࢆத➇ࡿࡄࡵࢆ㈍᪉ἲࡢ㛫࣮࣮࣓࢝࠺࠸

ཬࡧ㸪ղᦆᐖ㈺ൾࡢࣝࣈࣛࢺࡿࡄࡵࢆ㜵Ṇ࠺࠸ほⅬࡢࡽṇᙜ⏤ࡢ᭷↓ࢆ㛵㐃ࡿࡍㅖ

ࢆ⪃៖࡚ࡋ⥲ྜⓗ᳨ウࢆࡿ࠸࡚ࡋぢࡕ࠺ࡢࡇࠋࡓ㸪ձࡣ࡚࠸ࡘ㸪࣓࣮ྜࡢ࣮࢝ィ

ࡿ࠸࡚ࡋウ᳨࡚ࡋฟ࠸ᣠ☜ṇࢆ៖せ⣲⪄ࡢ࡞ࡇࡿ࠸࡚ࡅົ⩏ࢆ㸪ᖏࡉ㧗ࡢ࢙ࢩ

ࠋࡓぢࢆࡿ࠸࡚ࡋ⟆ゎ࡛ୖࡓࡋゎ⌮ࢆࡇ࠸࡞ࡋヱᙜࡣ㈍ࡏࢃྜࡁᢪࡣ㸪ᮏ௳⾜Ⅽ

ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ㈨ୖྥࡢ౽࣮ࢨ࣮ࣘ῭ᩆࡢ⪅ᨾ⿕ᐖࡀ㸪ᮏ௳⾜Ⅽࡣ࡚࠸ࡘղࡓࡲ

ࡇࡿ࠶࡛⏤⮬ࡣ㑅ᢥࡢ♫ಖ㝤ࡿࡼ࣮࢝㸪࣓࣮ࡇࡿ࠶ᮇ࡛▷㸯ᖺࡀ㸪ಖ㝤ᮇ㛫ࡇ

ࡋウ᳨ㄝᚓⓗࡘㄽ⌮ⓗࢆᏑྰࡢᙜᛶ┦ࡢᡭẁࡧṇᙜᛶཬࡢ㸪┠ⓗ࡚ࡋ៖⪄ࢆࡢ࡞

ࠋࡓぢࢆࡿ࠸࡚

㸱 ᥇Ⅼᐇឤ➼

��� ฟ㢟ࡢ㊃᪨༶ࡓࡋ⟅ࡢᏑྰ㸪ከᐻ࡚࠸ࡘ

➨㸯ၥࡣ࡚࠸ࡘ㸪ከࡢࡃ⟅ࡀ㸪ᢪࡏࢃྜࡁ㈍➼ࡢヱᙜᛶࢆㄽࡓ࠸࡚ࡌ㸪

ᢪࡏࢃྜࡁ㈍➼ࡏే㸪ཪࢀࡑࡣ௦࡚࠼㸪㝖᮲௳ྲྀᘬ㸪ᣊ᮰᮲௳ྲྀᘬཪ

ࡣᙜ࡚ࡢウ㸪ᐇ᳨ࡢ௳ᐃ㸪ᡂ❧せ⏬ࡢᘬศ㔝ྲྀࡢ㸪୍ᐃࡌㄽࢆ㝖ᆺ⚾ⓗ⊂༨ࡣ

ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ᪉ࡌㄽࡓࡋ༶㊃᪨ࡢฟ㢟ࡡࡴ࠾࠾㸪࡚ࡗ⾜ࢆウ᳨ࡢ⏤㸪ṇᙜࡵ

ࡢࡑ➼㈍ࡏࢃྜࡁ㸪ୖグᢪࡁ⨨ࢆ㔜Ⅼࢇ࠸⏝㐺ࡢ㸪⊂༨⚗Ṇἲ➨㸰㸯᮲࠾࡞

ࡢヱᙜᛶࡸṇᙜࡢチྰࢆ༑ศㄽ࠸࡞ࡌ⟅ࡀぢཷࡀࡓࢀࡽࡅ㸪ṇ➇த㜵Ṇ

ἲୖࡢႠᴗ⛎ᐦ࢘ࣁ࢘ࣀࡿࡓᢏ⾡ྠ᮲ࡀ㐺⏝ࡇ࠸࡞ࢀࡉதࡃ࡞ࡣ࠸㸪ࡋ࠺ࡑ

ࠋࡓࡗ࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࠺ἢ㊃᪨ࡢฟ㢟ࡣ⟆ࡓ

➨㸰ၥࡣ࡚࠸ࡘ㸪ከࡢࡃ⟅ࡀ㸪ฟ㢟ࡢ㊃᪨༶࡚ࡋ㸪⊂༨⚗Ṇἲ➨㸶᮲➨㸲

㸪ྠ᮲➨㸲ྕ࡛ࡳࡢࡿࡍᐃྰࢆヱᙜᛶࡢ㸪ྠ᮲➨㸯ྕࡀࡓ࠸࡚ࡋウ᳨ࢆヱᙜᛶࡢྕ

㸪ྠ᮲➨㸲࡚࠸ࡘ㸪ᑐ⟇せ⥘㸦㸰㸧ࡓࡲࠋࡓࢀࡽぢࡶ⟆࠸࡞ࡋウ᳨ࢆヱᙜᛶࡢ

⟆ࡿࡍウ᳨ࢆࡳࡢヱᙜᛶࡢ㈍㸧ࡏࢃྜࡁ᮲➨㸳ྕ㸦ᢪྠࡎࡏウ᳨ࢆヱᙜᛶࡢྕ

ࡶᑡࡎࡽ࡞ぢࡽࡉࠋࡓࢀࡽ㸪ྠἲ➨㸶᮲࡛ࡃ࡞ࡣ㸪ྠἲ➨㸱᮲ࡢヱᙜᛶࡳࡢ

ࠋࡓࢀࡽぢࡶ⟆ࡿࡍウ᳨ࢆ
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��� ฟ㢟ணᐃࡓ࠸࡚ࡋゎ⟅Ỉ‽ᐇ㝿ࡢゎ⟅Ỉ‽ࡢᕪ␗࡚࠸ࡘ

➨㸯ၥࡣ࡚࠸ࡘ㸪ከࡢࡃ⟅࡚࠸࠾㸪୍ᐃྲྀࡢᘬศ㔝ࡢ⏬ᐃ᪉ἲ㸪ྛไᗘࡢ

せ௳࡞㸪ᇶᮏⓗ࡞▱㆑㛵ࡣ࡚ࡋ㸪ฟ㢟ணᐃࡓ࠸࡚ࡋゎ⟅Ỉ‽ᐇ㝿ࡢゎ⟅

Ỉ‽ࡢ㛫࡞ࡁᕪ␗ࡣㄆࡶࡗࡶࠋࡓࡗ࡞ࢀࡽࡵ㸪୍ࡤ࠼⯡ᣦᐃ➨㸯㸮㡯

⟆ࡍ♧ࢆࡇࡿ࠶༑ศ࡛ࡀゎ⌮࡞㸪ᇶᮏⓗ࡞ࡿㄗࢆゎ㔘ࡢࠖᙜࠕ࠺࠸

㔜せࡽ୰ࡢᐇࡢࡃከࡿࢀࡽᚓࡽ㸪ၥ㢟ᩥࡣ㸪ᮏၥ࡛ࡓࡲࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ᑡࡶ

ᮇᚅࢆࡇࡿࡍㄽ㏙㸪ㄝᚓⓗ࡚ࡋᢕᥱ☜ṇࢆពࡢ㸪ྛᐇࡋฟ࠸ᣠࢆᐇ࡞

⾜༑ศࢆウ᳨ࡢᐇࡓࡋ༶㸪ࡋጞ⤊ㄝ᫂ࡢ➼௳ᡂ❧せࡢ㸪ྛไᗘࡀࡓࡋ

ࠋࡓࢀࡉᩓぢࡶ⟆࠸࡞ࢃ

➨㸰ၥࡣ࡚࠸ࡘ㸪⊂༨⚗Ṇἲ➨㸶᮲➨㸲ྕࢆᣦ࡛ୖࡓࡋ㸪බṇ➇த㜼ᐖᛶཬ

㸪බṇ➇த㜼㸪ண௨ୖࡀࡓ࠸࡚࠼⪄࠸ከࡀ⟆ࡿࡌㄽ୰ᚰࢆ⏤ṇᙜࡧ

ᐖᛶ⮬యྰࢆᐃ࡚ࡋṇᙜ⏤ࡢ᭷↓᳨ࢆウ࠸࡞ࡋ⟅ࡀከࡃぢࡓࡲࠋࡓࢀࡽ㸪බ

ṇ➇த㜼ᐖᛶࡣ࡚࠸ࡘ㸪ᕷሙࢆ⏬ᐃࡋ㸪ၥ㢟ᩥࡢᐇࢆ♧࡛ୖࡓࡋ㸪➇தไ㝈

ຠᯝࢆᑀㄽ㏙ࡀࡓࡗࡋ࡚ࡋ㸪ከࡢࡃ⟅ࡢࡇࡀⅬ༑ศ࡛ࠋࡓࡗ࠶ලయⓗ

ㄽ⤖࡚࠸ࡘ⏤㸪ṇᙜࡸࡢࡶࡿࡌㄽࢆதไ㝈ຠᯝ➇ࡎࢃ⾜ࢆ㸪ᕷሙ⏬ᐃࡣ

ࡀ⟆࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ࡞ࢇࡕࡁࡀࡅ⏤⌮ࡓࡋ♧ࢆᐇࡢၥ㢟ᩥ࡛ࡳࡢࡿ㏙ࢆ

ከࡃぢࠋࡓࢀࡽ

��� ⚽ඃࠕ 㸪ࠖࠕⰋዲ 㸪୍ࠖࠕᛂࡢỈ‽ 㸪ࠖࠕⰋࠖ⟅࡚࠸ࡘ

➨㸯ၥࡣ࡚࠸ࡘ㸪ࠕඃ⚽ࠖ࡞⟅ࡣ㸪ᢪࡏࢃྜࡁ㈍➼ࡢࡑࡢ㊃᪨ཬࡧせ௳

㛵ࡿࡍṇ☜࡞⌮ゎୖࡓࡋ♧ࢆ㸪ၥ㢟ᩥࡽ㔜せ࡞ᐇࢆᣠ࠸ฟ࡚ࡋⓗ☜࡞ᙜ࡚ࡵࡣ

ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀㄽ㏙࡞ㄝᚓⓗ࡛ࡲ↓᭷ࡢ⏤㸪ṇᙜ࠸⾜ࢆࡅ⏤⌮࡞༑ศ

㸪せ࡛ୖࡓࡋ⨶⥙ࢆㄽⅬ࡞㸪ᚲせࡢࡢࡶ࠸ⷧࡣ㸪ẚ㍑ⓗㄽ㏙ࡣ⟆࡞Ⰻዲࠖࠕ㸪ࡋ

Ⅼࢆⓗ☜ࡢࡶࡿ࠶࡚ࡵࡲ㸪୍ࠕᛂࡢỈ‽ࠖࡢ⟅ࡣ㸪ࠕⰋዲࠖ࡞⟅ホ౯ࢀࡉ

Ⰻࠖࠕ㸪ࡓࡲࠋࡓࡋࡢࡶࡃḞࢆࢺ࣏ࣥࡢࡘ㸪ᗄࡕ࠺ࡢࢺ࣏ࣥ࡞ᚲせࡵࡓࡿ

ࡇ࠺ᣠࢆㄽⅬࡢ㸪ᮏၥࡁḞࢆゎ⌮࡞ᇶᮏⓗࡿࡍ㛵௳ᡂ❧せࡸ㸪᮲ᩥゎ㔘ࡣ⟆ࡢ

ࠋࡓࡋࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀㄽ㏙ࡓࡋ༶ᐇ㛵ಀࡍ♧ࡀ㸪ၥ㢟ᩥࡎࡁ࡛ࡀ

➨㸰ၥࡣ࡚࠸ࡘ㸪ࠕඃ⚽ࠖ࡞⟅ࡣ㸪ᴗ⪅ᅋయᛶ㸪ᅋయࡢ⾜Ⅽᛶ㸪බṇ➇த㜼

ᐖᛶ㸪ṇᙜ⏤࡚࠸ࡘ㸪ၥ㢟ᩥࡓࢀࡲྵㄆᐃᚲせྍḞ࡞ᐇࢆ㐺ษࡘ

ᑀᣠ࠸ฟࡋ㸪ᙜ࡚ࡀࡵࡣⓗ☜ࡋࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞㸪ࠕⰋዲࠖ࡞⟅ࡣ㸪ẚ㍑

ⓗㄽ㏙ࡢࡢࡶ࠸ⷧࡣ㸪ᚲせ࡞ㄽⅬ࡛ୖࡓࡋ⨶⥙ࢆ㸪せⅬࢆⓗ☜ࡢࡶࡿ࠶࡚ࡵࡲ㸪

‽Ỉࡢᛂ୍ࠕ Ⰻዲࠕ㸪ࡣ⟆ࡢࠖ 㸪ࡕ࠺ࡢࢺ࣏ࣥ࡞ᚲせࡵࡓࡿࢀࡉホ౯⟆࡞ࠖ

ᗄࢆࢺ࣏ࣥࡢࡘḞࡓࡲࠋࡓࡋࡢࡶࡃ㸪ࠕⰋࠖࡢ⟅ࡣ㸪⊂༨⚗Ṇἲ➨㸶᮲➨

㸲ྕࡢ᮲ᩥࢆᢳฟ࡛ࡎࡁㄽⅬࢇࡕࡁࢆᣠࡎ࠼㸪ฟ㢟ពᅗࢆ㞳ࡓࢀㄽ㏙࠸࡚ࡋࢆ

ࠋࡓࡋࡢࡶࡿ

ຊ⬟࡞㸪⥲ྜⓗࡣ࡚ࡗࡓᙜ࡛㸪᥇Ⅼ୍ࡢ⟆ࡿࡍᒓ‽Ỉྛࡣࡽࢀࡇ㸪࠾࡞

࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡁᑾࡢࡶࡢ㸪ୖグࡣ⟆ࡿࡍᒓ‽㸪ྛỈࡾ࠾࡚ࡋ㓄៖ࡶᐃุࡢ

ࠋ࠸

㸲 ᚋࡢฟ㢟࡚࠸ࡘ

ᚋࡶ㸪⊂༨⚗Ṇἲࡢᇶ♏ⓗ▱㆑ࡢṇ☜࡞⌮ゎ㸪ᙜヱ⾜Ⅽࡀᕷሙࡿࡅ࠾➇த

ࡣࡾࢃኚࡇࡿࡵồࢆㄽ⌮ᛶ࣭ㄝᚓᛶࡧウ⬟ຊཬ᳨ࡢὝᐹຊ㸪ᐇ㛵ಀࡢᙳ㡪ࡿ࠼

ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄࠸࡞



- 47 -

㸳 ᚋࡢἲ⛉Ꮫ㝔ồࡢࡶࡿࡵ

⤒῭ἲࡢၥ㢟ࡣ㸪ᚲせ⣽࡞▱㆑ࡸ㐣ᗘ㧗ᗘ࡞▱㆑ࢆせồࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ

⤒῭ἲࡢᇶᮏⓗ࠼⪄࡞᪉ࢆṇ☜⌮ゎࡋ㸪ࢆࢀࡇከᵝ࡞ᛂ⏝࡛ࡿࡁຊࢆ㌟

⌮☜ṇࢆ㊃᪨ࡢ㸪ฟ㢟ࡣἲ⛉Ꮫ㝔ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ࠺ࡼぢࢆ࠺ࡿ࠸࡚ࡅ

ゎࡋ㸪ᘬࡁ⥆ࡁ㸪▱㆑೫㔜࡛ࡃ࡞ࡣ㸪ᇶᮏⓗ▱㆑ࢆṇ☜⩦ᚓࡋ㸪ࢆࢀࡑⓗ☜࠸

࡞㸪ㄽⅬ⩏ⓗࡣ࡚࠸࠾㸪ㄽ㏙ࡶࡃࡔࡓ࠸࡛࠸ὀࢆຊᡂ⫱ࡢຊ⬟ࡿࡏ࡞ࡇ

グ㏙࡛ࡃ࡞ࡣ㸪ᵓᡂせ௳ࡢព⩏ࢆṇ☜ୖࡓࡋ♧㸪ᙜヱ⾜Ⅽࡀᕷሙࡿࡅ࠾➇த

ࡇࡿࡵࡣᙜ࡚௳㸪せࡋウ᳨ᛕࢆ㸪ᐇ㛵ಀ࡚࠸⨨ᛕ㢌ࢆࡿࡍᙳ㡪࠺ࡼࡢ

ࠋ࠸ࡋ࡚ࡋ⫱ᩍ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇࡍ♧ㄽ⌮ⓗ࣭ㄝᚓⓗࢆ
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制が「人為による異常な災害」に該当するかどうかを検討する必要がある。参考となる裁判例

として，大阪高等裁判所平成２３年１１月１７日判決（訟務月報５８巻１０号３６２１頁）が

ある。

設問２では，個人が事業用土地を更地として譲渡するために事業用建物を取り壊す場合にお

ける解体費用の取扱いについて，乙の敷地が譲渡所得の基因となる資産であるという資産分類

に関する基本的理解に基づき，乙の取り壊しやその敷地の譲渡に関する具体的事情を考慮して，

適用条文を選択することが，まず問われている。その際，乙の取り壊しがその敷地の譲渡に関

連して行われたこと，Ａが乙の敷地は更地にした方が高く売れると前々から聞いており，実際

にもかなり高く売れたこと，乙を取り壊しその敷地を更地にするにはアスベスト除去作業が法

令上義務付けられていたこと等の事情をどのように評価すべきかも問われている。

設問３は，法人が事業用建物の建替えのために当該建物を取り壊す場合における解体費用に

ついて，損金該当性及び損金算入時期の判断を問う問題である。損金に関する基本規定である

法人税法第２２条第３項各号の規定の中から，当該解体費用の法的性格やＢ社，Ｐ社及びＱ社

の関係を踏まえて，適用条文を適切に選択しこれに事案を当てはめることができるかを試す問

題である。

［経 済 法］

〔第１問〕

本問では，「公正な競争を阻害するおそれ」（以下「公正競争阻害性」という。）を要件とす

る不公正な取引方法と，「競争を実質的に制限すること」（以下「競争の実質的制限」という。）

を要件とする排除型私的独占との関係に留意して検討することを期待した。不公正な取引方法

に該当し，競争（者）の排除ないし他者排除の効果が認められる行為は，私的独占の禁止及び

公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」という。）上違法な行為であることから，

排除型私的独占の要件である違法な排除行為を構成することになる。しかし，不公正な取引方

法に直接言及することなく，排除型私的独占の要件のみを論ずることもあり得るが，この場合

には，なぜ本件行為が違法な排除行為を構成するのかにつき言及することが求められる。

本件行為の不公正な取引方法該当性の検討においては，どの類型の不公正な取引方法に該当

するのかが問題となり，独占禁止法第２条第９項第６号・不公正な取引方法の一般指定（以下

「一般指定」という。）第１１項の排他条件付取引該当性につき検討することを期待したが，

一般指定第１２項の拘束条件付取引，独占禁止法第２条第９項第２号の差別対価，同項第６号・

一般指定第４項の取引条件等の差別取扱いへの該当性を検討することもあり得ることから，こ

の場合には，それぞれの要件該当性につき検討することが必要となる。

不公正な取引方法該当性，排除型私的独占該当性のいずれの検討においても，「一定の取引

分野」あるいは市場の画定が必要であり，基本的に需要者からみた代替性の観点から問題文に

即して画定することが求められる。

不公正な取引方法該当性の検討においては，（自由）競争の減殺を意味する公正競争阻害性

につき検討し，競争（者）の排除ないし他者排除の効果が認められるか否かに言及することが

求められる。排除型私的独占該当性の検討においては，競争の実質的制限につき検討し，競争

（者）の排除ないし他者排除の効果を超えて，行為者がその意思である程度自由に価格等を左

右すること（により市場を支配すること）ができる状態をもたらすことになるのか検討するこ

とが求められる。

本件行為には，価格競争の側面と製造コスト引下げの側面があることから，これらを正当化

事由として，その目的と達成方法の合理性及び相当性につき検討することが求められる。

〔第２問〕

平成26年 出題趣旨
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本問では，Ｘ市発注の特定舗装工事について１５社が入札談合を行った可能性が示唆されて

いる。独占禁止法上は，１５社の行為が同法第２条第６項にいう不当な取引制限に該当するか

どうかが問題となる。本問では，不当な取引制限の諸要件のうち，１５社が「事業者」である

ことは事実関係から明らかであるし，「公共の利益に反して」の要件の充足が争点となるよう

な事実は示されていない。したがって，これら以外の要件について充足の有無が検討されなけ

ればならない。

入札談合事件では，個々の入札物件における受注調整行為それ自体を不当な取引制限とみる

のではなく，それらの受注調整行為が何らかの基本合意の下に行われたことを立証した上で，

当該基本合意を事業活動の相互拘束として排除の対象とするのが公正取引委員会の実務であ

り，判例もそれを支持している。本問についても，まずは，ここで示された事実から基本合意

の存在を導くことができるかどうかが検討されなければならない。

まず，「共同して」（多摩談合（新井組）事件最判平成２４年２月２０日民集６６巻２号７９６

頁に従えば，「共同して・・・相互に」）については，通説判例は，これを「意思の連絡」また

は「合意」があることと解釈している。その意味と本問への当てはめが問われる。本問では，

基本合意の存在とその内容を直接に示す事実は提示されていないので，他の事実からそれを推

認できるかどうかが問われる。その際，全ての入札物件において受注調整行為が確認されたわ

けではないことをいかに理解するかが問われる。

「相互にその事業活動を拘束し，又は遂行する」に関しては，（特に受注希望表明が１社し

かなかった３５物件について）１５社の間でどのような意味で事業活動の「拘束」があったと

いえるのか，また，自らは落札しなかったＡないしＤの４社をもって不当な取引制限の当事者

といえるかどうかといった論点が問われる。ただ，ＡないしＤの４社が不当な取引制限の当事

者といえるかどうかについては，確立された考え方があるわけではないので，解答の仕方は複

数あり得るだろう。

「一定の取引分野」の画定については，その意味を明確にしながら，当てはめにおいては，

基本合意の対象範囲と関わらせながら論じる必要がある。

競争の実質的制限についても，その意味を明確にした上で本問への当てはめを考える必要が

ある。本問では，受注調整行為に関与しないアウトサイダーの入札への参加の事実，アウトサ

イダーが落札した入札物件の存在，落札率等をどのように評価するかが問われる。

［知的財産法］

〔第１問〕

設問１の乙行為１及び２並びに設問２の丙行為１ないし３については，それらの行為が特許

法（以下「法」という。）第６９条第１項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に

該当するか否かを問う問題であり，設問１の乙行為３については，いわゆるプロダクト・バイ・

プロセス・クレームの技術的範囲等を問う問題であり，設問３は，消尽の成否を問う問題であ

る。

設問１の乙行為１及び２並びに設問２の丙行為１ないし３については，まず，法第６９条第

１項の制度趣旨に言及し，それを踏まえて，「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に

該当するか否かの判断基準を示すことが求められる。この点については，試験・研究の対象を

特許発明それ自体に限定し，試験・研究の目的を技術の進歩を目的とするものに限るとする説

や，試験・研究の目的を「技術の次の段階への進歩」に限ることは相当でなく，実施行為が結

果的に広く科学技術の進展に寄与していればよいとする説などの学説上の対立があるから，ど

のような立場でもよいが，答案としては，法第６９条第１項の解釈論を展開し，乙及び丙の各

行為について論述する必要がある。

まず，乙行為１は，実施可能要件（法第３６条第４項第１号）等を充足するか否かを調査す
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平成２６年司法試験の採点実感等に関する意見（経済法）

１ 出題の趣旨について

出題の趣旨は，別途公表している「出題の趣旨」のとおりである。

２ 採点方針

出題した２問とも，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独

占禁止法」という。）上の制度・規定の趣旨及び内容を正確に理解し，問題文の行

為が当該市場における競争にどのような影響を与えるかを念頭に置いて，問題点を

指摘し，法解釈を行い，事実関係を丹念に検討した上で，要件の当てはめができる

か，それらが論理的かという点を評価しようとした。

特に，独占禁止法の基本を正確に理解し，これに基づいて検討することができて

いるかを重点的に見ようとし，公表されている公正取引委員会の考え方やガイドラ

イン等について細かな知識を求めることはしていない。

第１問は，消費財たる甲製品について，Ａ社が，甲製品の大口利用者向け販売業

者のうち，Ａ社以外のメーカーの甲製品も併せ取り扱ってきた取引先販売業者及び

従来Ａ社の甲製品のみを取り扱ってきた取引先販売業者に対し，甲製品の購入全体

に占めるＡ社の甲製品の割合の多寡に応じて販売価格からの割戻金（いわゆる占有

率リベート）を支払う行為が，排除型私的独占（独占禁止法第２条第５項）に該当

し，同法第３条前段に違反するか，また，排他条件付取引（同法第２条第９項第６

号・不公正な取引方法の一般指定（以下「一般指定」という。）第１１項），拘束条

件付取引（同指定第１２項），差別対価（独占禁止法第２条第９項第２号），取引条

件等の差別取扱い（同項第６号・一般指定第４項）に該当し，独占禁止法第１９条

に違反するかについての見解を問うものである。

特に，甲製品の特徴（乙製品との代替性，大口利用者向けと小口利用者向けの取

引条件や取引チャネルの異同，外国製品の影響等）を踏まえた市場を画定し，かつ

問題文に示されたＡ社の行為が，その市場にどのような影響を与えるかについて，

的確に検討できているかどうかを評価することとした。そして，Ａ社の行為が市場

に与える影響を検討するに当たっては，Ａ社の市場における地位，Ａ社の甲製品の

特徴及び販売業者の取扱い状況といった市場の環境，Ａ社が割戻金を支払う動機（販

売シェアの確保とともに，稼働率の上昇によるコスト削減目的もある。）といった

本問において特に示されている重要な事実，さらに割戻金が経済的には価格を下げ

る効果を有することに対する解答者の考えを，論理的に矛盾なく，説明できている

かを見た。

第２問は，１５社の行為が入札談合として，不当な取引制限（独占禁止法第３条後段）

に該当するかについて，見解を問うものである。

まず，１５社が５０物件中４０物件について行った種々の行為から，基本合意を認定

できるか，次に，１０物件について具体的な事実が認められない中で，基本合意が１０

物件をも対象とするものと認定できるかにつき，検討できているかを見た。

次に，事業活動の相互拘束の関係で，その意義を正しく理解した上で，１社のみ落札

を希望した３５物件について相互拘束があったといえるか，５０物件中１件も落札しな

かったＡ社ないしＤ社について不当な取引制限の当事者といえるか等の論点について検



- 55 -

討できているかを見た。

さらに，入札談合事件である問題文の事案において，一定の取引分野をどのように捉

えているか，それが基本合意の認定と整合しているかを見た。

最後に，受注調整行為に関与しないアウトサイダーが入札に参加して６物件を落札し

た事実を踏まえて，競争の実質的制限が認められるか検討できているかを見た。

３ 採点実感等

(1) 出題の趣旨に即した答案の存否，多寡について

第１問について，多くの答案が私的独占について一応言及していた点は，出題

の趣旨に沿うものといえるが，不公正な取引方法の論述に必要以上の分量を割く

ことにより，出題の趣旨の中心である私的独占の該当性についての検討が不十分

になっている答案が多く見られた。また，不公正な取引方法については，差別対

価の該当性を検討する答案が予想以上に多く，排他条件付取引の検討を行う答案

は予想より大幅に少なかった。また，拘束条件付取引を論じる場合には，排他条

件付取引でなく拘束条件付取引を適用する理由，すなわち排他条件付取引と拘束

条件付取引の差異を理解していることを示す答案を期待していたが，多くの答案

が拘束の有無の論述に終始していた。

第２問については，入札談合において検討されるべき共同行為が，個々の受注調整

行為ではなく基本合意であることを明確に意識して記述した答案は，あまり多くな

かった。また，４０物件について検討しただけで，他の１０物件について合意又は意

思の連絡の対象となるかを実質的に検討しない答案が相当数存在した。

一定の取引分野については，ほとんどの答案が検討していたが，基本合意の認定と

の整合性を欠くか，又は意識しない答案も相当数存在した。

競争の実質的制限については，ほとんどの答案が検討していた。

(2) 出題時に想定していた解答水準と実際の解答水準との差異について

第１問については，私的独占，不公正な取引方法ともに，要件の定義や解釈は，

独占禁止法の基本的な部分であって，その説明に関しては，出題時に想定してい

た解答水準と実際の解答水準とに大きな差異はなかった。一方，説明した定義や

解釈を本問に即して適用する場面においては，第一に，問題文に摘示されている

多くの重要な事実のごく一部のみに言及して，その他の事実を検討していない答

案，第二に，Ａ社以外のメーカーの甲製品も併せ取り扱ってきた取引先販売業者

に対する割戻金の支払いと，従来Ａ社の甲製品のみを取り扱ってきた取引先販売

業者に対する割戻金の支払いについて，それぞれ別個独立に異なる類型の不公正

な取引方法（多くは前者が差別対価または拘束条件付取引，後者が排他条件付取

引）の該当性を並列的に論じるのみで，Ａ社がなぜ両行為を行ったか，それによっ

て影響を受ける市場はどこか（幾つか）という点の検討が不十分な答案が予想以

上に多かった点で，出題時に想定していた解答水準とは差異が見られた。

第２問については，入札談合の事案であるのに，基本合意に全く触れない答案が相

当数存在したことは予想外であった。また，間接事実から基本合意の存在を認定した

答案の中にも，４０物件について論じたのみで，他の１０物件について具体的に検討

しない答案が相当数存在したのは残念であった。さらに，本件は，一定期間の入札案

件について基本合意が認められる事案であり，４０物件と１０物件の落札率に顕著な
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差がない事案であるから，１０物件についても基本合意の対象であったと見ることが

自然であると考えられるが，十分な検討を行うことなく異なる結論を導く答案が予想

以上に多かった。

５０物件中１件も落札しなかったＡ社ないしＤ社について不当な取引制限の当事者

といえるかどうかについては，多数の答案が論じており，その結論もおおむね妥当で

あったが，１社のみ落札を希望した３５物件に関する相互拘束の認定いかんについて

論じた答案は少なかった。

多くの答案において，一定の取引分野についての記述は相応の水準に達していたが，

一定の取引分野を基本合意の対象となった取引と捉えた場合に，本件における当ては

めと整合しない答案がかなり多かった。

競争の実質的制限については，多くの答案がアウトサイダーの存在についても意識

して検討し，妥当な結論を導いていた。

(3) 「優秀」，「良好」，「一応の水準」，「不良」答案について

上記のような答案の傾向を踏まえ，どのような答案がそれぞれの区分に該当す

るかについて，一例を示せばおおむね以下のとおりである。ただし，採点に当たっ

ては総合的な能力の判定にも配意しており，各水準に属する答案は，これに尽き

るものではない。

第１問について，「優秀」な答案は，排除型私的独占の成立要件についての基

本的な理解を示した上で，問題文から検討すべき事実を確実に拾い出し，検討を

加え，論理的な説明を行うとともに，その中で不公正な取引方法の論述がなされ

ているか，不公正な取引方法の論述がない場合にはそれと同程度に私的独占とし

て違法とされるべき排除行為に関する充実した記載がなされているもの，「良好」

な答案は，排除型私的独占の成立要件についての基本的な理解を示した上で，問

題文から検討すべき事実をある程度拾い出して相応の当てはめを行っているも

の，「一応の水準」の答案は私的独占の該当性への言及があるものの，その説明

や当てはめが明解とまではいえないもの，「不良」な答案は，適用条項について

全く的外れである等，基本的な事案処理能力が不十分なものとした。

第２問については，「優秀」な答案は，入札談合である問題文の事案に即して，基

本合意を間接事実から認定できるか，基本合意が１０物件に及ぶか，事業活動の相互

拘束の有無，一定の取引分野，競争の実質的制限等について漏れなく検討し，基本的

な考え方を示した上で，各論点について説得力のある理由付けをした論述がされてい

るもの，「良好」な答案は，基本合意の認定やそれが１０物件に及ぶかについて説得

力のある論述ができているが，他の幾つかの論点についての検討が漏れているもの，

又は比較的論述は薄いが各論点についておおむね検討されているもの，「一応の水準」

の答案は，「良好」な答案と評価されるために必要なポイントのうち，幾つかのポイ

ントが欠けているものとした。「不良」の答案は，入札談合事件についての基本的な

理解を欠き，基本合意や事業活動の相互拘束の有無について論点を的確に捉えられて

いないものとした。

４ 今後の出題について

今後も，独占禁止法の基礎的知識の正確な理解，当該行為が市場における競争に

与える影響の洞察力，事実関係の検討能力及び論理性・説得性を求めることに変わ
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りはないと考えられる。

５ 今後の法科大学院に求めるもの

経済法の問題は，不必要に細かな知識や過度に高度な知識を要求するものではな

い。経済法の基本的な考え方を正確に理解し，これを多様な事例に応用できる力を

身に付けているかどうかを見ようとするものである。法科大学院は，出題の意図し

たところを正確に理解し，引き続き，知識偏重ではなく，基本的知識を正確に習得

し，それを的確に使いこなせる能力の育成に力を注いでいただくとともに，論述に

おいては，適用条文の選択・操作，構成要件の意義を正確に示した上，当該行為が

市場における競争にどのように影響するかを念頭に置いて，事実関係を丹念に検討

し，要件に当てはめること，そしてそれを箇条書き的に列挙するのでなく，論理的・

説得的に表現することができるように教育してほしい。
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ェア開発のような長期請負契約に適用される例外的基準について問う問題である。

本問において検討すべき論点は多く，その１つ１つはどれも重要な問題点を含んでいるが，

特定の論点だけに比重を置いて解答するだけでは必ずしも高得点は望めない。全体のバラン

スを見ながら，時間内に，必要な情報を的確かつ簡潔に説明することが大切である。

設問１は，「給与所得」と「事業所得」の区分が源泉徴収制度との関係で問題となることが

多いことを踏まえた出題である。

まず，源泉徴収制度に関する基本的理解を問うている。

次に，「給与所得」と「事業所得」の区分に関して，最高裁昭和５６年４月２４日第二小法

廷判決（民集３５巻３号６７２頁）を踏まえて，所得税法第２８条第１項の「給与所得」の

概念及び同法第２７条第１項の「事業所得」の概念を明らかにしつつ，両者の区分について

どのような基準を定立するのか，その基準に則して具体的な事案について矛盾なく判断でき

るのかを問うている。

出題において法律関係に留意することとしたのは，課税関係が私法上の法律関係を基礎と

していることを踏まえたものであり，私法上の法律関係を基礎にして課税関係をどのように

判断するのかを試すものである。

設問２は，設問１で定立した基準を比較的複雑な事案に適用する能力を試すものである。

問題文に現れたＤを取り巻く諸事実は，Ａ，Ｂ，Ｃとそれぞれ共通する部分があり，給与

所得の要件に親和する側面がある一方で事業所得の要件に親和する側面もある。そのため，

自分の導いた結論に説得力を持たせるためには，自分の主張に有利な事実だけを抽出して評

価するだけでは不十分であり，不利な事実についても評価することが求められる。

設問３は，開発着手の日の属する事業年度中にその目的物の引渡しが行われない請負契約

に係る法人税法上の収益の帰属年度に関する基本的理解を問うものである。工事完成基準（権

利確定主義）とその例外である工事進行基準について，法人税法第２２条第４項や「別段の

定め」（同条第２項）である同法第６４条第２項を示しつつ，最高裁平成５年１１月２５日第

一小法廷判決（民集４７巻９号５２７８頁）などにも言及しながら，簡潔に説明することが

求められている。

なお，工事進行基準に関する法人税法第６４条第２項の適用要件について当該条文の内容

を説明することは要求していない。

［経 済 法］

〔第１問〕

本問は，「甲の会」の幹部会において，内装建材甲に係る法令上の基準を超える安全基準を

自主基準として設定することを決定し，当該団体に加入する２０社は全てこれを遵守してい

るものの，当該団体に未加入のＸ社が当該安全基準を遵守しないため，２０社の取引先事業

者である建材専門商社に対し，当該安全基準を遵守しないＸ社との取引の中止を要請し，当

該要請を受けた建材専門商社が協議の上，この要請に応じたことから，Ｘ社が取引先を容易

に見つけ出すことができなくなっているというものであり，私的独占の禁止及び公正取引の

確保に関する法律（以下「独占禁止法」という。）第８条第５号において禁止する事業者団体

が事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすることに該当しないかを問う

ものである。

そこで，まず，「甲の会」の幹部会による本件要請の決定が事業者団体の決定であるかが問

題となる。事業者団体は，事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする２

以上の事業者の結合体（独占禁止法第２条第２項）であるところ，２０社各社の担当営業部

長という個人によって組織される「甲の会」のメンバーが事業者である当該２０社各社であ

ると法的に評価することが求められる（同条第１項後段）。そして，「甲の会」の活動内容か

平成27年 出題趣旨
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ら「甲の会」が事業者団体であると評価することが求められる。さらに，「甲の会」の幹部会

決定が「甲の会」という事業者団体としての決定であることを根拠付けることが求められる。

次に，「甲の会」の幹部会決定に基づく会長の要請に従った建材専門商社の行為が，独占禁

止法第１９条が禁止するいずれかの不公正な取引方法に該当する行為であることを説明する

ことが求められる。本件で建材専門商社が協議の上行った行為は，上記安全基準を遵守しな

いＸ社からの甲の購入中止であり，競争関係にある事業者と共同して供給を受けることを拒

絶したものであって，不公正な取引方法の一般指定（以下「一般指定」という。）第１項第１

号の行為要件を満たすことを説明の上，「正当な理由がないのに」の要件を満たすことの説明

が求められる。「正当な理由がないのに」がどのような意味における公正競争阻害性であるの

か，そして，市場の画定を前提として競争者の排除効果（競争の排除ないし他者排除）が認

められるか否かが問われる。

最後に，「甲の会」の幹部会決定に基づく建材専門商社に対する要請は，内装建材に対する

一般消費者の健康への意識の著しい高まりに対応して，自主基準として設定した法令上の基

準を超える安全基準を遵守しないＸ社に遵守させるために行われたものであり，独占禁止法

第１条の目的に照らして，当該行為に正当化事由，すなわち目的の合理性とその目的達成方

法の相当性が認められるか否かの評価が求められる。

なお，事業者団体の行為としても，独占禁止法第８条第５号ではなく，同条第３号又は第１

号の問題として捉えることや，事業者団体の行為ではなく２０社が共同して取引先の建材専

門商社にＸ社から供給を受けることを拒絶させる行為として一般指定第１項第２号に該当す

ると捉えることもあり得るが，事案に即してそれぞれの要件該当性につき説明することが求

められる。

〔第２問〕

本問は，Ａ社の計画するＨ社の株式取得（以下「本件株式取得」という。）が独占禁止法第

１０条第１項に違反するか否かを問うものである。具体的には，主として同項の「一定の取

引分野」における「競争を実質的に制限する」，「こととなる」というそれぞれの要件につい

て，その意義・解釈，判断基準といった規範定立を行い，その規範に照らして本件株式取得

の適否について結論を述べることが求められる。

一定の取引分野，つまり市場の画定は，一般に商品の範囲と地理的範囲についてなされると

ころ，商品の範囲については，乙が甲と同一の市場で競争していると見ることができるかど

うかの検討を要する。地理的範囲については，丙のメーカーが世界中に分布し，それに対し

て世界各国に分布する甲のメーカーが甲を供給していることから，いわゆる世界市場が認め

られるかどうかについて検討する必要がある。その際，甲の規格，価格の動向，コスト構造

や関税，丙のメーカーの購買の特性等についても言及する必要がある。

「競争を実質的に制限する」，「こととなる」については，その意義・解釈について自らの見

解を論じた上，水平的企業結合であることを意識して，単独行動，協調行動それぞれの観点

から具体的事実に即して競争の実質的制限の有無を論じることとなろう。ただし，本問では，

ハーフィンダール指数（ＨＨＩ）やいわゆるセーフハーバーについては問うていない。

本問における競争を実質的に制限することとなるか否かの判断に際しては，問題文に提示さ

れた製品の特性，市場の特性及び過去の市場シェアの推移に関するデータを読み解き，本件

株式取得が実現するとどのような状況になるのか解答者なりに予測することを要する。

特に，本問では，甲についての技術革新や新製品の開発が活発に行われ，かつそのサイクル

が短いこと，丙のメーカーが非常時における調達経路の確保等のために複数の甲のメーカー

から甲を購入していること，これまでの甲のメーカーの市場シェアが激しく変動しているこ

と，過去に他の甲のメーカーを買収した企業が必ずしも買収の対象となる企業の市場シェア



- 24 -

と合算した市場シェアを獲得するという傾向は見られないこと等を踏まえ，単独行動による

競争の実質的制限に関しては，Ａ社は，本件株式取得後Ａ社，Ｈ社それぞれの市場シェアの

合算である４０％を獲得，維持することが可能なのか，さらにその市場シェアを失うことな

く単独で甲の価格を引き上げることが可能なのか，また，協調行動による競争の実質的制限

に関しては，甲のメーカーが，技術や価格の面で他の甲のメーカーと競争するよりも，協調

して技術開発を遅らせ，あるいは価格を引き上げる蓋然性があるのかについて分析する必要

がある。

そのような競争を実質的に制限することとなるか否かの分析においては，本件株式取得の目

的の合理性，丙のメーカーから甲のメーカーに対する価格引下げ要求，本件株式取得前後の

甲のメーカーの数や地位，乙の甲に対する競争圧力等の要素も併せて考慮する必要がある。

［知的財産法］

〔第１問〕

設問１は，特許要件である新規性要件及び先願主義に関する理解を問う問題である。設問２

の⑴は，上位概念の発明の特許権と下位概念の発明の特許権が同日出願に係るものである場合

の両特許権の関係に関する理解を問う問題であり，⑵は，補償金請求権の発生要件及び消滅時

効に関する理解を問う問題である。設問３は，特許法（以下「法」という。）第１０２条第２項

の適用要件に関する理解を問う問題である。

設問１において，まず，α発明の実施品の試験的販売については，α発明は，β発明を上位

概念とする下位概念の発明であることから，これが公然実施（法第２９条第１項第２号）に当

たり，甲特許権は新規性欠如の無効理由（法第１２３条第１項第２号）を有するかどうかが問

題となる。発明の実施品が存在すれば必ずその発明の新規性が失われるというわけではなく，

また，α発明の実施品は一般の顧客に対してその構造を明らかにすることなく販売されたもの

であった。この点に関しては，当業者が利用可能な分析技術を用いて発明の実施品を分析する

ことにより，その発明の構成を知り得る場合には，公然実施に当たり，他方，その発明の構成

を知ることが極めて困難である場合には，公然実施に当たらないと解することができよう（東

京地判平成１７年２月１０日判例時報１９０６号１４４頁【ブラニュート顆粒事件】参照）。こ

のような公然実施の当否について明確に論述することが求められる。

また，公然実施があっても，新規性喪失の例外規定（法第３０条第２項）が適用されれば，

新規性が失われなかったものとされるが，α発明の実施品の試験的販売については，甲出願が

当該販売から６月以内に行われておらず，法第３０条第３項所定の手続も履行されていないこ

とから，新規性喪失の例外規定の適用は認められないのであり，この点にも言及することが求

められる。

次に，乙が行った乙出願については，その出願日は甲出願の出願日と同じであることから，

甲特許権は法第３９条第２項違反の無効理由（法第１２３条第１項第２号）を有するかどうか

が問題となる。法第３９条第２項違反となるのは，乙出願の対象であるγ発明と甲出願の対象

であるβ発明が「同一の発明」である場合であり，γ発明は，β発明を上位概念とする下位概

念の発明であった。そこで，同日に行われた２つの出願の対象が下位概念の発明と上位概念の

発明の関係にある場合に，両発明が「同一の発明」に当たるかどうかを検討することが必要と

なる。仮に乙出願が平成２１年２月４日に行われたとした場合，すなわち，下位概念の発明に

ついての出願が先願であった場合に，両発明が法第３９条第１項の「同一の発明」に当たるか

どうかと対比しつつ，同日出願の場合も同様に取り扱うことができるのか，あるいは異なる取

扱いをすべきであるのかについて，合理的な論拠を示して論述をすることが求められる。

ところで，α発明の実施品の試験的販売又は乙が行った乙出願により甲特許権が無効理由を

有することになるとしても，訂正により無効理由を解消することができる場合があろう。この



平成２７年司法試験の採点実感等に関する意見（経済法）

１ 出題の趣旨について

出題の趣旨は，別途公表している「出題の趣旨」のとおりである。

２ 採点方針

出題した２問とも，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独

占禁止法」という。）上の制度・規定の趣旨及び内容を正確に理解し，問題文の行

為が当該市場における競争にどのような影響を与えるかを念頭に置いて，問題点を

指摘し，法解釈を行い，事実関係を丹念に検討した上で，要件の当てはめができる

か，それらが論理的かという点を評価しようとした。

特に，独占禁止法の基本を正確に理解し，これに基づいて検討することができて

いるかを重点的に見ようとし，公表されている公正取引委員会の考え方やガイドラ

イン等について細かな知識を求めることはしていない。

第１問は，内装建材甲の製造販売業者２０社の担当営業部長によって構成される

「甲の会」の幹部会が，２０社の取引先である建材専門商社に対して，２０社に含

まれない甲の製造販売業者であるＸ社から甲を購入しないよう要請することを決定

し，これに基づいて，「甲の会」の会長が，建材専門商社の担当者が一堂に会した

会合においてその旨要請（以下「本件要請」という。）し，建材専門商社が協議の

上で本件要請に応じ，その結果，Ｘ社において取引先を容易に見つけ出すことがで

きなくなっているところ，本件要請について，事業者団体が「事業者に不公正な取

引方法に該当する行為をさせるようにすること」（独占禁止法第８条第５号）に該

当するかなどについて，見解を問うものである。

具体的には，まず，本件要請が，２０社全体の合意等ではなく「甲の会」の幹部

会の決定に基づいて行われている点を踏まえ，「甲の会」が事業者団体に当たるか

否か，本件要請を事業者団体の行為と見ることができるか否かについて，的確に検

討できているかを見た。

次に，本件要請が，建材専門商社に対して共同でＸ社との取引を拒絶するよう要

請するものである点を踏まえ，事業者たる建材専門商社に共同の直接取引拒絶（独

占禁止法第２条第９項第６号・不公正な取引方法の一般指定（以下「一般指定」と

いう。）第１項第１号）をさせるようにすること（同法第８条第５号）に該当する

か否か，建材専門商社の行為が一般指定第１項第１号の各要件を満たすか否かにつ

いて，矛盾なく的確に検討できているかを見た。なお，独占禁止法第８条第３号又

は第１号に該当するか否かを検討する答案や，２０社自身による共同の間接取引拒

絶（一般指定第１項第２号）に該当するか否かを検討する答案もあったが，これら

についても，事案に即してそれぞれの要件該当性を矛盾なく的確に検討できている

かを見た。

最後に，本件要請が，甲に含まれる化学物質の種類等について「甲の会」が設定

した自主基準をＸ社が遵守しないという状況で行われている点などを踏まえ，独占

禁止法第１条所定の目的に対応する正当化事由が認められるか否かについて，目的

の合理性及び目的達成方法の相当性の両面で，検討すべき事実を漏れなく拾いなが

ら的確に検討できているかを見た。



第２問は，Ａ社の計画するＨ社の株式取得が独占禁止法第１０条第１項に違反す

るか否か，見解を問うものである。

まず，「一定の取引分野」については，その意義，商品市場と地理的市場との区

別，範囲画定の基準としての需要の代替性及び供給の代替性に言及がなされている

かが問われる。具体的に本問においては，商品市場に関しては，甲と乙とが同じ商

品市場に属するか否かが問われ，地理的市場に関しては，いわゆる世界市場を画定

できるか否かが問われる。それぞれについて，需要の代替性及び供給の代替性に照

らして，問題文中の諸事実を適切に評価しているかが評価における着眼点となる。

次に，「競争を実質的に制限することとなる」については，まず，競争の実質的

制限の意味と「こととなる」の意味の両方に言及がなされているかが問われる。ま

た，単独行動による場合と協調行動による場合との違いを正確に理解した上で分析

しているか否かも，評価における着眼点となる。本問において「競争を実質的に制

限することとなる」か否かを分析するに際しては，当事会社の地位と競争事業者の

状況，各事業者の市場シェアの変動が激しいこと，顧客である丙のメーカーの購買

行動，丙をめぐる価格競争の影響，隣接市場からの競争圧力，甲の特性（技術革新

が競争の重要な要素であること等），本件株式取得の目的（甲の開発時間の大幅な

短縮）といった諸事実が関わってくる。それぞれについて，どのような意味で「競

争を実質的に制限することとなる」に関わるのか説明が求められるとともに，全体

として，整合性のある説明となっているか否かも評価における着眼点となる。また，

その際，当然のことながら，「一定の取引分野」との整合性も問われる。例えば，

いわゆる世界市場を画定しておきながら，「競争を実質的に制限することとなる」

の分析において「輸入」の容易さを問題にするのは明らかな矛盾である。

３ 採点実感等

⑴ 出題の趣旨に即した答案の存否，多寡について

第１問について，まず，「甲の会」が事業者団体に当たるか否か，本件要請を

事業者団体の行為と見ることができるか否かについて一通り論じている答案が多

かったが，事業者団体について全く問題意識を示すことなく２０社の行為につい

てのみ論ずる答案も相当数存在した。２０社ではなくその担当営業部長によって

構成されていてもなお事業者団体に当たるか否かという問題について，明示的に

論じている答案は少なかった。

次に，本件要請については，独占禁止法第８条第５号に当たるか否かの問題で

あるとし，そうである以上，「建材専門商社の行為が」不公正な取引方法に該当

するか否かを論ずることとなるはずであるにもかかわらず，具体的な違反要件の

検討の場面では，「２０社（又は「甲の会」）の行為が」間接取引拒絶（一般指

定第１項第２号又は第２項）に該当するか否かを論ずる，という明らかな論理矛

盾を犯している答案が相当数存在した。また，独占禁止法第８条第１号の要件と

して競争の実質的制限を論ずるに当たり，「甲の会」では価格等に関する情報交

換を行っておらず，２０社の間で比較的活発な価格競争が行われていることなど

についての問題意識を示さない答案も散見された。

最後に，正当化事由については，目的の合理性及び目的達成方法の相当性に分

けて一定程度の論述をしている答案が多かった。ただ，本件要請の目的に関して



は，「甲の会」の会長が内装建材甲全体の信用や評判に悪影響が及ぶことを恐れ

ていたとの事実に触れることなく，「一般消費者の健康被害を防止するため」で

あるとするなど，事案の把握がやや不十分と見られる答案も散見された。

第２問について，「一定の取引分野」に関しては，まず，その意義や画定の基

準に関する一般論は，おおむねよく書けていた。商品市場については，本問では，

需要の代替性及び供給の代替性に照らして甲のみから構成されると考えるのが合

理的であるが，この点はおおむねよく書けていた。地理的市場については，本問

では，いわゆる世界市場と考えるのが合理的であり，実際にもそのように答える

答案が多かった。ただし，丙のメーカーが世界中に分布し，それに対して世界各

国に分布する甲のメーカーが甲を供給しているという事実を摘示できているか，

その他の事情も踏まえて需要の代替性及び供給の代替性の観点と結びつけて説明

できているかについては答案によって差があった。なお，日本の独占禁止法の保

護法益の観点から世界市場は取り得ないとする答案も散見された。

「競争を実質的に制限することとなる」に関しては，まず，その一般的な解釈

論についてはよく書けていたが，「こととなる」の意味に言及しない答案も散見

された。また，単独行動による場合と協調行動による場合の区別については，両

者を区別した上で論述する答案は比較的多かったが，それぞれの意味と違いを正

確に説明した答案は少なく，両者の区別に全く言及しない答案も散見された。両

者を区別する実益について議論がないわけではないが，少なくとも本問のような

設定では，単独行動とは別に，協調行動による競争の実質的制限の蓋然性につい

ても検証が必要である。

「競争を実質的に制限することとなる」の存否に関わる諸事実への言及に関し

ては，当事会社の結合後の市場シェアとその順位，顧客である丙のメーカーの購

買行動，技術革新が競争の重要な要素であることへの言及は比較的多かった。し

かし，多くの答案は平成２６年の市場シェアのみに注目し，過去の市場シェアの

推移に関するデータに照らして，各事業者の市場シェアの変動が激しいこと，過

去の企業結合では各当事会社が企業結合前に有していた市場シェアを足し合わせ

た市場シェアが必ずしも企業結合後に実現していないことの意味に思いが至らな

かったようである。本問では，丙のメーカーが非常時における調達経路の確保等

のために複数の甲のメーカーから甲を購入していること，また顧客による調達先

の変更が頻繁であり，したがって，Ａ社とＨ社の市場シェアを単純に合算した数

値が企業結合後にもたらされるとは限らないことに言及することを期待していた

が，実際にこの点に言及する答案は少なかった。

また，数は多くないものの，本件株式取得の目的と関わって，補完的技術の結

合により甲の開発時間を短縮できれば，統合後のＡ社の市場支配力が増大すると

した答案が見られた。しかし，本件株式取得によって本当に甲の開発時間が短縮

されるとすれば，そのことは，市場全体の競争を促進するものと評価されるべき

である。また本件株式取得の目的を正当化事由として論じ，競争が制限されても

目的が正当であれば違法性がないという記述が少なからず見られたが，企業結合

では，競争制限の蓋然性があれば，たとえ目的が正当であっても適法とならない。

⑵ 出題時に想定していた解答水準と実際の解答水準との差異について

第１問について，事業者団体該当性及びその行為該当性，共同の取引拒絶（又



はその他の不公正な取引方法）の要件該当性，正当化事由の有無等の判断基準及

び当てはめに関しては，一通りの論述ができている答案が多く，この点に関して

は，出題時に想定していた解答水準と実際の解答水準との間に大きな差異はな

かった。他方で，前述のとおり，そもそも事業者団体についての問題意識を全く

示さない答案や，明らかな論理矛盾を犯している答案が相当数存在したのは予想

外であった。

第２問については，全体として，実際の解答水準は，おおむね出題時における

想定の範囲内であった。ただ，単独行動による場合と協調行動による場合との区

別については，この区別を前提として記述する答案は意外に多かったが，それぞ

れの意味を正確に表現できていた答案は少なかった。また，市場シェアの変動が

激しいことについては，表によってデータを示しているにもかかわらず，これに

言及する答案は想定以上に少なかった。

⑶ 「優秀」，「良好」，「一応の水準」，「不良」答案について

第１問について，「優秀」な答案は，「甲の会」の事業者団体該当性及びその

行為該当性，建材専門商社の共同の取引拒絶の要件該当性並びに正当化事由の有

無について，矛盾なく論理的に，的確な判断基準を示した上で，検討すべき事実

を漏れなく拾いながら説得的な当てはめを行い，結論を導いているもの，「良好」

な答案は，矛盾なく論理的に，一定の判断基準を示した上で，検討すべき事実を

ある程度拾いながら一応の当てはめを行い，結論を導いているもの，「一応の水

準」の答案は，「良好」な答案と評価されるために必要なポイントのうち幾つか

を欠いているもの，「不良」な答案は，基本的事項についての論述を全く欠いて

いたり，重大な論理矛盾を犯していたりするなど，基本的な事案処理能力が不十

分なものとした。

第２問については，本問の場合は評価項目が多いので，答案の評価は，これら

多くの評価項目の総合評価によることになる。つまり，どれだけ多くの評価項目

に言及し，各評価項目についてどれだけ正確に記述しているか，さらに，全体と

して整合性のある記述となっているかによって，「優秀」，「良好」，「一応の水準」，

「不良」が分かれることになった。ただ，全体として論旨に整合性が保たれてい

ることが必要である。また，ごくまれに，独占禁止法第１０条以外に根拠条文を

求める答案が見られたが，同じ企業結合規制に係る同法第１４条ならまだしも，

同法第３条を援用する答案は「不良」と評価せざるを得なかった。

４ 今後の出題について

今後も，独占禁止法の基礎的知識の正確な理解，当該行為が市場における競争に

与える影響の洞察力，事実関係の検討能力及び論理性・説得性を求めることに変

わりはないと考えられる。

５ 今後の法科大学院に求めるもの

経済法の問題は，不必要に細かな知識や過度に高度な知識を要求するものではな

い。経済法の基本的な考え方を正確に理解し，これを多様な事例に応用できる力

を身に付けているかを見ようとするものである。法科大学院は，出題の意図した

ところを正確に理解し，引き続き，知識偏重ではなく，基本的知識を正確に習得



し，それを的確に使いこなせる能力の育成に力を注いでいただくとともに，論述

においては，適用条文の選択・操作，構成要件の意義を正確に示した上，当該行

為が市場における競争にどのように影響するかを念頭に置いて，事実関係を丹念

に検討し，要件に当てはめること，そしてそれを箇条書き的に列挙するのでなく，

論理的・説得的に表現することができるように教育してほしい。
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の対価としての性質を有しないものに該当するので，一般には一時所得（所得税法第３４条第

１項）と考えられる。裁判例としては，土地の時効取得による利益を一時所得とした東京地方

裁判所平成４年３月１０日判決（訟務月報３９巻１号１３９頁）がある。この判決は，一時所

得として課税する場合の収入金額（同法第３６条第１項，第２項）を時効援用時の土地の価額

と解している。

設問２について，上記東京地方裁判所判決の考え方を前提にすると，時効援用時までの甲土

地の値上がり益（３０００万円）は，一時所得の収入金額としてＣに対する所得税の課税対象

とされ，他方，Ｄへの譲渡による譲渡所得の金額の計算上，Ｃにおける甲土地の取得費は，時

効援用時の時価である５０００万円となる。ただし，Ｃの上記収入金額には，含み益に相当し

ない部分（Ａにおける取得費２０００万円）も含まれている。

一方で，相続により資産が被相続人から相続人へ移転した場合，相続が限定承認に係るもの

でなければ，被相続人における資産の取得費は相続人に引き継がれ，課税は繰り延べられる（同

法第５９条第１項第１号，第６０条第１項第１号）。

最高裁判所は，譲渡所得に対する課税について，「資産の値上りによりその資産の所得者に

帰属する増加益を所得として，その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に，こ

れを清算して課税する趣旨のもの」と解し（最一判昭和４３年１０月３１日訟務月報１４巻１

２号１４４２頁），譲渡所得の本質をキャピタル・ゲインとして捉えている。

このような清算課税説と相続における取得費の引継ぎを本問の事例に当てはめると，甲土地

をＡが取得してからＢが時効により所有権を喪失するまでの間の含み益（３０００万円）への

課税は，時効取得されたときに，Ｂに対してなされるべきである。

しかし、現行法の一般的な解釈から，上記含み益３０００万円について，時効取得の段階で

Ｂに課税すること，あるいはＣがＢの取得費（Ａが支出してＢが引き継いだ取得費２０００万

円）を引き継ぐとすることは困難であり，そのように解するならば，本問の事例については，

結果として清算課税説に基づくキャピタル・ゲインへの課税が抜け落ちるという「問題点」が

生じることになる。

立法論としては，種々の解決策があり得るが，本設問で問われているのは，清算課税説を前

提とした場合，各規定の間に必ずしも精緻な整合性がないと考えられる場合が存することを理

解できているかどうかである。したがって，上で述べた現行法の一般的な解釈が唯一の考え方

というわけではなく，解答に当たっては，「問題点」について自己の見解を論理的に説明でき

るかどうかが重要となる。

［経 済 法］

〔第１問〕

本問では，Ｃ社とＤ社が，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占

禁止法」という。）第２条第６項に該当する行為（不当な取引制限）を行ったものとして，同

法第３条後段に違反するかどうかが問われる。独占禁止法第２条第６項の諸要件についてあ

るべき解釈を示した上で，本問の事実に当てはめる必要がある。

まず問題となるのは，「共同して」（多摩談合（新井組）事件・最一判平成２４年２月２０

日民集６６巻２号７９６頁に従って，「共同して・・・相互に」というくくり方でもよい。）

の要件である。「共同して」又は「共同して・・・相互に」といえるためには「意思の連絡」

が必要である（東芝ケミカル事件・東京高判平成７年９月２５日審決集４２巻３９３頁）が，

本問では，Ｃ社とＤ社との間で乙の価格に関する「意思の連絡」を示す唯一の決定的な事実

が明らかにされているわけではない。したがって，「共同して」（「共同して・・・相互に」）

の解釈として「意思の連絡」の意味を明らかにした上で，どのような事実の積み重ねから「意

思の連絡」が認定され得るかについて一般的な方針が提示されることが望ましい。そして，

平成28年 出題趣旨
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実際の「意思の連絡」の認定に際しては，乙の価格に関する情報交換に至った背景，当該情

報交換の内容，情報交換を経た後のＡ社との交渉の状況に着目することが求められる。

本問で注意を要するのは，一つには，各社において価格決定権限を有する役員級の者が乙

の価格に関する情報交換に直接には加わっていないことをどのように解するか，換言すれば，

本問において事業者としてのＣ社とＤ社の間で「意思の連絡」があったと評価できるかにつ

いて説明が求められることである。また，情報交換の仕組み作りからＡ社との交渉妥結に至

る一連の過程から，どのような内容の合意が形成されたと見るべきかについても説明が求め

られる。本問では，特に，Ａ社製造の甲向けの乙の最低価格について意見の一致が見られた

ことやＣ社とＤ社とで妥結価格が異なったことをどのように見るかが重要となる。

次に，「相互にその事業活動を拘束」の要件については，本問のように，互いに競争関係に

ある事業者間での共同行為に係る事案では，各当事者が合意内容に事実上拘束される関係に

あることが示されれば充足されると解されよう。

「一定の取引分野における競争を実質的に制限」の要件については，まず，本問における

「一定の取引分野」の画定の在り方が問題となる。ここでも，「一定の取引分野」の意味と画

定の在り方ないし基準を提示した上で，本問の事実に当てはめることが求められる。本問で

は，制限の対象となった乙という商品は需要者（Ａ社ないしＢ社）によって異なる仕様と性

能を求められるため，一方の需要者向けに製造された乙は他方の需要者向けには転用できな

いことをどのように評価するかが重要となる。なお，いわゆるハードコア・カルテルを念頭

に置いて，「共同行為が対象としている取引及びそれにより影響を受ける範囲」をもって一定

の取引分野を画定すれば足りるとする考え方（例えば，シール談合事件・東京高判平成５年

１２月１４日高刑集４６巻３号３２２頁）が存在するので，この考え方を本問の事実に当て

はめることも可能である。ただし，その場合には，なぜ，そのような議論が妥当性を持つの

かについて説明が求められる。

「競争の実質的制限」についても，その定義を説明した上で，本問で提示された諸事実の

うち，「競争の実質的制限」の認定に関わるものを拾い上げて総合的に評価することが求めら

れる。本問の場合には，Ｃ社とＤ社の合計の市場シェア，本問における意思の連絡の内容の

ほか，新たにＡ社製造の甲向けの乙の開発にも乗り出したＥ社の存在，需要者としてのＡ社

の交渉力等に着目する必要がある。Ｅ社については，本件合意の対象となった平成２７年４

月～６月期の取引においてＣ社とＤ社に対する競争圧力として作用したと評価できるかが問

われる。なお，ここでも，本件カルテルがハードコア・カルテルであることから直ちに「競

争の実質的制限」が充足されたとする議論が考えられるが，その立場に立つのであれば，そ

のように考える根拠が説明されなければならないことは前述のとおりである。

最後に，「公共の利益に反して」についてだが，本問では，Ａ社からの理不尽な値下げ要求

に対抗するため，あるいは，乙の生産基盤を日本に維持するためにカルテルを行ったとの主

張が考えられ，このような主張の根拠として「公共の利益」が援用される可能性がある。こ

のような主張が認められる可能性は極めて小さいと考えられるが，いずれにせよ，「公共の利

益に反して」の解釈を踏まえた説明が求められる。

〔第２問〕

本問は，健康維持のための消耗品である甲の製造業者であるＡ社が，自社の製造した甲を

小売業者に販売するに際し問題文記載の諸条件を付した行為が，独占禁止法第２条第９項第

６号ニ，不公正な取引方法の一般指定（以下「一般指定」という。）第１２項の拘束条件付取

引に該当し，独占禁止法第１９条に違反するかどうかを問うものである。拘束条件付取引に

おける拘束条件には，理論上は独占禁止法第２条第９項第４号及び一般指定第１１項に該当

する行為を除き，およそ全ての条件が含まれ得る。設問⑴及び同⑵のいずれにおいても，Ａ
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社が取引先小売業者に対して付した条件は小売業者による商品の販売方法に関わるが，設問

⑴における条件は広告における小売価格の表示の禁止であり，その価格への影響はより直接

的であるのに対して，同⑵における条件は，価格に直接関連しない事柄に関わるので，競争

に対する影響が異なると考えられる。そこで，各設問における条件の異同に着目しつつ，そ

れらが競争に与える効果の分析を行うことが求められる。

設問⑴では，まず，Ａ社が，自社の取引先小売業者に対して広告における小売価格の表示

を禁止することを決定し，それを依頼の形で納品書に記載し，Ａ社の営業担当者が大規模小

売業者を訪問し，出荷停止に言及しながら，小売価格の表示を行わないよう要請する行為が，

「拘束する」条件を付けて取引することに該当するか否かを検討する必要がある。和光堂事

件・最高裁判所昭和５０年７月１０日第一小法廷判決（民集２９巻６号８８８頁）などで示

された基準を提示した上で本問の事実に当てはめることが求められる。その際には，小売店

の営業においてＡ社製の甲が占める地位をどう評価するのかも重要となる。

次に，一般指定第１２項の「不当に」に該当するかどうかを検討する必要がある。それが

公正競争阻害性を意味すること，具体的には自由競争減殺であることを指摘した上で，本問

では，より具体的に，事業者間での競い合いが減少する効果が問題となることに言及する必

要がある。そして，一般論としては，一般指定第１２項に該当し得る行為については，拘束

の内容や対象となる取引の性質等，種々の事情を勘案して，それが競争に与える効果を評価

する必要があるが，広告における価格表示の禁止は，価格維持効果が強く推測される行為で

あることに留意する必要がある。

このような広告における価格表示の禁止の特質に照らして，市場の画定や画定された市場

における競争への影響の詳細な検討を省略して，自由競争減殺の有無を判断することが可能

である。ただし，その場合には，広告における価格表示の禁止についてそのような判断方法

が妥当性を有することの説明が求められる。他方，その他の拘束条件付取引における場合と

同様に，市場画定を行い，それを前提として自由競争減殺の有無を判断することも可能であ

る。この場合には，市場画定に加えて，画定された市場における具体的な影響（例えばＡ社

と他社のシェア，甲の差別化の程度，ブランド間競争及びブランド内競争の状況等）を事実

に即して検討することが求められる。なお，いずれの場合も，小売業者間の価格競争の減殺

の有無が検討されなければならない。

さらに，Ａ社が広告における価格表示の禁止を行う目的に鑑みて，Ａ社の行為が正当化で

きるか否かを検討することが求められる。

設問⑵では，まず，Ａ社が，新製品甲の販売開始に当たり，小売業者に対して，販売員の

研修の受講，研修を受講した販売員による商品説明，必要な機材の購入を求め，これに応じ

ない場合には新製品甲の取引を行わないことを内容とする本決定を行い，これを小売業者に

対して実施したことが，「拘束する」条件を付けて取引することに該当するのか否かを説明す

ることが求められる。

次に，Ａ社の行為が，一般指定第１２項の「不当に」の要件を満たすか否かの検討を要する。

「不当に」の意味については，設問⑴と同様である。しかし，設問⑵では，一方では，製造業

者が，自社のブランド戦略に鑑みて，どのような販売方法を採用するかは，基本的には，製造

業者が自由に決められる事項であるとされていることに留意する必要がある。しかし，他方で

は，小売業者に特定の販売方法を採ることを求め，それを取引の条件とすることは，販売価格

の上昇を招来することがあり，そのような行為の競争への影響をどのように分析・評価するか

が問われる。具体的には，化粧品の販売方法の制限に関する資生堂東京販売事件・最高裁判所

平成１０年１２月１８日第三小法廷判決（民集５２巻９号１８６６頁）によって示された，そ

れなりの合理性と制限の同等性の基準にのっとって検討した上で，価格上昇効果について分

析・評価を行うことが期待される。もっとも，前記最高裁判決の位置付け等については，様々
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な考え方があるので，他の拘束条件付取引の類型と同様に，市場を画定した上で，画定された

市場における競争への影響を事実に即して検討することも可能である。この場合には，画定さ

れた市場で，Ａ社の行為によって小売価格が維持されるおそれの有無，Ａ社が条件を付す目的

に鑑みてＡ社の行為が正当化できるか否かなどの検討を要する。

［知的財産法］

〔第１問〕

１ 設問１は，特許請求の範囲が機能的に記載されている場合の技術的範囲の確定と記載要件適

合性に関する理解を問う問題である。設問２の⑴は，無効審判における訂正請求と侵害訴訟に

おける訂正の対抗主張に関する理解を問う問題であり，設問２の⑵は，共有特許の場合の単独

での審決取消訴訟提起の可否に関する理解を問う問題である。設問３は，特許法（以下「法」

という。）第１０４条の４に関する理解を問う問題である。

２ 設問１においては，製品Ａと製品Ｂの製造販売が本件特許権を侵害するかが問題となるが，

その前提として，本件特許の特許請求の範囲に「硬貨の投入行為を妨げる手段」という機能

的な記載があることから，いわゆる機能的クレームの技術的範囲の確定が問題となる。この

点については，機能的クレームの場合，その発明の技術的範囲は，明細書の発明の詳細な説

明の記載を参酌し，そこに開示された実施例，あるいは実施例としては記載されていなくて

も，明細書に開示された発明に関する記述の内容から当該発明の属する技術の分野における

通常の知識を有する者（当業者）が実施し得る構成に限られるべきであるとする考え方（東

京地裁平成１０年１２月２２日判決判例時報１６７４号１５２頁【磁気媒体リーダー事件】，

知財高裁平成２５年６月６日判決裁判所ホームページ【パソコン等の器具の盗難防止用連結

具事件】等参照）を念頭に置いた上で自説を明確に論述し，製品Ａ及び製品Ｂの本件特許発

明の技術的範囲への属否について論述することが求められる。

以上のような機能的クレームの技術的範囲の確定につき適切に論じた上で，文言侵害が否定

される場合には，均等侵害を主張することが考えられ，この点に的確に言及していれば，積極

的な評価が与えられよう。

次に，本件特許の特許請求の範囲が一見極めて広い範囲の技術を含むものである一方，本

件特許の明細書等では，そのような広い範囲の技術のごく一部である実施例しか開示されて

いないことが，法第３６条第６項第１号（サポート要件）及び同条第４項第１号（実施可能

要件）に違反するとして，法第１０４条の３の抗弁（無効の抗弁）を行使できないかが問題

となる。この点については，各要件の意義を踏まえつつ，自説を展開することが求められる。

また，本件において法第３６条第６項第２号（明確性要件）を問題とする余地もあり，この

点に的確に言及していれば，積極的な評価が与えられよう。

３⑴ 設問２の⑴の前段については，まず，無効審判が係属している間は訂正請求（法第１３

４条の２第１項第１号）を行うべきことに言及する必要があり，また，本問では通常実施

権者であるＺがいるため，訂正請求をするにはＺの承諾を得る必要があること（同条第９

項，第１２７条）に言及する必要があろう。

同後段においては，Ｘらの対抗手段として，本件特許の特許請求の範囲を訂正すること

によって無効原因を回避できる旨の主張が考えられよう。このような訂正の対抗主張が認

められるためには，①当該請求項について訂正審判請求ないし訂正請求をしたこと，②当

該訂正が法の定める訂正要件を充たすこと，③当該訂正により当該請求項について無効の

抗弁で主張された無効理由が解消すること，④被告製品が訂正後の請求項の技術的範囲に

属すること，を要するというのが裁判例の傾向であり（東京地裁平成１９年２月２７日判

決判例タイムズ１２５３号２４１頁【多関節搬送装置事件】，知財高裁平成２６年９月１７

日判決判例時報２２４７号１０３頁【共焦点分光分析事件】等），これらの裁判例を念頭に



平成２８年司法試験の採点実感等に関する意見（経済法）

１ 出題の趣旨について

出題の趣旨は，別途公表している「出題の趣旨」のとおりである。

２ 採点方針

出題した２問とも，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」とい

う。）上の制度・規定の趣旨及び内容を正確に理解し，問題文の行為が当該市場における競争にど

のような影響を与えるかを念頭に置いて，問題点を指摘し，法解釈を行い，事実関係を丹念に検討

した上で，要件の当てはめができるか，それらが論理的かという点を評価しようとした。

特に，独占禁止法の基本を正確に理解し，これに基づいて検討することができているかを重点的

に見ようとし，公表されている公正取引委員会の考え方やガイドライン等について細かな知識を

求めることはしていない。

第１問は，Ｃ社とＤ社が独占禁止法第２条第６項の各要件を満たす行為（不当な取引制限）に

及んだといえるか否かについて，見解を問うものである。

具体的には，①明示的な価格合意がなく，直接情報交換を行ったｔとｕが価格決定権限を有し

ていなかったことなどを踏まえ，「共同して」（又は「共同して…相互に」）を満たすか，すなわち

両社間に意思の連絡があったと認められるか，②そのような意思の連絡により「相互にその事業

活動を拘束」したといえるか，③意思の連絡の内容に加え，Ａ社製の甲向けの乙は固有の仕様と

性能を求められ，その製造にはＡ社からの技術情報の開示を受けることを要することなどを踏ま

え，「一定の取引分野」をどのように画定すべきか，④意思の連絡の内容，Ｅ社の存在，Ａ社の交

渉力などを踏まえ，当該取引分野における「競争を実質的に制限する」といえるか，⑤ｒ・ｓ間

の雑談の中で示された認識などを踏まえ，「公共の利益に反して」といえるか，について適切な判

断基準を示しながら的確に検討できているかどうかを見た。

第２問は，Ａ社が，自社の製造した甲を小売業者に販売するに際し諸条件を付した行為が，独

占禁止法第２条第９項第６号ニ，不公正な取引方法の一般指定（以下「一般指定」という。）第

１２項の拘束条件付取引に該当し，同法第１９条に違反するかどうかを問うものである。

設問⑴，⑵のいずれにおいても，まず，一般指定第１２項の拘束条件付取引の該当性が問題に

なること及び拘束があることについて，事実を指摘して論じることが求められる。甲の小売業者

にとってＡ社製の甲を取り扱うことがその営業上不可欠であること，及び，設問⑴においてはＡ

社が納品書に記載した依頼，同社の営業担当者の要請・説明が出荷停止によって，設問⑵におい

ては本決定の実施が新製品甲の取引を行わないことによって，それぞれ実効性を有することの指

摘が的確になされているかどうかを評価した。

次に「不当に」（公正競争阻害性）については，設問⑴，⑵のいずれも，規範として，公正

競争阻害性の意味内容，判断基準を提示した上で，その判断基準に即した事実を的確に当

てはめることができているかどうかを評価した。当てはめについて，設問⑴では，取り分

け甲全体に占めるＡ社製の甲のシェアが５５パーセント程度であること，甲の小売業者

にとってＡ社製の甲を取り扱うことがその営業上不可欠であることとの関係で，商品市場をど

のように画定するのか，画定した市場におけるブランド内競争とブランド間競争の関係をどの

ように考えるのか，Ａ社製の甲のブランド内競争が（小売業者間において）減少する可能性を

どのように評価するのか，といった点を適切に論じているかどうかを評価した。他方，市場の

画定や画定された市場における競争への影響の詳細な検討を省略して自由競争減殺の有無を判

断する場合には，広告における価格表示の禁止の特質と，それに照らしてそのような判断方法

が妥当性を有することを適切に論じているかどうかを評価した。また，設問⑵では，資生堂

東京販売事件・最高裁判所平成１０年１２月１８日第三小法廷判決（民集５２巻９号１８６６



頁）のそれなりの合理性と制限の同等性の基準にのっとって，製造業者であるＡ社のブランド

戦略選択の自由に配慮しつつ，価格上昇効果をどのように評価すべきかについて，解答者なり

の筋道を立てて論じられているかどうかを評価した。

そして，設問⑴及び⑵の適法性の判断の結論が異なるのか，異なるとすればそれはなぜか，

同じであるとすればそれはなぜかについて，出題の趣旨記載のとおり，各設問における条

件の異同に着目しつつ説明されているかどうかを評価の対象とした。

３ 採点実感等

⑴ 出題の趣旨に即した答案の存否，多寡について

第１問のうち，まず「共同して」に関しては，「意思の連絡」があることを意味するとした上

で，ｔとｕが価格決定権限を有していなかった点についても一定の検討を加えつつ，Ｃ社・Ｄ社

間で乙の単価の下限を定める意思の連絡があったとする答案が多かった。ただ，具体的にどのよ

うな内容の意思の連絡があったのかを明示しない答案や，ｒ・ｓ間の情報交換の合意自体が「基

本合意」として意思の連絡に当たり，その後の単価についてのやりとりは「個別調整」にすぎな

いとする答案も散見された。ｔとｕはメールの文面上はいずれも「自社の許容範囲」を伝えるに

とどめているところ，このメールをもって乙の単価の下限を定める「明示の合意」があったとす

る答案が相当数あった。意思の連絡が推認される根拠について，多くの答案は事前の意見・情報

交換に触れていたが，ｒ・ｓ間で情報交換の合意をしたことやｔ・ｕ間でＡ社との商談の様子等

について実際に情報交換していたことに触れない答案も散見された。事後の行動の一致（Ａ社の

提示価格に激しく抵抗したこと，最終的に２９５０円を下回らない価格で妥結したこと）に全く

触れない答案も相当数あった。

「一定の取引分野」に関しては，その意義及び画定基準を示した上で，意思の連絡の対象とさ

れたＡ社製の甲向けの乙に係る市場であるとする答案が比較的多かった。ただ，意思の連絡の対

象について特段の考慮を示すことなく，Ａ社製の甲向けに限らない乙全体であるとする答案や，

甲も含まれるとする答案も相当数あった。市場の範囲の検討において，「需要の代替性」や「供

給の代替性」がない（ある）としつつ，何と何の間に代替性がない（ある）のかを明示せず，論

旨が不明確になっている答案も相当数あった。

「競争を実質的に制限する」に関しては，本期分のＡ社製の甲向けの乙に係るＣ社・Ｄ社の市

場シェアは１００パーセントであるとして，競争の実質的制限を肯定する答案が多かった。ただ，

「一定の取引分野」についてはＡ社製の甲向けの乙であるとしつつ，本期分のそれを供給できな

いことが明らかなＥ社を（潜在的）競争事業者として扱い，その競争圧力があるとする答案も相

当数あった。Ａ社製の甲向けの乙の唯一の需要者であるＡ社が相当強力な価格交渉を行っている

ところ，そのような需要者からの圧力について検討を加える答案は多くなかった。Ｃ社・Ｄ社間

の意思の連絡は，一定の単価ではなくその下限のみを定めるものであって，価格競争の余地を完

全に排除するものではなく，現に両社の納入単価は異なっているが，そのような意思の連絡であ

っても競争を制限するといえるか否かについて，問題意識を示す答案はほとんどなかった。

第２問について，多くの答案が独占禁止法第２条第９項第６号ニ，一般指定第１２項（拘束条

件付取引），同法第１９条の適用を検討していたが，設問⑴について，同法第２条第９項第４号

イ（再販売価格の拘束）や同法第２条第５項及び第３条（私的独占）を挙げる答案も散見された。

拘束の有無については，典型論点ということもあり，よく書けていた。ただ，当てはめにおい

て，いかなる事実から「拘束」する行為を認定するのかが不明確な答案も相当数見られ，中には

「Ａ社の決定」とか「本件の行為」が拘束であるというものも散見された。

Ａ社の行為が「不当に」行われたものか否かの論述においては，設問⑴について，多くの答案

が一応の規範定立，市場画定，当てはめを行っていた。市場画定においては，Ａ社製の甲とＡ社

以外の甲の代替性をどのように考えるのかに言及することが求められるところ，多くの答案がこ



れに言及していた。一方，商品市場をＡ社製の甲に限定する場合には，一般消費者がＡ社製の甲

を店頭で指定し，継続的に購入すること（いわゆる指名買い）が多いというだけでなぜ同じ甲の

代替性を否定するのかについて，説得力のある理由付けが必要であるにもかかわらず，これがで

きている答案はほぼ皆無であった。翻って，商品市場を甲（Ａ社製に限らず，全ての甲）とする

場合に，Ａ社が設問⑴の拘束を行うとなぜ甲全体の市場の競争が阻害されるおそれが生じるのか

を丁寧に論述することが求められるが，この点を論述している答案は少なかった。また，広告に

おける価格表示の禁止の特質に照らして，市場の画定や画定された市場における競争への影響の

詳細な検討を省略して，自由競争減殺の有無を判断する立場で論じた答案はほとんど見られなか

った。

設問⑵について，Ａ社の行為が「不当に」行われたものか否かの論述においては，判断基準と

して，資生堂東京販売事件・最高裁判所平成１０年１２月１８日第三小法廷判決の基準（それ

なりの合理性と制限の同等性）に何らかの形で言及することを期待していたが，これに言及した

答案は極めて少なかった。また，本決定はＡ社製の甲の訴求力向上というブランド戦略を具現化

するものであることと，その一方で結果として甲の価格上昇を招来することをどう評価するのか

についての解答者なりの見解を提示することが求められるが，多くの答案は，訴求力向上という

目的が正当であっても価格が上昇するので違法であるという単純なものであった。

⑵ 出題時に想定していた解答水準と実際の解答水準との差異について

第１問に関しては，不当な取引制限の各要件の定義・判断基準及びそれらに対する当てはめ

について一通り論述している答案が多く，その限りにおいては，出題時に想定していた解答水

準と実際の解答水準との間に大きな差異はなかった。他方で，前述のとおり，明示の合意があ

ったとする答案，意思の連絡を推認する根拠となる事実の指摘が不十分な答案，市場画定の際

に意思の連絡の対象について特段の考慮を示さない答案，Ｅ社からの競争圧力があるとする答

案などが相当数あったことは予想外であった。

第２問は，設問⑴，⑵とも，適用条文，拘束の有無については，一通りの論述がなされてい

る答案が多く，この点に関しては，出題時に想定していた解答水準と実際の解答水準との間に

大きな差異はなかった。ただし，前述のとおり，いかなる事実から「拘束」する行為を認定す

るのかを明確に指摘しない答案が相当数あったのは意外であった。

次にＡ社の行為が「不当に」行われたものか否かに関し，設問⑴においては，「不当に」とは

どのような意味か（公正競争阻害性のことであり，自由競争の減殺を意味すること），その意味

での「不当に」に該当するか否かの判断基準を示した上，Ａ社と他社のシェアの差異や一般消

費者がＡ社製の甲を指名買いする傾向等を踏まえてブランド内競争の重要性を検討しつつ，Ａ

社の行為が甲の小売業者の価格競争に及ぼす影響を分析・評価することを期待していた。とこ

ろが，多くの答案が，規範の定立や市場画定が明確でない，ブランド内競争とブランド間競争

との関係の理解が十分でない，あるいは問題文に記載がなく，また問題文から合理的に読み取

ることもできない事実を前提として議論を展開している，といった基本的な点でつまずいてお

り，結論に至る論旨が不明確であったことは予想外であった。

特に，自ら設定した自由競争減殺の該当性の判断基準に対応する結論の記載がない（例えば，

自由競争が減殺される場合には公正競争阻害性が認められるという解釈を提示する一方で，自

由競争が減殺されたか否かの結論の記載がなかったり，価格に影響がある場合には競争減殺が

あるという基準を設定する一方で，事実として価格に影響があるかどうかを記載することなく，

結局Ａ社が自社の甲の価格の表示を禁止することは「不当に」に該当すると結論付ける）とい

うような，経済法固有の問題というよりも法律解釈・適用一般のルールに従っていない答案や，

価格競争に対する影響の分析がない（例えば，Ａ社から出荷を停止すると言われれば小売業者

は従わざるを得ないから公正競争阻害性があるという論法），市場画定と事実認定が整合しない

（例えば，商品市場はＡ社製の甲と画定する一方で，Ａ社のシェアは約５５パーセントと指摘



したり，ブランド間競争を論じる）といった論理の瑕疵を有する答案が多かったことは，予想

と異なっていた。

また，設問⑵においては，前述のとおり，著名な最高裁判決（資生堂東京販売事件・最三判

平成１０年１２月１８日）の基準に全く言及しない答案が極めて多かったこと，また，甲をど

のように販売するかについて，Ａ社には，結果として高価格になるようなブランド戦略でもそ

れを選択・決定する自由があることに配慮を示さない答案が極めて多かったことは，予想と異

なっていた。

⑶ 「優秀」，「良好」，「一応の水準」，「不良」答案について

第１問に関しては，「優秀」な答案は，不当な取引制限の各要件について，適切な判断基準を

示した上で，考慮すべき事実の全部又は大部分を正確に摘示しながら説得的な当てはめを行い，

結論を導いているもの，「良好」な答案は，一定の判断基準を示した上で，考慮すべき事実のう

ち主要なものをおおむね正確に摘示しながら当てはめを行い，結論を導いているもの，「一応の

水準」の答案は，「良好」な答案と評価されるために必要なポイントのうち幾つかを欠いている

もの，「不良」な答案は，基本的事項についての論述を全く欠いているなど，事案処理能力が著

しく不十分とみられるものとした。

第２問に関しては，「優秀」な答案は，拘束条件付取引の該当性について，各設問における条

件の異同に着目しつつ，判断基準を示した上で，検討すべき事実を的確に摘示して結論を導いて

いるもの，「良好」な答案は，各設問における拘束条件付取引の該当性について，何らかの判断

基準を示した上で，検討すべき事実を的確に摘示して結論を導いているもの，「一応の水準」の

答案は，「良好」な答案と評価されるために必要なポイントのうち幾つかを欠いているもの，「不

良」な答案は，基本的事項についての論述を全く欠いていたり，出題趣旨から離れた記述に終始

するものとした。特に，各設問とも独占禁止法第２条第９項第５号（優越的地位の濫用）につい

てのみ論じ，拘束条件付取引に全く言及のない答案が散見されたが，これらは「不良」と評価し

た。

４ 今後の出題について

今後も，独占禁止法の基礎的知識の正確な理解，当該行為が市場における競争に与える影響の

洞察力，事実関係の検討能力及び論理性・説得性を求めることに変わりはないと考えられる。

５ 今後の法科大学院に求めるもの

経済法の問題は，不必要に細かな知識や過度に高度な知識を要求するものではない。経済法の

基本的な考え方を正確に理解し，これを多様な事例に応用できる力を身に付けているかを見よ

うとするものである。法科大学院は，出題の意図したところを正確に理解し，引き続き，知識

偏重ではなく，基本的知識を正確に習得し，それを的確に使いこなせる能力の育成に力を注い

でいただくとともに，論述においては，適用条文の選択・操作，構成要件の意義を正確に示し

た上，当該行為が市場における競争にどのように影響するかを念頭に置いて，事実関係を丹念

に検討し，要件に当てはめること，そしてそれを箇条書き的に列挙するのでなく，論理的・説

得的に表現することができるように教育してほしい。
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債務を弁済することが著しく困難である場合」に該当するか否かにつき，同項の趣旨や解釈を

示した上，具体的な事実から，事業の状況，弁済の状況，物的・人的担保の状況，Ａの資力等

に係る有意な事情を抽出し，これらを総合的に評価して当てはめることを求めるものである。

そして，総合的に評価した結果上記の場合に当たるとすれば，更に所得税法第４４条の２第

２項の適用が問題となり，同項各号の定めに従って同条第１項が適用されない額を明らかにし

た上，所得分類を検討した後，各種所得の総収入金額に算入する額を検討することが必要とな

る。条文の丁寧な検討，当てはめが期待される。一方，上記の場合に当たらないとすれば，上

記債務免除益は全額総収入金額に算入すべきこととなり，所得分類を検討した後，各種所得の

総収入金額に算入する額を検討することが必要となる。

設問２においては，火災により焼失した器具と備品に係る損失の金額を，事業所得の金額の

計算上，必要経費に算入することができるかにつき，事業所得の算定に当たり所得税法第３７

条第１項に規定する必要経費の額を控除する理論的な根拠に触れ，その趣旨が同項の別段の定

めに当たる同法第５１条第１項の資産の損失にも及ぶことを明らかにしつつ，同項の当てはめ

を行うことを求めるものである。

設問３においては，Ｂ銀行が本件債権の処理として採り得る措置について，問題文本文の本

件和解契約に基づく債務免除以外の方法として，本件債権の回収可能性を踏まえた金額による

①債権回収会社への債権譲渡と②評価換えを想定し，それぞれの場合における法人税法上の取

扱いについて，その異同を問うものである。①の場合には，債権譲渡による収益１億円が益金

の額に算入され（法人税法第２２条第２項），他方，本件債権の原価２億円が損金の額に算入

され（同条第３項第１号），②の場合には，同法第３３条第１項により，評価換えによる評価

損は，損金の額に算入されないと解されるが，法人税法上，損失の計上につき実現主義が採ら

れていることから異なる取扱いがされることを踏まえ，その異同を比較することを求めるもの

である。

［経済法］

〔第１問〕

本問は，化学物質の検査機器甲の製造業者Ａ社が，自社の製造した甲を，機器利用者である

日本国内の検査機関に販売するに際して，問題文記載の約定を付そうとする本件計画が，私的

独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」という。）第３条又は同法

第１９条に違反するか否かを問うものである。より具体的には，問題文記載の事実が，同法第

２条第５項（私的独占）又は不公正な取引方法の一般指定（以下「一般指定」という。）第１

０項（抱き合わせ販売等）の諸要件を満たすか否かの検討が求められる。選択した条項ごとに，

本件計画で示された内容やその他の事実関係に照らして，各条項の行為要件，競争への効果，

正当化の可否について検討することを要する。

一般指定第１０項の該当性を検討する場合，まず本件行為が抱き合わせであることを示すた

めに，抱き合わす商品役務（以下「主たる商品」という。）と抱き合わされる商品役務（以下

「従たる商品」という。）が別個の商品役務であること（いわゆる２商品性）を示す必要があ

る。その際には，別個の商品役務であることの意味と基準について説明するとともに，本問に

おける主たる商品と従たる商品を特定しなければならない。本件計画では，Ａ社のみが供給で

きるＡ社製甲向け定期点検サービスを所定の条件で受けるために，検査キット乙を事実上Ａ社

からのみ購入せざるを得ないことが問題であるため，主たる商品をＡ社製甲向け定期点検サー

ビス，従たる商品をＡ社製甲向け検査キット乙と認定することが想定されるが，主たる商品を

Ａ社製甲と認定することも可能であろう。そして，検査キット乙が，甲とは別売りされていて，

内容・機能面で甲と統合されているわけではなく，Ａ社製のもの以外にＤ社製及びＥ社製の競

合品が存在していることなどを踏まえて，２商品性を肯定することが考えられる。その上で，
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抱き合わせ行為における取引の強制の要件について，その意味と基準を説明し，本件計画が当

該要件を満たすか否かを検討する必要がある。その検討に際しては，甲の使用には当該甲の供

給メーカーによる年一回の定期点検又はオーバーホールが不可欠であり，他社による点検で代

替することはできないこと，甲は高価であり頻繁に買い換えることが困難であること，Ａ社製

以外の検査キット乙を購入して使用した場合には追加費用が生ずることなどを指摘し，評価す

ることが重要である。

次に，一般指定第１０項の「不当に」の該当性，すなわち，公正競争阻害性の有無を検討す

る必要がある。抱き合わせ行為の公正競争阻害性としては，自由競争減殺と競争手段の不公正

さが考えられるが，本問の事実関係の下では，主に自由競争減殺について検討することが求め

られる。その検討に際しては，主たる商品及び従たる商品についての商品市場及び地理的市場

を画定し，それを前提として競争への悪影響を検討する必要がある。市場画定については，画

定の必要性と基準を示した上，本問の事実関係に即して認定することになるところ，本問では，

主たる商品であるＡ社製甲向け定期点検サービス（又はＡ社製甲）と従たる商品であるＡ社製

甲向け検査キット乙について，それぞれ需要の代替性及び供給の代替性の有無を分析する必要

がある。自由競争減殺の有無を分析する市場として，従たる商品であるＡ社製甲向け検査キッ

ト乙の市場を取り上げることが適切であるが，その分析に当たっては，画定された両市場にお

ける競争の特徴を示す諸事実（主たる商品の市場におけるＡ社のシェアや地位等，従たる商品

の市場におけるＡ社や競争者のシェアや地位等）を適切に指摘・評価して，Ｄ社製及びＥ社製

のＡ社製甲向け検査キット乙が排除されるおそれがあるかどうかを論じることが求められる。

なお，競争手段の不公正さについて検討する場合も同様であり，Ａ社製甲向け検査キット乙

の市場における良質廉価な商品選択による競争が歪められる効果の有無や程度が，各市場にお

ける競争の特徴を示す諸事実に即して分析される必要がある。

さらに，本件計画の実施について，甲の使用におけるトラブル防止のための検査精度の確保

が理由として挙げられていることから，かかる理由による正当化の可否についても検討するこ

とが求められる。正当化が認められる余地は小さいと思われるが，その検討に際しては，本件

計画の目的や目的に照らした手段の合理性などの観点から分析を行い，本問の事実関係に即し

て，正当化の可能性があるか否かを説明する必要がある。その際には，甲の検査精度の確保は

目的として合理的であることを踏まえた上で，そのための手段としてオーバーホールの追加費

用負担を求めることなどの合理性をどのように評価するかが重要である。

本件計画については，一般指定第１０項に関する検討がより望ましいと考えられるが，一般

指定第１４項（競争者に対する取引妨害）の適用を検討する余地もある。取引妨害行為である

ことについては，本件計画の実施が，Ａ社製甲の購入者による検査キット乙の購入に際して，

当該購入者とＤ社及びＥ社との取引を妨害することを示す必要がある。一般指定第１４項の「不

当に」の検討については一般指定第１０項の場合と同様である。

次に，独占禁止法第３条の私的独占の禁止規定の適用を論じる場合には，同法第２条第５項

の該当性を検討する必要がある。

私的独占といえるためには，排除行為又は支配行為のいずれかの行為が行われていなければ

ならないが，本件計画によって，Ａ社製甲の購入者が，検査キット乙の購入に際してＤ社製及

びＥ社製の乙の購入を妨げられることになるため，本件計画については，排除に該当するか否

かの観点から検討する必要がある。その際，排除の定義について，ＪＡＳＲＡＣ事件（最判平

成２７年４月２８日民集６９巻３号５１８頁）などを踏まえて適切に示した上で，本問の事実

関係への当てはめを行う必要がある。本問では，検査機器甲・点検サービス・検査キット乙の

各市場におけるＡ社のシェアや地位等の評価が重要となる。排除行為の類型として，抱き合わ

せと構成することが期待されるが，その場合に検討すべき内容は一般指定第１０項の場合と同

様である。



- 28 -

私的独占による反競争効果は，「一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」で

あるが，ここでも基本的な検討の枠組みは一般指定第１０項の場合と同様である。

まず，「一定の取引分野」に関して市場画定を行う必要がある。一定の取引分野の意味と画

定の基準を示し，本問の事実関係に即して市場を認定することが必要である点は，一般指定第

１０項に関して述べたとおりである。

次に，競争の実質的制限については，その定義を示した上で，その認定に関わる事実を問題

文の中から適切に拾い上げて総合的体系的に説明することが必要である。抱き合わせ行為を排

除行為とした場合には，いずれの市場での競争の実質的制限を問題としているのかを明確に指

摘する必要があるが，本問の場合には，従たる商品であるＡ社製甲向け検査キット乙の市場で

の効果を分析することが適切であろう。その場合にも，一般指定第１０項の自由競争減殺の分

析と同様に，各市場における競争の特徴を示す諸事実を示しながら，競争の実質的制限の有無

を論じる必要がある。

「公共の利益に反して」については，その解釈論（例えば，石油価格協定事件・最判昭和５

９年２月２４日刑集３８巻４号１２８７頁）を提示し，「公共の利益」の意味や，これに基づ

いて行為を正当化する際の考え方を説明する必要はあるが，実質的には，一般指定第１０項に

関する説明の中の正当化の部分で述べた内容と同じ議論が当てはまる。

なお，解答に際して，私的独占又は不公正な取引方法のいずれか一方を主たる検討対象とし

て選択した場合に，他方の違反類型についても検討して論述することが期待される。

〔第２問〕

本問では，既に競争事業者の多くが事業から撤退する中で，かろうじて残存しているものの，

業績不振に陥っていて，事業の継続が危ぶまれている競争事業者間で，生き残りをかけて企業

結合や業務提携を目指す場合に生じる，企業の論理と独占禁止法のあつれきを問題にしている。

小問⑴では，競争事業者間での事業統合を，⑵では，競争事業者間でのＯＥＭ契約及び物流業

務の提携という，新聞等で頻繁に取り上げられている事例を取り扱うこととした。

本問全体を通して，独占禁止法の個々の条文よりも，同法全体の体系をどれだけ理解してい

るかを問うことにした。競争事業者間での企業結合と業務提携は水平的な競争制限効果が発生

する行為という意味では，紙一重の関係にある（これは垂直関係にある事業者間での企業結合

や提携の場合にも当てはまる。）。両社の事業を企業として一体とすれば企業結合の問題になる

し（⑴の事業統合，同法第１５条の２第１項第１号），契約関係で処理をするのであれば不当

な取引制限の問題になる（⑵の業務提携，同法第２条第６項・第３条）。こうした競争事業者

間での業務提携は，ハードコアカルテルと評価されるものではなく，それがもたらす効率性の

改善を始めとする競争促進効果と競争制限効果を比較衡量してその適法性が評価されるべきこ

とが正確に理解されている必要がある。

また，独占禁止法の適用場面において，企業の事業活動に関する一般的な理解を有している

ことも問われることになる。本問では，「需要家である日本企業の工場の海外移転による内需

の減退や輸入品の増加により採算性が悪化した」という事業環境にあって競争事業者２社が既

に事業から撤退したが，それにもかかわらず，残存企業は余剰生産能力を抱えており，稼働率

が「５０パーセント」「４０パーセント」でしかなく，「過去３年にわたって営業赤字が継続し

ており，事業存続性が問題と」なっている。これが極めて異常な事態であることに気付く必要

がある。このような状況であれば，普通の企業であれば，競争事業者等との企業結合又は業務

提携を考えるし，それができない場合には事業撤退を真剣に検討する必要に迫られるであろう。

その意味では，「破綻企業（事業）」（ｆａｉｌｉｎｇ ｃｏｍｐａｎｙ）の理論の適用が問題

となる状況に至っている。

本問では，問題文で提示されている検討案（事業統合案及び業務提携案）だけでは，違法と
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も適法とも判断しにくい事実関係を設定している。そのような中で，どのような要素を重視し

て違法性・適法性の判断をするのかに着目することとした（結論としては，独占禁止法に違反

するとするのでも，違反しないとするのでも構わない。）。

また，本問は，既に実行された行為についての法的評価をただす問題ではなく，事業統合や

業務提携の「検討」段階（⑴では公正取引委員会に対する届出を必要とする取引であることを

明示している。）での事前の法的リスクの評価（事業統合については公正取引委員会が行うで

あろう企業結合審査結果の想定）を問うものであり，その評価の過程で見いだした問題点に対

する解決策の提示も期待している。したがって，問題文で提示されている検討案をそのまま実

施した場合に独占禁止法上の問題を惹起する可能性があるというだけでは，不十分である。事

業統合の場合であれば，仮に企業結合審査の過程で問題が指摘された場合，直ちに公正取引委

員会から排除措置命令を受けるわけではなく，何らかの問題解消措置を採ることで事業統合が

認められる余地がないかを検討するのが一般的である。そこで，問題文で提示されている検討

案の問題点や違法性を指摘する場合に，かかる指摘にとどまるのではなく，独占禁止法の原則

に整合的な解決策の提案を行えるのかにも着目することとした。

以下，小問ごとに，出題の意図を説明する。

上記のとおり，国内需要の減少に伴い，競争事業者は２社にまで減じている中で，その２社

が生き残りを図るために採れる手段は必ずしも多くはない。取り分け，過去３年間営業赤字と

なっており，生産設備の稼働率も５０パーセント又は４０パーセントと低下しているので，こ

れ以上のコストの引下げ余地はない。しかも，Ｘ製品は化学製品であって，輸入品と品質差は

ないということであるから差別化もしにくい商品であり，より安価な輸入品に物流サービスの

質でしか対抗できていない。需要家は品質差がない輸入品の価格を承知しており，当該価格に

物流サービスに伴う付加価値を加えた程度の価格（輸入品の調達に切り替えた場合に必要な追

加コストを輸入品の価格に加えた価格）でしか購入しないと想定される。

こうした場合，事業者とすれば，国内の残存競争事業者との間で，販売面まで含めた事業統

合を図るか，製造や物流部分の共通化を目指すのはむしろ当然である。いずれの場合も，生産

設備の稼働率を向上させ，単位当たりの生産コストを引き下げるという効率性の改善が強く期

待できる。

しかし，⑴の事業統合をする場合には，販売面での統合を伴うため，販売市場でのシェアが

９０パーセントと高くなる（国産品と輸入品の間で品質差がない製品のため，シェアを１００

パーセントとするのは誤りである。）。この場合，輸入品の牽制力や需要家の競争圧力がどこま

で効くのかが市場への影響を判断する上で焦点になるだろうし，評価が分かれるところであろ

う。結局のところ，海外市況の影響も受けるであろうし，海外供給者の供給余力の問題や輸入

者の物流サービスの改善努力にも関わるところであるが，こうした競争圧力には一定の限界が

あると見ることができるだろう。他方で，当事会社は事業存続性が問題になるような経営状況

であり，検討されている事業統合により稼働率の大幅な向上など効率性の改善も期待できる。

このような事業統合は競争を実質的に制限することとなるとしてこれを認めないとする考え

も，当事会社の経営状況の深刻さや効率性の改善を評価してこれを認める考えも十分成立し得

る。なお，上記のとおり，問題文で提示されている事業統合案のままでは競争を実質的に制限

することとなると考えた場合には，問題解消措置等の提案がなされることが期待される。

次に，⑵の業務提携はＯＥＭ契約といわれるものであり，一種の共同生産であって，高い頻

度で利用されている競争事業者間での業務提携の一種である。併せて，物流業務の提携も目指

されているが，当該提携については，我が国において，寡占市場で非常に高い市場シェアを有

する同業者間でも物流コスト削減のために行われていることから分かるように，まず独占禁止

法上問題視されることが少ない業務提携の一種である。

ＯＥＭ契約では，①原材料の調達市場でのシェア，②当該製品の市場シェア，③コストの共
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通化の程度等で，その適法性が判断される。取り分け，③については，生産を委託する事業者

が原材料を別途調達して受託者に提供する事案と，原材料の調達まで委託する事案とでは判断

が異なることが多い。本件では，Ｂ社がＡ社に生産委託するに際して，Ｘの生産に必要な主要

原料（Ｘの製造原価の６０パーセント程度）を，こうした委託生産に必要な量だけ「提供」（「販

売」ではない。）するのであって，製造原価の６０パーセントも占める主要原料についてはコ

ストが共通化しない。また，主要原料は「提供」されるのであって販売されるわけではないの

で，実際の主要原料のコスト情報はＡ社と共有されない。生産委託費用として支払われるのは，

主要原料以外の製造原価（例えば，副原料費・動力費・工場人件費・固定費等）の実費の１０

３パーセントであって，マークアップ分は僅かであり，ほぼ実費ベースでの生産の受委託であ

ると評価できる（なお，こうした費用も，稼働率が上がれば，単位当たりの固定費は低下する

ため，引下げが期待できる。）。すなわち，両社間で共通化する製造原価は主要原料を除く僅か

に４０パーセントでしかない。その意味では，Ａ社とＢ社の間では十分に競争の余地が残るし，

物流費用以外の販売管理費でも競争する余地がある。

これまで，こうしたＯＥＭ契約の場合には，それがもたらす競争制限効果と競争促進効果（特

に，本件では２社が競争単位として存続すること）を評価して，業務提携の適法性を肯定する

例がほとんどである。ただし，本件では，物流業務の提携に伴って，顧客及び出荷先に関する

情報を競争事業者に提供するという設定にしている。そもそも物流業務の提携を行う以上，当

該情報を委託者が受託者に提供することは前提であるし，不可欠な要素であろう。しかし，こ

うした情報は，営業機微情報とも解される余地があり，かかる情報を交換することが競争の実

質的制限につながる可能性も皆無ではない。この点，⑵の業務提携はいまだ計画段階であるた

め，かかる情報提供行為が問題であれば，その問題を除去することで，提携そのものは実施で

きる可能性が高まる。例えば，顧客及び出荷先に関する情報は，相手先の物流部門にのみ提供

し，営業部門には提供せず，営業部門と物流部門の間で情報遮断をする措置を採ることなどが

考えられる。

［知的財産法］

〔第１問〕

１ 設問１は，専用実施権が設定されている場合の特許権者による差止請求の可否及び先使用

権の成否等を問う問題であり，設問２は，間接侵害の成否等を問う問題であり，設問３は独

占的通常実施権者に固有の差止請求権や損害賠償請求権が認められるか，それらが認められ

る場合，特許法（以下「法」という。）第１０２条第２項の類推適用が認められるか否か等

を問う問題である。

２ 設問１については，第１に，Ｘ１はＸ２に対し範囲を全部とする専用実施権を設定してい

ることから，法第６８条ただし書により，もはや特許権者であるＸ１はＹに対し差止請求権

を行使することはできないのではないかが問題となる。この点に関しては，特許権者は，そ

の特許権について専用実施権を設定したときであっても，当該特許権に基づく差止請求権を

行使することができる旨判示した最高裁判所平成１７年６月１７日判決民集５９巻５号１０

７４頁【リガンド分子安定複合体事件】を念頭に置きつつ，自説を説得的に論述することが

求められる。第２に，仮にＸ１に差止請求権が認められるとしても，Ｙは，Ｙ製品１につき，

本件特許の出願前に既に発明を完成し，生産ラインの設計・製造を外部に発注していること

から，Ｙが先使用権（法第７９条）を有すると主張することが考えられる。この点に関して

は，まず，「事業の準備」の意義が問題となるが，「事業の準備」とは，その発明につき，い

まだ事業の実施の段階には至らないものの，即時実施の意図を有しており，かつ，その即時

実施の意図が客観的に認識される態様，程度において表明されていることを意味すると判示

した最高裁判所昭和６１年１０月３日判決民集４０巻６号１０６８頁【ウォーキングビーム
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平成２９年司法試験の採点実感（経済法）

１ 出題の趣旨について

出題の趣旨は，別途公表している「出題の趣旨」のとおりである。

２ 採点方針

出題した２問とも，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」とい

う。）上の制度・規定の趣旨及び内容を正確に理解し，問題文の行為が市場における競争にどのよ

うな影響を与えるかを念頭に置いて，問題点を指摘し，法解釈を行い，事実関係を丹念に検討した

上で，要件の当てはめができるか，それらが論理的かという点を評価しようとした。

特に，独占禁止法の基本を正確に理解し，これに基づいて検討することができているかを重点的

に見ようとしており，公表されている公正取引委員会の考え方やガイドライン等について細かな知

識を求めることはしていない。

⑴ 第１問

第１問は，Ａ社が検査機器甲を販売するに当たって，顧客に対して条件を付すこと（本件計画）

により，検査キット乙についても自らと取引することを当該顧客に強制し，Ａ社以外の乙の販売

業者（競争者Ｄ及びＥ）を市場から排除することについて，その独占禁止法上の問題点に関する

理解を問うものである。

まず，適用法条については，検討すべき条文として独占禁止法第２条第５項（私的独占）及び

不公正な取引方法の一般指定（以下「一般指定」という。）第１０項（抱き合わせ販売等）を的

確に選択することができているかを見た。出題の趣旨において述べたとおり，私的独占と不公正

な取引方法（抱き合わせ販売等）の双方について論述することが期待されたところであり，いず

れか一方のみを選択して論述した答案に対し，そのことを理由として減点はしなかったが（一方

の違反類型について十分に論述すれば満点を得られるように配点した。），他方で，双方の違反類

型について論述した答案に対しては，その部分を加点要素として評価した。

次に，行為要件及び効果要件については，当該条文の各要件（「他の事業者の事業活動を排除

し」，「一定の取引分野における」，「競争を実質的に制限する」，「他の商品又は役務」，「購入させ」，

「不当に」など）について正確に規範を定立し，当てはめを行うことができているか，特に，排

除行為及び排除効果については，問題文に記載された事実関係に基づいて多角的に検討できてい

るかどうかを評価の対象とした。

さらに，正当化事由については，いずれの結論であっても，適切な判断基準を示し，問題文に

記載された事実関係に基づいて自らの結論を論じることができているかどうかを評価の対象とし

た。

⑵ 第２問

第２問は，存続が危ぶまれている事業部門を抱える２つの競争者による事業統合案及び業務提

携案の独占禁止法上の問題点を問うものである。小問⑴の事業統合案と⑵の業務提携案とは，事

業者にとっては，同一の目的を実現するための代替的な選択肢であるが，その独占禁止法上の取

扱いにおいては異なる面が多い。小問⑴と⑵との異同を踏まえた上で，それぞれについて，どこ

まで独占禁止法上の問題点を的確に指摘できているかを採点において重視した。また，その際，

法律問題の検討以前の問題として，そもそも小問⑴の事業統合案と⑵の業務提携案とが，それぞ

れ，いかなる事業上の効果を狙っているのかについて正確に理解できているかどうかにも着目し

た。

小問⑴では，競争者であるＡ社とＢ社は，それぞれのＸ事業を共同新設分割方式で切り出して，

Ｘの生産についてはＡ社のＰ工場に集約するという事業統合案が提示されている。独占禁止法上

は，同法第１５条の２第１項第１号に該当するかどうかが問われる。具体的には，まず本問で問
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題となる「一定の取引分野」を画定した上で，問題文中にある事実を拾い上げて「競争を実質的

に制限することとなる」に該当するかどうかを検討する必要がある。その際，当然のことながら，

「一定の取引分野」の意味と画定の基準，「競争を実質的に制限することとなる」の意味と認定

の在り方について一般論が提示されることが不可欠である。本問の場合，「一定の取引分野」の

範囲が日本国内におけるＸの製造販売に係る取引分野であることは自明なので，「競争を実質的

に制限することとなる場合」に該当するかどうかの判断が重要となる。

本問の事業統合案は，Ａ社とＢ社による水平型事業統合に当たり，また，Ａ社とＢ社以外に国

内に競争者はいないことから，単独行為による競争の実質的制限の蓋然性が問題となる。その判

断において重視されるべき要素としては，Ａ社及びＢ社のＸ事業におけるシェアと地位，輸入品

からの競争圧力，需要者からの競争圧力のほか，当該事業統合案によってもたらされる効率性が

挙げられる。また，本問の事業統合案は，業績不振部門の存続を図るものであるから，企業結合

ガイドラインにいう「経営状況」，すなわち，事業統合なき場合にＡ社及びＢ社によるＸ事業か

らの撤退があり得ることとの比較において事業統合が競争に及ぼす影響も考慮する必要がある。

結論自体は，合法，違法のいずれでも構わないが，結論に至る論理の首尾一貫性や説得力を評価

した。また，通常の企業結合審査においては，審査対象の事業統合案が違法か合法かという二者

択一的な判断がなされることはほとんどなく，独占禁止法上の問題を解消するために何らかの条

件を付した上で事業統合案そのものは容認するという処理がなされることが圧倒的に多い。その

ことを意識して，事業統合案が容認されるために想定される条件（いわゆる問題解消措置）の内

容にまで言及しているかどうかも評価の対象とした。

小問⑵では，Ｂ社は，Ｘの生産から撤退し，Ａ社とＯＥＭ契約を締結してＸの生産と物流の業

務をＡ社に委託するが，その販売は各社が独自に行うという業務提携案が提示されている。また，

Ｂ社は主要原料をＡ社による共同生産に際して供給することで，コストの共通化部分は限定的な

ものとなっている。

この業務提携案においては，複数の競争者間で事業部門の完全な統合が行われるわけではなく，

Ｘの生産と物流に関する事業活動について契約による拘束が生じるのみであるから，独占禁止法

第２条第６項にいう不当な取引制限として同法第３条後段に違反するかどうかが問われる。本問

の業務提携案は，講学上の非ハードコアカルテルに該当するので，行為要件の充足もさることな

がら，効果要件，すなわち「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」を充足するかど

うかの判断が重要となる。

その判断においては，予想される競争制限効果と競争促進効果との比較衡量が求められる。本

問で重要となるのは，競争制限効果の分析である。本問のようなＯＥＭ契約の場合，競争者の間

で製造販売に要する費用が共通化される程度と，競争上重要な情報が交換されることにより協調

行動が促される可能性に着目する必要がある。この点，本問では，Ｘの製造原価の６０パーセン

トを占める主要原料はＢ社がＡ社に「提供」（「販売」ではないことに注意）することとなってい

ること，物流業務の委託に際してＢ社がＡ社に対し顧客及び出荷先に関する情報を提供すること

となっていることの評価が重要となる。ここでも，結論自体は，合法，違法のいずれでも構わな

いが，結論に至る論理の首尾一貫性や説得力を評価した。併せて，競争制限効果の発生を防止す

るための何らかの追加的な措置（具体的には情報遮断措置）を採ることで，結論が異なるとすれ

ば，こうした措置についても言及していることを加点要素とした。

３ 採点実感等

⑴ 出題の趣旨に即した答案の存否，多寡について

ア 第１問

(ｱ) 適用法条について

第１問では，本件計画が，Ａ社製甲向け乙の市場においてＤ及びＥを排除するに至ること
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が問題となることを論述する答案が多数であり，その限度では独占禁止法上の問題点がおお

むね理解されていた。しかし，適用法条に関しては，行為の態様とその効果に照らして最も

適合する行為類型（抱き合わせ）を的確に指摘できていない答案が相当数あった。

具体的には，甲を購入した顧客に条件を付ける点に着目して，排他条件付取引（一般指定

第１１項）や拘束条件付取引（一般指定第１２項）と構成している答案が相当数あったが，

本件計画は，顧客が甲の競争者と取引することを排除するものではなく，乙の取引を顧客に

強制し，乙の競争者を排除するものであることに着目すれば，２商品（甲ないし甲の定期点

検サービスと乙）の「抱き合わせ」の該当性を論じることがより適切であることに気付くべ

きと思われる。

他方，乙の販売業者（競争者）を排除する点に着目して，不公正な取引方法のうち競争者

に対する取引妨害（一般指定第１４項）として捉える答案もあったが，それが完全に誤りと

まではいえないものの，本件における競争者の排除が，Ａ社製甲の定期点検サービス（又は

Ａ社製甲）の市場における優位性を背景として，顧客に対しＡ社製乙の購入を強制すること

によるものであることを考えれば，不公正な取引方法における行為類型としては，取引強制

を通じた競争者排除（独占禁止法第２条第９項第６号ハ，一般指定第１０項）であり，その

中でも特定商品の競争力をてこにした取引強制である一般指定第１０項前段の排除型の「抱

き合わせ販売」が最も適合するものであることに考えが至るべきと思われる。

また，本件では，抱き合わせ行為による効果としては，公正競争阻害性のみならず競争の

実質的制限にまで至ることが容易に考えられる事案であることから，不公正な取引方法（抱

き合わせ販売等）と私的独占の双方の該当性が問題となる事案であることを指摘することが

望まれたが，その指摘ができている答案は多くなかった。

(ｲ) 行為要件について

不公正な取引方法（抱き合わせ販売等）及び私的独占のいずれについても，行為要件の該

当性を検討するに当たっては，顧客に対して自らとの取引を強制することになる根拠として，

検査機器甲の特質，特に，甲が高価で買換えが難しいこと，Ａ社製甲の使用に当たってＡ社

製甲向けの乙が不可欠であり，また，Ａ社による定期点検又はオーバーホールが不可欠であ

ることなどを指摘した上で，Ａ社製乙を用いてＡ社による定期点検サービスを受ける場合と

他社製乙を用いてＡ社によるオーバーホールを受ける場合の経済的出えんの差異を示し，取

引強制のメカニズムを明らかにすることが望まれたが，結論と簡単な理由のみを記載してい

る答案が相当数あり，その根拠を多角的に論証できている答案が多数とはいえなかった。

(ｳ) 効果要件について

不公正な取引方法（抱き合わせ販売等），私的独占のいずれであれ，排除効果の有無等を

検討する前提として，市場画定が不可欠であるところ，本件では，Ａ社製甲向け乙の国内市

場が検討対象市場であることについては，需要の代替性等も踏まえておおむねよく論述され

ており，市場画定について全く記載していない答案や，甲の国内市場のみを検討している答

案は少数であった。

ただし，本件では，行為要件の該当性（上記（ｲ）参照）及び市場画定を踏まえて，Ａ社

製甲の顧客がＡ社製乙を購入せざるを得ないことが，なぜ，検討対象市場においてＤ及びＥ

を排除することになるかについて，Ａ社製甲向け乙に係る各社のシェアや競争能力，代替的

な取引先の有無など問題文に記載されている考慮要素をできる限り多く検討して論述するこ

とが望まれたが，結論と簡単な理由のみを記載している答案も少なくなく，その根拠につい

て十分記載している答案が多数とはいえなかった。

さらに，私的独占について論述する場合には，競争の実質的制限に至ることを，その解釈

も含めて論述する必要があるところ，競争の実質的制限の定義については，おおむね正確に

記載している答案が多かったが，隣接市場である甲市場が与える影響の有無，輸入や新規参
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入の可能性なども指摘して競争の実質的制限に至る根拠を多角的に論じられている答案は多

くなかった。

(ｴ) 正当化事由について

本件は，正当化事由の主張が考えられる事案であり，それを「不当に」，「競争の実質的制

限」，「公共の利益」のいずれかの解釈として論じている答案が多かった。ただし，その条文

上の根拠について全く記載していない答案も散見された。

また，正当化事由の有無については，その判断基準として，①本件計画の目的の正当性，

②当該目的を達成する手段としての本件計画の必要性・相当性及び③他により競争制限的で

ない手段によって当該目的を達成する可能性の点から検討すべきことを的確に記載している

答案が多かった。結論として正当化事由を認めない答案が多数であり，具体的には，甲の検

査精度の確保という目的は正当とした上で，当該目的を達成する手段としての本件計画の必

要性・相当性を欠くとした答案のほか，Ｄ及びＥの排除を目的としたものと認定して目的の

正当性を欠くとした答案もあった。

イ 第２問

まず小問⑴については，適用条文，「一定の取引分野」の画定の在り方と本問における当て

はめ，「競争を実質的に制限することとなる場合」の定義は，おおむねよく書けていた。しか

し，本問では単独行動による競争の実質的制限の蓋然性が問われることについては，そのこと

への言及すらない答案も目立った。また，Ｘの輸入品が本問の「一定の取引分野」に含まれな

いと考える（したがって，事業統合後の合弁会社のＸのシェアを１００パーセントと考える）

答案が少なからずあった。

「競争を実質的に制限することとなる場合」の判断において重視されるべき要素のうち，輸

入品からの競争圧力，需要者からの競争圧力については，これらに言及する答案は多かった。

事業統合に伴う効率性については，これに言及する答案自体は多かったが，独占禁止法第１条

における同法の究極目的に照らした行為の正当化事由の問題としてこれを取り上げる答案が多

かった。企業結合審査における効率性の考慮は，飽くまでも「競争を実質的に制限することと

なる場合」の判断の枠組み内でなされるというのが企業結合ガイドラインの立場である。また，

本問の事業統合による効率性の達成が輸入品の排除につながり得るという論理に基づき，これ

を競争制限効果としてのみ考慮する答案も散見された。最後に，いわゆる「経営状況」の問題

に触れた答案は，極めて少数であった。

これらの要素を列挙しつつ，どのような結論を導くかについては，論理の一貫性に疑問を抱

かせる答案や，そもそも説明不足のため，個々の要素に対する評価がどのようにして結論に結

び付くのかが分かりにくい答案が目立った。また，本問のような事業統合案の場合，仮に競争

の実質的制限の蓋然性が払拭されない場合でも，何らかの措置を講じることで企業結合が容認

されることになると予想されるし，実際にも，そうした問題解消措置の内容を検討することな

く届け出られた企業結合について違法だとして排除措置が採られる例は皆無といってよい。そ

こまで見越して，条件付き容認の立場から，いかなる内容の条件が望ましいかに触れた答案は，

ほとんどなかった。

小問⑵については，まず，適用条文として独占禁止法第１６条第１項第４号や同法第２条第

５項を挙げる答案が少なくなかったことは意外であった。ＯＥＭ契約は，共同生産の一形態で

あり，独占禁止法上は，非ハードコアカルテルとして位置付けられる。適用条文として同法第

２条第６項を挙げた答案においても，これを非ハードコアカルテルとして性格付け，そのよう

な性格にふさわしい判断の枠組み（競争制限効果と競争促進効果との比較衡量）を提示する答

案は少なかった。同項の行為要件の当てはめについては，比較的よく書けていたが，価格カル

テルに係る先例の判旨を機械的に当てはめて，相互拘束の対象となる事業活動を価格設定と捉

える答案が散見された。
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小問⑵における最大の評価のポイントは競争の実質的制限の有無の判断である。この点で特

に気になったのは，競争者の間でのコストの共通化の程度に言及する答案が想定よりも少なか

ったことである。また，コストの共通化の程度に言及する答案の中でも，Ｘの製造原価の６０

パーセントを占める主要原料をＢ社が「提供」することの意味を正確に理解せず，当該６０パ

ーセントの部分についてコストが共通化されるとか，当該部分について競争者間で原価の情報

が共有化されるといった誤解に基づく答案が散見された。もっとも，物流の委託に伴う競争上

重要な情報の共有可能性に言及する答案は多かった。なお，ここでも小問⑴と同様に，問題文

の説明のままでは競争の実質的制限の可能性は払拭されないが業務提携案に修正条件を加える

こと（具体的には，Ａ社における，営業を担う営業部門とＢ社から物流の委託を受ける物流部

門との間での情報遮断措置）により独占禁止法上の問題を解消できると考える余地があるし，

むしろ，こうした措置を講じることなく無条件で業務を委託することは考えにくい。しかし，

残念ながら，小問⑵においても，いかなる修正によって独占禁止法上の問題を解消できるかに

触れた答案は極めて少なかった。

⑵ 出題時に想定していた解答水準と実際の解答水準との差異について

ア 第１問

上記⑴ア(ｱ)のとおり，行為の態様とその効果に照らして最も適合する行為類型（抱き合わ

せ）を的確に指摘できていない答案が相当数あったことは予想外であり，その検討の有無で点

数に差が生じる結果となった。また，問題文に記載された事実関係を踏まえて多角的に要件該

当性を論じられている答案は，想定していたほど多くはなかった。

他方，「購入させ」，「他の事業者の事業活動を排除し」，「一定の取引分野」，「不当に」，「競

争を実質的に制限する」，「公共の利益に反し」といった各要件の定義・判断基準及びそれらに

対する当てはめについて一通り論じている答案は多く，その点については，出題時に想定され

ていた解答水準との間に大きな差異はなかった。

イ 第２問

個々の論点における想定解答水準と実際の解答水準との差異については，既に上記⑴イで言

及したとおりである。全体として見ると，小問⑴については，良くも悪しくも，ほぼ想定どお

りの解答水準であった。「経営状況」（経営不振部門の問題）の考慮に言及する答案が少ないで

あろうことは当初から想定されていたが，現実のＭ＆Ａに関わる実務ではこの種の問題は決し

て珍しくはないので，実務の動向を踏まえた学習の重要性を強調する意味であえてこのような

設定にした次第である。小問⑵については，ＯＥＭ契約は，公正取引委員会の事前相談の実務

において比較的多く取り上げられており，非ハードコアカルテルの一つの典型例とも考えられ

るが，その割には，想定以上に学習不足を感じる答案が多かった。取り分け，独占禁止法上の

問題点の検討以前に，設問中の業務提携案が提起される文脈やその狙いについての理解が不十

分な答案が想定以上に多かった。また，小問⑴と⑵に共通する特徴として，独占禁止法上の問

題を解消するための条件の提示にまで言及する答案は，想定以上に少なかった。そもそも，我

が国で，企業結合分野や非ハードコアカルテル分野において，違反とされた先例が少ないのは，

公正取引委員会との協議を通じて，想定される独占禁止法上の問題を解消するための措置を採

ることで違反を回避することが多いからであるが，そのような実態が十分に認識されていない

ように思われた。独占禁止法の解釈適用は，問題となる企業活動の実態の理解なくしては十分

になし得ないが，本問の答案全体を通じて，その点での理解の不十分さを感じた。

⑶ 「優秀」，「良好」，「一応の水準」，「不良」答案について

ア 第１問

「優秀」な答案は，本件計画が抱き合わせ行為に該当することを指摘し，不公正な取引方法

（抱き合わせ販売等）及び私的独占の各要件について，適切な判断基準を示した上で，考慮す

べき事実の全部又は大部分を正確に摘示しながら説得的な当てはめを行い，結論を導いている
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もの，「良好」な答案は，不公正な取引方法（抱き合わせ販売等）ないし私的独占のいずれか

の各要件について，一定の判断基準を示した上で，考慮すべき事実のうち主要なものをおおむ

ね正確に摘示しながら当てはめを行い，結論を導いているもの，「一応の水準」の答案は，「良

好」な答案と評価されるために必要なポイントのうち幾つかを欠いているもの（例えば，本件

計画が抱き合わせ行為に該当することの指摘がなくても，Ｄ及びＥがＡ社製甲向け乙の市場か

ら排除されることについて，適切な判断基準を示した上で，考慮すべき事実のうち主要なもの

をおおむね正確に摘示しながら当てはめを行い，不公正な取引方法ないし私的独占に係る結論

を導いているものなど），「不良」な答案は，本件計画によりＤ及びＥがＡ社製甲向け乙の市場

から排除されることなどの不公正な取引方法ないし私的独占に係る基本的事項についての論述

を欠いており，出題趣旨から離れた記載に終始するものとした。

イ 第２問

「優秀」な答案は，小問⑴と⑵のそれぞれについて，適用条文を正確に指摘し，各条文の各

要件につき適切な判断基準を示した上で，考慮すべき事実を過不足なく拾い上げ，それら諸事

実について独占禁止法の観点から適切に評価を加えるとともに，それらの評価を論理整合的に

結論に結び付けることができているものとした。「良好」な答案は，適用条文を正確に指摘し，

各条文の各要件につき適切な判断基準を示した上で，考慮すべき事実の大部分を拾い上げ，そ

れら諸事実について独占禁止法の観点からそれなりに評価を加え，一定の結論を導くものとし

た。「一応の水準」の答案は，「良好」な答案と評価されるために必要なポイントのうち幾つか

を欠いているもの，「不良」な答案は，基本的事項についての論述を全く欠いているなど，事

案処理能力が著しく不十分と見られるものとした。なお，小問⑵について独占禁止法第１６条

第１項第４号や同法第２条第５項を適用条文とする答案に関しては，当該部分に関して「不良」

答案と評価した。

４ 今後の出題について

今後も，独占禁止法の基礎的知識の正確な理解，問題となる行為が市場における競争に与える影

響の洞察力，事実関係の検討能力及び論理性・説得性を求めることに変わりはないと考えられる。

５ 今後の法科大学院に求めるもの

経済法の問題は，不必要に細かな知識や過度に高度な知識を要求するものではない。経済法の基

本的な考え方を正確に理解し，これを多様な事例に応用できる力を身に付けているかを見ようとす

るものである。法科大学院は，出題の意図したところを正確に理解し，引き続き，知識偏重ではな

く，基本的知識を正確に習得し，それを的確に使いこなせる能力の育成に力を注いでいただくとと

もに，論述においては，適用条文の選択や構成要件の意義を正確に示した上，問題となる行為が市

場における競争にどのように影響するかを念頭に置いて，事実関係を丹念に検討し，要件に当ては

めること，そしてそれを箇条書き的に列挙するのでなく，論理的・説得的に表現することができる

ように教育してほしい。
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（同時確定説），両者の確定時期は同時とは限らないと考えるか（異時確定説）で判断が分かれ

るし，後者の立場に立つ際には，本件横領がＸ社の代表者であるＡによりなされていること，

その事実が具体的に明らかになったのは平成２９年中の税務調査がきっかけであることなどの

事実に触れつつ，本件における損害賠償請求権の収入すべき権利の確定時期を説得的に論じる

必要がある。なお，本設問では，異なる見解への言及を求めていないため，自説を論理的，説

得的に記述することのみが求められているところ，関連する有力な下級審裁判例（東京高判平

成２１年２月１８日訟月５６巻５号１６４４頁）があり，参考となろう。

設問３．では，本件納税告知処分の適法性が問われている。本件納税告知処分は，本件資金

移動が平成２７年分のＡの役員賞与であって，所得税法第２８条第１項の給与等に該当し，Ｘ

社が同法第１８３条第１項の源泉徴収義務を負うことが前提とされているから，本件納税告知

処分が適法か否かは，本件資金移動がＡの給与所得に該当するか否かにより判断されることに

なる。そして，本問では，「結論を異にする見解」への言及が求められているから，本件資金移

動がＡの給与所得に該当すると考える場合も，該当しないと考える場合も，ともに異なる考え

方がどのような根拠に立って論じられ得るかについて，論理的な記述が求められる。

具体的には，給与所得の意義に関する判例（最判昭和５６年４月２４日民集３５巻３号６７

２頁，最判平成１７年１月２５日民集５９巻１号６４頁など）に照らして，本件資金移動が給

与所得に該当するか。給与所得の範囲に関する判例（最判昭和３７年８月１０日民集１６巻８

号１７４９頁）に照らして，給与所得の範囲に含まれると考えるか。源泉徴収制度の趣旨に照

らして，本件資金移動についてＸ社に源泉徴収義務を負わせることが適当であるか，などが論

点として考えられる。

なお，比較的近年，人格なき社団の代表者が人格なき社団から受けた債務免除益が給与所得

に該当し得るとする最高裁判決（最判平成２７年１０月８日訟月６２巻７号１２７６頁）があ

る。また，本問と同様に法人の代表者による横領について法人が負う源泉徴収義務が争われた

下級審裁判例が複数あり，参考になろう。

［経済法］

〔第１問〕

第１問の設問⑴は，「不当な取引制限」の成立要件である「共同して・・・相互に」，すなわ

ち「意思の連絡」の有無を，与えられた事実関係からどのように丁寧に認定するのかを主とし

て問うものである。あわせて，不当な取引制限，取り分け価格カルテルに関するその他の論点

を，設定された事実関係から適切に発見し，それに対する解答を論理的に導くことが求められ

る。このような論点の発見・分析・判断を問うことが出題の主たる目的である。論点に関して，

不当な取引制限の定義規定である私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独

占禁止法」という。）第２条第６項の各要件を正確に理解していることは当然の前提としてい

る。

近時，公正取引委員会のみならず世界各国の競争当局により摘発されるカルテルは，事業者

サイドでのコンプライアンス教育が行き届いてきたこともあり，明確な合意として成立するこ

とは多くないと思われる。競争事業者間で，情報の交換や市況に関する意見の交換が行われる

中で，その場での態度や仕草から，黙示的にコンセンサスが成立するような場合が増えてきて

いる。

日本では，各種の間接事実を，事前の連絡交渉・連絡交渉の内容・行動の外形的一致という

三種類に分類し，意思の連絡を推認するという，いわゆる三分類説による手法が実務上採られ

ているが，「単なる情報交換」とカルテルの成立に不可欠な要素である意思の連絡との境界は

平成30年 出題趣旨
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なおも曖昧であることも多く，過去何度も審判や取消訴訟でも争われてきた。そこで，競争事

業者間の情報交換活動の結果として，競争事業者間で他の事業者の行動の不確実性が減少し（言

い換えると，競争事業者の行動の予想が容易になることで協調行動がとりやすくなる状況を生

み出し），「相互の行動を認識・認容し，歩調を合わせることを期待し合う関係」を成立させる

ことが，競争事業者間の単なる情報交換と意思の連絡との相違であると捉え，かかる関係が成

立したと認められるかで，意思の連絡（明示又は黙示の合意）が認定できるかを論じる方法も

考えられる。

本問の設例では，黙示の意思の連絡の有無が，①「合意に参加することを明確に拒絶しつつ

も，会議には参加し続けることで，他の事業者の見解を注意深く聞いてその行動を推測し，会

議後に値上げに同調する行動をとった事業者Ａ」，②「冒頭に会議の趣旨を聞いた直後に協議

に参加することを明確に拒否して退席したものの，その後に他社の値上げと同時期に並行的な

値上げ発表をした事業者Ｃ」，③「一部の製品について合意の形成に賛意を示したものの，他

の製品の値上げについては難色を示し，会議後には，難色を示した製品については実際にも値

上げ行動に出なかった事業者Ｄ」について特に問題となる。さらに，同種の情報交換行為が連

続して行われているわけではなく，１回限りしか行われていないところに本問の設例の特徴が

ある。なお，事業者Ｂ，Ｅ，Ｆについては，問題なく意思の連絡が肯定されるであろう。

本問において競争事業者間で行われた意見・情報交換行為は，事業者であれば誰もが値上げ

を考えるはずの原料コストの上昇局面という環境下で行われた将来の価格設定方針に関するも

のであり，これをカルテルのための意思の連絡と認めるか否かは，上記の三分類説による検討

が一般的ではあるが，ここで行われた競争事業者間の意見・情報交換行為が，本来予見が難し

いはずの競争事業者の行動の予測を容易にし，事業活動をより協調的なものとしたのかという

観点から，意思の連絡の有無を分析する方法もあろう。

①事業者Ａについては，退席した事業者Ｃを除く競争事業者の値上げに関する方針を聞き，

他社の行動を十分予想できるだけの情報を入手し（予測の不確実性が明らかに減少している。），

かかる情報に基づいて他社の行動に同調するべく，自社の行動を決定しており，単なる意識的

並行行為を超えた行動をとっているし，会議に残った他社も事業者Ａにその見解を開陳するこ

とで，事業者Ａに対し同調的な行動をとることを期待する関係が成立したと考えられる。他方

で，三分類説を採って意思の連絡を肯定する場合には，「合意には参加できない」との明確な

発言を打ち消すだけの間接事実を積み上げて，単なる事実の羅列にとどまらない説明が必要で

あろう。

これに対して，②事業者Ｃについては，退席までに，その他の競争事業者の行動を予測する

のに十分な情報が得られたわけではない。確かに同調的な値上げ行動が事後的にとられている

が，原料価格の値上がりの局面であり，他社との意思の連絡がない場合でも，コスト上昇分の

製品価格への転嫁が試みられるのは不思議なことではない。いずれにしても，会議の趣旨を聞

いて，会議自体への参加を拒否するとともに，実際に速やかに退席をしていることは，事業者

Ｃに関しての意思の連絡を否定する重要な事実となろう。すなわち，事業者Ｃの冒頭での退席

の事実は，原材料コストの上昇を受け，他社がどのような価格決定行動をとるのか，具体的に

どの者たちが共通の認識認容を形成するかを事業者Ｃが知ることができず，また事業者Ｃ自身

がどのような行動をとるかについて他社が認識認容することができないことを意味するため，

相互的な認識認容関係の成立を認定できない。また，その意味で，事業活動の相互拘束性（拘

束の相互性あるいは目的の共通性）が認められないとの構成も可能であろう。

③事業者Ｄについては，意思の連絡の認められる対象商品の判断は見解が分かれる可能性が

ある。この点，難色を示したＹ製品については，一貫して独立の判断に基づき値上げをしなか

ったとも言えるし，当該製品についての合意形成過程に同席はしているものの，事後の行動の

一致がないことからすれば，価格引上げについて「取決めに基づき相互にその事業活動を拘束
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し合う」関係ないし結果に立つとは言い難いとする見解も十分成り立つであろう。他方で，同

業者間の情報交換で，競争事業者のとるであろう行動の予測が立ちやすくなり，そうした予測

に基づいて行動をとっている以上，自由競争からの逸脱が見られるとも言える。すなわち，Ｙ

製品について同調的な値上げを行わなくとも，他社の価格設定方針等，競争上の機微情報を共

有するに至っており，積極的な価格競争を行わない旨の共通認識がＹ製品についても成立した

という見解もあり得るだろう。

その他の論点としては，本問ではＸ・Ｙの２種類の商品が問題となっており，意思の連絡の

結果としての合意は，両製品について一体として成立しているのか，個別に成立しているのか，

そして，両製品は「一定の取引分野」を別にするのかという点も，事業者Ｄについて意思の連

絡が認められる対象商品等に関連して検討を要する。特に，本件のようなハードコアカルテル

の場合の一定の取引分野は，カルテル参加者の合意の範囲で画されるのが一般的であるため，

２種類の商品を対象とする合意を１個の合意と考えるのか２個の合意と考えるのかについて，

カルテル参加者が異なり得ることや両製品の差異を考慮に入れて検討することが本問では望ま

しい。

また，カルテル合意の結果としての値上げ活動にもかかわらず，需要家の抵抗が激しくこれ

に成功しなかった場合，競争を実質的に制限したと言えるのかという論点についての言及は不

可欠であろう。そもそもハードコアカルテルの場合には，実際に値上げが成功するか否かにか

かわらず，市場の過半以上のシェアを有する事業者が参加してこれを行っている以上，合意の

成立時点でカルテルは成立しているとされる（石油価格カルテル刑事事件最高裁判決）。もち

ろん，一定程度であっても値上げが成功したという事実は競争の実質的制限の実現の証拠とな

るが，値上げが実現していないことは必ずしも競争の実質的制限を否定するものではない。

設問⑵は，カルテル規制のエンフォースメントに関する出題である。公正取引委員会の行政

調査の結果，不当な取引制限が認められたことを前提に課されるであろう制裁としての課徴金

の額の計算及びかかる制裁を縮減するために行われる「公正取引委員会の調査開始日以後の場

合」の課徴金減額申請の利用を問う基礎的な問題である。

課徴金額の計算については，過去，出題例が限定的であったことも考慮して，加減算要素の

ない標準的な事例を想定して出題をした。他方で，課徴金額の計算について，実行期間の始期

が付随的な論点となっている。

課徴金減免制度は，近年の公正取引委員会のカルテル調査の端緒として利用されているほか，

調査開始日以後も多くの調査対象企業が頻繁に利用している（公正取引委員会の立入検査を受

けた企業が，その利用を最初に検討するのが調査開始日以後の課徴金減額申請であり，その迅

速な利用を怠ったことが取締役の義務違反に当たるとして株主代表訴訟を起こされた事例すら

見受けられる。）。本問の設例も，立入検査を受けた後に企業が課徴金減額申請を行う場合に採

るべき措置を問うものであり，調査開始日前の申請の場合との差異について的確な理解が求め

られる。特に，調査開始日以後の申請の場合には，「既に公正取引委員会によって把握されて

いる事実に係るもの」以外の事実の報告や資料の提出が必要となる。本件では，担当営業部長

甲がまとめた資料が自宅のパソコンに保管されていることから，早期に課徴金減額のための申

請書を公正取引委員会に送付するとともに，かかる資料を取得し提出することが，違反行為の

存在を認知した弁護士には求められることになろう。

〔第２問〕

第２問は，オンライン旅行予約サービス事業者（以下「ＯＴＡ」という。）が，ホテル，旅

館等の宿泊施設との間の契約に，第１案，第２案の条項を導入することの独占禁止法上の評価

を問うものである。このような契約条項は，最恵国待遇条項（以下「ＭＦＮ条項」という。）

とも呼ばれている。
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本問では，検討すべき条文が独占禁止法第２条第９項第６号ニに基づく一般指定第１２項で

あることを明示しており，資料として流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針（以下「ガ

イドライン」という。）の一部を掲げている。先端的な事例からの出題ではあるものの，独占

禁止法に違反するかどうかの判断プロセスの理解・習得等，基礎的な学力が備わっているかど

うかを問うものとも言える。すなわち，一般指定第１２項を含めた自由競争減殺型の不公正な

取引方法に該当するか否かを検討するためには，行為要件該当性と効果要件該当性を論じる必

要があるが，取り分け後者に関して，市場の画定，反競争的効果の分析，正当化事由の検討と

いう分析枠組みが着実に身に付いているかどうかである。

行為要件に関しては，取引の「相手方の事業活動を・・・拘束する条件をつけて，当該相手

方と取引すること」について一般的な意義を述べ，それに当たる事実を簡潔に解答することが

求められる。

効果要件に関しては，上記のとおり，市場画定，反競争的効果，正当化事由が問題となる。

まず，市場画定であるが，本問では，不公正な取引方法における自由競争減殺効果を分析す

る場として関連市場を画定する必要があり，⑴市場画定の趣旨・目的や方法，⑵オンラインと

オフラインの区別，⑶ＯＴＡと宿泊施設の関係について解答が求められる。

⑴に関しては，関連市場は代替性のある商品・サービスの範囲や地理的範囲をもって画定さ

れる。換言すれば，市場画定は，問題となる行為を行う事業者に対して競争的牽制を働かせる

ことのできる競争者の範囲を画する目的で行われる。したがって，基本的には需要の代替性の

観点から，補完的に供給の代替性の観点からも検討して行われることを述べる必要がある。

その上で，本問では，ＯＴＡが，宿泊施設を検索，比較，予約できるインターネットサービ

スを提供して宿泊施設とユーザーの間の契約（宿泊予約）を仲介する事業を営んでいるところ，

⑵に関して，旅行業者等のオフラインの事業者によるインターネット予約以外の形での宿泊予

約の仲介が，⑶に関して，宿泊施設自身のサイトによる直接の予約受付が，それぞれＯＴＡに

よる宿泊予約の仲介と同一の市場に含まれるかを論じる必要がある。この点，ＭＦＮ条項を導

入しようというＡ社に対して競争的牽制力を有するのは，Ｂ社，Ｃ社等の他のＯＴＡであって，

旅行業者等（実店舗）の牽制力はほとんどないか，極めて限られたものにとどまる。仮にＯＴ

Ａが宿泊施設に対して手数料を５～１０パーセント，１年程度引き上げたとしても，宿泊施設

がＯＴＡとの契約を解除して，旅行業者等に取引先を容易に転換できるとは考えにくい。また，

宿泊施設も，ユーザーが当該宿泊施設自身のサイトで直接予約できる機能を提供しているもの

の，宿泊予定日に一定の地域内に宿泊可能な他のホテル・旅館等（当該宿泊施設の競争事業者）

がどれほど存在するかを検索したり，他のホテル・旅館等の取引条件と比較したりするサービ

スは提供するはずもない。ユーザーの側から見ても，２４時間３６５日，一定の期日に一定の

地域内で宿泊できる施設をインターネット上で容易に検索，比較，予約できるサービスを提供

する事業者＝ＯＴＡを旅行業者等や宿泊施設と区別していると考えられる。なお，外国の宿泊

施設やユーザーは考慮する必要がないとされている。

このように検討すると，本問では，例えば，日本国内における，ＯＴＡが宿泊施設を検索，

比較，予約できるインターネットサービスを提供して宿泊施設とユーザーの間を仲介し契約を

成立させる取引に係る市場（宿泊施設，ＯＴＡ及びユーザーにより構成される市場）や，ＯＴ

Ａ（供給者）と宿泊施設（需要者）の間の宿泊予約サービスの委託取引に係る市場等を関連市

場として画定することが考えられる。

なお，本問のような市場は二面市場（two-sided market）と呼ばれ，かかる市場においては

間接ネットワーク効果が働くとされており，そのような特性を勘案した解答が望ましいが，そ

の記載が必須というものではない。

次に，反競争的効果については，「不当に」＝「公正な競争を阻害するおそれ」や「自由競

争減殺」の意味を述べた上，資料に掲げられたガイドライン①から⑤の要素を考慮して解答す
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ることが考えられる。

ガイドラインの「③垂直的制限行為を行う事業者の市場における地位」は，上記の市場でＡ

社は３５パーセントのシェアを占め，第１位であること，「⑤対象となる取引先事業者の数及

び市場における地位」は，国内の主要なホテルや旅館等であって，国内の宿泊施設のうち相当

数に上り，主要な地位を占めると考えられること，「④取引先事業者の事業活動に及ぼす影響

（制限の程度・態様等）」については，宿泊料金だけでなく，朝食の有無，提供される部屋の

数と等級，キャンセル条件等にも制限が及ぶことを述べる必要がある。ここまでは第１案，第

２案に共通である。

そして，④に関して，取引先事業者である宿泊施設に対する関係では，第１案と第２案のい

ずれの案も，各サイト上で提示する取引条件に差異を設けられるかという点を除けば，宿泊料

金等の取引条件を決定する自由を直ちに制限するものではないものの，宿泊料金等の取引条件

が宿泊施設のサイトとＡ社のサイトの間で同一となることにより，比較・検索やポイント等の

付加サービスのあるＡ社のサイトでの予約が優位となる結果，宿泊施設がＡ社に手数料を支払

わずに直接予約を受け付けるという事業活動（ユーザーの側から考えた場合には宿泊施設とＡ

社との間の競争と捉えることも可能である。）に影響を及ぼす。以上は，Ｂ社及びＣ社がそれ

ぞれ第１案又は第２案のＭＦＮ条項を導入した場合も同様である。さらに，第１案では，宿泊

施設に課される義務は，Ａ社のサイト上で提示する取引条件が他の全てのＯＴＡのサイト上の

取引条件と同じか，より有利でなければならないというものであるから，宿泊施設の事業活動

に及ぼす制限を通じて，宿泊施設とＡ社との間の競争のみならず，Ａ社とそれ以外のＯＴＡと

の間の競争にも影響が及ぶ。一方，第２案は，Ａ社のサイト上で提示する宿泊施設の料金等の

取引条件が当該宿泊施設自身のサイト上の取引条件と同じか，より有利でなければならないと

いうもので，Ｂ社及びＣ社を含む他のＯＴＡの設定する取引条件には直ちに影響を及ぼさず，

宿泊施設の事業活動の制限の直接の影響は，宿泊施設とＯＴＡとの間の競争への影響にとどま

る。

問題はガイドラインの①，②である。この点に関して，本問では，ＯＴＡ間の競争に及ぼす

影響と宿泊施設間の競争に及ぼす影響について検討することが考えられる（どの競争関係を「ブ

ランド間競争」又は「ブランド内競争」と捉えるかについては，様々な見解があり得るところ，

いずれと捉えるにせよ，競争関係を適切に特定した上で分析が行われていれば良い。）。

ＯＴＡ間の競争に及ぼす影響については，Ａ社が第１案を導入すれば，Ｂ社及びＣ社も第１

案のＭＦＮ条項を導入することが予測されているところ，Ａ，Ｂ，Ｃ３社のＭＦＮ条項に基づ

く要求を同時に満たすためには，ある宿泊施設の料金等の取引条件は，各サイト間で同一にな

らざるを得ない（価格について言えば，あるホテルのＡ社のサイト上で提示される料金を最安

値にすれば，Ｂ社とＣ社のＭＦＮ条項に違反することになり，Ｂ社のサイト上で提示される料

金を最安値にすれば，Ａ社とＣ社のＭＦＮ条項に違反することになり，Ｃ社のサイト上で提示

される料金を最安値にすれば，Ａ社とＢ社のＭＦＮ条項に違反することになるから）。この３

社を通じて提供される宿泊料金等の取引条件については，ユーザーから見て，ＯＴＡ間の競争

が緩和されている（宿泊施設側から見ても，やはりＯＴＡ間の競争が緩和されている。）。また，

第１案は，Ａ社のサイト上で提示する宿泊料金等が新規参入事業者を含む他のＯＴＡのサイト

上で提示するものと同じか，より有利になるようにする義務を課すものであるから，低い手数

料しか受け取らないことにより宿泊施設に安い料金を提示させようとする，より効率的なＯＴ

Ａの新規参入を排除する効果もある。加えて，上記のとおり，宿泊施設が直接予約を受け付け

るという事業活動に影響を及ぼすことは，隣接市場又は関連市場に属する事業者（宿泊施設）

からの競争圧力（予約の受付に限ったものである。）を弱めるものと評価できる（この点は，

第２案においても同様である。）。

ユーザーを顧客とする宿泊施設間の競争に及ぼす影響については，Ａ，Ｂ，Ｃの３社が第１
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案又は第２案のＭＦＮ条項を導入したとしても，当該ＭＦＮ条項を課される複数の宿泊施設の

料金等が同一になるとは限らないし，宿泊施設ごとに提供されるサービスが異なる以上，同一

になる可能性は乏しいであろう。しかし，ＭＦＮ条項は，宿泊施設が新しいビジネスモデルを

開発し，他の宿泊施設との差異化を図ることによって，ユーザーを獲得しようとする競争（イ

ノベーション競争）を阻害するおそれがある。例えば，宿泊施設が競争者と差別化を図るため，

宿泊客に提携レンタカーの料金を割り引くプラン，提携運送業者が宿泊客の手荷物を割引料金

で自宅まで届けるプラン，周辺の観光名所を案内するプランなどを考案し，ＯＴＡに手数料を

支払う必要のない自社サイトで予約したユーザーにだけ提供したいと考えても，ＭＦＮ条項に

よってそれができない（ＯＴＡを通じて予約したユーザーにも提供せざるを得ない）ため，宿

泊施設の新規ビジネスモデル導入に対するインセンティブの低下を招き，ひいてはＭＦＮ条項

を課された宿泊施設全体の間におけるイノベーション競争を阻害するおそれがある。これは宿

泊施設間の競争を阻害すると同時に，宿泊施設からのＯＴＡに対する競争圧力を弱めるおそれ

があるものとも解される。

以上は，ガイドラインに沿って第１案，第２案の反競争的効果の説明を試みたものであるが，

必ずしもこれのみが正しい反競争的効果分析の手法というわけではなく，ＯＴＡ間の競争，宿

泊施設間の競争，宿泊施設の事業活動（宿泊施設からＯＴＡに向けられる競争圧力等）に，第

１案，第２案がどのように影響を及ぼすかを検討し，それらの考慮要素を総合して論理的，説

得的に反競争的効果の有無についての結論を導いていれば良い。特に，第２案については，第

１案と異なりＯＴＡ間の競争の緩和が直ちに認められるものではないが，それでも宿泊施設の

サイト上の宿泊料金等を基準に各ＯＴＡのサイト上の宿泊料金等も同一となる可能性があるな

どとして反競争的効果を肯定するのか，他の考慮要素を重視して反競争的効果を導くのか，そ

れとも反競争的効果を否定するのか，各自の分析に基づいた論述が求められる。

最後に，正当化事由である。一般に，正当化事由については，競争秩序維持の観点から見た

目的の正当性及び当該目的に照らした手段の合理性などの観点から分析することになる。また，

問題となる行為に競争促進効果が認められる場合に，反競争的効果との比較衡量という観点か

ら分析することも一般的である。

本問では，５パーセント程度安い宿泊料金やユーザーに有利なキャンセル条件等が宿泊施設

のサイト上に提示されている場合があり，ＯＴＡのサイトで検索等を行ったユーザーであって

も，より好条件である宿泊施設のサイトで直接予約することで，宿泊施設がＯＴＡのサービス

に「ただ乗り」する可能性がある。そのため，ＯＴＡが相当の費用を掛けてサーバー等を開発

・保有・運用していることから，かかる費用を回収するためのＯＴＡの行為については，「た

だ乗り」の防止として正当化される余地がないか（競争促進効果と反競争的効果との比較衡量

により公正競争阻害性が否定される余地がないか）を検討する必要がある。

検討に当たっては，オンライン旅行予約をめぐる競争激化の阻止という目的の不当性，ただ

乗りの防止という目的の当否（ただ乗りの防止による競争促進効果の有無），宿泊施設のみな

らず他のＯＴＡのサイト上で提示する宿泊料金等と同じか，より有利になるようにしなければ

ならないという契約内容（手段）の不合理性，ユーザーの囲い込み効果を有するポイント制を

既に採用していることの評価，Ｄ社及びＥ社が検討している「サービス利用料」がより競争制

限的でない手段と言えるかなど，第１案と第２案のそれぞれにおいて関連しそうな事実を取り

上げて評価し，各ＭＦＮ条項の導入が正当化されるか否かを判断することが求められる。

［知的財産法］

〔第１問〕

１ 設問１は，審決取消訴訟の審理範囲を問うものであり，設問２は，審決取消判決の拘束力

の及ぶ範囲及び審決取消訴訟の審理範囲を問うものであり，設問３は，一事不再理と権利行
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１ 出題の趣旨について

出題の趣旨は，別途公表している「出題の趣旨」のとおりである。

２ 採点方針

出題した２問とも，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」とい

う。）上の制度・規定の趣旨及び内容を正確に理解し，問題文の行為が市場における競争にどのよ

うな影響を与えるかを念頭に置いて，問題点を指摘し，法解釈を行い，事実関係を丹念に検討し

た上で，要件の当てはめができるか，それらが論理的かという点を評価しようとした。

特に，独占禁止法の基本を正確に理解し，これに基づいて検討することができているかを重点的

に見ようとしており，公表されている公正取引委員会の考え方やガイドライン等について細かな

知識を求めることはしていない。

⑴ 第１問

第１問は，Ａ社ないしＦ社がＸ製品及びＹ製品に関して行った価格情報交換に関連する行為

が独占禁止法第２条第６項の各要件を満たす行為（不当な取引制限）に当たるか否か（設問⑴），

違反行為の成立を前提として行為者に及ぶサンクションとその軽減への対応について（設問⑵），

見解を問うものである。

具体的には，設問⑴に関しては，①情報交換に関与した各社の担当者の行動や発言の相違を

踏まえて，「共同して」（又は「共同して・・・相互に」）を満たすか，すなわちＡ社ないしＦ社

の間に意思の連絡があったと認められるか否か，②意思の連絡により「相互にその事業活動を

拘束」したと言えるか，③意思の連絡の内容やＸ・Ｙ各製品の属性等を踏まえて，意思の連絡

の対象範囲をどのように認定し（両製品につき一体としての合意を認定するのか，各別に合意

を認定するのか），「一定の取引分野」をどのように画定するのか，④値上げの成否や需要者の

抵抗などを踏まえて，当該「一定の取引分野」における「競争を実質的に制限する」と言える

か，といった論点について，的確に事実認定を行った上で論理的に説明できているかどうかを

見た。また，設問⑵に関しては，①課徴金に係る計算の始期について，法令に規定された実行

期間の意義を理解して，認定した違反行為に対応した検討が行われているか，②課徴金減免申

請について，公正取引委員会の調査開始日以後の申請であることを踏まえ，減額が認められる

ために申請者に求められる行動について，適切な根拠条文を参照して的確に説明できているか

を見た。

⑵ 第２問

第２問は，オンライン旅行予約サービス事業者（以下「ＯＴＡ」という。）であるＡ社が，宿

泊施設とサービス提供契約を締結するに当たって，第１案ないし第２案のような条件を付すこ

とにより，当該宿泊施設の事業活動及び競争（他の宿泊施設やＡ社との競争。以下同じ。），Ｏ

ＴＡ間の競争にどのような影響があるかを分析・検討し，不公正な取引方法（独占禁止法第２

条第９項第６号ニに基づく一般指定第１２項）の該当性について，正しい独占禁止法の理解に

基づき的確に結論を導けるかを問うものである。

全般的には，一般指定第１２項の要件該当性について，行為要件，対市場効果要件，正当化

事由の順に，条文等に基づいて規範を定立した上で，問題文に記載された事実関係に基づく当

てはめをしているかを評価の対象とした。

規範の定立に関しては，一般指定第１２項の「拘束する条件をつけて」及び「不当に」の条

文解釈，正当化事由についての判断基準の定立がそれぞれ的確にされているかを評価した。

当てはめのうち，本問の中心的な論点である対市場効果要件に関しては，適切に市場を画定

した上で，反競争効果について多角的に分析できているかを評価の対象とした。
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具体的には，市場画定の意義や目的を踏まえて，需要者と供給者を明確に意識し，オンライ

ン予約とオフライン予約を別の市場とするか否か，ＯＴＡを介した予約と宿泊施設のサイトを

通じた直接予約を別の市場とするか否かについて分析できているかを評価の対象とした。

その上で，第１案については，ＯＴＡ間の競争への影響が焦点となることを意識し，反競争

効果の有無についての結論を導くことができているかを評価した。取り分け，オンライン・プ

ラットフォームの場合，一方の市場における当該プラットフォームの顧客が増えれば増えるほ

ど，他方の市場の顧客にとっても当該プラットフォームを利用することの効用が増すという間

接ネットワーク効果が働くため，シェア第１位企業の導入する措置がＯＴＡ間の競争に及ぼす

影響を十分に分析できているかも評価対象とした。他方，第２案については，第１案と比較し

てＯＴＡ間の競争への影響が明確ではないことを意識し，宿泊施設の事業活動及び競争への影

響等も総合考慮して反競争効果の有無について的確に結論を導くことができているかを評価の

対象とした。

正当化事由については，定立した判断基準に従い，問題文に記載された目的・手段及びより

競争制限的でない代替的手段等に係る事実関係に基づいて，的確に結論を導いているかを評価

の対象とした。また，フリーライド（ただ乗り）防止に関しては，競争促進効果の観点から反

競争効果の有無を論じる答案についても，同様に評価した。

加えて，資料として付した流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針（以下「流通・取引

慣行ガイドライン」という。）に示された判断基準を的確に踏まえた解答となっているかも評価

要素とした。

３ 採点実感等

⑴ 出題の趣旨に即した答案の存否，多寡について

ア 第１問

設問⑴のうち，まず行為要件については，「共同して」が「意思の連絡」であること及びそ

の立証方法を示した上，Ｘ・Ｙ両製品又は製品ごとに意思の連絡の有無を検討する中で，協

議の場で特徴ある態度を示したＡ社，Ｃ社，Ｄ社について意思の連絡の当事者であるか（意

思の連絡が成立しているか）を検討できている答案が多かった。他方，意思の連絡の立証方

法についての言及を欠く答案，事前の連絡交渉とその内容に係る事実については言及するも

のの事後の行動の一致には触れることなく意思の連絡を肯定する答案，Ａ社，Ｃ社，Ｄ社の

それぞれについての検討を欠く答案や検討内容が十分ではない答案（例えば，Ａ社に関して

他社の認識についての言及を欠く答案，Ｃ社に関して事後の行動の一致についての評価を欠

く答案，Ｄ社に関してＹ製品についての検討を欠く答案など）も散見された。Ｃ社について

は，意思の連絡の成立を問う場面にもかかわらず，意思の連絡からの離脱要件を当てはめて

検討を加えた答案もかなり見られた。また，情報交換の背景・動機，会合の開催とそこでの

話合い，値上げのプロセスの評価や競争行動からの乖離という観点から，十分な説明がなさ

れていない答案も多くあった。

「一定の取引分野」に関しては，その意義や画定基準を示し，本件行為がハードコアカル

テルであることから，意思の連絡（合意）の対象であるＸ製品又はＹ製品あるいは両製品を

取り上げた上で，各製品の用途や需要者の相違などにも目を配って市場画定を行うことがで

きている答案が比較的多かった。いわゆるＳＳＮＩＰ型の市場画定を行った答案も比較的多

かったが，正しく市場画定を行い，競争制限効果とも整合的に説明できていれば，合意の対

象範囲を市場とするアプローチと同様に評価した。他方，意思の連絡の対象について特に配

慮をしなかったり，意思の連絡の対象の認定と市場画定の間に齟齬が生じて論理一貫性を欠

いていたりする答案も数多く見られた。

「競争を実質的に制限する」に関しては，その定義を示し，当事者の市場シェアや意思の
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連絡の非参加者による追随，参入の可能性などに言及し，画定した「一定の取引分野」にお

ける競争の実質的制限を肯定する答案が比較的多かった。他方，本設問の場合には，値上げ

が必ずしも十分に実現しなかった事実や需要者側の抵抗行動が設定されているが，それに対

して十分に配慮せず問題意識を欠いた認定をしている答案も多く見られ，また，競争の実質

的制限を否定する答案や市場画定に対応した認定がなされていない答案も見られた。

設問⑵のうち，課徴金の計算については，根拠規定と計算方法（実行期間及び算定率）を

提示し，Ｘ製品及びＹ製品のうち違反行為を認定した製品を対象として解答した答案が多か

った。もっとも，標準的な算定率（１０パーセント）が適用される理由について説明してい

ない答案も多く，また，実行期間の始期について，会合時点でカルテルが成立する（既遂と

なる）ことを理由に，会合の翌日とする答案もある程度見られた。Ｙ製品について，カルテ

ルの成立を認める一方で，値上げがほとんど実現しなかったことを理由に課徴金を課さない

とした答案もあった。

Ａ社の責任を軽減するために採るべき手段については，課徴金減免申請の可能性を検討す

べきとの答案が多かった。しかし，調査開始日前の減免申請について記述している答案が多

く，公正取引委員会の調査開始日「以後」の減額申請であること，その場合の根拠規定及び

公正取引委員会が把握していない追加情報の提供要件について，正確に検討して解答した答

案は極めて少なかった。

イ 第２問

(ｱ) 行為要件について

一般指定第１２項の「拘束する条件をつけて」の条文解釈を適切に行い，当てはめている

答案が大多数であったが，条文解釈を記述せずに結論のみを記述している答案も散見された。

要件該当性の根拠として，契約上の義務を課すものであることだけではなく，Ａ社のシェア

及び宿泊施設の相対的地位などを指摘して拘束の程度（契約条項遵守への強制力の強さ，契

約解除の困難さ）を論じている答案も少なくなかったが，行為要件の該当性の検討としての

みではなく，反競争効果の考慮要素につながる記述としても評価した。

(ｲ) 対市場効果要件（総論）について

一般指定第１２項の「不当に」の文言の意味が公正競争阻害性，中でも自由競争減殺に

見いだされるとの解釈が的確に記述されている答案が大多数であり，それを全く記述して

いない答案は少数であった。また，自由競争減殺をもたらす道筋として競争回避及び競争

排除についても具体的に指摘する答案もあり，それを条文解釈ではなく当てはめの部分で

記述する答案も同様に評価した。

(ｳ) 市場画定について

第１案及び第２案による反競争効果については，資料に掲げられた流通・取引慣行ガイ

ドラインに記載のとおり，反競争効果を判断する前提として，当該行為により競争上の影

響を受ける範囲を検討することが有益と解されるところ，市場画定の意義及び目的につい

て記述して検討できている答案が多かったが，市場画定についての記述が全くないまま反

競争効果について論述する答案や，検討対象市場の結論のみを記述して画定に至った根拠

を論述していない答案も散見された。

市場としては，日本国内における宿泊施設の直接予約を含めたインターネットを介した

宿泊予約サービスを検討対象市場と画定する答案が多かったが，旅行代理店等によるオフ

ラインの宿泊予約サービスを含めた市場と画定する答案も散見された。それらについて宿

泊施設の予約者（ユーザー）にとって代替性があることは否定できないとしても，その代

替性の程度や両案がオンラインサイトに掲載される宿泊料金等のみを拘束するものである

ことを考慮すれば，オフラインの宿泊予約サービスを含めて市場を画定して検討すると，

反競争効果分析の正確性を欠くおそれがあろう。
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他方，ＯＴＡが提供する仲介サービスの市場において宿泊施設が供給者でなく需要者で

あること，また，宿泊施設にとっても予約者（ユーザー）は宿泊予約サービスの需要者で

あるが，宿泊施設自身のサイトでは他の宿泊施設との比較や検索ができない（需要代替性

が低い）ことなどを重視し，ＯＴＡを通じた宿泊予約サービスを検討対象市場として画定

した上で，宿泊施設のサイトを通じた直接予約については，ＯＴＡ間の競争に対する隣接

市場からの競争圧力として，反競争効果を分析する答案もあったが，宿泊施設のサイトを

通じた直接予約を含めて市場画定しているか否かはいずれであれ，下記の反競争効果の論

述も含めて，論理的に一貫しているかどうかを評価した。

加えて，オンライン・プラットフォームに係る市場の特性として，二面市場であること

を適切に指摘する答案も一定程度見られた。

(ｴ) 第１案による反競争効果について

上記の市場画定を前提として，資料に掲げられた流通・取引慣行ガイドラインの①から

⑤の各事項を参照しつつ，第１案が，ＯＴＡ間の競争並びに宿泊施設の事業活動及び競争

に及ぼす影響について，制限の態様，Ａ社のシェアや競争能力など問題文に記載されてい

る考慮要素を検討し，反競争効果を分析・論述することが望まれたが，それらを多角的に

論述する答案は少なかった。なお，上記の各競争のうちいずれをブランド間競争とし，ブ

ランド内競争とするかについて，様々な答案があったが，競争主体及び悪影響の生じ得る

競争関係を明確にして検討していれば，いずれに分類していても評価した。

この点，第１案が宿泊料金に関する制限であることに着目し，単に，宿泊施設間の宿泊

料金の競争を減殺する（又は価格維持効果がある）などといった結論のみを記述して第１

案の反競争効果を肯定している答案が散見された。しかし，第１案は（第２案も同様であ

るが），宿泊施設が宿泊料金についてサイト間で差異を設けることを制限するものではある

が，自らの宿泊施設の料金設定の自由は基本的に確保されているのであるから，宿泊施設

間の競争において，宿泊料金の価格維持効果があることは直ちに明らかとは言えないであ

ろう。それだけに，第１案については，ＯＴＡ間の競争に及ぼす影響が大きいことを意識

して，反競争効果について各自の結論を導くことができるかが問題となるが，その分析ま

で至らない答案が目立った。

また，第１案がＯＴＡ間の競争に影響を及ぼすものであることを指摘する答案や，新規

参入排除について指摘する答案は少なくなかったものの，その結論と簡単な理由のみを記

述している答案も目立ち，その根拠について十分に記述している答案が多数とは言えなか

った。ＯＴＡが宿泊施設に訴求する競争手段としては，サイトの閲覧数と宿泊予約数を増

加させること（及びそれにより可能となる手数料の低額化）などが考えられるところ，か

かる競争手段は，当該ＯＴＡが予約者（ユーザー）にとってどれだけ有利な取引条件（宿

泊料金等）をサイトに掲載できるか，すなわち，予約者（ユーザー）に訴求する競争手段

に依存していることから，第１案によりＯＴＡの各サイトに掲載される宿泊料金等が同一

となることにより，いずれの競争手段にも制約が生じ，ＯＴＡ間の競争の緩和ないし排除

の効果をもたらすことになると考えられる。ＯＴＡ間の競争に関する需要者につき予約者

（ユーザー）と宿泊施設の二面があることを指摘する答案は一定程度見られたが，上記の

ように相互の関係や影響を分析して反競争効果を論じた答案は僅かであった。

さらに，第１案が及ぼす影響を検討するに当たっても，制限の態様，Ａ社の地位や国内

の宿泊施設の状況などについて言及することが望ましい。Ａ社の地位（シェア）及び国内

の宿泊施設の状況について指摘する答案は多かったが，制限の態様として，宿泊施設によ

る宿泊料金の決定に対する制限は大きくないものの，宿泊料金のみではなく，朝食の有無，

提供される部屋の数と等級，キャンセル条件等と広範囲に制限が及ぶことを具体的に指摘

して検討した答案は少数であった。
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加えて，第２案と共通するものとして，宿泊施設の事業活動及び競争に及ぼす影響につ

いても指摘して，反競争効果の判断の考慮要素の一つとして分析することが望ましい。こ

の点，宿泊施設のサイトとＡ社のサイトに掲載される宿泊料金等が同一となる結果，他の

宿泊施設との比較等の付加価値があるＡ社のサイトを介して予約する者が多くなって，宿

泊施設がＡ社を経由せずに予約を獲得することが困難となること，その意味においてＡ社

が宿泊施設との競争上優位となることを指摘する答案もあった。他方，宿泊施設が新しい

ビジネスモデルを開発し，他の宿泊施設との差別化を図ることによって，予約者（ユーザ

ー）を獲得しようとする競争（イノベーション競争）を阻害するおそれがあることを具体

的に指摘する答案はほとんどなかった。ただし，第１案については，ＯＴＡ間の競争に及

ぼす影響を主に分析することが求められるのであり，他の考慮要素（宿泊施設の事業活動

及び競争に及ぼす影響）については補完的な考慮要素として記述していれば足りる。

(ｵ) 第２案による反競争効果について

第２案は，第１案と異なりＯＴＡ間の競争に直接影響を及ぼすものではないことから，

その反競争効果の結論を導くに当たって，より多面的な考慮要素の分析が不可欠である。

第２案についても，結論として反競争効果を肯定する答案が多く，宿泊施設の事業活動及

び競争に及ぼす影響（上記(ｴ)の最終段落参照）を重視して，反競争効果を導く答案もあっ

たが，単に，宿泊施設間の競争を減殺する（宿泊料金の価格維持効果がある）などといっ

た結論のみを記述して反競争効果を肯定している答案が散見された。

また，第２案についても，宿泊施設のサイトとＯＴＡのサイトの宿泊料金が同一となる

ことにより，ＯＴＡ間でもサイトの宿泊料金が同一となるとする答案も多くあった。第１

案との差異を意識した上で，ＯＴＡ間の競争に及ぼす影響があることを記述する答案は評

価したが，第２案は，宿泊施設自身のサイトの宿泊料金についてのみ制約を課すものであ

って，他のＯＴＡのサイトの宿泊料金を制約するものではないため，同種の条項を他のＯ

ＴＡが導入したとしても，そのことだけではＯＴＡ間の価格競争が直ちに制限されること

にはなり得ないだけに，事実上ＯＴＡ間でサイトの宿泊料金が同一となる根拠を具体的に

述べる必要があるが，かかる記述は極めて少なく，この点の正確な理解を欠いた答案が多

かった。

他方，第１案と異なりＯＴＡ間の競争に直ちに影響を及ぼすものではないこと，フリー

ライド（ただ乗り）を防止することがＯＴＡ間の競争を促進する効果を持つことなどを重

視して，第２案について反競争効果を否定した答案もあったが，結論がいずれであれ，反

競争効果を的確に分析できているかを評価した。

(ｶ) 正当化事由について

第１案及び第２案のいずれについても，公正競争阻害性を認める場合には，正当化事由

に関する検討が不可欠と解されるところ，正当化事由の有無については，目的の正当性及

び手段の相当性の点から検討することについて的確に記述している答案が多かったが，反

競争効果を認めながら正当化事由に関する記述が全くない答案も散見された。

第１案については，競争相手である他のＯＴＡを排除する目的が不当であることを指摘

する答案が多かったが，宿泊施設及び他のＯＴＡのフリーライド（ただ乗り）防止目的と

して正当とする答案もあった。手段については，より競争制限的でない第２案があるとし

て不当とするもののほか，Ｄ社及びＥ社が検討するようなサービス利用料を徴収する手段

があるとして手段が相当ではないとするものもあり，結論として正当化事由を認めない答

案が多数であった。

他方，第２案については，フリーライド（ただ乗り）防止として目的は正当とする答案

が多数であり，宿泊施設が自らのサイトで低額の宿泊料金での予約を受ける場合には，Ｏ

ＴＡのサイトを閲覧して比較検討した上で宿泊施設のサイトで予約をする者が多くなる不
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都合を指摘する答案もあった。手段については，別にサービス利用料を徴収する手段があ

ることを理由に不当とするものも多かったが，ユーザーの囲い込み効果を有するポイント

制を既に採用していることの評価を記述している答案は少なかった。また，第２案につい

ては，手段も相当とする答案があり，反競争効果及び競争促進効果の程度及び内容に照ら

して手段の相当性をどの程度厳格に審査するかは見解が分かれ得るところであるが，いず

れの結論であっても，問題文に記載された事実関係に基づいて的確に論証しているかを評

価した。

⑵ 出題時に想定していた解答水準と実際の解答水準との差異について

ア 第１問

設問⑴に関しては，不当な取引制限の要件のうち，本設問上重要な論点となる各要件の定

義や判断基準を示し，それらに対する当てはめについて一通り触れて論述している答案が多

く，その限りにおいては出題時に想定していた解答水準と実際の解答水準に大きな乖離はな

かったと言える。他方，自ら提示した立証方法に対応する事実認定を十分に行っていない答

案，市場画定の際に意思の連絡の対象やＸ製品とＹ製品の関係に配慮をしない答案，競争の

実質的制限について需要者側の抵抗や値上げの実現の程度を検討の視野に入れない答案が多

かった点では乖離が見られた。

設問⑵に関しては，課徴金の計算については基本的な理解が得られていると思われる答案

が多かったものの，結論に至る理由を十分に説明していない答案も多く，課徴金減免制度に

ついて，公正取引委員会の調査開始日以後の申請となることや追加情報要件について言及し

ていない答案が多かったことは想定外であった。

イ 第２問

「拘束する条件をつけて」，「不当に」といった各文言の解釈（規範定立）及び当てはめに

ついて一通り論じている答案は多く，その点については，出題時に想定されていた解答水準

との間に大きな差異はなかった。

また，市場画定及び正当化事由については，的確に判断基準等を記述した上で，当てはめ

ている答案が相当数あり，出題時に想定されていた解答水準との間に大きな差異はなかった。

他方，反競争効果について，ＯＴＡ間の競争に及ぼす影響，宿泊施設の事業活動及び競争

に及ぼす影響について，Ａ社及び宿泊施設の地位等を踏まえて，分析的かつ一貫した論述が

できている答案は，想定していたほど多くなかった。特に，宿泊料金に関する制限であるこ

とを根拠に安易に宿泊料金の価格維持効果（宿泊施設間の競争回避による）を認める答案や，

第１案と第２案でＯＴＡ間の競争に及ぼす影響が異なることを意識していない答案が多かっ

たことは想定外であった。

⑶ 「優秀」，「良好」，「一応の水準」，「不良」答案について

ア 第１問

「優秀」な答案は，設問⑴において，設例の事実関係及び論点を的確に把握した上で，そ

れに関連する重要な不当な取引制限の各要件について，適切な判断基準を示し，考慮すべき

事実の全部又は大部分を正確に摘示しながら当該判断基準に沿って説得的な当てはめを行い，

結論を導いているもの，及び，設問⑵において，課徴金関連規定のうち本件に適用すべき規

定及びその要件を適切に示した上で，関連する事実を摘示しながら結論を導いているもの，「良

好」な答案は，設問⑴において，一定の判断基準を示した上で，考慮すべき事実のうち主要

なものをおおむね正確に摘示しながら当てはめを行い，結論を導いているもの，及び，設問

⑵において，関連規定の把握と事実の摘示についておおむね正確に行って結論を導いている

もの，「一応の水準」の答案は，「良好」な答案と評価されるために必要なポイントのうち幾

つかを欠いているもの，「不良」な答案は，設問⑴において，事実関係や論点の把握，判断基

準の提示やそれに沿った当てはめ等を全く欠き，設問⑵においても，関連規定や事実につい
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ての論述を全く欠いているなど，事案処理能力が著しく不十分と見られるものとした。

イ 第２問

「優秀」な答案は，第１案がＯＴＡ間の競争に及ぼす影響を主に分析し，そのような影響

が第２案において明確でないことを意識した上で，宿泊施設の事業活動及び競争に及ぼす影

響も考慮し，競争促進効果ないし正当化事由の有無も含めて，論旨一貫して論述できている

もの，「良好」な答案は，両案が宿泊施設の事業活動及び競争並びにＯＴＡ間の競争に及ぼす

影響，競争促進効果ないし正当化事由について的確に分析して論述できているもの，「一応の

水準」の答案は，「良好」な答案と評価されるために必要なポイントのうち幾つかを欠くもの

や，その分析が簡略であるもの，「不良」な答案は，両案がＯＴＡ間の競争に及ぼす影響につ

いて全く検討せず，論旨が一貫していないなど，不公正な取引方法に係る基本的事項につい

ての論述を欠いており，出題の趣旨から離れた記述に終始するものとした。

４ 今後の出題について

今後も，独占禁止法の基礎的知識の正確な理解，問題となる行為が市場における競争に与える

影響の洞察力，事実関係の検討能力及び論理性・説得性を求めることに変わりはないと考えら

れる。

５ 今後の法科大学院に求めるもの

経済法の問題は，不必要に細かな知識や過度に高度な知識を要求するものではない。経済法の

基本的な考え方を正確に理解し，これを多様な事例に応用できる力を身に付けているかを見よ

うとするものである。法科大学院は，出題の意図したところを正確に理解し，引き続き，知識

偏重ではなく，基本的知識を正確に習得し，それを的確に使いこなせる能力の育成に力を注い

でいただくとともに，論述においては，適用条文の選択や構成要件の意義を正確に示した上，

問題となる行為が市場における競争にどのように影響するかを念頭に置いて，事実関係を丹念

に検討し，要件に当てはめること，そしてそれを箇条書き的に列挙するのでなく，論理的・説

得的に表現することができるように教育してほしい。
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判例上定着していると見る余地が大きく，そう考えれば，Ｘの前提となる考え方は正しいよう

にも思われる。

ただし，上記判例における借用元が全て商法又は民法という取引法の基本法であるのに対し

て，本件で借用元となっている法律はいわゆる規制法規である。このような場合に，商法や民

法からの借用概念と同様に考えるべきかどうかも論点となる。なお，この点に関連する下級審

裁判例としては，東京高判平成１４年２月２８日訟月４８巻１２号３０１６頁，東京高判平成

２７年１１月２６日訟月６２巻９号１６１６頁があり，参考になる。

［経済法］

〔第１問〕

第１問は，「入札談合と不当な取引制限」に関する出題であり，不当な取引制限の定義規定

である私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」という。）第２

条第６項の各要件を正確に理解していることを前提に，設例の事実関係を丁寧に分析しつつ，

特に基本合意に中途で関与した事業者の要件該当性や基本合意からの離脱の要件及び時期等を

論じることができるかを問うものである。

前者（中途関与者）については，後述する不当な取引制限の要件，特に「共同して」の要件

該当性について分析検討ができているか，当初の基本合意に参加していない事業者について，

どのような状況があれば，参加したといえるかを丁寧に論じることができるかを受験生に問う

こととした。また，相互拘束の意味についても，昨今の判例動向を踏まえた検討ができるかを

問うこととした。後者（基本合意からの離脱）に関しては，一般的には，入札談合において競

争事業者間の協調行為が期待できるのは，談合行為に関与していれば，一定の見返り（受注機

会）が期待できるからであるが，その期待値を下回れば，基本合意者間での協調が崩れるのは

むしろ当然である。その場合，どの時点で，どのような行為が行われれば，基本合意からの離

脱が認められるかを丁寧に論じることが期待されている。

不当な取引制限の成立については，①事業者が他の事業者と，②共同して，③相互にその事

業活動を拘束すること（相互拘束）により，④公共の利益に反して，⑤一定の取引分野におけ

る，⑥競争を実質的に制限することを検討する必要がある。共同遂行については論じなくとも

よく，また，②と③の要件に関して，「共同して…相互に」と「その事業活動を拘束」するこ

とという区分で論じてもよいこととした（多摩談合（新井組ほか）事件・最一判平成２４年２

月２０日）。

問題は，Ｂ及びＪについて，特に②，③，⑤，⑥の各要件を充足するか否か，Ｂ及びＪがこ

れらの要件を満たさなくなる時点はいつかである（以下，ＡないしＧを「７社」という。Ｂを

除いて「６社」ともいう。）。

まず，Ｂは，６社とともに，平成２７年１２月から数次の会合に出席した上，平成２８年１

月３０日の会合における「本件合意」（基本合意）の形成に参加しており，第１回から第４回

の入札における受注予定者の決定においても本件合意に基づいて個別調整を行い，調整の結果

どおりに受注予定者が受注できるようにしていることを考慮すると，これらの要件を満たすと

考えられる。すなわち，②の要件は，意思の連絡を意味するところ，数次の会合や本件合意が

形成された会合への参加をもって６社との間に意思の連絡が成立すること，③の要件は，設例

で示されている(1)ないし(4)を内容とする本件合意で充足すること，⑤の要件は，入札談合の

ようなハードコアカルテルにおいては，通常，参加者が合意の対象とした商品・サービスで，

これにより影響を受ける範囲が「一定の取引分野」を構成するところ，本問では，本件合意が

対象とする「平成２８年度から３年間にわたって発注される予定の『特定農業施設工事』の指

名競争入札」が一定の取引分野として画定されることをそれぞれ簡潔に解答することが求めら

令和元年 出題趣旨
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れる。⑥の要件については，市場が有する競争機能を損なうことをいい，入札談合の場合には，

参加者がその意思で落札者や落札価格をある程度自由に左右することができる状態をもたらす

ことを意味するところ，これは通常，談合参加事業者の割合，基本合意により落札した件数や

金額の割合，落札率，談合に参加していないものの，これに協力的な事業者の協力の程度等を

考慮して判断されることを踏まえつつ，該当する設例の事実関係を示して要件を充足すること

を説明する必要があろう。

Ｂの違反行為の終了時期に関しては，平成３０年６月１５日の会合で，Ｂ及びＣの各担当者

が受注を巡って激しい口論になり，同年７月３０日に行われた第５回入札では，Ｂが６社やＪ

に協力を依頼せずに，同規模の工事である第４回入札とは異なる相当に低い価格で落札し，さ

らに，同年８月１日に至って，６社は，Ｂを本件合意のメンバーから除名することを決定して

いることから，これらいずれかの時期にＢが本件合意から離脱したのではないか（ということ）

が問題となり，②，③のいずれの要件の問題であれ，離脱の一般的基準を示して説明すること

が求められている。岡崎管工事件・東京高判平成１５年３月７日等は，離脱する意思が他の参

加者に明確に認識されるような意思の表明や行動等が必要であるとしているところ，Ｂは平成

３０年６月１５日の会合で離脱したとも考えられるが，第５回入札は同年７月３０日であり，

その会合から入札まで１か月半の期間があることを考慮すれば，Ｂが翻意して本件合意に復帰

する可能性がないとはいえず（岡崎管工事件をはじめ，一時的に基本合意に反する行動を取っ

た事業者がしばらくして基本合意に復帰することが見られるケースは少なくない。），Ｂの離脱

の時期については，平成３０年６月１５日の会合時だけでなく，同年７月３０日の第５回入札

や同年８月１日の除名決定の時点とも考えられ，いずれにしても，設問の事実関係を正確に読

み取り，これを離脱の一般的基準等に当てはめつつ適切に評価できるかが重要である。

次に，Ｊは，本件合意を形成するに至るまでの会合には一切参加していない。Ｊは，工事の

規模や技術力から受注できると考えた特定農業施設工事の入札に指名された場合には積極的に

落札を目指して低価格で入札する一方で，希望しない特定農業施設工事の入札に指名された場

合には７社に協力するつもりであったものの，このような協力の意図はＪの内心にとどまると

いう設例の事実関係の下では，少なくとも本件合意が形成された平成２８年１月３０日の会合

の時点でＪが本件合意に参加したとみることは困難である。しかし，Ｊは，第１回入札時から，

Ａより指名の有無や受注の意思について問い合わせを受けた際，これに回答し，さらに，指名

を受けた第３回入札と第５回入札においては，Ａから連絡を受けて，受注予定者の入札価格よ

り高い価格で入札することにより，受注予定者の受注に積極的に協力しており，Ｊは既に形成

された本件合意の少なくとも一部に中途で参加した者と考えられる。このような立場のJにつ

いても，Ａを介した意思の連絡があり（②の要件），特定農業施設工事の指名競争入札の取引

分野（⑤の要件）において，市場支配力の維持，強化に寄与して競争を実質的に制限している

（⑥の要件）と考えることができるであろう（なお，違反行為の始期，つまり本件合意への参

加時期については，第１回入札でＡからの問い合わせに回答した時点や第３回入札において積

極的に受注協力した時点などと考えることができよう。）。ただし，③の要件を充足するかに関

しては，積極・消極の両論があり得る。すなわち，Jは入札制度の趣旨に反すると考えられる

低価格で入札することを避けるという行動を取ったり，競争上機微な情報に属すると思われる

指名や受注意欲の有無をＡに回答したりすることにより，本来は自由な事業活動を制限し合っ

ているから，（意思を連絡させた上で）「事業活動を拘束」することの要件を満たすとも考えら

れるが，他方で，相互拘束の要件をその内容や目的が共通でなければならないと厳格に解釈し，

Ｊが受けている拘束の内容は７社のそれとは異なること（Ｊは特定農業施設工事の入札におい

て，一方的に７社のいずれかの受注に協力するだけであること，または自らが低価格で落札す

ることを完全には否定していなかったこと），あるいはＪが事業活動を制限する目的は７社と

異なること（Ｊは特定農業施設工事ではなく，別の異なる工事分野で７社から協力を受けたい
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という目的を有すること）を理由に③の要件を否定する解答もあり得る。いずれにせよ，各要

件をどのように解釈することによってその結論を導いたのかを説明することが求められる。

最後に，Ｊは本件合意から離脱する行動を別段取っているわけではないから，Ｊが本件合意

に参加したと認定する場合には，Ｊの違反終了時は本件談合全体が終了した時点ということに

なる。不当な取引制限に該当する違反行為の終了時期については，各事業者が相互拘束から解

放されて自由に事業活動を実施することとなった時点と考えられるから（モディファイヤー価

格カルテル事件・東京高判平成２２年１２月１０日），本問では公正取引委員会（以下「公取

委」という。）の立入検査が行われた平成３０年９月２０日（の前日）がJにとっての違反の終

了時となるであろう。

〔第２問〕

第２問は，設問１において，Ｘ社及びＹ社によるＹ社を存続会社とする吸収合併計画（以下

｢本件計画｣という。）が独占禁止法第１５条第１項第１号に違反するか否か，設問２において，

設問１で検討した本件計画の問題点を解消するための設計可能な修正（以下「問題解消措置」

という。）を検討することを問うものである。具体的には，主として同号の「一定の取引分野」

における「競争を実質的に制限することとなる」というそれぞれの要件の意義や判断基準を示

しつつ，設問に示された事実関係を丁寧に当てはめて，本件計画の可否や独占禁止法に適合す

る適切な問題解消措置を設計して解答することが求められる。

設問１に関して，まず，「一定の取引分野」の認定，つまり市場画定は，一般に商品範囲と

地理的範囲についてなされるところ，商品範囲については，針甲と針乙が同一の市場で競争し

ていると見ることができるかどうか，地理的範囲については，針甲メーカーが世界中に存在し

ている一方で，市場が日本に限定されるかを，それぞれ検討する必要がある。それらの検討に

当たり，商品範囲については，各針の用途や形状の相違，地理的範囲については，国内におけ

る法律に基づく販売承認制度の存在，顧客の購入慣行等について言及する必要があろう。

次に，「競争を実質的に制限することとなる」については，その意義についてあるべき解釈

を示した上，本件計画が，いわゆる水平的企業結合であることを意識し，単独行動と協調的行

動のそれぞれの観点から具体的事実に即して「競争を実質的に制限することとなる」か否かを

論じることとなろう。もっとも，本問では，ハーフィンダール指数（ＨＨＩ）やいわゆるセー

フハーバーについては必須のものとして問うていない。

「競争を実質的に制限することとなる」か否かの判断に際しては，設問に示された，当事会

社の地位，競争者の状況，新規参入，輸入，需要者とその行動に関する事実を読み解いて，本

件計画の実施が市場における競争にどのような影響を及ぼすかを解答することが求められる。

すなわち，単独行動については，当事会社のシェアが合計５５％で市場１位となり価格引上げ

のインセンティブが存在することを前提に，競争者においては国外からの生産振り分けや第三

者委託による増産が困難であることから，その供給余力・能力が欠如していること，新規参入

に当たって必要とされる製品への新規機能追加には一定の開発期間や投資を要すること，輸入

に関しては，国内既存業者以外の海外生産者はそもそも少数であり，新規の国内販売には販売

承認を要する上，需要者は国内販売実績のない海外製品の購入を敬遠すること，さらに，需要

者は，競争的購入方法を採用して低価格を選好するものの，品質や使い慣れの重視から頻繁な

変更を行わない傾向があることといった事実を示した上，それらの競争上の牽制力を適切に評

価し（当事会社に対する牽制力は貧弱ないし欠如しているという評価となろう。），本件計画が

競争を実質的に制限することとなるか否かを検討することが求められよう。また，協調的行動

を問題とする場合には，当事会社と競争者による協調的行動及びカルテル行動の容易化をもた

らしうる競争者の対称性や市場透明性等を指摘し，上記の単独行動の場合で指摘した事実関係

を踏まえつつ評価することが必要となろう。
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設問２に関して，問題解消措置は，競争当局である公取委が審査過程で示す競争上の懸念を

解消すべく提案されるものである。公取委は，審査において，その実効性を確認し，特に問題

解消措置が事業譲渡など新たな結合関係を形成する場合には，そうした新たな企業結合が別個

の競争上の懸念を生じさせないかを検証している。本設問では，このような流れ自体を提示す

る解答を求めてはいないが，それを踏まえて，当事会社が提案すべき問題解消措置の在り方，

その実効性の評価，問題点の有無の評価等を検討する必要がある。

まず，設問１で検討した単独行動や協調的行動に対する競争上の牽制力を踏まえて，本問で

の競争上の懸念がいかなるものかを示す必要がある。その上で，問題解消措置には，構造的措

置と行動的措置といわれるものがあるところ，それらの意義，内容及び競争回復効果を踏まえ

つつ，競争上の懸念を払拭するため，どのような措置がより適切かを導き出して説明する必要

がある。それに際しては，設問２で示されている流通業者の地位，流通市場の状況等を踏まえ

つつ，計画修正が市場に与える影響などを考慮する必要がある。いずれにしても，計画修正の

内容は，設問１において，当事会社に対する牽制力は貧弱ないし欠如していると評価すること

となると考えられるから，牽制力のある競争単位を創出するなどの競争回復に十分なものとな

る必要がある。

構造的措置としては，事業譲渡計画を採用することが考えられる。その場合には，当事会社

のうちいずれの会社の事業をどの範囲で分離して，いずれの被譲渡者に譲渡するのか，当該譲

渡によって競争上の懸念が解消されるのかといった実効性の評価や実効性を確保するために必

要な譲渡の具体的内容を解答することが求められる。本設問で，被譲渡者を流通業者Ｍ社とす

る場合には，実効性や譲渡の具体的内容について，Ｍ社の過去の経験やノウハウ，品揃え，競

争インセンティブ等に照らし合わせながら整合的に説明することが望まれる。

その上で，譲渡される事業と譲受先との関係から生じうる競争上の問題を摘出し，各当事者

の事業内容・関連商品の状況，譲渡者・被譲渡者の属する市場の状況等を鑑みながら，問題の

有無を説明し，必要に応じて追加的な措置をも考えることが望まれる。Ｍ社が事業の譲受先と

される場合には，当事会社とＭ社は，垂直的関係に立つこととなるので，流通業者への情報集

中が生ずることより発生する競争への影響とそれに対する情報遮断措置を考えることなどもで

きる。

また，事業譲渡以外の措置を採用することが適切と考えた場合でも，当該措置がどのような

反競争効果の抑止を狙いとしたもので，市場にどのような影響を与えるのかなどを具体的に説

明することが求められる。

［知的財産法］

〔第１問〕

１ 設問１は，職務発明該当性及び方法の発明に関する特許権の効力の範囲等を問うものであ

る。設問２⑴は，補償金請求権の行使の制限を問うものであり，設問２⑵は，補正後におけ

る補償金支払請求のための再警告の要否を問うものである。設問３は，間接侵害の成否を問

うものである。

２ 設問１については，第１に，上司に反対されながら甲が完成させた本件発明は職務発明（特

許法（以下「法」という。）第３５条第１項）に当たらず，特許を受ける権利を有しないＸ

の本件出願に対してされた特許は無効にされるべきもの（法第１２３条第１項第６号）であ

るとの権利行使制限の抗弁（法第１０４条の３第１項）が認められるかが問題となる。法第

３５条第１項の「職務」該当性については，従業者が自発的に完成した発明でも，その従業

者の本来の職務内容から客観的に見て発明の完成が使用者との関係で一般的に予定され期待

されており，かつ，従業者に対する便宜供与や研究開発援助などにより使用者が発明完成に

寄与していれば職務発明に該当するとの考え方（大阪地判平成６年４月２８日判時１５４２
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令和元年司法試㦂の採点実感㸦経済法㸧

㸯 出㢟の趣旨について

出㢟の趣旨は㸪別途公表している「出㢟の趣旨」のとおりである。

㸰 採点方針

出㢟した二問とも㸪私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律㸦以下「独占禁止法」とい

う。㸧上の制度・規定の趣旨及び内容を正確に理解し㸪問㢟文の行為が市場における競争にどのよ

うな影㡪を与えるのかを念㢌に置いて㸪問㢟文に記載された事実関係から的確に問㢟点を把握し㸪

法解釈を行い㸪事実関係を丹念に検討した上で要件の当てはめができるか㸪それらが論理的かと

いう点を評価しようとした。

特に㸪独占禁止法の基本を正確に理解し㸪これに基づいて検討することができているかを重点的

に見ようとしており㸪公表されている公正取引委員会㸦以下「公取委」という。㸧の考え方やガイ

ドライン等について細かな知識を求めることはしていない。

⑴ 第㸯問

第㸯問は㸪入札談合と不当な取引制限㸦独占禁止法第㸰条第㸴㡯及び第㸱条㸧に関する出㢟

である。

まず㸪入札談合に係る基本合意㸦本件合意㸧の形成に参加した㹀に関して㸪不当な取引制限

に係る各要件のうち㸪①共同して㸦意思の連絡㸧㸪②相互にその事業活動を拘束すること㸦相互

拘束㸧により㸪③一定の取引分野㸦市場㸧における㸪④競争を実質的に制限することについて㸪

条文に基づいて規範を定立した上で㸪問㢟文に記載された事実関係を適切に当てはめて論じて

いるかを評価の対象とした。

次に㸪本件合意に途中で関与した㹈に関しては㸪特に㸪意思の連絡及び相互拘束の要件該当

性について㸪問㢟文に記載された事実関係を総合的に分析した上で㸪定立した規範と整合的に

当てはめて㸪結論を導くことができているかを評価した。

さらに㸪不当な取引制限を肯定したときの違反行為の終期㸪すなわち㸪当該行為がなくなっ

た日㸦同法第㸵条第㸰㡯㸧に関し㸪㹀及び㹈それぞれについて㸪どのように規範を定立して㸪

問㢟文に記載された事実関係を当てはめているかを評価の対象とした。

⑵ 第㸰問

第㸰問は㸪本件計画について,公取委が行うであろう企業結合審査の流れを想定して㸪本件計

画の適法性㸦独占禁止法第㸯㸳条第㸯㡯第㸯号㸧㸪本件計画が独占禁止法上問㢟ありと考えられ

る場合に検討されるべき問㢟解消措置及びその問㢟点について㸪適切な独占禁止法の理解に基

づき的確に結論を導けるかを問うものである。

設問㸯は㸪本件計画が市場における競争にどのような影㡪を及ぼすかについて㸪適切に市場を

画定するとともに㸪企業結合㢮型を明確にし㸪公取委が公表している「企業結合審査に関する

独占禁止法の運用指針」(企業結合ガイドライン)でも挙げられている主要な㡯目を考慮しつつ㸪

適切に分析しているかを評価の対象とした㸦なお㸪上記のとおり㸪同ガイドラインに関する細

かな知識までは不要である。㸧。

具体的には㸪本件計画が㸪競争事業者間で行われる「水平型の企業結合」であり㸪単独行動あ
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るいは協調的行動として㸪画定された市場における競争を実質的に制限する「こととなる」で

あろう事実を設問から適切に読み取り㸪独占禁止法上の概念と結び付けて自身の言葉でそしゃ

くして論述しているかを評価した。また㸪市場の画定との関係では㸪商品・役務市場と地理的

市場の双方について㸪その画定の理由を適切に挙げているかを評価した。

設問㸰では㸪そもそも㸪問㢟解消措置が㸪当事会社において㸪企業結合審査の進行状況や見通

しから㸪公取委の示している㸪あるいは示すであろう競争上の懸念を解消するために自主的に

提案をするものであることを正確に理解した上で㸪かかる懸念を充分に解消するために求めら

れる問㢟解消措置となっているか㸪さらに㸪提案された問㢟解消措置そのものが新たな競争上

の懸念を惹起していないかを適切に検討しているかを評価した。

㸱 採点実感等

⑴ 出㢟の趣旨に即した答案の存否㸪多寡について

ア 第㸯問

(㺏) 㹀の要件該当性について

条文㸦独占禁止法第㸰条第㸴㡯及び第㸱条㸧を正確に摘示した上で㸪同法第㸰条第㸴㡯

の条文解釈を適切に行って事実関係を当てはめて㸪㹀について各要件該当性を肯定する答

案が大多数であった。また㸪入札談合においては㸪基本合意㸦本件合意㸧が成立したとき

をもって㸪意思の連絡㸪相互拘束㸪競争の実質的制限の各要件に該当し㸪個別調整等の基

本合意成立後の事実は㸪基本合意の成立時点での各要件該当性を推認させる事情であるこ

とを理解した答案㸪すなわち㸪相互拘束を内容とする本件合意について明示の意思の連絡

があり㸪入札談合では基本合意の成立をもって競争の実質的制限が推認できることを前提

に㸪本件合意の対象である特定農業施設工事について㸪各入札における個別調整等を事後

的な事情として考慮しつつ㸪本件合意の時点で競争の実質的制限があることを的確に論じ

ている答案が多かった。

他方㸪各要件該当性の結論のみを簡単に記載している答案㸪入札談合は基本合意と個別

調整からなるとしか説明しておらず㸪そもそも意思の連絡とは何かを定義していない答案㸪

㯲示の意思の連絡を認定している答案が散見された。また㸪各入札に係る個別調整につい

て意思の連絡や相互拘束を論じている答案㸪穀物貯蔵等施設工事を市場と画定する答案㸪

本件合意が成立した時点では発注されるか不明な第㸲回ないし第㸳回までの入札のみを市

場として画定する答案や各入札を別個の市場として画定する答案㸪各入札の個別調整がさ

れたことをもって競争の実質的制限の要件該当とする答案など㸪不当な取引制限の要件該

当性を検討すべき対象が基本合意であることを理解しているか疑問を感じさせる答案もあ

った。

(㺐) 㹈の要件該当性について

本件合意の形成に参加していない㹈については㸪意思の連絡及び相互拘束が問㢟になる

ことを的確に指摘し㸪論じている答案が多数であったが㸪当該論点について詳細に検討す

ることなく㸪安易に㸪㹀と同様に不当な取引制限が成立すると記載している答案㸪定立し

た規範と当てはめが整合していない答案も少なくなかった。結論としては㸪不当な取引制
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限の要件該当性を肯定する答案が多数であったが㸪間接事実から㯲示の意思の連絡を認定

し㸪または㸪個別調整の事実から基本合意を推認する答案の中には㸪意思の連絡が認めら

れる時期や範囲について明示し㸪その範囲をもって相互拘束が認められるか具体的に検討

していない答案が目立った。また㸪指名の有無㸪受注意欲の有無についての㸿からの問い

合わせに回答していることなどから㸪1回目の入札から意思の連絡ありとする答案も多かっ

たが㸪この時点で相互拘束を肯定するだけの意思の連絡があると説得的に論証することは㸪

問㢟文に記載された事実だけでは困㞴と思われる。他方㸪相互拘束について具体的に検討

して㸪指名教示を超える「応札協力」という㸪より積極的行為を行うことによって確定的

に本件合意に参加したと言えるとする答案は多くなかった。さらに㸪㹈が落札者を決定す

るプロセスに参画するものではないこと㸪自らが落札することを㹈が完全に否定していた

ものではなかったこと㸪特定農業施設以外の工事で協力を受けたいという㹈の目的が本件

合意の他の参加事業者と異なることなどを重視して㸪意思の連絡ないし相互拘束の要件該

当性を否定する答案や㸪個別調整についてのみ要件該当性を肯定する答案もあったが㸪そ

れらは少数であった。結論がいずれであれ㸪問㢟文に記載された事実関係を総合的に分析

した上で㸪定立した規範と一貫して論述しているかを評価した。

(㺑) 違反行為がなくなった日について

㹀の違反行為がなくなった日について㸪的確に規範を定立し㸪㸴月㸯㸳日の会合時の㹀の

担当者の言動等をもって㸪その時点で㞳脱を認める答案が多かったが㸪その後の本件合意へ

の復帰の可能性等を考慮して㸪㸵月㸱㸮日の第㸳回入札をもって㞳脱を認める答案や㸪㸶月

㸯日の除名をもって㞳脱を認める答案もあった。

㹈については㸪立入検査日ないしその前日をもって終期とする答案が多く㸪終期について

の規範を的確に定立した上で当てはめを行っている答案も相当数あった。他方㸪結論のみを

記載している答案も多く㸪㹃が事実の報告等を行った日を終期とする答案もあったほか㸪㹈

について本件合意への参加を認めながら㸪その違反行為の終期について検討してない答案も

散見された。

イ 第㸰問

出㢟水準は㸪一般的に利用されている先例集にも掲載されているような㸪公取委が問㢟解消措

置を採ることを条件として排除措置を命じないこととした典型的な企業結合事例を一例でも読

んで理解をしていれば㸪およそ合格点が取れるような水準としたが㸪全般的な印象としては㸪

直近では平成㸰㸷年度の司法試㦂で出㢟した㡯目であったにもかかわらず㸪答案の中には㸪企

業結合について充分に学習をしていなかったのではないかと思われるものも散見された。

(㺏) 企業結合の㢮型㸦設問㸯㸧

本件計画が合併の制限等に関する独占禁止法第㸯㸳条第㸯㡯第㸯号に違反するか否かが問㢟

となることを適切に指摘している答案が大半であったが㸪一部に㸪本問を㸪私的独占や不当

な取引制限の問㢟として論じる答案も若干ながらあった。企業結合は㸪公取委が規制する三

つの企業行動の一つ㸦その他は㸪単独行為と共同行為㸧であり㸪その重要性を再認識する必

要がある。

他方で㸪本件計画で問㢟視すべきものが㸪水平型の企業結合であることを適切に指摘する
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答案は想定以上に少なかった。水平型の企業結合の審査と垂直型の企業結合のそれとは全く

異質なものであり㸪冒㢌でまず指摘されるべき事㡯である。

(㺐) 一定の取引分野㸦市場㸧の画定について㸦設問㸯㸧

「一定の取引分野」の定義については㸪ほぼ全ての答案において㸪通説的な見解をそのまま

記載していた。また㸪具体的にも㸪本件計画で問㢟になる市場について㸪結論としては㸪「日

本国内の点滴針甲」とする者が大半であったが㸪その理由を必ずしも適切に根拠付けていな

い答案が相当数見られた。他方で㸪地理的市場について「世界市場」として画定している答

案㸪世界市場「も」併せて検討している答案が相当数あった。世界市場「も」併せて検討し

ている場合には㸪減点対象とはしていないものの㸪その意味が㸪日本国内市場を検討する上

で参照するというものであれば問㢟はないが㸪競争の実質的制限との関係で検討する内容が

異なることになりかねず㸪それとの整合性がやや気になった。

なお㸪地理的市場を「世界市場」や「アジア市場」とする場合㸪それを正当化するだけの追

加的な根拠㸦物流コストが低いことや世界的な市場価格の相関性㸧を各国の競争当局は必ず

挙げているところ㸪本設問中には㸪そうした追加的な記載は存在していない。また㸪点滴針

のような医療機器や医薬品については㸪各国毎に許認可といった規制が存在している場合が

大半で㸪地理的市場は各国ごとに画定されるのが通例であることは正確に理解されておくべ

きであろう㸦出㢟文に㸪殊更に「販売承認」制度についての言及がなされている趣旨を理解

できている答案は㸪必ずしも多くはなかった。㸧。

(㺑) 競争の実質的制限の蓋然性(「こととなる」)㸦設問㸯㸧

本件計画が「競争を実質的に制限することとなる」かの分析において㸪文言の意味・定義

について㸪ほとんどの答案は正確に解答をしていた。また㸪多くの答案では㸪「単独行動によ

る競争の実質的制限」と「協調的行動による競争の実質的制限」の二つに分けて㸪本件計画

がもたらすであろう競争への影㡪を分析していた。

また㸪設問中に挙げられた事実から㸪各種の考慮事㡯㸦当事会社の市場での地位㸪競争者の

状況㸪輸入圧力㸪参入圧力㸪隣接市場からの競争圧力㸪㟂要者からの競争圧力㸧を適宜選択

して記述している答案が多かったが㸪単に㸪設問の記述をそのまま書き写しているだけで㸪

こうした考慮㡯目別に分㢮して㸪自らの言葉で説明していない答案も相当数存在していた。

与えられた事実を㸪適切に分㢮・再整理している答案を評価した。

なお㸪協調的行動による競争の実質的制限については㸪簡単に言及するだけの答案も多く㸪

本件のように単独行動により競争の実質的制限が肯定される例の場合には㸪実務的にも簡潔

にしか検討されないことも多いが㸪この点を手厚く分析している答案については加点対象と

している。

(㺒) 問㢟解消措置の検討㸦設問㸰㸧

問㢟解消措置が㸪企業結合審査の過程で公取委から示された㸦あるいは示されるであろうと

想定される㸧懸念を解消し㸪当事会社自らが公取委から排除措置を命じない旨の通知を円滑

または迅速に得ることを目的として提案をするものであるにもかかわらず㸪公取委は排除措

置命令㸦独占禁止法第㸯㸵条の㸰㸧として問㢟解消措置を命じなければならないと記述する

等㸪問㢟解消措置の正確な位置付けを理解していない答案が㠀常に多かった。
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また㸪問㢟解消措置が㸪設問㸯で問㢟とされた競争制限効果を解消するのに足りるものとな

るように設計することが求められているが㸪本件のような水平型の企業結合にあっては㸪企

業結合が実施される以前の競争状況を維持するようなものである必要があり㸪そのために㸪「構

造的措置」が原則として採られるべきであるという理解を指摘している答案は比較的少なか

った。本件計画の場合㸪当事会社である㹖又は㹗いずれかの点滴針甲の事業㸦製造設備・人

材・ノウハウ等からなる)を一括して㸪第三者である㹋に譲渡できれば㸪従前㹖・㹗・㸿の三

社による競争環境は㸪㹖と㹗統合後の新会社・㹋・㸿の三社間の競争としてそのまま維持さ

れることになるし㸪ハーフィンダール指数㸦㹆㹆㹇㸧も変動しない。このように「構造的措

置」がなぜ原則になっているのかまで踏み込んで解答をしている答案については加点対象と

した。他方で㸪このような事業譲渡までは想定せず㸪ノウハウ等の供与で足りると㸪根拠も

挙げずに記述している答案も少なからずあった。

他方で㸪このような問㢟解消措置の実効性については㸪㹋社の過去の経㦂やインセンティブ

など設問中でも言及されている事実を指摘して㸪肯定している答案が多かった。

(㺓) 問㢟解消措置の問㢟点の検討㸦設問㸰㸧

公取委の企業結合審査では㸪当事会社が問㢟解消措置を提案すると㸪その実効性を検討する

だけではなく㸪問㢟解消措置そのものが構造的措置である場合には㸪それ自体も新たな企業

結合となるため㸪問㢟解消措置自体が新たな競争上の問㢟を惹起させることがないかを市場

関係者に問い合わせるなどして確認している。

事業を譲り受けることとなる㹋社は㸪点滴関連製品を取り扱っている国内流通業者であり㸪

点滴針の製造販売メーカーとは垂直関係になるため㸪垂直型の企業結合として㸪セット販売

等を実施することで下流市場の閉鎖効果が生じないかを一応検証することが必要になる。設

例では㸪㹋社について「針甲と同時に使用される点滴関連製品である点滴チューブ丙につい

て㸯㸳パーセントの販売シェア」などと厳しい競争環境にあるとすることで㸪垂直制限効果

がほとんど想定されない設定としているが㸪この趣旨を読み取って㸪問㢟解消措置がもたら

す可能性がある競争制限効果にまで言及している答案は少数にとどまった。また㸪このよう

に下流市場の競争が激しいことから発生の可能性は低いとも考えられるものの㸪㹋社に当事

会社㹖ないし㹗のセンシティブ情報がもたらされ㸪協調的行動及びそれによる競争の実質的

制限効果の発生が懸念される場合には㸪情報遮断措置を講ずることも考えられるが㸪これに

言及している答案も少数にとどまった。

⑵ 出㢟時に想定していた解答水準と実際の解答水準との差異について

ア 第㸯問

㹀の要件該当性については㸪「共同して」㸪「相互にその事業活動を拘束し」㸪「一定の取引分

野における」㸪「競争を実質的に制限する」といった各文言の解釈㸦規範定立㸧及び当てはめ

について一通り論じている答案は多く㸪その点については㸪出㢟時に想定されていた解答水

準との間に大きな差異はなかった。

また㸪㹀及び㹈の違反終了時期については㸪的確に判断基準等を記述した上で㸪当てはめ

ている答案が相当数あり㸪出㢟時に想定されていた解答水準との間に大きな差異はなかった。

他方㸪㹈に関して意思の連絡及び相互拘束の要件該当性については㸪的確に問㢟を指摘し
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て論じている答案は想定していたほど多くなかった。特に㸪意思の連絡があるというべき合

意の範囲や意思の連絡が認められる時期について具体的に検討した上で㸪相互拘束が肯定で

きる根拠を明確に論じている答案は少なかった。

イ 第㸰問

「一定の取引分野」㸪「競争を実質的に制限することとなる」といった各文言の解釈㸦規範

定立㸧について一通り論じている答案は多く㸪その点については㸪出㢟時に想定されていた

解答水準との間に大きな差異はなかった。

また㸪競争の実質的制限効果について㸪設問中にちりばめられた事実を選択・分㢮して㸪的

確に論じている答案が相当数あり㸪出㢟時に想定されていた解答水準との間に大きな差異は

なかった。

他方㸪地理的市場の画定について㸪日本とした答案が多かったものの㸪少なくない数の答案

が世界市場としていたことは想定外であった。

「問㢟解消措置」については㸪その趣旨について正確な理解を欠いている答案が想定して

いた以上に多かった。問㢟解消措置の実効性の検討については㸪出㢟時に想定されていた解

答水準との間に大きな差異はなかったが㸪その問㢟点については㸪検討がほとんど及ばない

であろうことはそれなりに想定していたものの㸪それでも想定をかなり下回った。

⑶ 「優秀」㸪「良好」㸪「一応の水準」㸪「不良」答案について

ア 第㸯問

「優秀」な答案は㸪本件合意が不当な取引制限の要件に該当することを的確に論じるとと

もに㸪㹈について本件合意への参加が認められるか否か㸪㹀及び㹈の違反行為終了時期など

の論点について㸪問㢟文に記載した事実関係を総合的に分析した上で㸪論旨一貫して論述で

きているもの㸪「良好」な答案は㸪要件該当性や上記論点の大部分について一定の論述ができ

ているもの㸪「一応の水準」の答案は㸪「良好」な答案と評価されるために必要なポイントの

うち幾つかを欠くものや㸪その分析が簡略であるもの㸪「不良」な答案は㸪上記論点について

全く検討せず㸪論旨が一貫していないなど不当な取引制限に係る基本的事㡯についての論述

を欠いており㸪出㢟趣旨から㞳れた記述に終始するものとした。

イ 第㸰問

「優秀」な答案は㸪本件計画の㢮型を適切に分㢮し㸪問㢟となる市場を的確に画定した上で㸪

本件計画がもたらす競争制限効果を設問中から抽出・再整理した上で的確に分析するととも

に㸪そこで指摘された問㢟点を解消するために必要な問㢟解消措置を設計し㸪その実効性㸪

問㢟点を適切に分析するもの㸪「良好」な答案は㸪市場を的確に画定するとともに㸪本件計画

の競争に及ぼす影㡪を的確に分析し㸪問㢟解消措置を一定程度設計するとともにその実効性

を一定程度行っているもの㸪「一応の水準」の答案は㸪「良好」な答案と評価されるために必

要なポイントのうち幾つかを欠くものや㸪その分析が簡略であるもの㸪「不良」な答案は㸪単

に記憶した概念をそのまま記述するとともに㸪設問中の記述をそのまま引用しただけで㸪事

実を再整理したり問㢟点を分析したりすることができていないものとした。

㸲 今後の出㢟について
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今後も㸪独占禁止法の基礎的知識の正確な理解㸪問㢟となる行為が市場における競争に与える影

㡪の洞察力㸪事実関係の検討能力及び論理性・説得性を求めることに変わりはないと考えられる。

㸳 今後の法科大学院に求めるもの

経済法の問㢟は㸪不必要に細かな知識や過度に㧗度な知識を要求するものではない。経済法の

基本的な考え方を正確に理解し㸪これを多様な事例に応用できる力を身に付けているかを見よう

とするものである。法科大学院は㸪出㢟の意図したところを正確に理解し㸪引き続き㸪知識偏重

ではなく㸪基本的知識を正確に習得し㸪それを的確に使いこなせる能力の育成に力を注いでいた

だくとともに㸪論述においては㸪適用条文の選択や構成要件の意義を正確に示した上㸪問㢟とな

る行為が市場における競争にどのように影㡪するかを念㢌に置いて㸪事実関係を丹念に検討して

要件に当てはめ㸪そして㸪それを箇条書き的に列挙するのではなく㸪論理的・説得的に表現する

ことができるように教育してほしい。
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業年度ごとに決められる毎月一定額の役員給与」である本件役員給与が同項のどの号に該当す

るかなどを，順を追って検討する必要がある。

設問１⑵では，法人税法第３４条第２項の適用関係が問われている。上述のとおり，同条第

１項，第２項は「損金の額に算入しない」ことを定めた規定であるから，第２項にいう「前項

…の規定の適用があるもの」とは，第１項の規定により損金不算入とされたものを指す。⑴で

確認したように，本件役員給与は第１項により損金不算入とはならない性質のものであるため，

第１項により「損金の額に算入しない」こととはされず，第１項は適用されない。したがって，

第２項を適用し，改めてその一部を損金不算入とすることに規定の適用上の問題はない。本問

では，このことを簡潔に説明することが求められている。

設問２⑴は本件貸付金の利息の所得税の計算上の扱い，具体的には，その所得分類と帰属年

度が問われている。本件貸付金がＡの事業と関係あるものであればその利息は事業所得とされ

る。本件の貸付けが，働きぶりの良いＥが今後長くＡの店で働くことを期待して実行されてい

て，言わばＡの事業における福利厚生のための行為というべきものと評価されれば，そのよう

な貸付けは事業に関連することになる。その場合，その既収・未収の利息は，事業の付随収入

として，それぞれそれを受け取る権利が確定した年分の事業所得の総収入金額に算入されよう。

設問２⑵は，本件貸付金が事業関連性を有することを前提に，その貸倒損失の扱いを問うも

のである。事業関連性を有する貸付金の貸倒損失は，所得税法第５１条第２項により，それが

貸倒れた年分の事業所得の必要経費に算入される。

本問では，一般に債権が貸倒れたと判断されるための基準を指摘した上で，Ｅが病死し，換

金できるような目ぼしい財産は残されておらず，Ｅの債務を相続する身寄りもない等の事情が，

その判断基準に照らしてどのように評価されるかを検討する必要がある。

設問３は，平成２８年中に甲を譲渡した契約の解除が，平成３０年６月１５日に確定した本

件訴訟の判決により確定したことにより，Ａの所得税の課税関係がどのように変更され，その

変更をＡはどのような手続きで自分の所得計算に反映させるべきかが問われている。

まず，甲はＡの事業の用に供されていた固定資産であり，Ａの冷凍食品小売業という事業に

おいて，甲のような固定資産を反復継続的に譲渡することは考えられないから，この譲渡は所

得税法第３３条第２項に該当しない同条第１項の譲渡に当たるので，その譲渡からは譲渡所得

が発生する。したがって，平成２８年分の譲渡所得を発生させる基礎となった事実が，平成３

０年の判決により，「それと異なることが確定した」ことになる。

このことは，国税通則法第２３条第２項第１号に該当するから，Ａは同項に基づく更正の請

求を，判決確定日の翌日から２か月以内に行なえばよいように思えるが，直接にこのような解

決をすることは，同項柱書２つ目の括弧書の規定に抵触する。この間の事情を正確に説明し，

同条第２項による更正の請求と同条第１項による更正の請求の関係から，同条第１項による更

正の請求が認められるべきことを説得的に説明することが求められる。

さらに，Ａが，平成２９年１２月に平成２８年分の所得につき増額更正処分を受けてこの処

分が確定していることが，Ａによる更正の請求にどのような影響を及ぼすかを，国税通則法第

２３条第１項柱書２つ目の括弧書の規定の文言とその内容に即して説明することが求められ

る。

以上の諸点を考慮しつつ，本件訴訟の判決が平成３０年６月１５日に確定したことにより，

Ａは，平成２８年分の所得税の法定申告期限から５年以内という期間制限を満たす限り，国税

通則法第２３条第１項による更正の請求を行なうことができるという結論を導くことが期待さ

れている。

［経済法］

〔第１問〕

令和2年 出題趣旨
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本問は，Ｙ社が取引関係にあるＸ社の全株式を取得する計画（以下「本件計画」とい

う。）が，垂直型企業結合として，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以

下「独占禁止法」という。）第１０条第１項に違反しないかを問うものである。垂直型企

業結合が競争を実質的に制限することとなるメカニズムを理解しているか，市場や取引

に係る様々な考慮要素を適切に評価できるかを確認しようとするものであり，企業結合

の公表事例やガイドライン等，特に最近改正された企業結合ガイドラインにおける垂直

型企業結合規制に係る細かな知識を求めるものではない。

独占禁止法第１０条第１項の「一定の取引分野」，すなわち市場の画定は，商品範囲と

地理的範囲についてなされる。それぞれ需要の代替性を基本に供給の代替性を考慮して

画定することになる。商品範囲については，差別化されていない甲部品とは異なり，乙

機器はそれが組み込まれる丙装置に応じて仕様が若干異なることから，需要の代替性の

観点からは丙装置に応じて乙機器に係る一定の取引分野も細分化される可能性がある。

しかし，供給の代替性の観点からは，仕様にかかわらず広く乙機器に係る市場が画定さ

れると考えられ，この点を丁寧に検討することが求められる。地理的範囲については，

甲部品，乙機器ともに，需要者が世界各地の供給者から取引先を選定しており，また，

各供給者は世界中の販売地域において実質的に同一の価格で販売していることなどから，

いわゆる世界市場を画定できるかについて検討する必要がある。

なお，乙機器が組み込まれる丙装置に係る市場については，丙装置の製造原価に占め

る乙機器の仕入原価の割合がごく僅かであることから，本件計画が問題となるような競

争上の影響を及ぼすとは考えられない。また，甲部品が乙機器以外の製品の製造に用い

られることなどもあるが，その取引規模は小さく，また，Ｙ社が乙機器以外の製品を製

造することもないことから，本件計画が問題となるような競争上の影響を及ぼすとは考

えられない。

独占禁止法第１０条第１項の「競争を実質的に制限することとなる」については，そ

の解釈を論じた上で，本件計画が垂直型企業結合であることを前提に，単独行動，協調

的行動それぞれの観点から設例の事実関係に即してその有無を判断することになろう。

企業結合ガイドラインでは，垂直型企業結合についていわゆるセーフハーバーが設けら

れているが，本問はこうした知識を問うものではない。

本問において単独行動による競争の実質的制限の蓋然性は，本件計画により市場の閉

鎖性・排他性がもたらされることにより生じる。ここでは，Ｘ社がＹ社の競争者に対し

て甲部品の供給を拒絶する場合と，Ｙ社がＸ社の競争者から甲部品の購入を拒絶する場

合が問題となる。前者はいわゆる投入物閉鎖であり，甲部品の供給を拒絶することによ

り，乙機器市場において競争を実質的に制限することとならないかが問題となる。また，

後者はいわゆる顧客閉鎖であり，甲部品の購入を拒絶することにより，甲部品市場にお

いて競争を実質的に制限することとならないかが問題となる。

前者（投入物閉鎖）について，Ｅ社及びＦ社は甲部品のほとんどをＸ社から購入して

おり，Ｘ社による甲部品の供給拒絶による事業活動への影響は大きそうである。そして，

仮にこの供給拒絶によってＥ社及びＦ社の競争圧力が減じられることがあれば，乙機器

市場において競争の実質的制限が生じることとなるかもしれない。ここでは，Ｅ社及び

Ｆ社に対して甲部品の供給が拒絶されたとしても，十分な製造余力を有するＡ社，若干

の製造余力を有するＢ社からの供給を受け得るのではないかということや，供給を拒絶

されてもＥ社は近い将来に甲部品の一部を自製する計画であることなどを検討すること

になろう。また，甲部品以外の製品に係る取引関係から，Ｆ社は甲部品の取引について
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もＸ社に対して取引上の立場が強いと考えられ，Ｘ社が甲部品の供給を拒絶することは

ないのではないか，甲部品の製造設備について稼働率の維持が重要であるならば，Ｘ社

が甲部品の供給を拒絶することはないのではないかなども検討することになろう。

後者（顧客閉鎖）については，Ｙ社がＡ社，Ｂ社及びＣ社からの甲部品の購入を拒絶

するとしても，若干ながら乙機器の製造余力（甲部品の購入余力）があるＤ社等への販

売が可能ではないか，Ｙ社がＡ社，Ｂ社及びＣ社から甲部品を購入しているのは安定調

達の観点に基づくものであり，本件計画によってそれら購入を停止することはないので

はないかなどを，設例の事実関係から説得的に分析することが求められる。

なお，市場の閉鎖性・排他性に係るこれら考慮要素は，企業結合の公表事例において，

供給拒絶や購入拒絶の能力やインセンティブとして検討されているものであるが（例え

ば，ヤマハ発動機によるＫＹＢモーターサイクルサスペンションの株式取得事例（平成

２５年度）），能力やインセンティブという用語や分類を用いることを求めるものではな

く，本件計画が競争に与える影響という観点から競争制限のメカニズムを的確に示して，

設例の事実関係から競争の実質的制限の蓋然性を論理的かつ説得的に示し得るかを評価

するものである。

本問において協調的行動による競争の実質的制限の蓋然性は，本件計画によりＸ社及

びＹ社が競争者の価格等の情報を入手し得るようになる結果，それらの間で協調的に行

動することが高い確度で予測できるようになることにより生じ得る。ここでは，Ｙ社と

の取引を通じて，甲部品の市場において，Ｘ社と，Ａ社，Ｂ社及びＣ社との間で協調的

行動が生じる場合と，Ｘ社との取引を通じて，乙機器の市場において，Ｙ社と，Ｄ社，

Ｅ社及びＦ社との間で協調的行動が生じる場合が問題となる。

前者（甲部品市場における協調的行動の蓋然性）については，競争者数の少なさ，甲

部品の同質性といった協調促進的な考慮要素と，大きな製造余力を有することによるＡ

社の協調的行動からの逸脱のインセンティブ，より良い取引条件を求めるというＤ社や

Ｅ社からの競争圧力といった協調阻害的な考慮要素とを，全体としてどのように評価す

るかが問題となる。

後者（乙機器市場における協調的行動の蓋然性）については，競争者数の少なさ，Ｅ

社及びＦ社との取引量の大きさに起因する情報量の大きさといった協調促進的な考慮要

素と，若干ではあるが乙機器が差別化されていること，乙機器の製造原価に占める甲部

品の仕入原価の割合が小さいことによる費用共通化の割合の小ささ，若干の製造余力が

存在することによるＤ社やＥ社の協調的行動からの逸脱のインセンティブ，需要者であ

る丙装置メーカーからの競争圧力といった協調阻害的な考慮要素とを，全体としてどの

ように評価するかが問題となる。

いずれもこれら多数の考慮要素を全て列挙，検討する必要はないとしても，協調的行

動による競争の実質的制限の蓋然性の有無を説得的に論じることが重要である。

〔第２問〕

本問は，浄化槽の普及を図ることにより，生活環境の保全と公衆衛生の向上に寄与す

ることを目的とする一般社団法人であるＡ県浄化槽協会（以下「協会」という。）が，数

年前からＡ県内の河川の水質が全国で最も汚濁の著しいものの一つとして報道されるよ

うになったという状況において行った行為の独占禁止法上の評価を問うものである。

まず，協会は上記のような目的を有する一般社団法人であるから，独占禁止法第２条第

２項に定める「事業者団体」の定義に照らして，これに当たるかを検討する必要がある。
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また，事業者団体の行為と評価できるかについても，当該団体の意思決定機関による決

定であるか，そうでないとしても構成事業者から事業者団体の行為と認識されていたと

考えられるか等によって判断する必要がある。

協会が事業者団体であるとして，まずは，設例の事実関係の中に事業者団体の行為であ

って独占禁止法上問題となり得るものを識別することが必要であり，本問においては，

設例に示されている順に，会員の保守点検業者に対する競争回避の指導，非会員の保守

点検業者に対する入会拒否，会員の清掃業者に対する非会員の保守点検業者との提携禁

止，メーカーに対する検査薬等の供給拒否要請のそれぞれの行為に関して，個別に又は

行為の与える影響を踏まえてまとめるなどしつつ，同法第８条各号のうち適切と考えら

れるものを選択して，その該当性を論じる必要がある。この点に関しては，その前提と

して，同条第１号と第３号ないし第５号の関係が理解されている必要がある（以下，号

数のみを記す。）。第１号に該当するというためには，市場競争が実質的に制限され，価

格等の取引条件をある程度自由に左右することができる力としての市場支配力の形成・

維持・強化が必要であるのに対して，第３号ないし第５号はそれに至らない程度・態様

の競争の阻害で足りると考えられること，本問では，協会による各行為が行われた後も，

Ａ県内の浄化槽の保守点検をめぐる競争が激化しているため，その料金は一貫して下落

し続けているという事実を踏まえて該当条文を判断する必要がある。なお，第１号に関

して，事業者を排除し，市場の開放性を妨げる力の形成それ自体で，「一定の取引分野に

おける競争を実質的に制限すること」の要件を充足するという考え方もあり得るが，以

下では，第３号ないし第５号について述べる。

第３号については，「一定の事業分野」の意義，事業者団体へ加入せずに一定の事業分

野において事業活動を行うことの困難性，どのような態様によるどの程度の「事業者の

数」の制限が第３号に該当するために必要かについて，理解できているかが問われる。「一

定の取引分野」とは異なる「一定の事業分野」に関しては諸説あるが，これらに基づい

て一般的な説明が行われ，設例の事実関係を当てはめて解答することが必要である。ま

た，事業者団体に加入しなくとも一定の事業分野で活動することができることもあり得

るところ，設例の事実関係で示されている非会員の保守点検業者の置かれた状況（特に

清掃業者と提携しなければ，Ａ県で保守点検業者として登録を継続できないが，清掃業

者は非会員である保守点検業者との提携を原則として禁止されていること）を前提とし

て，浄化槽に係る県内唯一の団体である協会に加入しなければ保守点検業者が一定の事

業分野において事業活動を行うことが困難かどうか検討する必要がある。さらに，上記

のように，第３号で求められる市場競争への影響の程度が第１号におけるより低い程度

で足りると考えられるところ，設例の事実関係の下で自由競争減殺が認められるか否か

についても解答する必要がある。

第４号に関しては，「構成事業者の機能又は活動」の制限及び「不当に」の意義が問題

になる。前者は，構成事業者の価格，生産数量，販売数量，取引先，販売方法など基本

的な競争手段を制限するものが中心であること，後者は正当な理由なく市場支配力の形

成･維持･強化に至らない程度・態様において競争を阻害することであることが理解され

ているか，協会が構成事業者（会員）に対して行った，どのような行為が上記の要件に

当たるかを的確に論じることができるかが問われている。

第５号該当性については，「事業者」の範囲（事業者団体の構成事業者に限らないこと），

「不公正な取引方法に該当する行為」の意義（「に該当する行為」と規定されているとこ

ろ，行為要件のみを充足することで足りるか，効果要件まで充足する必要があるか，不
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公正な取引方法のどの類型に該当するか），「させるようにすること」の意義（強制がな

くとも勧奨で足りること）について一般的に述べた上，設例の事実関係を丁寧に当ては

めることが求められる。

これらの点を解答するに当たっては，Ａ県の保守点検業者全体の契約件数及び売上高に

占める協会の会員である保守点検業者の契約件数及び売上高の割合がいずれも約９割で

あること，協会が入会制限，非会員との提携禁止，メーカーに対する働き掛けを始めた

平成２８年４月以降もＡ県内の浄化槽の保守点検をめぐる競争は激化しており，その料

金は一貫して下落し続けていること，働き掛けを受けたメーカーは非会員である保守点

検業者と取引しないことにそれぞれ同意していること，清掃業者である会員が，有償で

あると無償であるとを問わず，非会員の保守点検業者と提携してはならないこと，ただ

し，その者が低料金を提示して会員の既存の顧客を奪わないと確約した場合には，有償

で提携してよいとしたこと等の事実関係に着目する必要があろう。

正当化事由については，「不当に」や「公共の利益に反して」などの文言がない第３号，

第５号についても，この点が問題となると考えられるところ，第３号，第４号，第５号

該当性が問われる行為について，いずれも，当該行為の目的が独占禁止法第１条の究極

目的に照らして正当と評価されるか，その目的を達成する上で当該行為が手段として相

当か等によって判断されることが理解されているかが問われる。

本問では，数年前からＡ県内の河川の水質が全国で最も汚濁の著しいものの一つとし

て報道されるようになったという背景において，協会の主張する行為の目的（生活環境

の保全と公衆衛生の向上）は，「一般消費者の利益を確保する」ことを含む独占禁止法の

究極目的に照らして正当なものと判断できるかどうか，低料金で保守点検を行う事業者

を排除することが，その目的を達成するための手段として相当か（目的と手段との直接

的な関連性があるか，より競争制限的でない他の手段はないか）等を検討する必要があ

る。

［知的財産法］

〔第１問〕

１ 設問１は，特許を受ける権利の譲渡契約の解除による権利者の救済手段を問うものである。

設問２は，効果を発揮する確率が必ずしも高くない技術，副作用という弊害を伴う技術，及

び人に対する医療行為のそれぞれについて，発明該当性と産業利用可能性を問うものである。

設問３は，標準必須特許に関するいわゆるＦＲＡＮＤ宣言後の特許権の行使の可否を問うも

のである。

第１問の全体を通して，権利の帰属，客体，侵害という，特許法（以下「法」という。）

の幅広い分野についての理解と知識が求められている。

２ 設問１については，まず，特許を受ける権利の譲渡契約の解除により契約の各当事者に原

状回復義務が生じること（民法第５４５条第１項本文）が前提となる。

その上で，査定前における，譲渡契約の直接の相手方であるＹとの関係が問われている⑴

では，Ｘは，自己が特許を受ける権利を有する旨の確認を求める訴訟をＹに対して提起し，

その勝訴判決を添えて，特許庁で出願人名義変更の手続をとることになる。

また，登録後に特許権を承継したＺとの関係が問われている⑵では，２つの考え方があり

得る。１つは，解除の遡及効から，冒認（法第１２３条第１項第６号）を理由に，ＸはＺに

対して特許権の移転を請求できる（法第７４条）というものである。その立場によると，Ｙ

の債務不履行の事実について善意のＺは，有償の法定通常実施権（法第７９条の２各項）を

取得する限りで保護されることになる。今一つの考え方は，契約解除という特定の局面にお
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令和２年司法試験の採点実感（経済法）

１ 出題の趣旨

別途公表済みの「出題の趣旨」のとおりである。

２ 採点方針

出題した二問とも，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」とい

う。）上の制度・規定の趣旨及び内容を正確に理解し，問題文の行為が市場における競争にどのよ

うな影響を与えるのかを念頭に置いて，問題文に記載された事実関係から的確に問題点を把握し，

法解釈を行い，事実関係を丹念に検討した上で要件の当てはめができるか，それらが論理的かとい

う点を評価しようとした。

特に，独占禁止法の基本を正確に理解し，これに基づいて検討することができているかを重点的

に見ようとしており，公表されている公正取引委員会（以下「公取委」という。）の考え方やガイ

ドライン等について細かな知識を求めることはしていない。

⑴ 第１問

第１問は，Ｙ社（株式取得会社）が取引関係にあるＸ社（株式発行会社）の全株式を取得する

計画（以下「本件計画」という。）が，垂直型企業結合として，独占禁止法第１０条第１項に違

反しないかを問うものである。

すなわち，第１問は，垂直型企業結合が競争を実質的に制限することとなるメカニズム，特に，

単独行動により競争の実質的制限が生じることとなるメカニズム（Ｘ社による投入物閉鎖のシナ

リオ及びＹ社による顧客閉鎖のシナリオ）を理解しているか，市場や取引に係る様々な考慮要素

を適切に分析できるかを確認しようとするものであり，これらの分析に必要な事実関係を問題文

から読み取った上で，上記各シナリオを踏まえて的確に分析を行っているかを評価の対象とした。

また，その前提として，独占禁止法の基本概念である「一定の取引分野」（商品範囲及び地理的

範囲のそれぞれ）について，需要の代替性を基本に，必要に応じ供給の代替性を考慮して，問題

文から必要な事実関係を読み取り適切に市場画定を行っているかも併せて評価の対象とした。

第１問は，昨年に引き続き企業結合分野からの出題であったが，「垂直型企業結合」の事例は

初めてである。昨年の採点実感においても指摘したとおり，企業結合は公取委が規制する三つの

企業行動の一つであるが，当事会社の関係に応じて競争制限のメカニズムが異なり，それに応じ

た分析が必要になる。全体的な印象としては，垂直型企業結合における競争制限のメカニズムを

理解した上で的確な分析を行っている答案はかなり少なかった。なお，公取委が公表している企

業結合事例やガイドライン等，特に最近改正された企業結合ガイドラインにおける垂直型企業結

合規制に係る細かな知識を求めるものではない。

⑵ 第２問

第２問は，事業者団体の行為を規制する独占禁止法第８条に関する出題であり，問題文に記載

された事業者又は事業者団体に該当し得る個人又は法人が行った行為の中から，Ａ県浄化槽協会

（以下「協会」という。）が行った行為に着目した上で，協会による各行為が同条各号所定の禁

止行為に該当するかを的確に検討することができるかを問うものである。

具体的には，①協会が同法第２条第２項の「事業者団体」に該当すると判断することができて

いるか，②事業者団体の「行為」として同法第８条各号所定の禁止行為に該当する可能性のある

協会の行為を識別することができているか，③識別した行為について同条各号の中から適切な適

用条文を選択し，文言の解釈を行って規範を定立した上で，問題文に記載された事実関係を適切

に当てはめることができているか，④正当化事由について同様に規範の定立及び当てはめができ

ているかを評価の対象とした。

なお，③の点については，問題文に記載された事実関係の下において相当と評価することが可
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能な条文を選択して論述していれば，いずれの条文を選択していても同等に評価の対象とした。

３ 採点実感等

⑴ 出題の趣旨に即した答案の存否，多寡について

ア 第１問

(ｱ) 適用条文

ほとんどの答案が適用条文を会社の株式取得に係る独占禁止法第１０条第１項としていた

が，一部に，私的独占（同法第２条第５項，第３条），持株会社による株式取得（同法第９

条第２項），会社以外の者による株式取得（同法第１４条）及び合併（同法第１５条）など

を適用条文として論ずる答案も存在した。また，僅少ではあるが不当な取引制限（同法第２

条第６項，第３条）の問題として論ずる答案も存在した。

(ｲ) 「一定の取引分野」（市場）の画定

「一定の取引分野」の意義については，ほぼ全ての答案において，需要の代替性を基本と

して必要に応じ供給の代替性を考慮して画定するものと論述していた。また，商品範囲につ

いての具体的な検討に際しては，おおむね問題文から的確に事実関係を挙げ，「甲部品」に

ついては需要の代替性，「乙機器」については供給の代替性から「甲部品（製造販売）市場」

及び「乙機器（製造販売）市場」を画定するという答案がほとんどであった。他方，「丙装

置」の市場画定については，丙装置の製造原価に占める乙機器の仕入原価の割合がごく僅か

であることなど競争上の影響が少ないことについて適切に言及する答案はほとんどなかっ

た。また，地理的範囲については，ほとんどの答案が的確に世界市場を画定していた。

(ｳ) 競争の実質的制限の蓋然性

ほとんどの答案は，「競争を実質的に制限する」及び「こととなる」（蓋然性）のいずれに

ついてもほぼ正確にその意義を論述していた。また，かなり多くの答案において，本件計画

が垂直型企業結合に該当すること並びに「単独行動による競争の実質的制限」及び「協調的

行動による競争の実質的制限」の両面からの分析が必要となることを指摘していたが，それ

にもかかわらず「水平型企業結合」において用いられる分析を行うにとどまる答案が相当数

見られた。

(ｴ) 単独行動による競争の実質的制限（その１－Ｘ社による投入物閉鎖のシナリオ）

Ｘ社がＹ社の競争者に対して甲部品の供給を拒絶すること（投入物閉鎖）により，乙機器

市場（川下市場）の閉鎖性・排他性という競争上の懸念が生じないかを検討する必要がある。

このようなＸ社の供給拒絶により生じ得る競争上の懸念を全く指摘していない答案も少な

からず存在し，また，指摘している答案であっても，その意義・内容を十分に理解せずに，

競争上の懸念の生じる市場を乙機器市場（川下市場）ではなく甲部品市場（川上市場）とす

るものも多く見られた。

また，検討に当たっては，このような競争上の懸念を生じさせる根拠となる事実関係（Ｅ

社及びＦ社が甲部品のほとんどをＸ社から購入していること，このような供給拒絶によって

Ｅ社及びＦ社の競争圧力が減じられた場合の乙機器市場への悪影響が想定されることなど）

と，このような競争上の懸念を生じさせない事実関係（Ｅ社及びＦ社に対しては，供給余力

のあるＡ社及びＢ社からの供給可能性があること，Ｅ社による甲部品の内製計画があること，

取引上の関係に鑑みＦ社へのＸ社による供給拒絶は想定し難いこと，製造設備稼働率維持の

重要性の観点から，Ｘ社の供給拒絶のインセンティブが低いことなど）を問題文から適切に

読み取り，これらを摘示して分析することが必要であるが，的確に分析している答案は少数

にとどまり，これらの考慮すべき事実関係をほとんど論じていない答案や，論じていても，

「投入物閉鎖」（及び「顧客閉鎖」）の意義・内容を十分に理解していないため，「甲部品市

場」におけるＹ社による顧客閉鎖シナリオとして，又は，Ｘ社による投入物閉鎖とともにＹ
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社による顧客閉鎖シナリオとして論ずるなど，垂直型企業結合の競争制限メカニズムの分析

手法と当てはめについて混乱している答案が多数存在した。

(ｵ) 単独行動による競争の実質的制限（その２－Ｙ社による顧客閉鎖のシナリオ）

Ｙ社がＸ社の競争者からの甲部品の購入を拒絶すること（顧客閉鎖）により，甲部品市場

（川上市場）の閉鎖性・排他性という競争上の懸念が生じないかを検討する必要がある。

Ｙ社による顧客閉鎖について指摘している答案は，上記(ｴ)の「投入物閉鎖」に比べると

多く，また，正しく「甲部品市場」における閉鎖性・排他性の問題とするものも相対的に多

かった。

また，検討に当たっては，このような競争上の懸念を否定する根拠となる事実関係（乙機

器の製造余力（甲部品の購入余力）があるＤ社等への販売が可能ではないか，Ｙ社は安定調

達の観点からＡ社らから甲部品を購入しており，本件計画によってそれら購入を停止するこ

とはないのではないかなど）を問題文から適切に読み取り，これらを摘示して分析すること

が必要であるが，的確に分析している答案は少数にとどまった。

なお，「顧客閉鎖」による競争上の懸念に言及しているものの，その意義・内容を誤解し

ている答案も見られたことは，上記(ｴ)と同様であった。

(ｶ) 協調的行動による競争の実質的制限

協調的行動による競争の実質的制限（Ｙ社を通じた甲部品の製造原価等の情報共有に基づ

くシナリオ及びＸ社を通じた甲部品の調達価格等の情報共有に基づくシナリオ）を検討する

必要がある。

しかしながら，「協調的行動による競争の実質的制限」についての検討が必要であるとし

ながらも，垂直型企業結合の場合には一方当事会社が他方当事会社の製造販売に係る情報を

取得・共有することにより生じ得る懸念を分析する必要があることを指摘したものは想定し

たよりもはるかに少なかった。また，情報共有・取得により生じ得る懸念であることを指摘

していても，当事会社間の「協調」により生じる問題であるとの誤解に基づいて結論を導い

ている答案も相当数見られた。

甲部品市場における協調的行動の蓋然性については，競争者数の少なさ，甲部品の同質性

といった協調促進的な考慮要素と，大きな製造余力を有することによるＡ社の協調的行動か

らの逸脱のインセンティブ，より良い取引条件を求めるというＤ社やＥ社からの競争圧力と

いった協調阻害的な考慮要素とを，全体として分析している答案はかなり少なかった。また，

乙機器市場における協調的行動の蓋然性については，競争者数の少なさ，Ｅ社及びＦ社との

取引量の大きさに起因する情報量の大きさといった協調促進的な考慮要素と，若干ではある

が乙機器に見られる差別化，乙機器の製造原価に占める甲部品の仕入原価の割合が小さいこ

とによる費用共通化の割合の小ささ，若干の製造余力が存在することによるＤ社やＥ社の協

調的行動からの逸脱のインセンティブ，需要者である丙装置メーカーからの競争圧力といっ

た協調阻害的な考慮要素とを，全体として分析した答案はかなり少なかった。

イ 第２問

(ｱ) 協会の「事業者団体」該当性

事業者団体の定義規定である独占禁止法第２条第２項を摘示した上で，協会が「事業者と

しての共通の利益を増進することを主たる目的とする」こと及び「二以上の事業者の結合体」

であることについて的確な当てはめを行っている答案が多かったが，結論のみを記載してい

る答案や事業者団体該当性の検討を行っていない答案が散見されたほか，事業者団体該当性

を否定する答案もごく僅かながら見られた。また，協会が「事業者」（同条第１項）に該当

すると見るべき事情が問題文に記載された事実関係中には見当たらないにもかかわらず，協

会の行為について事業者に対する規制である私的独占（同条第５項，第３条）や不公正な取

引方法（同法第２条第９項，第１９条）に関する検討に終始するなど，事業者団体に対する
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規制に関する基本的な理解に疑問を抱かせる答案も見られた。

(ｲ) 検討対象とすべき協会の行為の識別

独占禁止法第８条各号該当性の検討対象とすべき協会の行為としては，①会員である保守

点検業者に対する競争回避の指導，②非会員である保守点検業者に対する入会拒否，③会員

である清掃業者に対する非会員である保守点検業者との提携禁止及び④メーカーに対する検

査薬等の供給拒否要請の各行為が考えられるが，全ての行為を識別することができている答

案はごく少数にとどまっており，一部の行為のみを識別している答案が大多数であった。具

体的には，②の行為及び④の行為を識別することができている答案が多い一方，①の行為を

識別することができていない答案が多かった。これに対し，平成２８年４月の社員総会にお

いて決定された②の行為と③の行為を識別した上で，これらを一体のものとして評価・検討

している答案も相当数あった。

検討対象として識別したこれらの行為が事業者団体の行為と評価できるかについては，協

会の意思決定機関である社員総会において決定されたものであることなどの事情を指摘し

て，事業者団体としての行為性を肯定する答案が多かったものの，根拠を示すことなく行為

性を肯定する答案が散見されたほか，行為性を否定する答案もごく僅かながら見られた。

(ｳ) 適用条文の選択，規範定立及び当てはめ

協会が行った各行為に対する適用条文の選択に当たっては，独占禁止法第８条各号所定の

禁止行為に該当するというためには，同条第１号においては市場支配力の形成・維持・強化

が必要であるのに対し，同条第３号から同条第５号までにおいてはそれに至らない程度・態

様の競争の阻害で足りるとの理解を前提として，後者の検討を行っている答案が大多数であ

ったが，これに加えて，「協会による各行為が行われた後も，Ａ県内の浄化槽の保守点検を

めぐる競争は激化しているため，その料金は一貫して下落し続けている」という事情に着目

し，前者の検討も行ってその該当性を否定している答案はごく少数であった。他方で，前者

の検討のみを行ってその該当性を肯定している答案や，前者の検討を行ってその該当性を否

定しながら後者の検討を欠いている答案も散見された。

協会が行った各行為に対する適用条文を個別に選択している答案においては，①の行為に

ついては顧客争奪の制限であるとして同条第４号を，②の行為については現在又は将来の事

業者の数の制限であるとして同条第３号を，③の行為については一種の取引先制限であると

して同条第４号を，④の行為についてはメーカーに単独・直接の取引拒絶をさせるものであ

るとして同条第５号（同法第２条第９項第６号ニ（一般指定第２項））を，それぞれ選択し

ているものが比較的多く見られたが，③の行為については同法第８条第３号や同条第５号（同

法第２条第９項第１号イ又は同項第６号ニ（一般指定第２項若しくは第１２項））を選択し

ている答案もそれぞれ一定数存在した。また，②の行為と③の行為を一体のものとして評価

・検討している答案においては，適用条文として同法第８条第３号を選択しているものが多

かった。

もっとも，検討対象として識別した協会の行為について適切な適用条文を選択することが

できていない答案や，適切な適用条文を選択することができていても条文の文言の意味を明

らかにすることなく同条各号該当性を肯定する答案がそれぞれ相当数見られた。

これに対し，協会が行った各行為について同条各号該当性を個別に検討するだけでなく，

これらの行為が与える影響を総合的に評価するという観点から，協会による一連の行為が同

条第１号に該当するかを検討している答案も一定数存在し，これらの答案については事案の

実態に即した検討を行ったものと評価して加点の対象とした。

(ｴ) 正当化事由

「不当に」の文言のある独占禁止法第８条第４号とそのような文言のない同条第３号及び

同条第５号との違いに留意した解釈論を示すまでには至らないものの，目的及び手段の両面
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から規範を定立した上で，協会の主張する行為の目的（生活環境の安全と公衆衛生の向上）

については正当であると評価する一方，協会が行った各行為については手段としての相当性

を欠くと評価する答案が多数であった。

もっとも，目的の正当性の検討に当たって同法第１条の究極目的との関係について論じて

いない答案や，手段の相当性の検討に当たって目的と手段との関連性やより制限的でない他

の手段の有無を具体的に論じていない答案も相当数あった。また，一部の行為のみについて

正当化事由の検討を行っている答案も散見された。

⑵ 出題時に想定していた解答水準と実際の解答水準との差異について

ア 第１問

「一定の取引分野」，「競争を実質的に制限することとなる」といった各文言の解釈（規範定

立）及び「一定の取引分野」の画定について，ほぼ的確に論じている答案は多く，それらにつ

いては，出題時に想定した解答水準との間に大きな差異はなかった。

しかしながら，垂直型企業結合のメカニズムを踏まえた独占禁止法上の分析については，「垂

直型企業結合」や「単独行動又は協調的行動による競争の実質的制限」に言及してはいても，

それらの意義・内容を十分に理解しておらず，分析手法や実際の当てはめ（特に投入物閉鎖に

ついての当てはめ）について混乱を来している答案がかなり多かったことは出題時の想定を超

えるものであった。また，「協調的行動による競争の実質的制限」に至っては，その意義・内

容を正確に理解し，的確に当てはめを行っている答案は僅少であり，出題時の想定をはるかに

下回った。

イ 第２問

協会の「事業者団体」該当性や正当化事由については，規範定立及び当てはめについて一通

り論じている答案は多く，出題時に想定されていた解答水準との間に大きな差異はなかった。

他方，検討対象とすべき協会の行為の識別については，全ての行為を識別することができて

いる答案はごく少数にとどまっており，出題時に想定されていた解答水準をかなり下回った。

また，適用条文の選択，規範定立及び当てはめについては，識別した行為について適切な条

文を選択することができている答案や，的確な規範定立を行った上で当てはめを行うことがで

きている答案は，いずれも出題時に想定していたほど多くなかった。

⑶ 「優秀」，「良好」，「一応の水準」，「不良」答案について

ア 第１問

「優秀」な答案は，問題となる市場を的確に画定した上で，垂直型企業結合が競争を実質的

に制限することとなるメカニズム（具体的には，投入物閉鎖・顧客閉鎖及び製造原価・調達価

格等の情報取得・共有を通じて生じ得る協調的行動）をよく理解し，これらを踏まえ，問題文

に示された事実関係を整理して，各論点についておおむね網羅的に独占禁止法上の分析を行っ

ているものとした。他方で，市場を的確に画定するとともに，垂直型企業結合が競争を実質的

に制限することとなるメカニズムを大枠で理解した上で，これらを踏まえ，問題文に示された

事実関係を整理して，少なくとも主要な論点については独占禁止法上の分析を行っているもの

を「良好」な答案とし，また，「良好」な答案とされるために重要な分析の一部を欠くものを

「一応の水準」の答案とした。「不良」な答案は，垂直型企業結合であることの把握やそれが

競争を実質的に制限することとなるメカニズムについての理解が欠落しているもの（用語のみ

使っているものを含む。），独占禁止法に関する基礎知識・基本概念についての理解が欠落して

いることがうかがわれるものとした。

イ 第２問

「優秀」な答案は，協会が事業者団体に該当することを論じた上で，検討対象とすべき協会

の行為を全て識別し，それぞれの行為について適切な適用条文を選択して的確な規範定立及び

当てはめを行うとともに，正当化事由についても的確な規範定立及び当てはめを行っているも
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の，「良好」な答案は，協会の事業者団体該当性や正当化事由のほか，検討対象とすべき協会

の行為の多くを識別した上で各行為に関する適用条文の選択や規範定立及び当てはめについて

も一定の論述ができているもの，「一応の水準」の答案は，「良好」な答案と評価されるために

必要なポイントのうち幾つかを欠くものや，その分析が簡略であるもの，「不良」な答案は，

検討対象とすべき協会の行為の大部分について的確な識別や適切な適用条文の選択ができてい

ないものや，事業者団体該当性や事業者団体としての行為性を否定したため，事業者団体に対

する規制に係る基本的事項についての論述を欠いており，出題趣旨から離れた論述に終始する

ものとした。

４ 今後の出題

今後も，独占禁止法の基礎的知識の正確な理解，問題となる行為が市場における競争に与える影

響の洞察力，事実関係の検討能力及び論理性・説得性を求めることに変わりはないと考えられる。

５ 今後の法科大学院に求めるもの

経済法の問題は，不必要に細かな知識や過度に高度な知識を要求するものではない。経済法の基

本的な考え方を正確に理解し，これを多様な事例に応用できる力を身に付けているかを見ようとす

るものである。法科大学院は，出題の意図したところを正確に理解し，引き続き，知識偏重ではな

く，基本的知識を正確に習得し，それを的確に使いこなせる能力の育成に力を注いでいただくとと

もに，論述においては，適用条文の選択や違反要件の意義を正確に示した上，問題となる行為が市

場における競争にどのように影響するかを念頭に置いて，事実関係を丹念に検討して要件に当ては

め，そして，それを箇条書き的に列挙するのではなく，論理的・説得的に表現することができるよ

うに教育してほしい。
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所得とは……営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役

務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。」の要件のうち，対価性が焦点

となることを示せるかが鍵となる。

なお，本件リベートのような金員の授受について，本問では法人税法と所得税法とのバラン

スに鑑みて質問されていないが，法人税法第５５条第１項の意義，及び，株式会社エス・ブイ・

シー事件・最決平成６年９月１６日刑集４８巻６号３５７頁における脱税協力手数料の損金算

入の可否（結論は否）についても，復習しておくことが望ましい。

［経済法］

〔第１問〕

第１問は，入札談合に関する出題であり，Ｙ１ないしＹ１５の行為が，私的独占の禁止及び

公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」という。）第２条第６項に定義される不当

な取引制限に該当し，同法第３条に違反するかどうかを中心に同法上の問題点の検討を求める

ものである。不当な取引制限の諸要件を正確に理解していることを前提に，特にＹ１４及びＹ

１５については，それぞれの主張の趣旨を的確に捉えた上で，問題となる要件についてあるべ

き解釈を示し，設例の事実関係を当てはめ，その当否を説得的に論じる必要がある。

まず，行為要件として，「共同して」（多摩談合（新井組ほか）事件・最判平成２４年２月２

０日民集６６巻２号７９６頁に従って，「共同して･･･相互に」の要件と考えることもできる。）

は，意思の連絡を意味する。また，「相互にその事業活動を拘束する」（相互拘束）の要件をど

う定義するかについては，複数の解釈があり得るが，いずれの立場に立つとしても，その意義

を定立する必要がある。本件合意の当事者であるＹ１ないしＹ１３については，いずれの要件

も充足することは明らかであり，簡潔に解答すれば足りる。

これに対して，本件会合に参加していないＹ１４及びＹ１５については，各主張を十分に踏

まえた検討が求められる。

Ｙ１４は，本件合意の参加者の正確な範囲を知らないと主張しており，本件合意に参加する

事業者の範囲をどの程度認識していれば「共同して」といえるのかが問題となる（「順次の意

思連絡」等の問題ではない。）。この点に関しては，元詰種子カルテル事件・東京高判平成２０

年４月４日審決集５５巻７９１頁において，参加者の範囲の概括的認識をもって足り，参加者

の範囲を具体的かつ明確に認識することまでは要しない旨判示されている点が参考となるが，

理由を示すこともなく，同裁判例の結論に依拠するのみでは十分でない。本問において，Ｙ１

４は，調整役のＹ１から「Ｘ県所在の有力な業者の多くが本件合意に参加する意思を表明して

いる」と伝えられているから，上記裁判例の結論に照らせば，Ｙ１４の主張を肯定することは

困難であろう。

また，Ｙ１４は，受注希望はなく，実際に落札した工事もないと主張しており，これは相互

拘束の不存在を主張するものと理解できる。相互拘束の意義については複数の解釈があり得る

が，例えば，拘束の相互性や共通性を厳格に捉える解釈によれば，Ｙ１４の主張は一定の合理

性を有するかもしれない。他方，合意を遵守し合う関係ないしは合意に事実上拘束されている

状態にあれば足りるとの解釈によれば，Ｙ１４の主張は失当であろう。いずれにせよ，相互拘

束の意義を明確に示した上で，設例の事実関係を当てはめ，Ｙ１４の主張の当否を説得的に論

じることが必要となる。

Ｙ１５は，本件合意への参加に関するＹ１の呼び掛けにいったん応じたものの，入札公告前

にＹ１に対して本件合意に参加しないことを明確に伝えたと主張しており，ここでは，いつの

段階で違反が成立するのか，すなわち個別調整等を待たずとも基本合意により違反は成立する

のか，また，基本合意により違反が成立すると考えるならば，本問においてＹ１に対する意思

表示のみで離脱を認めることができるのかが問題となる。前者については，基本合意の成立時

令和3年 出題趣旨
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点で違反が成立すると考えられよう。競争を実質的に制限すると認められる合意があれば，そ

の実施等がなくとも不当な取引制限の要件を満たすし（なお，石油価格カルテル刑事事件・最

判昭和５９年２月２４日刑集３８巻４号１２８７頁を参照），その実施等がなされるまで違反

は成立しないと考えるべき実際上の理由もないからである。後者については，どのような場合

に離脱を認め得るか複数の立場があり得る。一つの立場を示すものとして，岡崎管工事件・東

京高判平成１５年３月７日審決集４９巻６２４頁は，「離脱者が離脱の意思を参加者に対し明

示的に伝達することまでは要しないが，離脱者が自らの内心において離脱を決意したにとどま

るだけでは足りず，少なくとも離脱者の行動等から他の参加者が離脱者の離脱の事実を窺い知

るに十分な事情の存在が必要」とする。これによれば，本問では，調整役のＹ１に対する明示

的な離脱意思の表明が他の参加者にとって離脱の事実を窺い知るに十分な事情の存在といえる

かについて，Ｙ１が調整役であり個別調整の取りまとめ役であることといった設例の事実関係

を当てはめて論じることになろう。このような立場を採らず，一部の参加者に対する離脱意思

の表明で足りるとするのであれば，当てはめを含めて説得的に論述することが必要となる。な

お，基本合意の参加者全員に対して離脱意思を明示しなければならないなどという立場に立つ

場合には，Ｙ１４の主張の当否に関して参加者の範囲を具体的かつ明確に認識することまでは

要しないという立場に立つこととの整合性に留意する必要があろう。

次に，効果要件である「公共の利益に反して，一定の取引分野における競争を実質的に制限

する」のうち，「一定の取引分野」については，本問におけるような専ら競争制限を目的ない

し効果とする合意に関しては，通常，共同行為が対象としている取引及びそれにより影響を受

ける範囲をもって画定することで足りると解されるところ，本問では，本件合意が対象とする

「Ｘ県が条件付一般競争入札の方法により発注する本件各工事の取引分野」が一定の取引分野

として画定されることを簡潔に解答することが求められる。また，「競争を実質的に制限する」

とは，当該取引に係る市場が有する競争機能を損なうことをいい，本問のような入札談合にお

いては，当事者らがその意思で落札者及び落札価格をある程度自由に左右することができる状

態をもたらすことをいうところ（前記多摩談合（新井組ほか）事件判決），その意義を示した

上で設例の事実関係を当てはめて論述することが求められる。本問の設例では，入札価格を８

０点満点で評価する「価格評価点」と技術力を２０点満点で評価する「技術評価点」を合算し

た点数の最も高い者を落札者とする総合評価落札方式が採用されている。技術評価点によって

は落札者が変わり得るが，本件合意の参加者が技術力の高い事業者であること，個別物件ごと

に技術評価点の予測値を算出した上で個別調整を行う仕組みとなっていること，入札結果をみ

ても，Ｙ１ないしＹ１５以外の入札参加者は技術力が高くない数社にとどまり，２０件中１９

件の工事について本件合意に基づく調整の結果どおり受注予定者が受注していることを示し

て，論述することが求められる。公共の利益に反することについては，受注価格の低落防止及

び受注機会の均等化を図るという本件合意の目的に絡めて簡潔に解答すれば足りよう。

なお，設問は課徴金の賦課及び犯則事件について論じる必要はないとしている。前者は，Ｙ

１が課徴金を加重される主導的事業者に該当するのかという点を含め課徴金の賦課に関する検

討を除外する趣旨である。後者は，設例の事実関係が行政事件を念頭に置いたものか不明確で

あることから，念のため示したものであって，今後，犯則事件について論じる必要はない旨明

示されていなければ，必ずこれを論じなければならない趣旨ではないことに留意されたい。

〔第２問〕

第２問は，４社寡占の甲製品市場において，４５パーセントのシェアを有するＸ社が，後発

でシェアは１５パーセントにとどまるが相対的に低価格であるＹ社の甲製品の伸長に危機感を

抱き，Ｙ社の甲製品を積極的にユーザーに推奨する取引先販売店に対して個別に，Ｘ社による

販売促進等の支援において不利に扱う旨を示唆したこと（措置１）及び取引先特約店に対して
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専らＸ社の甲製品を推奨することを約束させる活動を行ったこと（措置２）について，設問１

ではそれぞれの措置が独占禁止法に違反するかを問い，設問２では追加的事情の下で措置１及

び措置２の全体が同法に違反するかを問うものである。

設問を分け，設問２では追加的事情を加えることにより，設問１では「公正な競争を阻害す

るおそれ」（公正競争阻害性）を効果要件とする不公正な取引方法（独占禁止法第２条第９項・

第１９条）に，設問２では「一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」（競争の

実質的制限）を効果要件とする私的独占（同法第２条第５項・第３条）に，それぞれ該当する

かについて検討することを求めていることがおのずと分かるようにしている。独占禁止法の実

体規定の体系的な理解を前提に，不公正な取引方法と私的独占の行為要件及び効果要件の違い

を踏まえて解答することが求められている。

設問１においては，まず，措置１と措置２のそれぞれについて，どの類型の不公正な取引方

法に該当するかを特定する必要があるところ，取引の相手方に対するいわゆる垂直的制限とし

て，独占禁止法第２条第９項第６号ニの「相手方の事業活動を･･･拘束する条件をもって取引

すること」（広義の拘束条件付取引）に該当するか，具体的には，不公正な取引方法の一般指

定（以下「一般指定」という。）第１１項（排他条件付取引）又は第１２項（拘束条件付取引）

に該当するかがポイントとなる。措置１については，設例上，広義の拘束条件付取引と直ちに

評価できるだけの十分な事実関係は示されておらず，その態様（不利益措置の示唆にとどまる

上，Ｙ社の甲製品を積極的に推奨している販売店がどの程度存在するか設例上明らかにされて

いない。）等に照らせば，Ｙ社の甲製品を積極的に推奨する販売店に対する個別の牽制ないし

は圧力と評価できよう。そうすると，措置１は，Ｙ社の甲製品を積極的に推奨する販売店に対

する，販売促進等の支援における「取引条件等の差別取扱い」（一般指定第４項），Ｙ社の甲製

品を積極的に推奨しないように仕向けて取引の内容を制限させる「その他の取引拒絶」（一般

指定第２項），Ｙ社という自己の「競争者に対する取引妨害」（一般指定第１４項）に該当する

ものと考えることができ，そのいずれを選択するにしても，それぞれの類型を定める条文に即

して行為要件を充足するかを的確に論述する必要がある。なお，仮に，措置１が上記の態様に

とどまるものであるにもかかわらず，拘束条件付取引として捉える場合には，拘束条件を付け

る取引の相手方の範囲や拘束条件の内容，その実効性が確保されていることを検討し，さらに，

排他条件付取引として捉える場合には，そのような検討に加えて，甲製品の販売店では併売が

一般的であるにもかかわらず，Ｙ社の甲製品を積極的に推奨しないということをもって「競争

者と取引しない」という要件に該当することを検討することになろう。他方，措置２について

は，Ｘ社が特約店に対し，専らＸ社の甲製品を推奨することを約束する場合にはリベートを供

与する旨提案し，これを実施するものであるから，拘束条件付取引に該当することが明らかで

あり，上記約束の履行状況のモニタリングや指導，指導による改善が見られない場合における

リベートの不支給や販売促進等の支援策の削減の通告という上記約束の実効性確保措置が講じ

られていることも踏まえつつ，行為要件を充足するかを的確に論述する必要がある。なお，措

置２を排他条件付取引として捉える場合には，措置１と同様に，甲製品はＸ社の特約店であっ

ても併売が一般的であるにもかかわらず，専らＸ社の甲製品の推奨という上記約束を「競争者

と取引しない」ことと同視できるのかを検討することになろう。

次に，措置１及び措置２のそれぞれについて，不公正な取引方法の効果要件である公正競争

阻害性が認められるか否かを検討することになる。ここでは，公正競争阻害性の意義を的確に

示した上で，Ｘ社がＹ社の甲製品の販売台数の伸長等に危機感を抱いて２つの措置を採ること

とした経緯に鑑み，競争排除（他の事業者を市場から排除したり，新規参入を妨げたりするこ

と）ないしは市場閉鎖（代替的な取引先を容易に確保することができなくなること）による競

争減殺効果を検討することになろう（措置１について，競争者に対する取引妨害と捉える場合

には，競争手段の不公正さの観点を加味して論述することもできよう。）。なお，これらに加え
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て，Ｙ社の甲製品が排除されることによる価格維持を通じた競争減殺効果に着目することもで

きるが，設例においてはその点を的確に判断するために必要な事実関係は明らかにされていな

いことに留意する必要がある。

前提として，自由競争減殺の観点からの公正競争阻害性を検討するには，検討対象となる市

場を画定することが必要であり，市場の意義とその画定方法を的確に示した上で，設例の事実

関係に即して「我が国における甲製品の製造販売市場」と画定できることを簡潔に解答するこ

とが求められる。

画定した上記市場において，設例の事実関係の下で具体的にどのようなメカニズムにより競

争排除ないしは市場閉鎖による競争減殺効果が生じるかを検討する必要がある。まず，措置１

について，設例の事実関係を踏まえて，Ｘ社による販売促進等の支援における不利な扱いの示

唆によってどのような広がりのある効果がもたらされるのか，現に不利な扱いを受けた販売店

が存在し，そうした販売店に関する情報が流布していることを加味して論じた上で，ユーザー

は販売店の推奨によってメーカーを選定する傾向が強いことを前提に，低価格を武器にしてそ

のシェアを漸増させていたＹ社の甲製品への影響を論じる必要があろう。次に，措置２につい

ては，措置１よりも特約店の事業活動に対する制約が強く働き得ることや，そのために市場閉

鎖の状況がある程度具体的に発現していることに留意して論述する必要がある。すなわち，設

例の事実関係に照らせば，特約店には専らＸ社の甲製品を推奨するという約束に応じない又は

これを履行しないという選択は考えにくく，そうすると，ユーザーは販売店の推奨によってメ

ーカーを選定する傾向が強いことを前提に，併売が一般的である特約店が上記約束をそのとお

りに実行すれば，Ｘ社の特約店が実質的にＸ社の専売店に近いものとなりかねないと考えられ

ること，設例の事実関係を総合すると，販売店全体の３割程度が上記約束に応じていることに

なり，実際にも，Ｙ社では新たな取引先の獲得に懸念が生じていることといった事実関係を踏

まえて，措置２により，Ｙ社は代替的な取引先を容易に確保することができなくなり，取引機

会が減少するような状態をもたらすおそれが発現しているかを説得的に論述することが求めら

れる。なお，正当化事由については，競争者に対抗することは有力な事業者においても認めら

れるべきであるとはいえ，２つの措置はいずれも，単なる対抗策の域を超え，Ｘ社の家庭用電

動器具の総合メーカーとしての地位等を背景に，Ｙ社の甲製品を積極的に推奨する販売店を狙

い撃ちにし（措置１），また，実質的にＸ社の特約店を専売店化することにつながりかねない

（措置２）ものであり，正当化されないであろう。

設問２については，Ｘ社による措置１及び措置２の全体について，私的独占の手段としての

他の事業者の事業活動の「排除」に該当するかを検討することになろう。ＮＴＴ東日本事件・

最判平成２２年１２月１７日民集６４巻８号２０６７頁によれば，「正常な競争手段の範囲を

逸脱するような人為性」を有し，「市場への参入を著しく困難にするなどの効果」を有するか

を様々な事情を総合考慮して判断することになるところ，その場合には，設例の事実関係（な

お，販売店全体の４割程度が上記約束に応じていることになる。）を踏まえて，Ｘ社が他の事

業者では到底採り得ない人為的手段を用いて，Ｙ社をはじめとする競争者にとって販売店を獲

得することや販売店における推奨を確保することが容易にできない状態をもたらしているかを

説得的に論述することが求められる。

次に，前記のとおり画定した市場を「一定の取引分野」とすることを前提に，競争の実質的

制限の成否を検討することになる。まず，競争の実質的制限の意義を的確に示した上で，これ

まで価格競争は限定的であったものの，Ｙ社が参入し，相対的な低価格を強調する販売戦略に

より販売台数を伸ばし，そのためＸ社のシェアが漸減し，市場に変化が現れ始めていたことを

前提に，設例の事実関係を当てはめて，競争を実質的に制限するに至っているかを論述する必

要がある。

最後に，Ｘ社の２つの措置について，「公共の利益に反し」ないとする特段の事情がないこ
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とを簡潔に付言することが求められる。

［知的財産法］

〔第１問〕

１ 設問１は，均等侵害の成否を問うものである。設問２は，消尽の成否を問うものである。

設問３⑴は，特許法（以下「法」という。）第１０１条第２号の間接侵害の成否，設問３⑵

は，同号の間接侵害に基づく損害賠償請求と法第１０２条第２項の関係を問うものである。

２ 設問１については，Ａ製品がＸ発明の構成要件の一部を欠くことから，文言侵害が成立せ

ず，均等侵害の成否が問題となることを指摘した上で，均等侵害の５要件を提示した最判平

成１０年２月２４日民集５２巻１号１１３頁【ボールスプライン事件】を踏まえ，均等論の

意義・根拠に言及しつつ，設問の事例において，均等侵害の５要件が充足されるか否かを具

体的に論述することが求められる。特に，本問では，「その他の硬い針を用いてもよい」と

いう明細書の記載との関係で，「樹脂製の針」に係る構成をＸ発明の特許請求の範囲に含め

なかったことが「特段の事情」に該当するか否かについて詳しく検討する必要がある。この

点については，容易想到な出願時同効材を特許請求の範囲に記載しなかっただけでは「特段

の事情」に当たらないが，客観的，外形的にみて，対象製品等の構成が特許請求の範囲の構

成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたとき

は「特段の事情」に当たると判示した最判平成２９年３月２４日民集７１巻３号３５９頁【マ

キサカルシトール事件】を踏まえ，設問の事例において，「特段の事情」があると言えるか

否かについて，自説を説得的に論証することが求められる。

３ 設問２については，Ｂが販売している製品は，Ｘ製品の使用済み品を再生したものである

ため，消尽の成否が問題となる。まず消尽の意義・根拠（市場における特許製品の円滑な流

通・特許権者の利得確保の機会の存在）を指摘しつつ，解釈により特許権の消尽を認めるべ

きことを論じる必要がある。また，本問では，Ｘ製品の添付文書に「再使用禁止」の記載が

あるが，特許権の消尽は，政策的理由から特許権の効力を画するものであり，特許権者の意

思でその効力を変更することはできないから，添付文書の記載を理由に直ちに消尽の成立を

阻止することはできないことを論じる必要がある。

次に，本問では，Ｂが，Ｘ製品を再生する過程で，分解，洗浄，再組立て，滅菌処理等を

行っていることから，特許製品に加工等がされた場合には，特許製品の属性，特許発明の内

容，加工及び部材の交換の態様，取引の実情等を総合考慮し，元の特許製品と同一性を欠く

製品が新たに製造されたといえるか否かにより特許権の行使の可否を判断すると判示した最

判平成１９年１１月８日民集６１巻８号２９８９頁【インクタンク事件】を踏まえ，設問の

事例において，特許権の行使を認めるべきか否かについて，自説を説得的に論述することが

求められる。

４ 設問３⑴については，Ｃ製品がそれ自体としては一体化同時穿刺に使用することができず，

かつ，一体化同時穿刺以外の態様で使用することが可能なものであるから，直接侵害及び法

第１０１条第１号の間接侵害は成立せず，同条第２号の間接侵害の成否が問題となることを

指摘し，設問の事例において，同号の要件が充足されるか否かについて説得的に論じること

が求められる。「物の生産」については，「生産」の意義を明らかにしつつ，一体化同時穿刺

に使用することを禁じた添付文書の記載との関係で，Ｃ製品が「物の生産」に用いるものと

いえるかを具体的に論じる必要がある。また，「その発明による課題の解決に不可欠なもの」

については，「課題の解決に不可欠なもの」の意義を明らかにしつつ，Ｘ発明の技術的特徴

との関係でＣ製品が「課題の解決に不可欠」といえるかを具体的に論じる必要がある。さら

に，主観的要件（「知りながら」）については，Ｃ製品が一般に一体化同時穿刺に使用される
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令和３年司法試験の採点実感（経済法）

第１ 出題の趣旨

別途公表済みの「出題の趣旨」のとおりである。

第２ 採点方針

出題した二問とも，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」

という。）上の制度・規定の趣旨及び内容を正確に理解し，問題文の行為が市場における競争に

どのような影響を与えるのかを念頭に置いて，問題文に記載された事実関係から的確に問題点

を把握し，法解釈を行い，事実関係を丹念に検討した上で要件の当てはめができるか，それら

が論理的かという点を評価しようとした。

特に，独占禁止法の基本を正確に理解し，これに基づいて検討することができているかを重

点的に見ようとしており，公表されている公正取引委員会の考え方やガイドライン等について

細かな知識を求めることはしていない。

１ 第１問

第１問は，Ｘ県が条件付一般競争入札の方法により発注した県道の復旧工事２０件に関し，当

該入札に係る合意（以下「本件合意」という。）をするなどしたＹ１ないしＹ１３の行為につい

て，また，調整役であるＹ１からの本件合意への参加の呼び掛けに応じる意思を表明するなど

したＹ１４及びＹ１５の各行為について，それぞれ「不当な取引制限」（独占禁止法第２条第６

項・第３条）に該当するかを中心に同法上の問題点を的確に検討することができるかを問うも

のである。

具体的には，Ｙ１ないしＹ１５がいずれも「事業者」（独占禁止法第２条第１項）であること

を前提に，「不当な取引制限」の各要件について文言の解釈を行って規範を定立した上で，問題

文に記載された事実関係を適切に当てはめることができているか，特にＹ１４及びＹ１５につ

いては，それぞれの主張がいずれの要件との関係で問題となるのかを的確に把握した上で，そ

れぞれの行為に関する個別の事情を踏まえた検討ができているかを評価の対象とした。

２ 第２問

第２問は，甲製品市場における有力な事業者であるＸ社が同製品のシェアを漸増させていたＹ

社に対抗するために講じた措置１及び措置２について，設問１は各措置について「不公正な取

引方法」（独占禁止法第２条第９項・第１９条）に，設問２は追加的な事情の下で２つの措置の

全体について「私的独占」（同法第２条第５項・第３条）に，それぞれ該当するかを的確に検討

することができるかを問うものである。

すなわち，Ｘ社等が「事業者」（独占禁止法第２条第１項）であることを前提に，設問１にお

いては，各措置について，問題文に記載された事実関係を的確に読み取り，不公正な取引方法

のうち最適と考えられる適用条文を選択した上で，行為要件や効果要件（市場画定を含む。）に

関する規範の定立と当てはめができているか，設問２においては，２つの措置の全体について，

適用条文として「私的独占」（排除型）を選択した上で，行為要件や効果要件（市場画定を含む。）

に関する規範の定立と当てはめができているかをそれぞれ評価の対象とした。

設問１について，問題文に記載された事実関係の下において適切と評価できる適用条文を選択

して論述していれば，いずれの適用条文を選択していても同等に評価の対象とし，それ以外の適

用条文を選択した場合でも，後記のとおり，一定程度評価の対象としている。また，設問２につ

いては，「排除型」ではなく「支配型」の「私的独占」を検討していても，十分な論述がなされ

ていれば同等に評価の対象とした。

第３ 採点実感等
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１ 出題の趣旨に即した答案の存否，多寡について

⑴ 第１問

ア 適用条文の選択

ほぼ全ての答案が，適用条文として「不当な取引制限」の定義規定である独占禁止法第

２条第６項及びその禁止規定である同法第３条の双方を摘示していたが，いずれか一方の

摘示を欠く答案も散見された。

イ 事業者性及び競争者性

Ｙ１ないしＹ１５について，多くの答案が「土木工事の施工等を業とする株式会社」であ

ることを指摘して独占禁止法第２条第１項の「事業者」に当たるとした上で，同条第６項

の「事業者」及び「他の事業者」に該当することを肯定していたが，それらについては，

独立の事業者であること及び競争関係にあることを要する旨の解釈やこれらに関する当て

はめを欠いている答案が相当数あった。他方，Ｙ１ないしＹ１５がいずれも入札参加資格

を満たしている事業者であることに言及して競争関係にあることを肯定する答案も一定数

あり，これらの答案については加点の対象とした。

ウ Ｙ１ないしＹ１３の行為

(ｱ) 意思の連絡

「共同して」の要件については，事業者相互に意思の連絡が存在することを意味する

旨を端的に指摘した上で，本件合意の当事者であるＹ１ないしＹ１３の間には問題なく

意思の連絡が認められることを簡潔に示している答案が比較的多かったものの，本問で

は意味のないと考えられる黙示の合意の推認に関する規範を定立したり，必要以上に詳

細な当てはめを行ったりしている答案も少なからず見られた。なお，多摩談合（新井組

ほか）事件・最判平成２４年２月２０日民集６６巻２号７９６頁の判示に従い，「共同し

て…相互に」の要件として検討する答案も相当数あったが，上記の立場で検討する答案

と同等に評価の対象とした。

(ｲ) 相互拘束

「相互にその事業活動を拘束し」の要件については，拘束の共通性及び拘束の相互性

を要するとの立場に立った上で，本件合意の成立によってこれらが肯定できることを簡

潔に指摘する答案が比較的多かったものの，前者については目的の共通性があれば足り，

後者については合意を遵守し合う関係があれば足りるとの解釈を示すことができている

答案はさほど多くなかった。なお，上記多摩談合（新井組ほか）事件判決の判示を踏ま

え，各社の事業活動が事実上拘束されることで足りるとの解釈及びこれを前提とする当

てはめを行っている答案も相当数あったが，上記の立場で検討する答案と同等に評価の

対象とした。

(ｳ) 一定の取引分野

「一定の取引分野」の要件については，その意味（経済学上の市場と同義であること

など）を簡潔に示した上で，その画定方法につき，本件合意のような専ら競争制限を目

的ないし効果とする共同行為に関しては，通常，当該共同行為が対象としている取引及

びそれにより影響を受ける範囲をもって画定することで足りるとする答案が比較的多か

った一方，需要の代替性等を考慮する方法に言及する答案も一定数あったが，そうした

方法を的確に当てはめるものは極めて少なかった。また，本件の「一定の取引分野」を

本件合意が対象とする「Ｘ県が条件付一般競争入札の方法により発注する本件各工事の

取引分野」である旨を正確に指摘できた答案は余りなく，「Ｘ県が入札により発注する工

事」などとする答案が相当数あった。

(ｴ) 競争の実質的制限

「競争を実質的に制限する」の要件については，前記多摩談合（新井組ほか）事件判
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決の判示を踏まえ，「当該取引に係る市場が有する競争機能を損なうこと」であるとする

答案や「当事者らがその意思で落札者及び落札価格をある程度自由に左右することがで

きる状態をもたらすこと」であるとする答案が多かった一方，本問が入札談合の事案で

あることを考慮せず，単に「市場支配力の維持・形成・強化」とする答案も少なくなか

った。また，本件合意が競争を実質的に制限するものであることを肯定する答案が大多

数であり，このうちの多くが２０件中１９件の工事について本件合意に基づく調整の結

果どおり受注予定者が受注したという落札結果に関する事情を指摘していたものの，そ

の余の事情（入札参加者の総数に占める本件合意参加者の数等）に言及している答案は

さほど多くなく，単にハードコア・カルテルであることを指摘するにとどまるものも見

られた。もっとも，総合評価落札方式においては技術評価点によって落札者が変わり得

るという点に的確に着目し，本件合意の参加者が技術力の高い事業者であり，個別物件

ごとに技術評価点の予測値を算出した上で個別調整を行う仕組みとなっていることにも

言及している答案も一定数あり，これらの答案については加点の対象とした。

(ｵ) 公共の利益

「公共の利益に反して」の要件については，条文の文言を指摘した上で，受注価格の

低落防止及び受注機会の均等化を図るという本件合意の目的の正当性を否定する答案が

比較的多かったが，問題文に記載された事実関係に触れることなく結論のみを示してい

る答案や，この要件に全く言及しない答案も少なくなかった。

エ Ｙ１４の行為

(ｱ) 参加者の範囲に関する認識

「本件合意の参加者の正確な範囲を知らない」との主張は，本件合意に参加する事業者

の範囲に関する認識を問題とするものと理解することができ，「共同して」の要件又は「相

互にその事業活動を拘束し」の要件に関するものと位置付けられるが，前者の要件の問

題として検討している答案が多く，このうちの多くが，Ｙ１４が本件合意の参加者の正

確な範囲を認識していなくても意思の連絡があったといえるとの結論に立っていた。そ

の理由について，Ｙ１４が調整役のＹ１から「Ｘ県所在の有力な業者の多くが本件合意

に参加する意思を表明している」と伝えられているという事情に着目し，このような認

識があれば本件合意が対象とする市場における競争を実質的に制限する効果をもたらす

ことを認識することができるなどと的確に論述している答案が一定数見られたものの，

順次の意思連絡や黙示の意思連絡の問題として検討している答案も相当数あり，全体と

して説得的な論述ができている答案はさほど多くなかった。

(ｲ) 拘束の相互性

「そもそも本件各工事に受注希望はなかったし，実際，落札した工事もない」との主

張は，相互拘束の不存在を主張するものと理解することができ，「相互にその事業活動を

拘束し」の要件に関するものと位置付けられるが，これを競争の実質的制限の存否に関

わらせて検討するなどこの主張の趣旨を的確に捉えることができていない答案が多く，

この主張に関する具体的な検討をしていない答案も相当数あった。また，相互拘束の不

存在を主張するものと捉えることができている答案の多くは拘束の相互性を肯定してい

たものの，拘束の相互性の解釈に関するそれぞれの立場に基づいて説得的な当てはめが

できているものは多くなかった。

オ Ｙ１５の行為

(ｱ) 違反の成立時期

「当初，Ｙ１の呼び掛けに応じたが，その後，…入札公告前に，本件合意に参加しな

いことを明確に伝えた」との主張は，「不当な取引制限」の成立時期に関わるものと位置

付けられる。違反が成立するためには競争を実質的に制限すると認められる合意の実施
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等を要するとの立場に立てば，Ｙ１５の行為について違反が成立しないと解する余地も

あるが，そのような問題を意識した論述を行っている答案はほとんどなく，むしろ入札

公告前に参加しない旨表明したことを挙げてＹ１５の違反の成立を否定する答案が相当

数見られた。また，離脱の成否を論ずる前提として，不当な取引制限の成立時期に触れ

ている答案も少数にとどまった。違反の成立時期を論じた答案は，総じて，基本合意の

成立時点で違反が成立するとの立場に立った上で，Ｙ１からの本件合意への参加の呼び

掛けに応じる意思を表明した時点でＹ１５についても不当な取引制限の成立を認めるも

のであった。他方，違反の成立時期に全く言及しない答案も相当多かった。

(ｲ) 離脱

「少なくともＹ１に対しては…，本件合意に参加しないことを明確に伝えた」との主

張は，Ｙ１からの本件合意への参加の呼び掛けに応じる意思を表明した時点でＹ１５に

ついても不当な取引制限の成立を認める立場に立つ場合には，違反行為からの離脱を主

張するものと位置付けられる。離脱を認めるための要件を定立しないまま，問題文に記

載された事実関係を羅列して結論を導くにとどまる答案も一定数あったが，岡崎管工事

件・東京高判平成１５年３月７日審決集４９巻６２４頁の判示を参考に，他の参加者が

離脱者の離脱の事実を窺い知るに十分な事情（外部的徴表）の存在を必要とするとの立

場に立った上で，調整役であるＹ１のみに離脱の意思を表明しただけでは当該事情は認

められないとする答案と，Ｙ１を通じて本件合意に参加したという経緯等を重視して当

該事情が認められるとする答案が，それぞれ相当数見られた。いずれの結論であっても，

問題文に記載された事実関係を踏まえた説得的な論述ができていれば相応に評価したが，

離脱の効果やその前提となる違反の成立時期に関する理解が不十分であると見られる答

案（離脱を認めることをもってＹ１５について違反の成立を否定している答案など）に

ついては低い評価にとどめた。

⑵ 第２問

ア 設問１

(ｱ) 適用条文の選択

措置１については，「出題の趣旨」においても指摘したとおり，その態様等に照らせば，

不公正な取引方法の一般指定（以下「一般指定」という。）のうち，「取引条件等の差別

取扱い」（一般指定第４項），「その他の取引拒絶」（一般指定第２項），「競争者に対する

取引妨害」（一般指定第１４項）に該当するものと考えられるところ，これら適用条文を

選択している答案は半数に満たなかった。他方で，「拘束条件付取引」（一般指定第１２

項）を選択している答案が半数程度存在し，「排他条件付取引」（一般指定第１１項）を

選択している答案も少数ながら見られた（これら適用条文（以下「拘束条件付取引等」

という。）を選択した答案であっても，適用条文及び後記の行為要件において一定程度評

価の対象としている。）。また，ごく少数ながら，「優越的地位の濫用」（独占禁止法第２

条第９項第５号）などを選択する答案も見られた。

措置２については，「出題の趣旨」においても指摘したとおり，「拘束条件付取引」に

該当するものと考えられるところ，「拘束条件付取引」を選択している答案は半数を超え

た。他方で，「排他条件付取引」，「差別対価」（独占禁止法第２条第９項第２号又は一般

指定第３項）又は「取引条件等の差別取扱い」などを選択している答案がそれぞれ相当

数見られた（これら適用条文（以下「排他条件付取引等」という。）を選択した答案であ

っても，適用条文及び後記の行為要件において一定程度評価の対象としている。）。また，

ごく少数ながら，「優越的地位の濫用」や「不当な利益による顧客誘引」（一般指定第９

項）などを選択する答案も見られた。

(ｲ) 行為要件の検討
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適切と評価できる適用条文を選択した答案の多くは，適用条文に即して，おおむね適

切に，行為要件に関する規範を定立した上で，問題文に記載された事実関係を当てはめ

ていた。

措置１について，「拘束条件付取引」を選択した答案の多くは，「拘束」の意義（取引

条件に従わない場合に経済上何らかの不利益を伴うことにより，現実にその実効性が確

保されていれば足りる旨）を適切に示していたが，「拘束する条件」の内容を具体的に示

すことなく，Ｘ社から不利な扱いを受ける抽象的危険性が生じていることをもって直ち

に，販売店全般に「拘束」が生じているなどとするものであり，論理的にやや難が見ら

れた。「排他条件付取引」を選択した答案の多くは，このような難点に加えて，甲製品は

どの販売店でも併売が一般的である点を看過し，又はこれを軽視して十分な論述をする

ことなく，Ｙ社の甲製品を積極的に推奨しないことを「競争者と取引しない」ことと同

視するものであり，難が見られた。

措置２について，「排他条件付取引」を選択した答案の多くは，上記と同様に，併売が

一般的である点を看過し，又はこれを軽視して十分な論述をすることなく，Ｘ社の甲製

品を専ら推奨することを「競争者と取引しない」ことと同視するものであり，難がある。

また，「取引条件等の差別取扱い」を選択した答案の多くは，リベートの受給と引換えに

Ｘ社の甲製品を専ら推奨する約束を履行した場合と履行しない場合における区別に着目

するものであるが，上記約束を履行しない場合におけるリベートの不支給等の不利益が

上記約束の実効確保手段として用いられている実態を捉えておらず，拘束条件付取引と

して検討すべき上記約束自体の不当性を検討外に置いてしまうものであり，難が見られ

た。「差別対価」を選択した答案は，Ｘ社が供与するリベートが「家庭用電動器具全体の

仕入額を計算基礎」とするものであることを看過又は軽視し，このようなリベートを直

ちに甲製品の対価の修正と捉えるものであり，難が見られた。

(ｳ) 効果要件の検討

不公正な取引方法における効果要件は，公正競争阻害性を意味し，本問では主として

競争者排除ないし市場閉鎖による自由競争減殺効果が問題となり，その程度は競争の実

質的制限に達する前段階ないしその危険性で足りる旨を規範として定立することになる

が，これらの諸要素を網羅的かつ的確に指摘できている答案は半数に満たず，公正競争

阻害性ないし自由競争減殺とだけ指摘する答案や効果の程度について指摘がない答案が

相当数見られた。また，本問では，「出題の趣旨」でも指摘したとおり，価格維持効果を

通じた競争減殺効果の有無を的確に判断するために必要な事実関係は明らかにされてい

ないにもかかわらず，価格維持効果にも着目した検討を加える答案が相当数見られ，さ

らに，価格維持効果だけに終始する答案もごく少数ながら見られた。

次に，「出題の趣旨」でも指摘したとおり，いずれの措置についても，どのようなメカ

ニズムで競争減殺効果が生じるかを検討する必要があるが，問題文に記載された該当す

る事実関係を丁寧に拾い，それらを再構成し順序立てて上記の競争減殺効果が生じるお

それを指摘できていた答案は限られており，メカニズムに関する重要な事実関係の一部

を欠く答案，それら事実関係を羅列するだけの答案，Ｙ社の甲製品の取扱いを断念した

販売店がある（措置１）又はＹ社による新たな取引先販売店の獲得に懸念が生じている

（措置２）という結果だけを指摘する答案などが相当数見られた。

こうした検討の前提となる市場画定については，答案の多くが「我が国における甲製

品の製造販売市場」と画定できていた。

なお，適切と評価できる適用条文を選択していない場合でも，効果要件（市場画定を

含む。）については，相当と評価できる適用条文を選択した場合の論述と重なり合う限り，

同等に評価の対象とした。
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イ 設問２

(ｱ) 適用条文の選択

大多数の答案が，出題の趣旨に即して，「私的独占」を適用条文として選択し，そのう

ち「排除型」の「私的独占」を検討していた一方で，少数ながらも，「支配型」の「私的

独占」を検討する答案も見られた。また，設問２の追加的事情に照らせば，公正競争阻

害性を超える弊害が発生していると考えられるにもかかわらず，不公正な取引方法を適

用条文として選択する答案も散見された。

(ｲ) 行為要件の検討

「排除型」の「私的独占」を検討した答案の半数程度は，「排除」の意義を的確に示し

ていたが，設問１で検討した競争排除効果を前提に当てはめを行うにとどまるもの（不

公正な取引方法に該当することのみを挙げるものを含む。）が多く，設問２の追加的事情

を含む具体的事情を総合考慮するものはごく限られていた。また，「支配型」の「私的独

占」を検討した答案のうち，「支配」の意義（その程度を含む。）を的確に示した上で当

てはめを行っていたものは，ほぼ存在しなかった。

(ｳ) 効果要件の検討

「私的独占」を検討した答案の多くは，「競争の実質的制限」の意義を的確に示し，設

問２の追加的事情を中心に当てはめていたが，単に直近のシェアが６０パーセントに達

していることを挙げるにとどまるものが多く，甲製品市場が従前どのような状況にあり，

２つの措置により，それがどの程度の期間でどのように変化したのかまで的確に指摘・

検討している答案はごく少数であった。

市場画定（一定の取引分野）については，答案の多くが，設問１における検討を前提

にしつつ「我が国における甲製品の製造販売市場」と画定できていた。

２ 出題時に想定していた解答水準と実際の解答水準との差異について

⑴ 第１問

Ｙ１ないしＹ１３の行為については，答案の多くが，不当な取引制限の各要件に関する規

範の定立及び当てはめをおおむね適切に行っており，出題時に想定していた解答水準との間

に大きな差異はなかった。

他方で，Ｙ１４の行為については，答案の多くが本件合意の参加者の範囲に関する認識を

問題として指摘している点は出題時に想定していた解答水準との間に差異はなかったものの，

その検討内容は出題時の想定を下回っており，拘束の相互性に関する問題の指摘及び検討内

容も出題時の想定を大きく下回った。

また，Ｙ１５の行為についても，違反の成立時期に関する指摘及び検討内容は出題時に想

定していた解答水準を大きく下回っており，答案の多くが違反行為からの離脱を問題として

指摘している点は出題時に想定していた解答水準との間にさほど差異はなかったものの，そ

の検討内容は出題時の想定を下回った。

⑵ 第２問

答案の多くが，出題の趣旨に即して，設問１については不公正な取引方法を，設問２につ

いては私的独占を検討しており，出題時に想定されていた解答水準との間に大きな差異はな

かった。しかし，設問１について，適切と評価できる適用条文を選択することができている

答案は，出題時の想定を大きく下回り，特に措置１については「拘束条件付取引等」を選択

する答案が出題時の想定を大きく上回った。

また，市場画定については，いずれの設問においても，答案の多くが適切に解答しており，

出題時に想定した解答水準との間に差異はなかったが，独占禁止法に関する基本的な知識で

あるにもかかわらず，行為要件及び効果要件に関する規範を全く定立していないか又は正確

に定立することができていない答案が相当数見られ，出題時の想定を上回った。さらに，該
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当する事実関係を的確に当てはめることができている答案は，出題時に想定していたほど多

くなかった。

３ 「優秀」，「良好」，「一応の水準」，「不良」答案について

⑴ 第１問

「優秀」な答案は，Ｙ１ないしＹ１３の行為について不当な取引制限の各要件に関する規範

の定立及び当てはめを的確に行うとともに，Ｙ１４及びＹ１５の各行為についてもそれぞれ

の主張に関連する要件をおおむね的確に指摘した上で説得的な論述を行っているものとした。

「良好」な答案は，Ｙ１ないしＹ１３の行為について不当な取引制限の各要件に関する規

範の定立及び当てはめをおおむね的確に行うとともに，Ｙ１４及びＹ１５の各行為について

もそれぞれの主張に関連する要件の多くを指摘した上で相応の論述を行っているものとした。

「一応の水準」の答案は，Ｙ１ないしＹ１３の行為について不当な取引制限の各要件の一

部に関する規範の定立及び当てはめをおおむね的確に行うとともに，Ｙ１４及びＹ１５の各

行為についてもそれぞれの主張の一部に関して一定の論述を行っているものとした。

「不良」な答案は，不当な取引制限の各要件に関する規範の定立及び当てはめが全体的に

不十分であるものや，Ｙ１ないしＹ１３の行為に関する規範の定立や当てはめを相応に行っ

ているものの，Ｙ１４及びＹ１５の各主張の趣旨を把握できていないものなど，独占禁止法

に関する基本的理解に疑問を抱かせる論述を行っているものとした。

⑵ 第２問

「優秀」な答案は，いずれの設問においても，適切と評価できる適用条文を選択した上で，

行為要件及び効果要件に関する規範の定立及び当てはめを的確に行っているものとした。も

っとも，設問１につき，２つの措置のいずれかについて，適切と評価できる適用条文を選択

していない場合（措置１において「拘束条件付取引等」を選択し，又は，措置２において「排

他条件付取引等」を選択した場合に限る。）であっても，行為要件及び効果要件に関する論述

が優れているもの（例えば，効果要件に関する規範を的確に定立した上で，競争減殺効果の

発生メカニズムを順序立てて的確に論述できているものなど）は，「優秀」な答案とした。

他方で，「良好」な答案は，いずれの設問においても，適切と評価できる適用条文を選択し

ているが，設問のいずれかにおいて，行為要件及び効果要件に関する規範を定立せず又は正

確に定立していないか，事実関係を整理できておらず当てはめが不十分であるものや，設問

１につき，２つの措置のいずれかについて，適切と評価できる適用条文を選択していなくて

も，行為要件及び効果要件に関して相応の論述ができているものなどとした。「一応の水準」

の答案は，このような「良好」な答案とされるための要素を１つ又は２つ程度欠くものとし

た。

「不良」な答案は，いずれの設問においても，適切と評価できる適用条文を選択せず，か

つ，公正競争阻害性や競争の実質的制限の意義を的確に指摘できていない，ひいてはそれら

の違いを踏まえた当てはめもできていないなど，独占禁止法に関する基本的理解が欠落して

いることがうかがわれるものとした。

第４ 今後の出題

今後も，独占禁止法の基礎的知識の正確な理解，問題となる行為が市場における競争に与え

る影響の洞察力，事実関係の検討能力及び論述の論理性・説得性を求めることに変わりはない

と考えられる。

第５ 今後の法科大学院に求めるもの

経済法の問題は，不必要に細かな知識や過度に高度な分析を必要とするものではない。経済

法の基本的な考え方を正確に理解し，これを多様な事例に応用できる力を身に付けているかを
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見ようとするものである。法科大学院は，出題の意図したところを正確に理解し，引き続き，

知識偏重ではなく，基本的知識を正確に習得し，それを的確に使いこなせる能力の育成に力を

注いでいただくとともに，論述においては，適用条文の選択や違反要件の意義を正確に示した

上，問題となる行為が市場における競争にどのように影響するかを念頭に置いて，事実関係を

丹念に検討して要件に当てはめ，そして，それを箇条書き的に列挙するのではなく，論理的・

説得的に表現することができるように教育してほしい。
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て、その部分はなかったものとみなすと規定している。その趣旨は、資産の譲渡による所得

をＢが実質的に使うことができない、という担税力減殺要因を課税所得算定に反映させるこ

とである。

所得税法第６４条第２項の適用の有無に関し、札幌高判平成６年１月２７日判タ８６１号２

２９頁を重視し、本件でもＢはＦ社の取締役であって債務不履行を予見できたであろうから、

同項は適用されないと論じても、又は、さいたま地判平成１６年４月１４日判タ１２０４号２

９９頁を重視し、Ｂが主債務者たるＦ社の取締役であるといえどもＦ社の判断とＢの判断は同

一視される訳ではないので、同項は適用されると論じても、どちらでも設問３では説得的に論

じることができるであろう。

〔第２問〕

本問は、所得税における所得分類（設問１）、損害賠償金を支払った場合の必要経費該当性

（設問２）、過大収入とその返金に係る法人税法上の益金及び損金の取扱い（設問３、４）、

退職所得に対する課税（設問５）について問うものである。

設問１は、九州電力検針員事件・福岡地判昭和６２年７月２１日訟務月報３４巻１号１８

７頁を参考にした事例である。本問においては、給与所得及び事業所得について、それらの

意義及び判断基準を示した上で、それを事例に当てはめることが求められる。そして、問題

文中には、Ａが給与所得者であると認定させる方向に働く事実と、そうでない事実があるが、

これらをバランスよく考慮に入れて結論を出すことが求められる。

設問２においては、Ａが給与所得者であるという前提に立つか否かによって論述が分かれ

る。前者によれば、給与所得については必要経費の控除はないということになる。後者によ

れば、必要経費の意義を示した上で、それを事例に当てはめることになる。その上で、所得

税法及び同施行令から、重過失に基づく損害賠償金の取扱いを読み取ることが求められる。

設問３は、相栄産業事件・最判平成４年１０月２９日訟務月報３９巻８号１５９１頁を参

考にした事例である。この判例でも法廷意見と少数意見とで判断が分かれたところであるが、

本問においては、過大に支払った分が損金に算入されるか、もし算入されるとしたら返還請

求権がいつの時点で益金に算入されるかを、事例に挙げた事実関係に基づいて論じることが

求められる。また、損失と損害賠償請求権の関係について、いわゆる同時両建説を採った大

栄プラスチックス事件・最判昭和４３年１０月１７日集民９２号６０７頁、結論において異

時両建説を採った日本美装事件・東京高判平成２１年２月１８日訟務月報５６巻５号１６４

４頁等も参考になるであろう。

設問４は、設問３とは逆に、受取側の課税関係を問う。ここでも、過大に受け取った分が

益金に算入されるか、もし算入されるとしたら返還債務がいつの時点で損金に算入されるか

を論じることになるが、支払側と受取側との違いに留意することが求められる。

設問５は、退職所得について問う。退職所得については過去にも出題されているが、今回は、

退職所得に対する課税方法の趣旨・目的、退職所得金額の計算及び徴収手続という、退職所得

課税の基礎を理解しているか否かを問うている。

［経済法］

〔第１問〕

１ 本問は、本体商品と補完商品（純正品）を共に製造販売する事業者Ｙ社が、自己の純正品

が使用された場合にのみ本体商品が作動するようにして、非純正の補完商品を製造販売する

事業者Ｘ社を排除することについて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以

下「独占禁止法」という。）上の評価を問うものである。Ｘ社が差止請求訴訟の提起を検討

していることから、差止請求の根拠となる同法第２４条の要件を充足するか否かを検討する

令和4年 司法試験 出題趣旨
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こととなる。

２ 独占禁止法第２４条の要件として、まず事業者であるＹ社の行為が、同法第１９条で禁止

される不公正な取引方法（同法第２条第９項）に違反する行為に該当するか否かを検討する

ことになろうが、この検討に当たっては、Ｙ社の行為が不公正な取引方法の一般指定（以下

「一般指定」という。）第１０項（抱き合わせ販売等）又は第１４項（競争者に対する取引

妨害）に該当するかが問題となる。いずれの適用を検討する場合であっても、それぞれの行

為要件を満たすことを確認した上で、効果要件である「不当に」、すなわち公正競争阻害性

の有無を検討する必要がある。

３ 行為要件については、一般指定第１０項を適用する場合には、「商品」・「他の商品」や「購

入させ（る）」こと、一般指定第１４項を適用する場合には、「競争関係」や取引を「妨害す

る」ことの検討が、それぞれ必要となろう。一般指定第１０項の「購入させ（る）」ことに

ついては、ある商品の供給を受けるに際し客観的にみて少なからぬ顧客が他の商品の購入を

余儀なくされるか否かによって判断されよう。

４ 公正競争阻害性については、一般指定第１０項、第１４項のいずれに関しても、自由競争

減殺と競争手段の不公正さが問題になり得るが、本問の事実関係の下では、主に自由競争減

殺効果の有無について検討することが求められる。

自由競争減殺効果の有無を検討するためには、まず市場を画定する必要がある。市場は、

商品範囲（商品市場）、地理的範囲（地理的市場）のそれぞれについて、基本的に需要の代

替性、必要に応じて供給の代替性を考慮して画定することになるが、問題の行為に係る取引

及びそれにより影響を受ける範囲を検討して画定することもできよう。本問の事実関係の下

では、甲の購入者が甲の購入時に乙の交換費用や交換時期を十分に認識していないことや、

甲の購入者が乙の交換時に純正品又は非純正品を自ら選択して購入していることを適切に評

価することが重要となる。

本問において、「Ｙ社製甲を使用するためには、取付け部分の形状等から、Ｙ社製甲に専

用の乙が必要であ」り、Ｙ社製甲を購入した需要者にとって、Ｙ社製甲向け乙の価格が引き

上げられたとしても、他社製甲向け乙に代替することはできない。仮にＹ社製甲向け乙の価

格が引き上げられた場合に、他社製甲に代替する需要者が十分に存在すれば、自社の甲及び

乙の売上げの減少を危惧して、Ｙ社にとってそのような乙の価格引上げは合理的でなくなる

が、本問の前提事実からは、ユーザーは甲の購入時点では乙の価格を考慮しないということ

であって、甲をめぐる競争が乙をめぐる競争に十分な影響を与えることはなさそうである。

そして、このように考えていくならば、Ｙ社製甲向け乙の狭い市場が画定されそうではある。

これとは異なり、複数メーカーがＡＢＣ各社製甲向けの非純正品を製造していること等の

事実関係を拾い上げた上でより広く乙の市場を検討対象市場として画定することもできよう

が、その場合であっても、甲の購入時に甲の購入者が乙の交換費用等を十分に認識していな

いことを、自由競争減殺効果の認定等において適切に評価することが必要である。

５ 次いで、画定された市場における自由競争減殺効果を検討することになるが、自由競争減

殺効果の具体的認定においては、本件行為により、非純正品メーカーにおいて、本件行為後

に製造販売されたＹ社製甲に向けた乙の製造販売は不可能となること、本件行為前に製造販

売されたＹ社製甲に向けた乙の製造販売は可能であるものの、甲の買換えとともに、非純正

品を利用できないＹ社製甲の割合が大きくなっていくことをどのように評価するかが重要と

なる。

検討の対象をＹ社製甲向け乙市場や乙市場などとすれば、甲の製造販売について約２０パ

ーセントのシェアを有するにすぎないとのＹ社の主張については、自由競争減殺効果が発生

しているのは乙の市場であって検討すべき市場を誤るものであり失当である、又は少なくと

もそれら乙市場への影響とは無関係に甲の製造販売に係るシェアを評価することはできな
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い、と言えよう。甲の製造販売に係るシェアが関連市場における自由競争減殺効果の発生と

どのような関係を有するのか、有さないのかを述べることが必要である。

６ 本件行為について、Ｙ社は安全性の確保のためとも主張しており、この点を違反要件に的

確に位置付けて検討する必要がある。まずは安全性の確保が公正競争阻害性の判断において

考慮要素となるかを検討する必要がある。なお、「商品の安全性の確保は、直接の競争の要

因とはその性格を異にするけれども、これが一般消費者の利益に資するものであることはい

うまでもなく、広い意味での公益に係わる」として、安全性の確保を公正競争阻害性の考慮

要素とした裁判例がある（大阪高判平成５年７月３０日判時１４７９号２１頁）。

仮に安全性の確保を考慮するとして、その具体的な評価方法を示す必要がある。安全性の

確保の場合を含め、広く正当化事由に関しては、目的の正当性及び手段の相当性から分析す

る考えのほか、目的の正当性とともに、手段の相当性に代わり、より競争制限的でない代替

手段を評価する考えも存在する。さらには、技術上の必要性等の合理的理由があり、かつ、

その必要性の範囲を超えないかを検討する考え方もあり得よう（公正取引委員会「レーザー

プリンタに装着されるトナーカートリッジへのＩＣチップの搭載とトナーカートリッジの再

生利用に関する独占禁止法上の考え方」（平成１６年１０月２１日））。

本問では、発火事故がＣ社製甲向けのＥ社製乙に限定されたものであり、また、既に解決

済みであることをどのように評価するかがポイントとなる。Ｙ社は発火事故の原因が自社に

は関係しないことを認識していたとして、本件行為の真の目的は安全性の確保になかったと

する評価のほか、Ｙ社が発火事故の原因が自社に関係しないことを認識していたかは不明で

あるが、仮に安全性の確保が目的であったとしても、非純正品を全面的に排除する本件行為

は手段の相当性を欠くといった評価もあろう。

７ Ｙ社の行為が、独占禁止法第１９条で禁止される不公正な取引方法に該当するとしても、

本問において差止請求が認められるためには、同法第２４条のその他の要件を充足すること

が必要となる。同条のその他の要件として、違反行為による「利益（の）侵害」、「著しい損

害」がある。利益の侵害については何が利益に当たるのかを示す必要がある。その上で、本

件においてＸ社の売上高が大きく減少することが予想されることを適切に評価する必要があ

る。著しい損害の意味については、複数の考え方が存在するが、いずれの考えを採用する場

合でも、本件行為後のＸ社によるＹ社製甲向け乙の製造販売が不可能になること、Ｘ社の売

上高の大きな減少が予想されること、販売できないＹ社製甲向け乙の在庫が発生すること、

Ｙ社の自発的対応が期待できないことなどを適切に評価することが必要となる。差止請求が

認められるとの結論もあれば、認められないとの結論もあり得よう。

〔第２問〕

１ 本問は、比較的高額な家庭用機器である甲製品の第１位（シェア約３０パーセント）の

メーカーであるＸ社（設問⑴）又は第３位（シェア約２０パーセント）のメーカーである

Ｙ社（設問⑵）がそれぞれ、自己の供給する甲製品の取引先小売業者に対して用いている

行為について、独占禁止法に違反するかを問うものであり、いわゆる垂直的価格制限（設

問⑴）及び垂直的非価格制限（設問⑵）の事案である。

Ｘ社が用いている行為は、取引先小売業者の販売価格の決定に関わるものであり、独占

禁止法第２条第９項第４号イの直接取引する相手方に対する再販売価格の拘束に該当し、

同法第１９条に違反するか否かが問題となる。特に、Ｘ社は、設問⑴の事情に示されてい

るとおり、時を追って様々な手段を用いており、独占禁止法上問題となり得るものを識別

し、それぞれについて検討する必要がある。また、本問では、違反行為の消滅について検

討することも明示的に求めている。

これに対し、Ｙ社が用いている行為は、取引先小売業者の販売価格の決定以外の事業活
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動の拘束に関わるものであり、独占禁止法第２条第９項第６号ニ、一般指定第１２項（拘

束条件付取引）に該当し、同法第１９条に違反するかが問題となる。

２ 設問⑴及び設問⑵のいずれにおいても、「事業者」であるＸ社又はＹ社が用いている行為

が独占禁止法第２条第９項第４号イ又は一般指定第１２項の定める行為要件を満たすか否

かを検討することがまず必要になる。行為要件を満たす場合には、独占禁止法第２条第９

項第４号にいう「正当な理由がないのに」又は一般指定第１２項にいう「不当に」に該当

するか否かを検討することが必要である。これらは、いずれも不公正な取引方法の共通の

効果要件である公正競争阻害性を意味するものであり、その際には必要に応じて正当化事

由についても検討することになる。

いずれの行為についても、自由競争減殺の観点からの公正競争阻害性が問題となるもの

であり、特に上記両社の取引先小売業者間の競い合いが減少すること（競争回避ないし競

争停止）による価格維持効果に着目することとなる。

３ 設問⑴の事情において、Ｘ社がＸ社製甲製品の機種ごとに希望小売価格を設定し、取引

先小売業者に通知してきていることについては、「それが参考である旨明記」していること

と相まって、取引先小売業者の事業活動を「拘束」するものとは考えられない。

しかし、①平成２８年４月に「希望小売価格で販売することが十分可能であることを強

調する説明を加えた」こと、②令和元年１０月にＸ社製甲製品の価格調査を実施したこと、

③令和２年４月に「参考である旨の記述を削除して」「販価」を通知し、価格調査を実施す

ることがある旨明記したこと、④令和２年１０月に販価どおりに販売するよう要請し、要

請に反した場合の出荷制限を通知し、さらに、実際に出荷制限措置を講じたことについて

は、それぞれ再販売価格の拘束の行為要件を満たすか検討する必要がある。なお、②につ

いては、再販売価格の拘束のほか、価格調査に対する回答義務を課すものとして拘束条件

付取引の問題を検討することもあり得る。また、④には、一般指定第２項（その他の取引

拒絶）に該当し得る行為が含まれており、再販売価格の拘束の実効性確保手段として捉え

るか、あるいはそれ自体を独立の違反行為として検討することもあり得る。

また、令和４年１月に販売価格に関する従前の通知や要請等を全て廃止するとともに、

改めて「参考」と明記した「希望小売価格」を通知したことについて、これが再販売価格

の拘束行為の取りやめ（違反行為の終了）と認められるか否かを検討する必要がある。

こうした検討に当たっては、和光堂事件・最判昭和５０年７月１０日民集２９巻６号８

８８頁などで示された基準を提示した上で、本問の事実に当てはめることが求められる。

その際には、Ｘ社の取引先小売業者の営業においてＸ社製甲製品が有する意味合いをどう

評価するかも重要となる。また、再販売価格の拘束行為の終了を認定したソニー・コンピ

ュータエンタテインメント事件・公正取引委員会審判審決平成１３年８月１日審決集４８

巻３頁が提示する基準も参考になる。

次に、Ｘ社の再販売価格の拘束の行為要件を満たす行為が不公正な取引方法に該当する

ためには、「正当な理由がないのに」（独占禁止法第２条第９項第４号柱書き）行われるこ

と、すなわち、公正競争阻害性が認められることが必要である。前述したように、再販売

価格の拘束における公正競争阻害性は、自由競争減殺の観点から、特に拘束を受ける取引

先の販売業者間の価格競争を消滅・停止させる点にあり、こうした価格維持効果が生じる

ことを本問の事実に即して示すことになる。

もっとも、Ｘ社の行為が再販売価格の拘束であることから、拘束を受ける取引先小売業

者間の価格競争に直接的な影響を及ぼすことは明らかであり、こうした行為は市場画定や

当該市場における具体的な影響を検討することを必ずしも必要とせず、特段の正当化事由

がない限り、公正競争阻害性を認定することができると考えられる。ただし、この考え方

を採る場合には、再販売価格の拘束についてそのような判断方法を採ることが妥当である
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ことを説明する必要がある。

他方、価格維持効果が生じることを示す上で、検討対象とする市場を画定し、Ｘ社の行

為が当該市場における価格競争に及ぼす影響を本問の事実に即して検討することも考えら

れる。その場合には、市場画定の必要性やその方法を説明した上で、Ｘ社製甲製品の市場

又は甲製品全体の市場を画定することになる。そして、Ｘ社がＸ社製甲製品の販売価格に

係る制限を取引先小売業者に課す行為が当該市場における競争に及ぼす具体的な影響につ

いて、例えば、Ｘ社や他社のシェア、Ｘ社製甲製品が小売業者の営業にとって有する意味

合い、ブランド間競争及びブランド内競争の状況等に関する本問の事実に即して検討する

ことが求められる。

さらに、Ｘ社がこのような行為を用いることを正当化するような事由があるか否かを検

討することとなる。

４ 設問⑵については、Ｙ社の行為で独占禁止法上問題となり得るものは、設問⑵の事情か

ら明らかであり、令和３年４月に、Ｙ社製甲製品の使用方法等の説明義務条項を小売業者

との取引契約に追加し、実施していることである。このＹ社の行為が拘束条件付取引の行

為要件（「事業活動を・・・拘束する条件をつけて」）を満たすかについては、前述した再

販売価格の拘束についてと同様の基準により、本問の事実の下で当てはめを行うこととな

る。

また、Ｙ社の行為が拘束条件付取引に該当するためには、一般指定第１２項の「不当に」

の要件を満たす必要があるところ、本問での「不当に」は、自由競争減殺の観点からの公

正競争阻害性である。具体的には、検討対象の行為を通じて拘束を受ける取引先の小売業

者間の価格競争が制限されることにより、価格維持効果が生じるか否かを本問の事実に即

して検討する必要がある。

メーカーが自己の製品をどのような方法で販売し、最終ユーザーに届けるかについては、

基本的には各メーカーが自由に決定することができる事項であり、販売業者に特定の販売

方法を義務付けることが直ちに独占禁止法上問題となるものではない。また、それによっ

て販売費用が増加し、販売価格に影響することがあるとしても、全ての販売業者に義務付

けること自体が販売業者間の価格競争を制限することによる価格維持効果と直ちに評価さ

れるものではない。他方、メーカーが販売業者の販売方法に制限を課すことをもって、販

売業者を統制する手段とすることにより、取引先の販売業者間の競争に悪影響を及ぼすこ

とも考えられる。

Ｙ社の行為は、Ｙ社製甲製品の使用方法等に関するユーザー向け説明を取引先小売業者

に義務付けることであり、価格に関連するものではなく、ユーザーから見ても有益なもの

ともいえる。Ｙ社の行為が及ぼす競争への影響をどのように分析・評価するかが問われる。

具体的には、化粧品の販売方法の制限に関する資生堂東京販売事件・最判平成１０年１

２月１８日民集５２巻９号１８６６頁によって示された、それなりの合理性と制限の同等

性の基準にのっとって検討することが考えられる。

また、拘束条件付取引一般の分析方法に沿って、検討対象となる市場を画定し、当該市

場における競争への影響を本問の事実に即して検討することもできる。この場合には、拘

束の具体的内容、対象となる取引の性質、ユーザーの特性、Ｙ社や他社のシェア、Ｙ社が

説明義務を課す目的や理由、ブランド間競争及びブランド内競争の状況等を本問の事実に

即して検討することが求められる。特に、Ｙ社がシェア約２０パーセントの第３位のメー

カーであること、Ｙ社が取引先小売業者に課すユーザー向け説明義務が特有の機能を有す

るＹ社製甲製品の使用方法に重点を置いたものであることに留意する必要がある。

仮にＹ社の行為に価格維持効果が認められるとした場合には、Ｙ社が説明義務を課す目的

やその態様に鑑みてＹ社の行為が正当化できるかを検討する必要がある。



- 16 -

令和４年司法試験の採点実感（経済法）

第１ 出題の趣旨

別途公表済みの「出題の趣旨」のとおりである。

第２ 採点方針

出題した二問とも、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」と

いう。）上の制度・規定の趣旨及び内容を正確に理解し、問題文の行為が市場における競争にど

のような影響を与えるのかを念頭に置いて、問題文に記載された事実関係から的確に問題点を把

握し、法解釈を行い、事実関係を丹念に検討した上で要件の当てはめができるか、それらが論理

的かという点を評価しようとした。

特に、独占禁止法の基本を正確に理解し、これに基づいて検討することができているかを重点

的に見ようとしており、公表されている公正取引委員会の考え方やガイドライン等について細か

な知識を求めることはしていない。

１ 第１問

第１問は、家庭用電化製品甲（以下「甲」という。）及びその使用のために必要となる交換部

品乙（以下「乙」という。）に関し、新規に製造販売する自社製の甲及び乙に電子部品を新たに

取り付けることにより自社製の乙が使用された場合にのみ自社製の甲が作動するようにしたＹ社

の行為（以下「本件行為」という。）について、独占禁止法第２４条が規定する私人による不公

正な取引方法の差止請求の要件を充足するかを問うものである。

具体的には、Ｙ社が「事業者」（独占禁止法第２条第１項）であることを前提に、同法第２４

条の「第１９条の規定に違反する行為」の要件について、本件行為が「不公正な取引方法」（同

法第２条第９項・第１９条）のうちいずれの行為類型に該当するかを的確に把握して適切な適用

条文を選択し、当該条文の定める要件について文言の解釈を行って規範を定立した上で、問題文

に記載された事実関係を適切に当てはめることができているか、また、同法第２４条のその他の

要件についても、法解釈及び当てはめに関して同様の検討ができているかを評価の対象とした。

２ 第２問

第２問は、比較的高額な家庭用機器である甲製品のメーカーであるＸ社（設問⑴）及びＹ社（設

問⑵）がそれぞれ、自己の供給する甲製品の取引先小売業者に対して用いている行為について、

独占禁止法に違反するかを問うものである。

設問⑴では、Ⅹ社が取引先小売業者に対して自己の甲製品の販売価格に関してした各種の通知

等の行為について、「不公正な取引方法」（独占禁止法第２条第９項・第１９条）としての「再販

売価格の拘束」（同法第２条第９項第４号イ）の行為要件や効果要件（市場画定を含む。）に関す

る規範を定立した上で、Ⅹ社の段階的な行為をそれぞれ適切に検討し、当てはめができているか、

また、違反の終了についてもその規範を定立し適切な当てはめができているかを評価の対象とし

た。

設問⑵では、Ｙ社がその甲製品の販売に当たって、取引先小売業者に対して顧客への使用方法

等の説明義務を契約上課したことについて、独占禁止法第２条第９項第６号に基づく一般指定（以

下「一般指定」という。）のうち「拘束条件付取引」（一般指定第１２項）の行為要件、効果要件

についての規範を定立した上で、適切に当てはめができているかを評価の対象とした。

第３ 採点実感等

１ 出題の趣旨に即した答案の存否、多寡について

⑴ 第１問

ア 適用条文の選択
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差止請求に関する適用条文については、多くの答案が、根拠規定として独占禁止法第２４

条を選択していたが、これを欠く答案も相当数あったほか、公正取引委員会による排除措置

命令について規定する同法第２０条や公正取引委員会の事件調査の端緒について規定する同

法第４５条を選択している答案も僅かながらあった。

また、不公正な取引方法に関する適用条文については、大部分の答案が、禁止規定である

独占禁止法第１９条と共に、一般指定のうち「抱き合わせ販売等」（第１０項）又は「競争

者に対する取引妨害」（第１４項）のいずれかを選択していた。もっとも、一般指定のうち

これらと異なる行為類型を挙げている答案も散見されたほか、同法第２４条に基づく差止請

求の対象ではない「私的独占」に関する規定（同法第２条第５項・第３条）を単独で又は不

公正な取引方法と併せて挙げている答案も相当数あった。

イ 事業者性

多くの答案が、独占禁止法第１９条の適用を検討するに当たり、Ｙ社が「家庭用電化製品

のメーカー」であることを簡潔に指摘した上で、同法第２条第１項の「事業者」に該当する

ことを肯定していたが、事業者性に全く言及していない答案も相当数あった。

ウ 不公正な取引方法

(ｱ) 行為類型の選択

一般指定第１０項又は第１４項のうち、前者のみを選択している答案が多く、後者のみ

を選択している答案は少なかったが、いずれの答案についても、それぞれの要件を的確に

検討していれば同等に評価した。また、これらの双方を選択している答案も少数ながらあ

り、これらの答案については、より適切に検討されている行為類型を基本的な評価の対象

とし、他方の行為類型も的確な検討がされていれば加点の対象とした。なお、一般指定の

うち他の行為類型や私的独占のみを検討している答案についても、一般指定第１０項又は

第１４項の要件との共通性が認められる範囲につき、その限度で評価の対象とした。

(ｲ) 行為要件

一般指定第１０項を選択した場合には「他の商品」及び「購入させ（る）」の各要件に

ついて、一般指定第１４項を選択した場合には「競争関係」及び「取引を…妨害する」の

各要件について、それぞれ文言の解釈を行って規範を定立した上で、問題文に記載された

事実関係を簡潔に当てはめ、いずれの要件も充足するとしている答案が多かったが、当て

はめの前提として必要となる条文上の文言の解釈を行っていない答案や文言の解釈が不正

確ないし不十分な答案も一定数あった。

(ｳ) 公正競争阻害性

「不当に」の解釈については、一般指定第１０項又は第１４項のいずれを選択した答案

においても、公正競争阻害性（独占禁止法第２条第９項第６号柱書の「公正な競争を阻害

するおそれ」）を意味することを指摘しているものが大多数であったが、これらの中には、

本問の事実関係の下では主に自由競争減殺効果の有無が問題になり得ることや、自由競争

減殺効果とは競争の実質的制限に至らない程度の自由競争の制約（競争の実質的制限の前

段階ないし萌芽的段階）であることについては正確に論じていない答案もあった。

市場画定については、自由競争減殺効果の認定に当たって市場を画定する必要があるこ

とを簡潔に論じた上で、その画定方法につき、商品範囲（商品市場）及び地理的範囲（地

理的市場）のそれぞれについて、需要の代替性を基本としつつ、必要に応じて供給の代替

性を考慮することを正確に論じている答案が多かったが、市場画定を行う理由について何

ら言及していない答案や画定方法の内容が不正確な答案も少なくなかった。また、具体的

な市場としては、「日本におけるＹ社製甲向け乙の製造販売市場」とする答案が多数であ

る一方で、「日本における乙の製造販売市場」とする答案も一定数あり、いずれであって

も的確な論述がされていれば同等に評価した。しかし、市場の画定方法を本問の事実関係
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に的確に当てはめて結論を導いている答案は少なく、特に、甲の購入者が甲の購入時に乙

の交換費用や交換時期を十分に認識していないことを市場画定において考慮すべき事情と

して指摘し、適切に評価しているものは非常に少なかった。

市場分析については、ほぼ全ての答案が自由競争減殺効果を認定していた。このうち、

「日本におけるＹ社製甲向け乙の製造販売市場」を市場として画定した答案においては、

その認定の根拠となる非純正品メーカーに関する事情として、本件行為後に製造販売され

たＹ社製甲向け乙の製造販売が不可能となることを指摘しているものが多かったものの、

本件行為前に製造販売されたＹ社製甲向け乙の製造販売が当面は可能であることも踏まえ

て検討を行っているものはほとんどなかった。他方、「日本における乙の製造販売市場」

を市場として画定した答案においては、非純正品メーカーが本件行為によって制約を受け

るのは乙全体の製造販売ではなくＹ社製甲向け乙の製造販売に限られることなどの本問の

事実関係を踏まえた検討が十分にできているものは少なかった。なお、「甲の製造販売に

ついて約２０パーセントのシェアを有するにすぎず、独占禁止法違反行為を行い得る力を

有していない」とのＹ社の主張について、市場画定や市場分析と関連付けて、検討すべき

市場を誤るものであること（甲の市場ではなく乙の市場であること）を端的に指摘してい

る答案は少なく、検討すべき市場における自由競争減殺効果との関係で意味があるとして

も、単純に約２０パーセントのシェアを有するにすぎないことだけで同効果を否定するこ

とはできないと指摘する答案も多くなかった。

正当化事由については、Ｙ社の主張する「製品の安全性（の）確保」を正当化事由に関

する事情と位置付け、目的の正当性及び手段の相当性の両面から評価する方法ないしこれ

に類する評価方法を規範として定立した上で、目的の正当性及び手段の相当性の一方又は

双方を否定するなどして、正当化事由の存在を否定する答案が多かった。もっとも、正当

化事由の検討の前提として、そもそも製品の安全性の確保が公正競争阻害性の判断におい

てなぜ考慮要素となるのかという点について言及している答案はあまりなかった。

エ 独占禁止法第２４条のその他の要件

(ｱ) 検討の有無

設問において、Ｘ社のＹ社に対する独占禁止法に基づく差止請求についての同法上の問

題点の検討を求められているにもかかわらず、そもそも同法第２４条に全く言及していな

い答案や「第１９条の規定に違反する行為」の要件以外の要件について全く検討していな

い答案が相当数あった。なお、これらの答案の中には、同法第２４条に基づく差止請求の

対象とならないことが同条の文言上明らかであるにもかかわらず、私的独占の検討に終始

するものやその検討に相当の比重を置くものが一定数あった。

(ｲ) 利益侵害

「利益を侵害され、又は侵害されるおそれ」の要件については、全く言及していない答

案が多く、この要件に言及している答案も、「利益」の文言の解釈を示すことなく問題文

に記載された事実関係の一部を引き写してその侵害を肯定するにとどまるものが大多数で

あり、適切な法解釈を行った上で当てはめを行っているものはほとんどなかった。

(ｳ) 著しい損害

「著しい損害を生じ、又は生ずるおそれ」の要件についても、言及の有無や論述の内容

は利益侵害の要件のそれとほぼ同様であり、不十分な内容の答案が極めて多かった。

⑵ 第２問

ア 設問１

(ｱ) 適用条文の選択

大多数の答案が、出題の趣旨に即して、Ⅹ社がその取引先小売業者に対して甲製品の販

売価格に関してした各種の通知等について、不公正な取引方法の再販売価格の拘束（独占
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禁止法第２条第９項第４号イ）を適用条文として選択していたが、少数ながら、再販売価

格の拘束には言及せずに、「拘束条件付取引」（一般指定第１２項）の問題としてのみ論じ

る答案も見られたほか、「不当な取引制限」（同法第２条第６項・第３条）として論じるも

のもごく少数あった。

また、Ⅹ社が令和２年１０月の通知の直後に、従来から値引き販売を行っていた取引先

小売業者に対して実際に出荷制限措置を講じた点について、再販売価格の拘束とは別に「そ

の他の取引拒絶」（一般指定第２項）に当たるとして論じる答案も相当数あり、この点は

加点の対象とした。

(ｲ) 事業者・相手方

再販売価格の拘束の要件充足性の検討に当たって、Ⅹ社が「事業者」（独占禁止法第１

９条、第２条第１項）に当たること、Ⅹ社製甲製品の取引先小売業者が、「自己の供給す

る商品を購入する相手方」（同法第２条第９項第４号）に当たることを指摘する答案はお

おむね半数程度にとどまった。

(ｳ) 行為要件の検討

再販売価格の拘束の行為要件である「拘束の条件を付けて」（独占禁止法第２条第９項

第４号柱書）の解釈については、和光堂事件・最判昭和５０年７月１０日民集２９巻６号

８８８頁などで示されたとおり、相手方との合意、あるいは経済上の利益・不利益措置等

の人為的措置により一定の実効性が確保されていることが必要となるが、多くの答案にお

いて適切に規範の定立がされていた。しかし、設問における当てはめにおいては、不利益

措置による実効性確保の観点からのみ論じる答案がほとんどであった。

その上で、本問では、Ⅹ社の取引先小売業者に対する行為として、①平成２８年４月に

「希望小売価格で販売することが十分可能であることを強調する説明を加えた」こと、②

令和元年１０月にＸ社製甲製品の価格調査を実施したこと、③令和２年４月に「参考であ

る旨の記述を削除して」「販価」を通知し、価格調査を実施することがある旨明記したこ

と、④令和２年１０月に販価どおりに販売するよう要請し、要請に反した場合の出荷制限

を通知し、さらに、実際に出荷制限措置を講じたこと、がそれぞれ、「拘束」に当たるか

を検討することが求められる（設問においては、「Ｘ社のそれぞれの行為について」の検

討を求めている。）。答案では、この４つの行為の全てについて検討したものは半数を下回

り、①と②（特に②）については検討しないものが相当数見られた。

①の行為や②の行為を検討した答案のほぼ全てが簡潔に「拘束なし」と結論付けている。

これに対し、③の行為については結論が分かれ、「拘束あり」とする答案と「拘束なし」

とする答案はおおむね同数程度となった。「拘束なし」とする答案においては、実際の小

売業者の行動（販価から値引きして販売している小売業者が一部存在すること）を重視し

て、③の行為では未だ実効性が確保されるには至っていないと結論付けるものが多く、従

前の行為との関連や小売業者の受け止め方等に関する検討はなされていないものが大部分

であった。これに対して、「拘束あり」とする答案では、多くの小売業者が従っていたこ

と、必要に応じて販売価格の調査を行うことが予告されていることなどから、事実上の不

利益措置のおそれが生じていることを重視して結論を導いているものが多かった。ただし、

「拘束あり」とする答案にあっても、「販価」という用語の有する意味合いについて具体

的に検討する答案や合意による拘束の観点から論述する答案は少数であった。この点につ

いては、規範に基づき首尾一貫した的確な当てはめがなされているかという観点から、い

ずれの結論であっても同等に評価した。

他方、④の行為については、ほとんどの答案において拘束に当たると論じられていた。

(ｴ) 公正競争阻害性の検討

再販売価格の拘束の公正競争阻害性の実質が、取引先小売業者間の競い合いが減少する
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こと（競争回避ないし競争停止）による価格維持効果にあり、それが実効的に行われてい

る以上、価格維持効果が認められ、「正当な理由」がない限り違法とされることを的確に

論述し、本問の事実関係において甲製品のブランド間競争が機能していないこと等を指摘

して公正競争阻害性を認める答案は必ずしも多くなかった。また、公正競争阻害性の実質

的な内容に関して、価格維持効果に言及しない答案も見られた。他方、「Ｙ社製甲製品の

市場」又は「甲製品の市場」を画定して公正競争阻害性を論じる答案が過半を占めたが、

当該市場における競争に及ぼす具体的な影響について、例えば、Ｘ社や他社のシェア、Ｘ

社製甲製品が小売業者の営業にとって有する意味合い、ブランド間競争及びブランド内競

争の状況等に関する本問の事実に即して的確に検討しているものは多くなかった。特に、

甲製品の市場を画定しつつ、専らＹ社製甲製品の市場における状況を検討している答案が

相当数見られた。以上のいずれの観点からの論述であっても、同等に評価を行った。加え

て、正当化事由について、本問の事情の下で特に正当化すべき事情が認められないことを

論じているかどうかを評価した。

(ｵ) 違反の終了

Ⅹ社が、令和４年１月に販売価格に関する従前の通知や要請等を全て廃止するとともに、

改めて「参考」と明記した「希望小売価格」を通知したことについて、これをもって、再

販売価格の拘束行為の取りやめ（違反行為の終了）と認められるか否かに関しては、判断

基準を明示する答案はほとんどなかったが、多くの答案では前述した「拘束の条件を付け

て」に関する規範を前提としていると考えられた。当てはめについては結論が分かれ、小

売業者の行動等（値引き販売はほとんど行われていないこと）に着目して違反は継続して

いると評価した答案が大部分を占めたが、「拘束」はなくなっていることから違反は終了

していると論じる答案も相当数見られた。「違反は終了していない」と論じる場合には、

Ⅹ社による通知や要請等が廃止された中で、なお違反が継続しているとする理由付けが必

要になるが、この点を説得的に論じる答案は必ずしも多くはなかった。違反行為がいつ終

了したと評価すべきかの点については、Ⅹ社及び小売業者の認識、希望小売価格の水準や

小売業者の行動に基づいて論理的に分析されているかどうかの観点から、いずれの結論で

あっても同等に評価した。

イ 設問２

(ｱ) 適用条文の選択

大多数の答案が、出題の趣旨に即して、「拘束条件付取引」を適用条文として選択して

検討していたが、ごく少数ながら、「優越的地位の濫用」についてのみ検討する答案も見

られた。

(ｲ) 行為要件の検討

「拘束」については、取引先小売業者に取引契約上説明販売の義務を課すものであるこ

とから、合意による拘束があるとの結論を適切に導いている答案が多かった。ただし、「拘

束」の有無という行為要件の規範及び当てはめについてそもそも論じない答案も散見され

た。

(ｳ) 公正競争阻害性の検討

メーカーが自己の製品をどのような方法で販売し、最終ユーザーに届けるかについては、

基本的には各メーカーが自由に決定することができる事項であり、販売業者に特定の販売

方法を義務付けることが直ちに独占禁止法上問題となるものではないとの点を明確に指摘

している答案は必ずしも多くはなかった。その上で、Ｙ社が説明販売の義務を課すことに

ついて、化粧品の販売方法の制限に関する資生堂東京販売事件・最判平成１０年１２月１

８日民集５２巻９号１８６６頁によって示された、「それなりの合理性とすべての取引先

に対する制限の同等性」の基準を定立した上で、本設問の事情を当てはめている答案も一
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定数見られたが、予想したほど多くはなかった。このような規範を定立しない答案であっ

ても、小売業者に対して説明販売義務を課すことによって価格維持効果が生じるか否かを

事案に基づき適切に検討している答案については同等に評価した。この場合に、価格維持

効果がないとする答案も、価格維持効果があるものの正当化事由があるとする答案も、同

等に評価した。

２ 出題時に想定していた解答水準と実際の解答水準との差異について

⑴ 第１問

独占禁止法第２４条の「第１９条の規定に違反する行為」の要件については、多くの答案が、

行為類型を的確に把握して適切な適用条文を選択した上で、行為要件に関する規範の定立及び

当てはめをおおむね適切に行うとともに、市場画定の方法等の公正競争阻害性に関する基礎的

事項の論述をおおむね正確に行っており、これらの点については出題時に想定していた解答水

準との間に大きな差異はなかった。もっとも、公正競争阻害性に関する市場画定や市場分析に

おいて、出題の趣旨に即した形で本問の事実関係を的確に検討している答案はあまりなく、こ

れらの点に関する解答水準は出題時の想定を下回った。

他方で、独占禁止法第２４条のその他の要件については、そもそも同条に全く言及していな

い答案が相当数あった上、Ｘ社による差止請求の根拠条文として同条に言及している答案にお

いてもこれらの要件について的確な検討を行っているものはほとんどなく、これらの点に関す

る解答水準は出題時の想定を大きく下回った。

⑵ 第２問

答案の多くが、出題の趣旨に即して、設問⑴については再販売価格の拘束を、設問⑵につい

ては拘束条件付取引を検討しており、この点では、出題時に想定していた解答水準との間に差

異はなかった。

設問⑴においては、検討すべきⅩ社の問題となり得る行為について、その全てを検討してい

ない答案が相当数見られた点では出題時の想定を下回った。拘束の有無及び終了時期について

は、答案の多くが事案に基づいた検討を行っており、出題時の想定との間に大きな差異はなか

ったものの、各般の事情を丹念ないし丁寧に検討し、結論を導く点においては、出題時に想定

した解答水準をやや下回った。他方、再販売価格の拘束による競争上の弊害が何かを的確に論

述・分析している答案が比較的少なかった点については、典型的な違反行為類型でもあり、出

題時の想定を下回った。

また、設問⑵においては、規範の定立及び当てはめを的確に行っていない答案が散見された

ものの、多くの答案では出題意図を捉えて、事案に基づく検討が行われており、出題時の想定

との間に大きな差異はなかった。

３ 「優秀」、「良好」、「一応の水準」、「不良」答案について

⑴ 第１問

「優秀」な答案は、本件行為について不公正な取引方法に関する適用条文を適切に選択した

上で行為要件及び公正競争阻害性に関する規範の定立及び当てはめを的確に行うとともに、独

占禁止法第２４条のその他の要件についても相応の論述を行っているものとした。

「良好」な答案は、本件行為について不公正な取引方法に関する適用条文を適切に選択した

上で行為要件及び公正競争阻害性に関する規範の定立及び当てはめをおおむね適切に行うとと

もに、独占禁止法第２４条のその他の要件について一応の論述を行っているものや、前者に関

する検討を的確に行っているものの、後者についてほとんど論述を行っていないものなどとし

た。

「一応の水準」の答案は、本件行為について不公正な取引方法に関する適用条文を適切に選

択した上で行為要件及び公正競争阻害性に関する規範の定立及び当てはめを相応に行っている

ものの、独占禁止法第２４条のその他の要件について全くあるいはほとんど論述を行っていな
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いものや、前者に関する検討が上記の程度に達していないものの、後者について一応の論述を

行っているものなどとした。

「不良」な答案は、本件行為について私的独占の検討に終始しているものや、不公正な取引

方法に関する適用条文の選択の誤りを含め、本件行為について不公正な取引方法に関する検討

が不十分であるとともに、独占禁止法第２４条のその他の要件について全くあるいはほとんど

論述を行っていないものなどとした。

⑵ 第２問

「優秀」な答案は、いずれの設問においても、適切と評価できる適用条文を選択した上で、

行為要件及び公正競争阻害性に関する規範の定立及び当てはめを的確に行っているものとし

た。

他方で、「良好」な答案は、いずれの設問においても、適切と評価できる適用条文を選択し

ているが、設問のいずれかにおいて、事実関係の抽出に不足があるか、行為要件及び公正競争

阻害性に関する規範を定立せず又は正確に定立していないか、事実関係を整理できておらず当

てはめが不十分であるものなどとした。

「一応の水準」の答案は、このような「良好」な答案とされるための要素を一つ又は二つ程

度欠くものとした。

「不良」な答案は、いずれの設問においても、適切と評価できる適用条文を選択せず又は独

占禁止法上問題となり得る行為を的確に抽出せず、かつ、公正競争阻害性の判断枠組みを的確

に指摘できず、ひいてはこれに基づく当てはめもできていないなど、独占禁止法に関する基本

的理解が欠落していることがうかがわれるものとした。

第４ 今後の出題について

今後も、独占禁止法の基礎的知識の正確な理解、問題となる行為が市場における競争に与える

影響に対する洞察力、事実関係の検討能力及び論述の論理性・説得性を求めることに変わりはな

いと考えられる。

第５ 今後の法科大学院教育に求めるもの

経済法の問題は、不必要に細かな知識や過度に高度な分析を必要とするものではない。経済法

の基本的な考え方を正確に理解し、これを多様な事例に応用できる力を身に付けているかを見よ

うとするものである。法科大学院は、出題の意図したところを正確に理解し、引き続き、知識偏

重ではなく、基本的知識を正確に習得し、それを的確に使いこなせる能力の育成に力を注いでい

ただくとともに、論述においては、適用条文の選択や違反要件の意義を正確に示した上、問題と

なる行為が市場における競争にどのように影響するかを念頭に置いて、事実関係を丹念に検討し

て要件に当てはめ、そして、それを箇条書き的に列挙するのではなく、論理的・説得的に表現す

ることができるように教育してほしい。



[経 済 法] 

Ｘ社とＹ社は、電子部品である甲（以下「甲」という。）を製造販売する日本の会社である。Ｘ社

は、Ｙ社から甲の製造販売事業の全てを譲り受けることを計画している（以下「本件計画」という。）。 

甲は電子機器である乙（以下「乙」という。）の部品であり、乙は日本を含む世界中で販売されて

いる。乙の部品として甲に代わるものはなく、また、乙の部品として用いる以外に甲の用途はない。

乙には、据付け型（以下「据付け型乙」という。）とモバイル型（以下「モバイル型乙」という。）

がある。甲には、据付け型乙向けの大型のもの（以下「大型甲」という。）と、モバイル型乙向けの

小型のもの（以下「小型甲」という。）がある。 

大型甲の代わりに小型甲を用いることはできないし、小型甲の代わりに大型甲を用いることもでき

ない。また、大型甲の製造設備を小型甲の製造設備に変更することはできないし、小型甲の製造設備

を大型甲の製造設備に変更することもできない。なお、甲の製造販売事業を新たに開始することは困

難である。 

Ｘ社及びＹ社を含む甲の製造販売業者は世界中に向けて甲を販売できる体制を整えており、日本に

所在するものを含む乙の製造販売業者は、必要な大型甲及び小型甲を、それぞれ世界中の甲の製造販

売業者から購入している。販売価格に占める輸送費や関税の割合は小さく、大型甲及び小型甲のいず

れの取引においても、国ごとの価格差はない。 

全世界における大型甲の販売状況（販売額に基づく市場シェア）は、Ｘ社が５０パーセント、Ｙ社

が４０パーセント、Ａ社が１０パーセントである。近年、据付け型乙の需要は減少傾向にあり、それ

に伴い大型甲に対する需要も減少傾向にある。大型甲の需要減少がＹ社の想定以上であることなどか

ら、Ｙ社の大型甲の製造販売部門は大幅な赤字が続いている。今後、本件計画が実現しなければ、近

い将来においてＹ社が大型甲の製造販売事業から撤退する蓋然性は高い。 

大型甲の需要減少に伴い、Ｘ社及びＹ社は、大型甲について十分な製造余力を有する。これに対し

て、Ａ社は、大型甲の製造設備を縮小してきており、大型甲について製造余力を有しない。なお、Ａ

社は、本件計画に先立ちＹ社からなされた、大型甲を含む甲の製造販売事業の全ての譲渡に関する申

出を断ったという経緯がある。 

全世界における小型甲の販売状況（販売額に基づく市場シェア）は、Ａ社が３０パーセント、Ｘ社、

Ｂ社及びＣ社が各２０パーセント、Ｙ社が１０パーセントである。据付け型乙とは対照的に、近年、

モバイル型乙の需要は増加傾向にあり、それに伴い小型甲に対する需要も増加傾向にある。モバイル

型乙及び小型甲をめぐっては技術開発を含む活発な競争が行われており、小型甲の製品サイクルは短

い。 

Ｘ社及びＹ社が小型甲について十分な製造余力を有しないのに対して、Ａ社、Ｂ社及びＣ社は小型

甲について十分な製造余力を有する。モバイル型乙の製造販売業者は、小型甲の製造販売業者に対し

て取引交渉上の地位が強く、さらに、低価格調達のために発注方法を工夫している。 

〔設問〕 

 本件計画に基づいてＸ社がＹ社から甲の製造販売事業の全てを譲り受けることは、私的独占の禁

止及び公正取引の確保に関する法律第１６条第１項に違反するか検討しなさい。 
なお、Ｙ社の当該事業は同社の事業の「重要部分」（同項第１号）に該当するものとする。 

（出題の趣旨） 

本件計画の実行によって、「一定の取引分野における競争を実質的に制限すること

となる」（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」と

いう。）第１６条第１項）かを、的確に論じることが求められる。 

まず「一定の取引分野」については、需要者にとっての代替性を基本として、供給

令和4年 予備試験 出題趣旨



者にとっての代替性の観点も考慮しつつ、商品の範囲及び地理的範囲のそれぞれを画

定することが必要となる。特に地理的範囲については、国境を越えて地理的範囲が画

定されることがないか、とりわけ世界市場が画定されるのではないかが問題となる。

本件では、全世界における大型甲に係る一定の取引分野、全世界における小型甲に係

る一定の取引分野が、それぞれ画定されようが、上で述べた需要者にとっての代替性

と供給者にとっての代替性の観点から、問題文の事実関係を適切に評価することが求

められる。 

 次に、画定された一定の取引分野ごとに、競争を実質的に制限することとなるかの

判断を行うことになる。その判断は、単独行動による場合と協調的行動による場合の

２つの観点から行う。 

本件では、全世界における大型甲に係る一定の取引分野において、当事会社の市場

シェアは９０パーセントとなる。競争者であるＡ社との市場シェアの格差は大きく、

また、Ａ社には製造余力がないことから、単独行動による競争の実質的制限が生じそ

うである。

しかし、Ｙ社の経営状況は厳しく、本件計画を実行しなければ、Ｙ社が当該事業か

ら撤退する蓋然性は高い。事業譲渡に係るＡ社との交渉経緯やＡ社の経営方針も踏ま

えると、本件計画の有無にかかわらず上記市場状況がもたらされるのであるから、競

争を実質的に制限することとはならないとの評価が可能かもしれない。他方、Ｘ社や

Ａ社ではない市場外の会社等への譲渡の可能性が残される以上、Ｘ社への事業譲渡が

最も競争制限的でないとは必ずしも言えず、したがって、やはり競争の実質的制限の

蓋然性を否定することはできないなどの評価も可能かもしれない。いずれの結論であ

っても、Ｙ社の経営状況を独占禁止法上どのように評価するのか、結論に至る考えを

説得的に示すことが求められる。 

なお、企業結合ガイドラインは、「一方当事会社の企業結合の対象となる事業部門

が、継続的に大幅な損失を計上するなど著しい業績不振に陥っており、企業結合がな

ければ近い将来において市場から退出する蓋然性が高いことが明らかな場合におい

て、これを企業結合により救済することが可能な事業者で、他方当事会社による企業

結合よりも競争に与える影響が小さいものの存在が認め難いとき。」には、競争を実

質的に制限することとなるおそれは小さいと通常考えられるとするが（企業結合ガイ

ドライン第４・２（８）イ②）、本件はガイドラインに係る知識そのものを問うもの

ではない。 
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において、納税義務者の側から当初申告の内容につき修正を求める場合の手続には、更正の請

求と修正申告があるが、その区別ができているかどうかを確認する。国税通則法第２３条に従

って解答すれば足りる平易な問題であるが、受験者の中には上記の点を混同している者がいる

 かもしれないと考え出題することとしたものである。

〔第２問〕 

　第２問は、法人税法を中心に、事実関係を分析・処理する能力を問う出題である。本問の個

々の論点は、基本的なものが中心であるが、それらが事実関係の中に組み込まれたときに適切

 に把握して論述できるかがポイントとなる。

　設問１は、法人への遺贈について、遺贈を受けた法人の受贈益課税（小問⑴）、無償により

譲り受けた資産の取得価額（小問⑵）、遺贈した個人のみなし譲渡所得課税（小問⑶）を問う

ものである。いずれも基本的な論点であるが、小問⑵の処理には、キャピタルゲインに対する

課税における取得費ないし取得価額の機能についての着実な理解が求められる。法科大学院の

「租税法」において、個々の条文の正確な理解はもとより、それらの条文を支える理論的基礎

 についても確実に学習がなされていることを期待した出題である。

　設問２では、第１に、遺留分侵害額の請求に応じたことにより法人から財産が流出したこと

を法人税法のどの条文で認識するのか（同法第２２条第３項第３号の「損失」となる）、それ

がどの課税年度に帰属するか、を論じることが求められる。遺留分侵害については、本問が平

成３０年相続法改正（遺留分の金銭債権化）後の事案であることを踏まえた処理を期待してい

る。その上で、第２の要素として、無償で譲り受けた乙土地を譲渡したことが代物弁済に当た

り、債務の消滅を伴う有償による資産の譲渡に該当することを踏まえた処理ができるかを問う

ている。第１の要素と併せて、法人税法が益金と損金それぞれを算定する構造となっているこ

 とを踏まえた解答が求められている。

　設問３⑴では、まず、法人税法第２２条第２項により無償による役務の提供から益金が生じ

るという典型論点を、無償で不動産を利用させるという法律関係から読み取れるか、というや

や応用的な力を問うている。その上で、法人とその代表取締役の関係に着目して、この無償利

用が法人税法上の役員給与に当たることを踏まえて、その損金算入要件について条文に則して

論じればよい。なお、法人税法第３４条は一定の要件を満たす役員給与を除いて「損金算入を

否定する」別段の定めであり、役員給与の損金算入の根拠規定は同法第２２条３項２号の「費

 用」であることに注意されたい。

　設問３⑵は、ある経済的利益が給与所得に該当する際の「給与等の支払」を行う者の所得税

 の源泉徴収義務について、基本的な知識を確認する問題である。

　［経済法］ 

〔第１問〕 

　本問は、業務用検査装置である甲装置とそれに組み込んで使用される乙機器を製造するＸ社

とＹ社が、首位のＺ社に対抗する上で甲装置や乙機器の製造コストの低減が重要であると考え

て立案している業務提携及び企業結合の各計画について、私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律（以下「独占禁止法」という。）上の問題点を分析して検討し、問題があると判

断される場合には当該問題を解消するために必要と考えられる措置（以下「問題解消措置」と

いう。）を具体的に提示することを求めるものである。 

　設問⑴では、Ｘ社とＹ社が甲装置のうち大型甲と小型甲のそれぞれの製造に特化して、相互

に他方に供給するという製造受委託（ＯＥＭ）契約を締結する計画について、不当な取引制限

（独占禁止法第２条第６項、第３条）の観点から検討することになる。また、設問⑵では、Ｘ

社とＹ社それぞれの乙機器の製造部門を共同新設分割により切り出して共同製造子会社Ｓ社を

令和5年 司法試験 出題趣旨
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設立する計画について、共同新設分割の方法による企業結合（独占禁止法第１５条の２第１項

第１号）の観点から検討することになる。本問はそれぞれの計画について独立して検討するも

のであり、このような出題形式は過去にもみられたが、独占禁止法の実体規定全般にわたる体

系的な理解を確認しようとしている。いずれの設問においても、行為要件として検討すべき重

 要な事項は少なく、効果要件の分析・論述が大宗を占めることになる。

　競争事業者間のＯＥＭ契約のような業務提携は、同じ不当な取引制限の問題として検討され

るものであっても、いわゆるハードコアカルテルと評価される類型とは異なり、それがもたら

し得る効率性の改善等の競争促進効果と競争制限効果を比較衡量してその適法性が判断され

る。また、競争事業者間の企業結合と業務提携には、当該事業者にとっては選択肢として代替

的な面があり、その市場競争に及ぼし得る効果についても類似する点が多く、その分析方法は

 相当程度共通している。

　そして、設問上明らかなとおり、本問は計画を立案している段階（事前段階）で検討するも

のであり、効果要件は実質的に共通する。すなわち、「一定の取引分野」（市場）を画定し、当

該市場ごとに「競争を実質的に制限する（こととなる）」か否かを検討することになる。それ

ぞれの意義や判断基準を示しつつ、問題文に示された事実関係を丁寧に当てはめ、それぞれの

計画の独占禁止法上の問題点の有無を検討するとともに、必要に応じ問題解消措置を具体的に

 提示することが求められる。

　なお、不当な取引制限として検討するに当たっては、「公共の利益に反して」要件の取扱い

が問題となり得るが、競争の実質的制限要件の判断の一環として総合的に検討することで足り

 ると考えられる。

　次に、設問⑴と設問⑵に共通する「一定の取引分野」と「競争の実質的制限（の蓋然性）」

について説明する。本問では、甲装置とその中核となる乙機器という二つの商品が関わってお

り、各計画を検討する際に、どの範囲の市場に着目するかを判断することが必要になる。その

際には、市場画定の要素（典型的には商品範囲及び地理的範囲）と市場画定の方法（代替性の

検討等）を論じた上で、問題文に示された事実関係を丁寧に拾い上げ、計画ごとに検討対象と

 なる市場を画定することになる。

　特に、甲装置には大型甲と小型甲があるところ、両者間の需要面の代替性や供給面の代替性

に関わる事実が示されており、これらを的確に当てはめて適切な市場を画定することが求めら

れる。また、設問⑵は、乙機器に係る共同製造子会社を設立する計画であるが、本計画が、乙

機器の市場のみならず、乙機器を組み込んで製造される甲装置の市場にも影響を及ぼすことに

留意する必要がある。一つの企業結合について水平型及び垂直型の両面からの検討を求める点

 で、設問⑵は応用的なものといえよう。

　画定された「一定の取引分野」（市場）ごとに、各計画が実施された場合に生じ得る競争制

限効果を分析し、競争制限効果が生じ得る場合には更に競争促進効果を併せ総合的に考慮して、

競争の実質的制限がもたらされる蓋然性があるか否かを判断することになる。その際には、競

争の実質的制限（の蓋然性）についての解釈を示した上で、その判断方法や考慮要素を示すこ

 とが求められる。

　競争事業者間の業務提携又は企業結合の計画であり、水平的な競争制限効果が考えられ、単

独行動による効果、協調的行動による効果の両面から検討することになる。また、設問⑵では、

乙機器と甲装置という川上・川下の関係にある市場が関わっており、垂直型企業結合として市

 場の閉鎖性・排他性の観点からの問題も生じることが考えられる。

　独占禁止法上の問題がある計画については、問題解消措置を具体的に提示することが求めら

れている。問題解消措置は、関係事業者ないし当事会社の事業活動を過度に制限・制約しない

ようにしつつ、当該計画が有する独占禁止法上の問題を解消するに足るものであることが必要

である。論述に当たっては、指摘した独占禁止法上の問題を解消する上で当該措置がなぜ必要
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 になるのか、あるいは有効であるのかを説得的に示すことが期待される。

　問題解消措置について、公正取引委員会の企業結合ガイドラインでは構造的措置が原則であ

る旨明記されているが、実務上は行動的措置が多用されており、特に垂直型企業結合では行動

的措置が有効であることもある。本問では、両計画とも、甲装置の販売活動をＸ社及びＹ社が

それぞれ独立して行うことが前提であることから、両社間の販売面の競争を維持するための情

 報遮断措置が重要な意味を持つと考えられる。

 　次に、設問ごとに、出題の趣旨を具体的に説明する。

　設問⑴では、Ｘ社とＹ社の間で大型甲と小型甲の相互ＯＥＭ供給が計画されている。契約ベ

ースによる、実質的な共同生産ともいえ、独占禁止法上は不当な取引制限の問題となる。Ｘ社

とＹ社の合意により計画・実施されるものであるから、「他の事業者と共同して」「事業活動を

…拘束する」合意となることは明らかであるが、両社にとって制限内容が異なるともいえ（Ｘ

社は小型甲の製造をやめてＹ社から供給を受け、逆に、Ｙ社は大型甲の製造をやめてＸ社から

供給を受けることとなる。）、不当な取引制限の行為要件との関係について論述することが適切

 である。

　甲装置のうち大型甲市場には３社のみが存在し、特にＸ社とＺ社の複占に近い市場であり、

Ｚ社にはかなりの製造余力があるものの、Ｘ社とＹ社の協調を前提とすれば合算して６０パー

セントのシェアを有することになる。これに対し、小型甲市場にはシェア首位で製造余力があ

るＺ社に加えて独自の技術を有するＷ社があり、シェアの異なる４社が競争しており、Ｘ社と

Ｙ社の協調を前提としても合算４０パーセントのシェアを有することとなるにとどまる。この

 ように、大型甲市場と小型甲市場では競争状況がかなり異なることに留意する必要がある。

　また、大型甲と小型甲の需要者向け販売価格に占める供給価格（調達価格）の割合が８割程

度に達すると見込まれており、販売コストの共通化の割合が高いことが重要である。そして、

計画では、それぞれ全量ＯＥＭ供給を受けることとされているが、全量供給でないと両社にと

って意味がないというものでもないと考えられ（問題文にＹ社の大型甲の製造設備に関する情

報が示されている。）、独占禁止法上の問題がある場合には、中間的な計画（部分的なＯＥＭ供

 給）に修正することの可能性を検討することが考えられる。

　また、計画では、Ｘ社とＹ社は引き続き甲装置の販売をそれぞれ独立して行うことが前提で

あり、その前提が損なわれることとならないか、そのおそれがある場合にどのような措置が有

 効ないしは必要であるかを検討することとなる。

　設問⑵では、Ｘ社とＹ社が、それぞれの乙機器製造部門を切り出して共同製造子会社Ｓ社を

設立する計画であり、Ｓ社が製造販売することとなる乙機器の市場はもとより、Ｓ社から乙機

器の供給を受けてＸ社及びＹ社が製造する甲装置の市場（実際には大型甲の市場と小型甲の市

場に分かれると考えられる。）にも影響が生じることとなる。 

　Ｘ社及びＹ社としては、Ｚ社に比べて乙機器の製造コスト面で不利な状況にあることから、

共同製造子会社としてＳ社を設立するものであり、甲装置の製造販売はそれぞれが独立して行

うものである。乙機器や甲装置の市場における競争が制限されないようにしつつ、乙機器の製

 造コストの引下げが実現できるようにすることが望ましい。

　本計画が実施されると、乙機器についてはＳ社とＺ社を供給者、Ｗ社を需要者とする市場と

なり、Ｓ社が高いシェアを有することになると想定されるが、Ｓ社やＺ社には乙機器の製造余

力があり、かつ、乙機器の製造コストの節減を図る観点からＷ社に乙機器を供給する意欲もあ

 ると考えられる。また、Ｗ社は中期的には乙機器を自ら製造することが可能である。

　他方、甲装置については、前述したように、大型甲市場と小型甲市場では競争状況がかなり

異なっており、本計画の水平的側面に関しては、それぞれの市場の特徴（両社の合算シェア、

Ｚ社の製造余力、小型甲市場におけるＷ社の存在等）を踏まえつつ、Ｓ社から製造コストベー

スで乙機器の供給を受けることになるＸ社とＹ社がどのように競争することとなるかを具体的
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な事実関係を基に丁寧に分析することが求められる。この分析では、Ｓ社から供給を受ける乙

 機器の調達コストが共通化することについても、その割合を含めて評価することになる。

　特に、小型甲については本計画の垂直的側面が重要であり、小型甲のみを製造するＷ社は、

Ｓ社からの乙機器の供給に大きく依存することとなり、乙機器の供給制限や価格上昇のおそれ

が出てくることから、Ｓ社がこうした投入物閉鎖を行う能力やインセンティブを有するか、Ｚ

社が製造余力を有するかといった事情を考慮することになる。この観点から問題があると判断

される場合には、Ｗ社に対する乙機器の供給を確保するための措置を講じることが考えられる。

また、Ｓ社からＷ社に対する乙機器の供給価格等に関する秘密情報をＷ社の競争者であるＸ社

及びＹ社が入手できる立場になり、協調的行動につながるおそれがあることについても検討す

 る必要がある。

　また、Ｘ社とＹ社は引き続き甲装置の製造販売をそれぞれ独立して行うことが前提であり、

本計画のままではその前提が損なわれることとならないか、そのおそれがある場合にどのよう

 な措置が有効ないしは必要であるかを検討することになる。

 

〔第２問〕 

　第２問は、甲機械の有力なリース事業者４社（以下「リース４社」という。）が、リースを

希望する需要者に対して自ら直接リースを行うこと（以下「直接リース」という。）を始めた

甲機械のメーカー２社に対して甲機械の供給を受けることを拒絶した行為（以下「本件行為」

という。）について、独占禁止法上の問題点を分析して検討することを求めるものである。不

公正な取引方法のうちの取引拒絶に関する実体規定全体の体系的な理解を踏まえて、本件行為

が、どの規定の行為要件を満たすか、また、どこの市場（取引の場）にいかなる機序によりど

のような競争阻害効果をもたらすか、併せて、当該競争阻害効果を打ち消し又は上回るような

正当化事由が認められるかについて、当該規定の各要件のあるべき解釈を示した上で、本問の

 事実関係を的確に挙げて分析し、検討することを要する。

　取引拒絶の事例解析では、行為主体が、競争者間で共同して行っているかどうか、直接に行

っているか間接的にさせているか、検討対象行為が供給の拒絶なのか供給を受けることの拒絶

なのかを識別することが重要なポイントになる。本件行為については、リース４社間での合意

を明示合意と評価するか暗黙合意と評価するかは置くとして、独占禁止法第２条第９項第６号

・不公正な取引方法の一般指定（以下「一般指定」という。）第１項第１号の「共同・直接・

供給を受けることの拒絶」として検討することが期待される。また、リース４社による「共同

・間接・供給拒絶」（独占禁止法第２条第９項第１号ロ）や、リース３社による明示若しくは

暗黙の合意に基づく一般指定第１項第１号該当行為とＤ社による一般指定第２項該当行為が一

体となったもの等としての検討もあり得ると考えられる。例えば、本件行為をリース４社によ

る共同・間接・供給拒絶として検討する場合には、リース４社がメーカー２社に、需要者に対

して直接リースを今後行わないように申し入れたこと、その実効確保のために直接リースを今

後も行うメーカーからは甲機械を購入しないことを併せて申し入れたことなど問題文に示され

る諸事実を丁寧かつ的確に挙げて、本件行為をリース４社がメーカー２社に直接リースの供給

を拒絶させるものであると明確に把握・識別して論じることが求められよう。このように、本

件行為に適用すべき規定として一般指定第１項第１号以外を選択した場合には、それぞれの条

文に定める各要件に即して本問の事実関係を丁寧に挙げて、その要件該当性について論じるこ

 とが求められる。

　本件行為をリース４社による一般指定第１項第１号該当行為として検討する場合、まず、行

為要件に関しては、競争関係にあるリース４社が「共同して」行っていると認定する必要があ

る。「共同して」に該当するためには、行為主体の間に当該取引拒絶行為を行うことについて

意思の連絡が求められるところ、事業者相互間で明示的に合意することまでは必要ではなく、
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「他の事業者の取引拒絶行為を認識ないし予測して黙示的に暗黙のうちにこれを認容してこれ

と歩調をそろえる意思があれば足りる」（エイベックス・マーケティング㈱ほか３名審決取消

請求事件東京高判平成２２年１月２９日、東芝ケミカル審決取消請求事件東京高判平成７年９

月２５日）。この点を明らかにした上で、リース４社間での事前の情報交換、その内容及び事

後行為の一致など本問の事実関係を挙げつつ、本件行為の共同性要件への該当性を論じること

が必要になる。特にＤ社については、問題文に示された具体的な事実関係に即して、リース３

 社とは別個に、意思の連絡の存否（暗黙合意参加）を検討することがより適切である。

　次に、本件行為に「公正な競争を阻害するおそれ」（独占禁止法第２条第９項第６号柱書）

という公正競争阻害性が認められるか否かを検討することが求められる。公正競争阻害性とは

競争の実質的制限に至らない程度の競争阻害を意味すること、一般指定第１項第１号に定める

「正当な理由がないのに」の文言が公正競争阻害性を意味し、自由競争減殺の観点から価格維

持（競争回避）又は市場閉鎖（競争者排除）による競争阻害効果が必要であることを明らかに

した上で、前提となる市場の画定及び競争（市場）分析を行う必要がある。具体的には、まず、

自由競争減殺の観点から分析する前提として検討対象市場を画定する意義とその画定方法を簡

潔に明らかにした上で、本問の事実関係に即して検討対象市場を「我が国における甲機械のリ

 ース取引市場」として画定することが考えられる。

　その上で、国内の甲機械購入数量において相当のシェアを有するリース４社が共同して、直

接リースを行うメーカーからの甲機械の購入を一斉に拒絶するという取引上の圧力を掛けるこ

とにより、メーカー２社が上記の検討対象市場への参入を断念せざるを得ない状況になってい

ること（参入阻止の意味での市場閉鎖効果の発生）など検討対象市場における競争の状況及び

本件行為が当該競争にもたらす影響を示す諸事実を挙げつつ、本件行為が当該市場に、どのよ

うな機序に基づいて、いかなる競争阻害効果を発生させ得るかについて分析・検討を行うこと

 が重要である。

　なお、行為の共同性に鑑みて本件行為のような共同の取引拒絶については、原則違法の類型

に当たるとする立場もあり得ると考えられる。しかし、その場合も単に結論のみを記すのでは

なく、一般指定第１項第１号の「正当な理由がないのに」の文言の適切な解釈を示しつつ、例

えば、共同の取引拒絶が、事業者間競争が成立する前提となる市場参入の自由を明白かつ著し

く侵害するものであって、また実際に、被拒絶者が当該市場から排除されて、市場の競争機能

への悪影響（自由競争減殺）が生じていることなど、本件行為を原則違法として取り扱うべき

理由・根拠を的確に示し、あるいは本問の事実関係に即してその当てはめ等を的確に論じてお

 くことが重要である。

　さらに、問題文に示されたリース４社の言い分が、上記の競争阻害効果と並んで考慮される

べき正当化事由として成り立ち得るかについても検討することが求められる。そもそも客観的

データや資料等の裏付けのないリース４社の言い分のみから本件行為が正当化される余地は乏

しいとも考えられるが、いずれにせよ、正当化事由の存否は、検討対象行為の目的の合理性及

び当該目的達成のための手段の相当性の観点から評価されることを明らかにした上で、本問の

 事実関係に即して具体的に論じることが求められる。

　本件行為のような共同の取引拒絶については、独占禁止法第１９条で禁止される不公正な取

引方法として検討するほか、事業者間での「通謀」に基づく排除型私的独占（独占禁止法第２

条第５項、第３条前段）や「他の事業者と共同して」行う不当な取引制限（同法第２条第６項、

第３条後段）への該当性を予備的に検討することも考えられる。しかし、そのような場合には、

甲機械のリース取引におけるリース４社の合算シェアや、問題文に示される「他のリース業者

も多数存在し、競争は活発に行われている」（第３段落３行目以下）という上記の検討対象市

場における競争の状況を示す諸事実を丁寧に挙げて、特に市場効果要件について的確に論じる

 ことが求められる。
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 令和５年司法試験の採点実感（経済法）

 第１　出題の趣旨

 　別途公表済みの「出題の趣旨」のとおりである。

 第２　採点方針

　出題した二問とも、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」と

いう。）上の制度・規定の趣旨及び内容を正確に理解し、問題文の計画が市場における競争にど

のような影響を与えるのかを念頭に置いて、問題文に記載された事実関係から的確に問題点を把

握し、法解釈を行い、事実関係を丹念に検討した上での要件の当てはめができるか、それらが論

 理的かという点を評価しようとした。

　特に、独占禁止法の基本を正確に理解し、これに基づいて検討することができているかを重点

的に見ようとしており、公表されている公正取引委員会の考え方やガイドライン等について細か

 な知識を求めることはしていない。

 　１　第１問

　第１問は、業務用検査装置である甲装置とそれに組み込んで使用される乙機器を製造するＸ社

とＹ社が、首位のＺ社に対抗する上で甲装置や乙機器の製造コストの低減が重要であると考えて

立案している業務提携（相互ＯＥＭ供給）及び企業結合（共同出資会社の設立）の各計画につい

て、独占禁止法上の問題点を分析して検討し、問題があると判断される場合には当該問題を解消

するために必要と考えられる措置（以下「問題解消措置」という。）を具体的に提示することを

 併せて求めるものである。

　設問⑴では、Ｘ社とＹ社が甲装置のうち大型甲と小型甲のそれぞれの製造に特化して、相互に

他方に供給する相互ＯＥＭ契約（製造受委託契約）を締結する計画について、不当な取引制限（独

占禁止法第２条第６項、第３条）の行為要件や効果要件（市場画定を含む。）に関する規範を定

立した上で、問題文に記載された事実関係に基づいて、上記計画によって大型甲と小型甲の各市

場における競争にいかなる影響が及ぶかを適切に分析し、規範に当てはめることができているか、

また、独占禁止法上の問題がある場合には、どのような問題解消措置が求められるかについて論

 理的に一貫した検討ができているかを評価の対象とした。

　設問⑵では、Ｘ社とＹ社それぞれの乙機器（甲装置に組み込まれる部品である。）の製造部門

を共同新設分割により切り出して共同製造子会社Ｓ社を設立する計画について、共同新設分割の

方法による企業結合（独占禁止法第１５条の２第１項第１号）の行為要件や効果要件（市場画定

を含む。）に関する規範を定立した上で、問題文に記載された事実関係に基づいて、上記計画に

よって乙機器、大型甲及び小型甲の各市場における競争にいかなる影響が及ぶかを適切に分析し、

規範に当てはめることができているか、また、独占禁止法上の問題がある場合には、どのような

問題解消措置が求められるかについて論理的に一貫した検討ができているかを評価の対象とし

 た。

 　２　第２問

　第２問は、甲精密工作機械（以下「甲機械」という。）の有力なリース事業者であるＡ社、Ｂ

社、Ｃ社及びＤ社（以下「リース４社」という。）が、リースを希望する需要者に対して自ら直

接リースを行うこと（以下「直接リース」という。）を始めた甲機械のメーカーであるＸ社及び

Ｙ社（以下「メーカー２社」という。）に対し、直接リースを行わないように働きかける目的で、

共同して甲機械の供給を受けることを拒絶した行為（以下「本件行為」という。）について、独

 占禁止法上の問題点を問うものである。

   具体的には、リース４社が「事業者」（独占禁止法第２条第１項）であることを前提に、本件

行為が「不公正な取引方法」（同法第２条第９項、第１９条）のいずれの行為類型に該当するか
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を的確に把握して適切な適用条文を選択し、当該条文の定める行為要件や効果要件（市場画定を

含む。）に関する規範を定立した上で、問題文に記載された事実関係を適切に当てはめることが

 できているかを評価の対象とした。

　　 　なお、「出題の趣旨」でも指摘したとおり、本件行為のような共同の取引拒絶については、独

占禁止法第２条第９項第６号・不公正な取引方法の一般指定（以下「一般指定」という。）第１

項第１号の「共同・直接・供給を受けることの拒絶」等として検討するほか、事業者間での「通

謀」に基づく排除型私的独占（独占禁止法第２条第５項、第３条）や「他の事業者と共同して」

行う不当な取引制限（同法第２条第６項、第３条）として検討することも考えられる。もっとも、

検討対象市場として想定される「我が国における甲機械のリース取引市場」における競争の状況

に関する事実関係を踏まえると、「一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」の要

件充足を的確かつ説得的に論じるには難があるものと考えられ、不公正な取引方法として検討す

るのがより適切である。ただし、問題文に記載された事実関係の下において適切と評価できる適

 用条文以外の適用条文を選択した場合でも、後記のとおり、一定程度評価の対象としている。

 

 第３　採点実感等

 　１　出題の趣旨に即した答案の存否、多寡について

 　　⑴　第１問

 　　　ア　設問⑴

 　　　 (ｱ)　適用条文の選択

　　　　　　ほとんどの答案が、本問の相互ＯＥＭ契約締結の計画について、不当な取引制限（独占

禁止法第２条第６項、第３条）の問題であるとして適切に適用条文を選択していたが、事

業の経営受任（同法第１６条第１項第４号）の問題であるとするものも散見された。本問

の相互ＯＥＭ契約は、大型甲と小型甲の製造について相互に受委託するものであり、「事

業の経営」を受委託するものとは評価し難く、また、相互的な拘束による競争回避の検討

が不可欠となる。これを事業の経営受任の問題とみることは、これらの点の洞察を欠くも

のであり、評価の対象とはしなかった。ただし、不当な取引制限の要件との共通性が認め

られる範囲において、本事案に即した分析が行われている場合には、その限度で評価の対

 象とした。

 　　　 (ｲ)　行為要件の検討

　　　　　　不当な取引制限に係る「共同して・・相互にその事業活動を拘束」することの意義につ

いては、多くの答案で適切に論じられていた。また、本問の相互ＯＥＭ契約への当てはめ

についても、大型甲と小型甲の製造の受委託において相互的な拘束が生じている実質につ

いて適切に記載されているものが多かったが、中には、本問での相互拘束の内容を具体的

 に記載しない答案も一定数見られた。

 　　　 (ｳ)　市場画定及び効果分析

　　　　　　市場の画定に当たっての規範の定立は多くの答案において妥当であり、また、かかる規

範に基づいて、本問の相互ＯＥＭ契約の対象である「大型甲市場」と「小型甲市場」をそ

れぞれ検討対象市場として適切に画定するものが多かった。「甲装置全体の市場」として

画定するものも一定数見られたが、本問では、大型甲と小型甲では需要・供給の代替性が

なく、市場シェアや競争者の状況も異なっており、それぞれの市場について検討すること

 が必要であると考えられる。

　　　　　　効果要件である「競争の実質的制限」の意義については、おおむね適切に規範が定立さ

 れていた。

　　　　　　その上で、この規範の当てはめとして市場分析を行うこととなる。その際、本問が非ハ

ードコアカルテルの事案であることを踏まえて、競争促進効果と競争制限効果を比較衡量
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する答案も多く、そのこと自体は妥当である。ただし、その分析結果としての結論は分か

れた。中には、主として競争促進効果に言及する答案も見られたが、独占禁止法上の問題

点の有無を検討する上では、まずは競争制限効果が生じるか否かについて分析することが

不可欠であろう。そのような観点から、大型甲市場では、本問の相互ＯＥＭ供給契約の結

果として、Ｘ社とＹ社の協調を前提とすれば合算して６０パーセントの製造シェアに達す

ること、需要者向け販売価格に占める供給価格（調達価格）の割合が８割程度に達すると

見込まれ、販売コストの共通化の割合が高いことなどを適切に指摘して、競争制限効果に

関する分析を的確に行った上で、競争促進効果を比較衡量しつつ結論を導くという論理構

成をとることが適切であるが、そうした答案は必ずしも多くなかった。小型甲市場におい

ても、シェア首位で製造余力があるＺ社に加えて独自の技術を有するＷ社があり、シェア

の異なる４社が競争しており、Ｘ社とＹ社の協調を前提としても合算４０パーセントのシ

ェアを有することとなるにとどまる点を適切に論じている答案は必ずしも多くはなかっ

 た。

　　　　　　さらに、本問では、Ｘ社とＹ社は引き続き甲装置の販売をそれぞれ独立して行うことと

されているが、本問の相互ＯＥＭ契約の実施により、大型甲及び小型甲の製造に関する情

報が共有されることや販売面での協調につながるおそれがあることにより、その前提が損

 なわれることとならないかについて、効果分析として論述するものは少なかった。

　　　　　　大型甲市場と小型甲市場の競争状況の相違を踏まえて、各市場での効果分析を的確に行

っている答案も一定数見られたが、全体的には、論理的に一貫した分析がなされている答

 案は必ずしも多くなかったという印象であった。

　　　　　　結論として、大型甲市場においては独占禁止法上の問題があるが、小型甲市場において

は問題がないとの結論を導く答案も一定数存在したが、十分に検討することなく、いずれ

も問題がない又はいずれも問題があるとの結論を導くものも相当数に上った。採点に当た

 っては、結論のみならず、その分析の過程が的確であるかについても慎重に評価した。

 　　　 (ｴ)　問題解消措置の検討

　　　　　　独占禁止法上の問題がある場合に、いかなる問題解消措置が考えられるかについては、

これを記載する答案にあってもほとんどが情報遮断措置に言及するにとどまり、ＯＥＭ供

給の割合を縮減するなどの中間的な計画に修正すること（二つあるＹ社の大型甲の製造設

備のうち一つが老朽化し、高コスト化しているという背景があることから、その範囲での

ＯＥＭ供給に限定することなど）の検討を挙げた答案はほとんどなかった。また、問題解

消措置の設計は、競争制限効果を発生させる原因となっている機序を突き止め、それを除

去するという意味で、市場分析から論理的に導かれるべきものであるが、そのような論理

的な流れを明示する答案はかなり少なく、問題解消措置のみを独立に検討している答案が

 多い印象であった。

 　　　イ　設問⑵

 　　　 (ｱ)　適用条文の選択及び行為要件

　　　　　　ほとんどの答案が、本問のⅩ社及びＹ社による乙機器の製造に係る共同出資会社設立の

計画について、共同新設分割（独占禁止法第１５条の２第１項第１号）の問題であるとし

 て適切に適用条文を選択していた。

 　　　 (ｲ)　市場画定及び効果分析

　　　　　　本問では、乙機器は大型甲及び小型甲の双方に用いられる中核となる機器であり、従前

はＸ社、Ｙ社及びＺ社はこれを自ら製造しており、Ｗ社はこれをＸ社、Ｙ社及びＺ社から

 おおむね３分の１ずつ調達していたという設定である。

　　　　　　このような乙機器について、共同新設分割による共同出資会社Ｓ社を設立することによ

って、いかなる市場に競争上の影響が生じることとなるか（検討対象市場の画定）につい
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ては、解答内容が大きく分かれ、「乙機器市場」のみとする答案が多く、甲装置の市場へ

の影響を検討するものが総体的に少なく、これを検討するものの中でも、「甲装置市場」

として一括して画定するものも見られ、「乙機器市場」「大型甲市場」「小型甲市場」の三

 つの市場を的確に画定するものは半数以下にとどまった。

　　　　　　本問の共同出資会社設立に係る市場画定の前提として、これまでＸ社、Ｙ社及びＺ社は

乙機器を自ら製造（内製）しており、これを製造していないＷ社向けにのみ市場取引が行

われていることを指摘する答案はかなり少なかった。また、Ｓ社の設立により、Ｗ社に対

する乙機器の販売への影響のみならず、乙機器が組み込まれる甲装置の製造販売への影響

という観点から市場を画定して、問題点を的確に整理して論じる答案は多くなかった。む

しろ、乙機器が大型甲向けと小型甲向けで異ならないことを理由として、甲装置の市場へ

の影響はないとして検討しないもの、大型甲と小型甲を市場として区別せずに「甲装置市

場」として検討するものも相当数見られた。さらに、「乙機器市場」を画定しながら、実

質的に甲装置の市場への影響を検討していると見られる答案も散見され、市場画定の意義

 の理解に混乱が見られるものもあった。

　　　　　　効果要件である「競争の実質的制限」の意義については、おおむね適切に規範が定立さ

 れていた。

　　　　　　その上で、乙機器市場においては、Ｗ社への供給についてＳ社が３分の２のシェアにな

ることを踏まえて、Ｗ社への供給確保に支障が生じないかという問題点を適切に指摘する

 答案も一定数存在したが、この点の指摘を欠くものも多かった。

　　　　　　大型甲市場においては、Ｘ社とＹ社の合算シェア（６０パーセント）を踏まえて、乙機

器という中核機器の共通化に伴う製造コスト共通化の問題等について分析することが求め

 られるが、このような点を的確に論じる答案は少なかった。

　　　　　　また、小型甲市場では、Ｘ社とＹ社の合算シェア（４０パーセント）は相対的に低いも

のの、Ｗ社に対する投入物閉鎖や供給価格等の秘密情報の共有による競争制限が生じ得る

ことを適切に分析・評価する必要がある。かかる投入物閉鎖等について言及する答案も一

 定数見られたものの、的確に論述するものは多くなかった。

　　　　　　全体として、Ｓ社が設立されることによって、乙機器、大型甲、小型甲の各市場におい

て、いかなる競争制限の問題が生じ得るかを論理的に整理して分析、論述する答案は少な

 かったという印象であった。

 　　　 (ｳ)　問題解消措置の検討

　　　　　　独占禁止法上の問題がある場合に、いかなる問題解消措置が考えられるかについては、

Ｓ社からＷ社への乙機器の従前と同様の条件での供給の確保を指摘するものは少なかった

が、Ⅹ社及びＹ社がＳ社による乙機器のＷ社への供給に一切関与せず、３社間に情報遮断

措置を講じることが必要であるとする答案は比較的多く見られた。他方で、このような問

 題解消措置について言及しない答案も相当数見られた。

 　　⑵　第２問

 　　　ア　適用条文の選択

　　　　　本件行為については、「出題の趣旨」においても指摘したとおり、その態様等に照らせば、

不公正な取引方法のうち、リース４社による「共同・直接・供給を受けることの拒絶」（一

般指定第１項第１号）に該当するものと考えられるところ、大半の答案が、単独で又は複数

の行為類型の一つとして、同号を選択していた。また、「出題の趣旨」においても指摘した

とおり、リース４社による「共同・間接・供給の拒絶」（独占禁止法第２条第９項第１号ロ）

や、リース３社による明示又は暗黙の合意に基づく一般指定第１項第１号該当行為とＤ社に

よる一般指定第２項該当行為が一体となったもの等として検討することもあり得ると考えら

れるが、これらの行為類型を選択した答案は、ごく少数であった。なお、これも少数ながら、
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取引拒絶に係る類型のうち、「共同・直接・供給の拒絶」（独占禁止法第２条第９項第１号イ）

や「共同・間接・供給を受けることの拒絶」（一般指定第１項第２号）を選択する答案も見

 られたが、問題文に記載された事実関係を基にすると適用条文として難がある。

　　　　　また、不公正な取引方法のうち、取引拒絶に係る類型以外でも、単独で又は複数の行為類

型の一つとして「拘束条件付取引」（一般指定第１２項）を選択している答案が３分の１程

度存在した（拘束条件付取引を選択した答案であっても、適用条文として一定程度評価の対

象としている。）。本件行為のような競争者間の共同行為については、複数の当事者が共同す

るという人為的な手段により、単独では通常有しない力を行使する点で非難可能性が高まる

といえるが、単独で拘束条件付取引を選択した答案については、こうした共同行為としての

性質を十分かつ的確に評価することができるかという点で難があるといえる。他方で、拘束

条件付取引を選択した答案の多くは、リース４社による「共同・直接・供給を受けることの

拒絶」（一般指定第１項第１号）と拘束条件付取引の双方を選択していた。こうした答案の

うち少なからぬものが、その前提として、本件行為のうち、①Ｘ社に対する行為については、

「直接リースを今後行わないこと」、「直接リースを今後も行うメーカーからは甲機械を購入

しないこと」を申し入れた段階でＸ社が直接リースの実施を取りやめており、Ｙ社に対して

されたような確定的な拒絶通知にまでは至っていないことから、Ｘ社に対する行為は未だ「拒

絶」に当たらないとの立場をとって、②Ｙ社に対する行為についてのみ一般指定第１項第１

号を適用し、これに加えて、両社に対する行為について拘束条件付取引を適用するものであ

った。もっとも、①Ｘ社に対する行為についても、本来Ｘ社が自らの事業判断に基づいてそ

の当否を判断できるはずの直接リースの実施に関して、これを継続するのであれば甲機械を

購入しない旨を申し入れているのであるから、このことが「拒絶」に当たるとする立場も十

分に成り立ち得るものと考えられ、実際に、そうした前提に立って、一般指定第１項第１号

のみを選択して的確に論述している答案が多かった。このほか、ごく少数ながら、「競争者

に対する取引妨害」（一般指定第１４項）などを選択する答案も見られた。 

　　　　　次に、不公正な取引方法以外にも、私的独占又は不当な取引制限を選択する答案も半数程

度あった。これらの答案のうち、不公正な取引方法に係る行為類型を検討した上で予備的に

これらの行為類型を検討しているもの、あるいは私的独占等の該当性を否定した上で不公正

な取引方法について検討するものが多数であった一方で、専ら私的独占や不当な取引制限を

 検討しているものも一定数あった。

　　　　　なお、問題文に記載された事実関係の下において適切と評価できる適用条文以外の適用条

文を選択した場合でも、後記の行為要件及び効果要件において一定程度評価の対象とした（専

ら私的独占又は不当な取引制限を検討している答案の効果要件については、一般指定第１項

第１号の要件との共通性が認められる範囲につき、その限度で評価の対象とした。）。また、

複数の適用条文を選択している場合については、より適切に検討されている行為類型を基本

 的な評価の対象とし、他方の行為類型も的確な検討がされていれば加点の対象とした。

 　　　イ　事業者性

 　 　　  多くの答案が、独占禁止法第１９条の適用を検討するに当たり、リース４社が「リース事

業者」であることを簡潔に指摘した上で、同法第２条第１項の「事業者」に該当することを

 肯定していたが、事業者性に全く言及していない答案も一定数あった。 

 　　　ウ　行為要件の検討 

　　　　　一般指定第１項第１号を選択した場合には、行為要件である「共同して」について、「出

題の趣旨」においても指摘したとおり、Ｄ社の営業部長ｄが会合の途中から発言しなくなっ

たことやメーカー２社に対する通知の時期がリース３社とＤ社で数日ずれていることなどの

問題文に記載された事実関係も踏まえて、「他の事業者の取引拒絶行為を認識ないし予測し

て黙示的に暗黙のうちにこれを認容してこれと歩調をそろえる意思があれば足りる」(エイ
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ベックス・マーケティング㈱ほか３名審決取消請求事件東京高判平成２２年１月２９日、東

芝ケミカル審決取消請求事件東京高判平成７年９月２５日など)との解釈を示した上で、リ

ース４社間での事前の情報交換、その内容及び事後行為の一致など本問の事実関係を挙げつ

つ、本件行為の共同性要件への該当性を論じることが必要になる。規範の定立に関しては、

多くの答案においておおむね適切にされていたが、規範の内容が不正確で必要な要素が網羅

されていなかったり、黙示的な合意で足りることが示されていなかったりするなど不十分な

内容の答案も相当数見られた。また、当てはめに関しては、①リース３社について、会合に

おける各社の出席者の発言内容を分析するとともに、事後行為の一致などの事情を指摘して

明示又は黙示の合意を認定した上で、②Ｄ社について、Ｄ社の当時置かれていた状況を含む

背景事情、会合におけるＤ社の対応状況及びＤ社の状況に関するリース３社の認識、事後行

為の一致などの事情を丁寧に論述して黙示の合意を認定する答案が多く見られた一方で、リ

ース４社を一括して論じたり、事後行為の一致について言及がなかったりするなど丁寧かつ

 分析的な論証に欠ける答案も一定数見られた。

　　　　  さらに、一般指定第１項第１号の行為要件である「商品・・・の供給を受けることを拒絶

（する）」との要件について、問題文に記載された事実関係を簡潔に当てはめて、適切に要

件充足を確認している答案が多かったが、「供給を受けることを拒絶」ではなく「供給を拒

絶」と記載するなど、行為類型ごとの違いを意識せずに不正確な記載をしている答案も少な

 くなかった。

 　　　エ　効果要件の検討

　 　　 　独占禁止法第２条第９項第６号柱書の「公正な競争を阻害するおそれ」（以下「公正競争

阻害性」という。）とは、競争の実質的制限に至らない程度の競争阻害を意味すること、一

般指定第１項に定める「正当な理由がないのに」の文言が公正競争阻害性を意味し、自由競

争減殺の観点から価格維持（競争回避）又は市場閉鎖（競争者排除）による競争阻害効果が

必要であることを規範として定立することになるが、これらの諸要素を網羅的かつ的確に指

摘できている答案は半数に満たず、公正競争阻害性ないし自由競争減殺とだけ指摘する答案

 も相当数見られた。

　　　　　次に、「出題の趣旨」でも指摘したとおり、本件行為について、どの市場に、どのような

機序に基づいて、いかなる競争阻害効果を発生させ得るかを検討する必要がある。こうした

検討の前提となる市場画定については、答案の多くが、自由競争減殺の観点から分析する前

提として検討対象市場を画定する意義とその画定方法を簡潔に明らかにした上で、本問の事

実関係に即して検討対象市場を「我が国における甲機械のリース取引市場」として画定する

ことができていたが、「我が国における甲機械の販売市場」として画定する答案も相当数見

 られた。

　　　　　市場分析については、「我が国における甲機械のリース取引市場」を画定していながら、

甲機械の販売市場に与える影響の論述に終始していたり、反対に、「我が国における甲機械

の販売市場」を画定していながら、甲機械のリース取引市場に与える影響の論述に終始して

いたりするなど論理的に見て首尾一貫しない答案がやや目に付いた（問題文には、我が国に

おけるリース４社の甲機械購入におけるシェアとリース４社の甲機械のリース取引における

シェアに関する情報が示されており、リース４社による共同拒絶の意味合いを評価する際に

前者を用い、リース取引市場からメーカー２社が排除されることの意味合いを評価する際に

後者を用いることになるところ、両者を混同している答案も少なくなかった。）。他方で、こ

うした複数の市場における競争の状況について適切に把握・分析した上で、甲機械のリース

取引市場へのメーカー２社の参入阻止による市場閉鎖効果の発生を的確に論証している答案

 も一定数あった。

　　　　　なお、「出題の趣旨」でも指摘したとおり、本件行為のような共同の取引拒絶について、
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原則違法の類型に当たるとした場合であっても、単に結論のみを記すのではなく、本件行為

を原則違法として取り扱うべき理由・根拠を的確に示し、あるいは本問の事実関係に即して

その当てはめ等を的確に論じておくことが期待される。原則違法の類型に当たることを指摘

する答案の多くは、これに即したものとなっていたが、一部には、結論のみを記載していた

 り、簡略な分析にとどまったりした答案もあった。

　正当化事由については、リース４社の主張する「リース事業への需要者の信頼の確保」な

どを正当化事由に関する事情と位置付け、目的の正当性及び手段の相当性の両面から評価す

る方法ないしこれに類する評価方法を規範として定立した上で、目的の正当性及び手段の相

 当性の一方又は 双方を否定するなどして、正当化事由の存在を否定する答案が多かった。

 　２　出題時に想定していた解答水準と実際の解答水準との差異について

⑴ 第１問

大部分の答案が、設問⑴において不当な取引制限を、設問⑵において共同新設分割を検討し

 ており、この点では出題時に想定していた解答水準との間に差異はなかった。

　設問⑴では、市場の画定及びそれぞれの市場での効果分析の枠組みについては、出題意図を

捉えて的確に論じるものが多かったが、実際の効果分析に当たっては、各市場の具体的な事情

を的確に拾い上げて分析・検討し、その上で問題解消措置を検討するという点において、論理

的な論述を行う答案は必ずしも多くはなく、出題時に想定した解答水準をやや下回った。なお、

多くの答案が不当な取引制限の行為要件に関して詳細に論じており、このことが効果要件に関

 する論述が手薄になったことにつながっていると思われる。

　設問⑵では、当該計画による独占禁止法上の問題を検討する上でいかなる市場を画定するか

という点について、的確な分析・把握を行うものが多くはなく、この点で出題時の想定をかな

り下回り、その結果として、効果分析も不十分な答案が目立ち、全体として、出題時に想定し

 た解答水準を下回った。

⑵ 第２問

答案の多くが、「出題の趣旨」に即して、リース４社による「共同・直接・供給を受けるこ

との拒絶」（一般指定第１項第１号）を検討しており、その点では出題時に想定していた解答

水準との間に大きな差異はなかった。他方で、本件行為のうちＹ社に対する行為についてのみ

一般指定第１項第１号を適用し、拘束条件付取引（一般指定第１２項）を併せて適用する答案

が多かった点では、出題時に想定していた解答水準を下回った。また、専ら私的独占や不当な

 取引制限を検討した答案が一定数あった点も、出題時の想定とは異なった。

　行為要件である「共同して」の規範定立及び当てはめについては、答案の多くが適切に解答

しており、出題時に想定した解答水準との間に差異はなかった。また、効果要件について、答

案の多くが「我が国における甲機械のリース取引市場」と画定できていた点については、出題

時に想定した解答水準との間に差異はなかった一方で、本件行為が与える影響の論述に当たっ

て甲機械のリース取引市場と甲機械の販売市場との間で混乱が見られる答案が少なくなかった

点では、出題時に想定した解答水準を下回った。正当化事由については、目的の正当性及び手

段の相当性の両面から評価する方法等によっておおむね適切に論述している答案が多かったた

 め、出題時に想定した解答水準との間に差異はなかった。

　３　「優秀」、「良好」、「一応の水準」、「不良」答案について 

⑴ 第１問

「優秀」な答案は、設問に係る各計画について適切な適用条文を選択した上で、行為要件及

び効果要件に関する規範の定立及び当てはめを的確に行い、これに基づき問題解消措置を的確

 に論じているものとした。

　　「良好」な答案は、いずれの設問においても、適切と評価できる適用条文を選択しているが、

設問のいずれかにおいて、行為要件及び効果要件に関する規範の定立に不十分な点があるか、
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事実関係の抽出に欠けるところがあるなど当てはめに不十分な点があり、「優秀」な答案には

 至らないと評価されるものとした。

　　　　「一応の水準」の答案は、このような「良好」な答案とされるために必要な要素のうち一つ

 又は二つ程度を欠くものとした。

　　　　「不良」な答案は、いずれの設問においても、適切と評価できる適用条文を選択せず又は独

占禁止法上の規範を的確に定立せず、これに基づく各設問の事案に基づく的確な当てはめがで

 きていないものとした。

 　　⑵　第２問

　　　　「優秀」な答案は、適切と評価できる適用条文を選択した上で、 行為要件及び効果要件に

 関する規範の定立及び当てはめを的確に行っているものとした。

　　　　「良好」な答案は、適切と評価できる適用条文を選択しているが、行為要件及び効果要件に

関する規範を定立せず又は正確に定立していないか、事実関係を整理できておらず当てはめが

不十分であるものや、適切と評価できる適用条文を選択していなくても、行為要件及び効果要

 件に関して相応の論述ができているものなどとした。

　　　　「一応の水準」の答案は、「良好」な答案と評価されるために必要な要素のうち一つ又は二

 つ程度を欠くものや、その分析が簡略であるものとした。

　　　　「不良」な答案は、独占禁止法上問題となり得る行為を的確に抽出せず、又は適切と評価で

きる適用条文を選択せず、かつ、公正競争阻害性の判断枠組みを的確に指摘できず、ひいては

これに基づく当てはめもできていないなど、独占禁止法に関する基本的理解が欠落しているこ

 とがうかがわれるものとした。

 

 第４　今後の出題について

　　　今後も、独占禁止法の基礎的知識の正確な理解、問題となる行為が市場における競争に与える

影響に対する洞察力、事実関係の検討能力及び論述の論理性・説得性を求めることに変わりはな

 いと考えられる。

 

 第５　今後の法科大学院教育に求めるもの

　　　経済法の問題は、不必要に細かな知識や過度に高度な分析を必要とするものではない。経済法

の基本的な考え方を正確に理解し、これを多様な事例に応用できる力を身に付けているかを見よ

うとするものである。法科大学院は、出題の意図したところを正確に理解し、引き続き、知識偏

重ではなく、基本的知識を正確に習得し、それを的確に使いこなせる能力の育成に力を注いでい

ただくとともに、論述においては、適用条文の選択や違反要件の意義を正確に示した上、問題と

なる行為が、どの市場における競争に、どのような影響を、いかなる機序を通じて及ぼすかを念

頭に置いて、事実関係を丹念に検討して要件に当てはめ、そして、それを箇条書き的に列挙する

 のではなく、論理的・説得的に表現することができるように教育していただきたい。



［経　済　法］

甲製品は特有の機能を有する事務機器であり、甲製品に代替できる製品はない。我が国における
甲製品のメーカーとして、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社、Ｄ社及びＥ社の５社（以下「５社」という。）があ
り、令和４年における各社のシェア（甲製品の国内における総販売額に占める各社の販売額の割
合）は、それぞれ、３０パーセント、２５パーセント、２０パーセント、１５パーセント、１０パ
ーセントとなっている。なお、輸入は事実上行われていない。また、５社は、甲製品事業の振興と
共通の利益の増進を目的として、一般社団法人日本甲製品協会（以下「甲製品協会」という。）を
設立している。
５社は、それぞれ、甲製品を直接ユーザーに販売している。甲製品の需要の大部分は買換えに伴

うものであり、一般に、ユーザーは数年ごとに甲製品を買い換えている。甲製品について、メーカ
ーごとの性能、使用方法等に大きな違いはないことから、ユーザーは買換えに際して異なるメーカ
ーの甲製品を選択することが少なくなく、５社間でユーザーの争奪が活発に行われてきている。
使用済みとなった甲製品については、従来、メーカーがユーザーから無償で引き取り、整備等を

行った上で中古品として販売することもあるが、多くは産業廃棄物処理業者に委託して廃棄してい
たほか、ユーザーが自ら廃棄していた。
ところが、数年前、法令により、使用済みの甲製品（整備等を行った上で中古品として販売され

るものを除く。以下同じ。）について、製造販売したメーカーが回収し、再利用が可能な部品等を
取り出し、洗浄・検査等を行って、甲製品の部品等としての再利用を可能とすること（以下「リサ
イクル」という。）が義務付けられ、所要の準備期間を置いて令和５年４月１日から施行されるこ
ととなった。リサイクルを義務付ける法令には、リサイクルに要する費用（以下「リサイクル費
用」という。）について、メーカーは合理的な範囲でユーザーに負担を求めることができる旨定め
られている。
リサイクル費用は、回収した使用済みの甲製品から部品等を取り出して再利用が可能となるよう

に処理すること（以下「処理」という。）に要する費用（処理施設を設置・運営する費用を含む。
以下「処理費用」という。）と、回収した使用済みの甲製品の処理施設への運送及び再利用される
部品等の処理施設から甲製品の製造・修理拠点への運送（以下、合わせて「運送」という。）に要
する費用（以下「運送費用」という。）に大別される。また、部品等の再利用による製造費用の節
減額はメーカーにより異なっているが、いずれのメーカーにおいても大きなものではない。
使用済みの甲製品のリサイクルが義務付けられるに際し、甲製品協会において専門家を交えて対

応を検討した。その結果、各メーカーの甲製品はいずれも日本全国で販売されており、処理施設は
運送費用との関係で全国に複数箇所設置する必要があるところ、どのメーカーも単独では効率的な
規模の処理施設を設置・運営することはできないことが判明した。このため、甲製品協会は、次の
内容の甲製品のリサイクルシステム（以下「本リサイクルシステム」という。）を構築し、実施す
ることを決定し、会員５社に参加を求めた。なお、会員の本リサイクルシステムへの参加義務や会
員以外の者（新規参入者を含む。）の利用等に関しては、何ら取り決められていない。

【本リサイクルシステム】
甲製品協会は全国２箇所に処理施設を設置・運営し、メーカーは同施設に使用済みの甲製品

の処理を委託する。また、運送は各メーカーが行う。
甲製品協会は、令和５年４月１日から処理施設を運営することとし、処理を受託する対価と

して、使用済みの甲製品１台当たりの処理費用の実費額（以下「処理単価」という。メーカーご
とに金額の違いは設けない。）を決定し、メーカーから徴収する。処理単価は、甲製品のユーザ
ー向け販売価格の１０パーセント程度になる。
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メーカーは、令和５年４月１日以降、ユーザーから使用済みの甲製品を回収するに当たり、
リサイクル費用として、処理単価の１．５倍相当額をユーザーから徴収する。

令和５年４月１日以降、５社は、いずれも本リサイクルシステムに参加しており、同システムは
問題なく実施され、５社は、それぞれのユーザーから上記のリサイクル費用を徴収している。ま
た、５社間では、ユーザーの争奪が引き続き活発に行われている。

〔設問〕
甲製品協会による本リサイクルシステムの構築・実施について、私的独占の禁止及び公正取引の

確保に関する法律上の問題点を分析して検討しなさい。

（出題の趣旨）
本問は、事業者団体の活動に対する、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す
る法律（以下「独占禁止法」という。）の適用に関するものであり、具体的には、
事務機器である甲製品のメーカー５社が設立している事業者団体である甲製品協会
が、法令上義務付けられた使用済みの甲製品のリサイクルを共同実施するという、
社会公共目的に基づく事業者団体の活動に係る事案である。
事業者団体の活動については、事業者の共同行為であって一定の取引分野におけ
る競争の実質的制限を要件とする不当な取引制限（独占禁止法第２条第６項、第３
条）の禁止に相当する同法第８条第１号に該当する行為の類型のほかに、公正競争
阻害性を要件とする構成事業者の機能・活動を不当に制限する行為（同法第８条第
４号）の類型もある。甲製品協会の上記の活動を評価するに当たっては、事業者に
よる共同行為の場合と比較して、上記のいずれかの類型に該当しないかについて、
より多面的な検討が求められる。
なお、リサイクルの共同実施については、公正取引委員会が「リサイクル等に係

る共同の取組に関する独占禁止法上の指針」（平成１３年６月２６日）を公表して
おり、また、より包括的な「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する
独占禁止法上の考え方」（令和５年３月３１日）も作成されているが、本問は、こ
うした公正取引委員会のガイドラインに関する知識そのものを問うものではない。
まず、甲製品協会が事業者団体（独占禁止法第２条第２項）に該当することを確

認する必要がある。また、甲製品協会において、本リサイクルシステムの構築が決
定・実施されていることも本問の事情の下で明らかであって、行為主体は甲製品協
会である。
なお、甲製品協会のこうした活動について、実質的には構成事業者である５社の

共同行為として捉え、不当な取引制限の観点から検討することもあり得ないわけで
はないが、その際にはそうした捉え方をする論拠を述べておく必要がある。
甲製品協会による本リサイクルシステムの構築・実施に関して独占禁止法上検討

すべき行為としては、使用済みの甲製品のリサイクルを共同構築・実施すること自
体に加えて、当該商品のリサイクル費用を決定し構成事業者にユーザーから徴収さ
せる行為も識別することができる。後者は、本リサイクルシステムの一環ではある
が、リサイクルの共同実施に不可欠のものでも付随的なものでもなく、別個独立し



て独占禁止法上の問題点を検討する必要がある。そして、前者は社会公共目的の非
ハードコアカルテルとして、また、後者はハードコアカルテルとして捉えることが

 できる。
　これらの甲製品協会の行為に係る独占禁止法上の問題点を検討する上では、こう
した行為がどの市場における競争に影響を及ぼし得るかに着目し、検討対象とする
市場を画定する必要がある。本問の事実関係の下では、特有の機能を有する事務機
器である甲製品の販売市場に及ぼす影響と、それとは別に、使用済みの甲製品のリ
サイクル取引に係る市場に及ぼす影響に着目することになる。後者については、従
来は廃棄されていた使用済みの甲製品を法令上の要請に基づいて新たにリサイクル

 しようとするものであり、当該商品のリサイクル市場を創り出すものともいえる。
　なお、本リサイクルシステムにおけるメーカーが回収する使用済みの甲製品の範
囲について、問題文からは当該メーカーが製造販売した甲製品に限定されるのか、
限定されないのか（他のメーカーが製造販売した甲製品を含むのか否か）は明らか
ではない。競争分析上、いずれであるかによって甲製品の販売市場に及ぼす影響が

 異なってくるが、以下では前者であることを前提に検討する。
　また、甲製品協会においては、構成事業者の共同リサイクルへの参加義務や構成
事業者以外の者（新規参入者を含む。）の利用等に関しては何ら取り決めていない
ことから、こうした競争者排除の観点からの問題点を検討する必要はない。リサイ
クルの共同化やリサイクル費用の決定が上記の市場における競争に及ぼす影響につ

 いて、競争回避の観点から検討することが求められる。
　まず、リサイクルの共同化それ自体について検討する。全国に複数の処理施設を
設置する必要があり、どのメーカーも単独では効率的な規模の処理施設を設置・運
営することができないことからみて、共同リサイクルの必要性が認められる。メー
カー５社とは独立した法人である甲製品協会が実施主体となることには合理性があ
り、また、各社が単独で実施することに比べて処理単価を節減できると考えられ、
使用済みの甲製品のリサイクルに係る市場における競争に弊害を及ぼすものではな
いと考えられる。また、甲製品協会が決定する処理単価は、各メーカーが処理する
場合より低廉であると考えられ、ユーザーの負担を軽減することにつながる。処理
単価は甲製品のユーザー向け販売価格の１０パーセント程度であり、メーカーで発
生する運送費用を含むリサイクル費用全体でみても大きなものではなく、リサイク
ルの共同化自体が甲製品の販売市場における競争に及ぼす影響は間接的であり、小

 さいと考えられる。
　甲製品協会は、自ら設置・運営する処理施設における処理費用として、処理単価
を決定してメーカーから徴収しているが、このこと自体に独占禁止法上の問題はな
いと考えられる。しかし、甲製品協会では、メーカーがユーザーから徴収するリサ
イクル費用を処理単価の１.５倍相当額とし、その徴収をメーカーに義務付けてお
り、リサイクル費用に関する価格カルテルとして捉えることができる（独占禁止法
第８条第１号）。実際には、具体的なリサイクル費用はメーカーによって異なるも
のであり、かつ、必要なリサイクル費用についてユーザーにどの程度負担を求める



かは各メーカーが本来独自に判断すべきことである。リサイクル費用の一律決定
は、各構成事業者がリサイクル費用を削減しようとするインセンティブを損ない、
効率的なリサイクルを阻害することになるおそれがある。甲製品協会が共同リサイ
クルを実施する上で、構成事業者がユーザーからそれぞれ徴収するリサイクル費用

 を統一する必要はないと考えられる。
また、各メーカーが使用済みの甲製品を回収して甲製品を販売することになるか
ら、リサイクル費用の決定は甲製品の販売市場における競争にも影響を及ぼすこと
になる。従来、使用済み甲製品は無償で回収・廃棄されており、甲製品の販売価格
にはそのための費用も含まれていたと考えられることからは、一律にリサイクル費

 用全額のユーザー負担を求めることは過大な転嫁になるおそれもある。
　リサイクル費用の甲製品のユーザー向け販売価格に占める割合（費用共通化割
合）が１５パーセント程度であることやユーザーの争奪が引き続き活発であること
を考慮しつつ、リサイクル費用の決定が甲製品の販売市場における競争を実質的に
制限すること（独占禁止法第８条第１号）に該当するのか、構成事業者であるメー
カーの機能・活動を不当に制限すること（同条第４号）にとどまるのか、検討を要

 することになる。
　なお、甲製品のリサイクルを義務付ける法令には、リサイクル費用について合理
的な範囲でユーザー負担を求めることができる旨定められているところ、この定め
がユーザーに負担を求めるリサイクル費用の一律の決定やその全額のユーザーから

 の徴収まで容認するものとはいえないと考えられる。
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設問１は、源泉徴収の要否を問うものであり、解答の過程では、使用者が供与する債務免除
に係る経済的利益が給与等（所得税法第２８条第１項）の支払に該当するか、また、経済的利
益が学資金として非課税扱いを受けうるか（同法第９条第１項第１５号）の検討を経なければ
ならない。その上で、本問で問題となる源泉徴収に関する規定（同法第１８３条第１項）を把
握し、その要件を充足するかを考える必要がある。初見の論点や条項であっても、奨学金の慈
善性・公益性から非課税所得該当性を疑って所得税法第９条第１項に当たれるか、また、同項
第１５号の規定ぶりは、括弧書きが重なり読みづらいが、租税法令で典型的な定めであるとも
言え、正確に読み解ける力を備えているかが問われている。
設問２では、誤って過大に納付された源泉徴収税額（誤納金）相当額を、国と源泉徴収義務

者(Ｂ法人)、申告納税義務を負う本来の納税義務者(Ａ)という三者の間で、どのような法律関
係に基づいて精算されるかを、その法的根拠と共に問うている。最判平成４年２月１８日民集
４６巻２号７７頁に従い、国とＢ法人の法律関係（Ｂ法人の納税義務）と、Ｂ法人とＡの法律
関係（Ａの納税義務）が別個に存在するというべきであるから、Ａが確定申告で申告納税額か
ら誤納金相当額を控除することにより直接国との間でその精算することはできない。なお、確
立した判例はあるものの、その規範を踏まえた上で説得的に展開されているものであれば、判
例とは異なる見解であっても、評価の対象となり得る。
設問３は、法人税法上の減価償却費に関する別段の定めを、与えられた事案において適切に

運用する能力を確認するものである。問題となる同法第３１条第１項では、損金経理要件を通
じて会社法会計との整合が図られる一方で、減価償却資産該当性やその「取得 、あるいは当」
該資産を事業年度末に「有する」という法人税法に固有の要件が含まれることが確認できる。
これらの要件を巡っては、基礎となる取引に係る私法上の評価を踏まえてその充足の有無を検
討することにより、主張の説得力が増す。法人税法の定めの解釈適用に際し、このように企業
会計及び私法上の評価が関わることは頻繁にあるものであり、両者に適切に目配りして論理を
展開する力が試されている。
設問４は、譲渡所得の計算に係る基礎と、相続税と所得税が交錯する基本的な問題状況を扱

う。すなわち、相続により取得した財産の譲渡益に対する課税の基本的な制度を、最判平成１
７年２月１日訟務月報５２巻３号１０３４頁の規範を踏まえつつ、所得税法第６０条第１項第
１号の文言と趣旨に照らして理解できているかを確認している。具体的には、同号の趣旨が相
続により取得した資産の増加益に係る課税の繰延べにあり、その譲渡に際し、所得税法に従っ
て計算される相続前後の各増加益を合わせたものを超えて所得として把握することは予定され
ていないことに加え、問題の名義書替料が取得費（所得税法第３８条第１項）を構成すべき付
随費用に当たるか否かを適切に考慮した上で、事案への当てはめができているかが問われてい
る。
設問５は、総合所得税の基礎の１つである損益通算の定めとその制限について、根拠条文に

則して確実に理解できているかを問うものである。所得税法第６９条第１項から、問題文の譲
渡所得上の損失は、第一次的には損益通算の対象となり得るものの、生活に通常必要でない資
産（所得税法第６２条第１項・同法施行令第１７８条第１項第２号）に係る損失に該当し、損
益通算上は生じなかったものとみなされる（所得税法第６９条第２項 。他の条文の参照と政）
令委任が重なり読み取りづらいが、このような制限を、その趣旨を理解した上で導ける力が試
される。本問で特に問題となるのは 「主として趣味、娯楽・・の目的で所有する資産」の解、
釈と適用である。主観的要件であるが、公平な税務執行の要請から、客観的要素を重視した当
てはめが意識されているかが問われている。

［経済法］
〔第１問〕
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第１問では、入札談合におけるメーカー９社、Ｙ社及び販売業者９社の各行為が、私的独占
の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」という ）第２条第６項に定義。
される不当な取引制限に該当し、同法第３条に違反するか等について同法上の問題点を検討す
ることを求めるものである。不当な取引制限の各要件の正確な理解を前提に、特にメーカー９
社とＹ社の各行為が、どのような意味で不当な取引制限の行為要件及び市場効果要件等を満た
すか、また、違反行為の終期及び主導的事業者としてのＹ社に対する課徴金がどのように考え
られるかなど、共同行為としての入札談合に関して独占禁止法の解釈と適用の基本的な考え方

 について受験者の理解を問うものである。
まず、行為要件の検討では、入札談合において「共同して （多摩談合（新井組ほか）事件」

・最判平成２４年２月２０日民集６６巻２号７９６頁に即して「共同して･･･相互に」の要件
と考えることもできる ）が談合の基本合意（意思の連絡）を意味すること、また「相互にそ。
の事業活動を拘束する」については複数の解釈があり得るが、いずれの立場に立つとしてもそ
の意義と解釈を明らかにした上で、特にメーカー９社とＹ社による本件取決めを中心に、本問

 の事実関係を当てはめて、その当否を説得的に論証していくことが必要になる。
、 「 」 、また 市場効果要件の 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること の検討では

まず市場画定が求められる。検討対象となる商品的・地理的な範囲を主として需要者から見た
需要代替性の見地から画定するという規範に留意しつつ、専ら競争制限を目的又は効果とする
入札談合については基本合意が対象としている取引及びそれにより影響を受ける範囲をもって
画定すれば足りるとの解釈を示すとともに、本問においては、本件取決めが対象とする「甲製
品の入札」に係る甲製品の供給市場に着眼して検討することが重要になる。次に、競争の実質
的制限の検討が求められる。市場支配力の形成、維持・強化という規範に留意しつつ、当該取
引に係る市場が有する競争機能を損なうことをいい、入札談合においては、当事者らがその意
思で落札者及び落札価格をある程度自由に左右することができる状態ないし力を形成すること
の解釈（前記多摩談合（新井組ほか）事件判決）を示すとともに、的確に本問の事実関係を当
てはめて論述することが重要になる。併せて「公共の利益に反して」の要件についても、入札

 談合が競争制限の目的又は効果しか持たないことを明らかにすることが求められる。
さらに、違反行為の終期の検討では、入札談合における共同行為の終期とは、基本合意に基

づく拘束力が解消されて合意参加者が競争制限的な事業活動を行わなくなった時点を指すとい
う解釈を示すとともに、本問においては、Ｘ２による本件取決めからの離脱が本件取決めの拘
束力にどのような影響を及ぼしたかを丁寧に見た上で、当該共同行為の終期を明らかにするこ
とが求められる。また、Ｙ社に対する課徴金の有無及び金額については、本件取決めに基づい
て、Ｙ社が、メーカー９社からの談合情報を集約するとともに、落札者及び入札価格を指示す
るなど「違反行為の実行としての事業活動について指定（独占禁止法第７条の３第２項第３号
ロ 」していたという事案の特性に鑑みて、Ｙ社の上記の行為は甲製品の供給調整を「容易に）
すべき重要なもの」に当たるとの評価を導いた上で、課徴金額を具体的に示すことが重要であ

 る。
 　　　　

 〔第２問〕
これまで国内のαの販売を独占的に供給する地位にあったＸ社がＹ社の参入に対して行った

( a)～( c)の行為の独占禁止法上の評価を問うものであり、排除型行為を分析する基本的な力を
見ることを主眼とする問題である。その観点からは、( a)～( c)による私的独占該当性が問題と
なる。ただし、( a)～( c)の各行為を不公正な取引方法として論じることに注力し、その後、補
足的に私的独占を論じるという理路も想定されており、そのように論じるものが実際に多いも
のと予想されている。どちらの構成であっても排除的行為の基本的分析能力と私的独占の基本

 的理解が問われるという点では同じである。
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私的独占については、一定の取引分野を画定するための基本的な理解が問われる。需要の代
替性と供給の代替性から正確に理解できるかどうかが問われる。( a)～( c)が排除行為に該当す
るかどうかについても、排除行為についての基本的な理解ができているかどうかを問うもので
ある。( a)～( c)の各行為が排除効果を有するか否かが中心的な問題となる。( a)と( b)について
は、不公正な取引方法の構成をとった場合に問題となる市場閉鎖効果分析の基本的手法を修得
できているかが問われる。なお、( c)についてはγに対する妨害がαにおける排除になり得る
か否かを論じることが必要になる。少し複雑なように見えるが、関連市場に属さない製品・役
務を直接の対象として、関連市場での事業活動を排除するといった私的独占事例は内外でよく
見られるものである。( a)～( c)の排除効果が競争の実質的制限をもたらす程度のものであるこ
との評価や、公共の利益要件の評価はごく基本的な理解があれば可能なものであり、その点に

 ついてはごく基本的な能力を問うものとなっている。
( a)～( c)を不公正な取引方法として議論する場合、( a)と( b)については拘束条件付取引若し

くは間接の取引拒絶の構成が考えられ、どちらで構成しても良いが、公正競争阻害性、特に市
場閉鎖効果についての基本的な分析能力を確認することが中心課題となる。私的独占でも説明
したように影響を受ける市場の画定方法についての基本的理解も問われる。なお、( c)は取引

、 。 、妨害が成立するか否かが問題となり 取引妨害についての基本的な条文理解が問われる なお
( c)については、γの取引の妨害が問題となるため、私的独占では補足できない法益侵害も含
まれている。私的独占を主として論じた場合であっても( c)については、取引妨害について別
個に論じることが要請される。不公正な取引方法を中心に論じた場合、( c)が排除行為に該当

 することについては不公正な取引方法の該当性だけではない側面も論じなければならない。
 

 　［知的財産法］
 〔第１問〕

１　設問１は、特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の属否及び無効の抗弁の成否と
ともに、新規性喪失の例外について問うものである。設問２は、通常実施権許諾契約に違反

 して製造された製品の販売行為についての侵害の成否を問うものである。
２　設問１⑴については、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて確定す
るとの原則（特許法（以下「法」という ）第７０条第１項）を踏まえた上で、出願経過に。
おいてＸが提出した意見書の内容などの本問の事実関係に照らして、Ｙ１製品が本件発明の

 技術的範囲に属するとのＸの主張の当否を検討する必要がある。
３　設問１⑵については、無効の抗弁（法第１０４条の３第１項）の成否を判断する前提とし
て、発明の要旨を認定する必要があり、最判平成３年３月８日民集４５巻３号１２３頁【リ
パーゼ事件】を踏まえて、本件発明の要旨を認定した上で、その要旨との関係において無効
の抗弁の成否を検討する必要がある。無効理由としては、新規性喪失（法第２９条第１項第
３号 、サポート要件違反（法第３６条第６項第１号）等が問題となるところ、本問の事実）

 関係の下でそれらの無効理由の存否について論じることが求められる。
４　設問１⑶については、考えられるＸの主張及び手続として、新規性喪失の例外（法第３０
条第２項）及び書面の提出（同条第３項）を挙げた上で、新規性喪失の例外の効果を考慮し

 ながら、無効の抗弁の妥当性について差異が生じることがあるかを論じる必要がある。
５　設問２については、まず、Ｘとしては、Ｙ３によるＹ２製品の販売が業としての実施（法
第２条第３項第１号、第６８条）に当たること、Ｙ２が本件契約の最高数量制限に違反して
製造する行為は本件特許権を侵害するため、Ｙ３による販売行為も侵害に当たること、した
がってＹ３によるＹ２製品の販売停止請求が可能であること（法第１００条第１項）を述べ
る必要がある。これに対して、Ｙ３の反論としては、最高数量制限違反は債務不履行にとど
まり、Ｙ２の製造行為は侵害に該当しないため、通常実施権者Ｙ２による譲渡により特許権
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